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日
台
民
法
学
比
較
と
近
時
の
改
正
論
議
の
問
題
状
況吉　

田　

邦　

彦

論
　
　
　
説

＊�

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
二
～
一
三
日
の
台
湾
政
治
大
学
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
国
（
台
湾
）
に
お
け
る
民
法
法
典
化
の
方
向

と
進
展
」で
の
報
告
及
び
同
月
一
六
日
の
台
湾
大
学
で
の
同
名
タ
イ
ト
ル
で
の
講
演
原
稿
に
若
干
の
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
、
政
治
大
学
の
陳
洸
岳
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
教
授
、
ま
た
台
湾
大
学
で
は
司
会
者
の
詹
森
林
教
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授
、
討
論
者
の
陳
自
強
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
教
授
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。

は
じ
め
に

　
「
中
国
（
台
湾
）
に
お
け
る
民
法
法
典
化
の
方
向
と
進
展
」
と
い
う
シ
ン
ポ
企
画
を
立
て
ら
れ
た
陳
洸
岳
教
授
は
、
近
時
の
日
本
の
債
権

法
改
正
論
議
に
つ
い
て
（
そ
れ
を
、
台
湾
か
ら
ご
覧
に
な
る
と
、
民
法
研
究
者
総
動
員
的
な
異
論
の
な
い
動
き
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
）、
私
が
慎
重
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
（
そ
し
て
改
正
論
議
に
慎
重
論
な
い
し
批
判
的
意
見
を
持
つ
人
は
、
私
が
知
る
身
近
な
研

究
者
に
は
少
な
く
な
い
こ
と
も
確
か
で
す
）
こ
と
を
聞
き
及
ば
れ
て
、「
民
法
改
正
論
議
は
、
で
き
る
だ
け
多
面
的
に
議
論
す
べ
き
な
の
で
、

そ
う
い
う
吉
田
の
議
論
を
展
開
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
の
が
、
同
教
授
か
ら
の
ご
要
望
で
し
た
。

　

し
か
し
そ
れ
を
行
う
た
め
に
も
、（
一
）
日
本
と
台
湾
の
民
法
学
が
ど
の
よ
う
に
異
同
が
あ
り
、（
二
）
そ
の
相
互
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、さ
ら
に
、（
三
）吉
田
の
民
法
学
へ
の
問
題
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
、述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

前
半
で
そ
れ
を
行
い
（
一
章
、
二
章
）、
そ
れ
に
続
け
て
、
後
半
で
近
時
の
改
正
論
議
に
つ
い
て
の
私
の
所
見
を
述
べ
る
こ
と
に
致
し
ま
す

（
三
章
）。
と
は
い
え
、
今
回
が
台
湾
初
訪
問
の
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
こ
の
国
の
諸
事
情
と
か
、
文
化
と
か
、
ま
た
台
湾
民
法
学
の
摂
取
に

実
は
夢
中
で
、
未
だ
に
不
勉
強
で
あ
る
と
い
う
致
命
的
欠
陥
を
抱
え
な
が
ら
の
報
告
で
あ
る
こ
と
は
、
最
初
に
お
断
り
を
し
て
お
か
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

な
お
本
稿
で
の
議
論
の
仕
方
は
、
日
台
民
法
学
者
お
な
じ
み
の
各
論
的
解
釈
論
の
比
較
研
究
と
は
少
し
趣
が
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
時
間
的

制
約
と
い
う
理
由
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
述
べ
る
よ
う
に
、
各
論
的
議
論
と
は
別
の
総
論
的
・
理
論
的
ス
タ
ン
ス
で
両
民
法
学
を
捉
え
直

し
て
み
た
い
と
い
う
私
自
身
の
思
い
も
あ
る
の
で
す
。
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＊
以
下
で
は
、「
で
す
ま
す
体
」
を
「
だ
で
あ
る
体
」
に
変
更
し
ま
す
。

一
．
台
湾
民
法
学
の
特
色

　

台
湾
民
法
学
の
勉
強
を
進
め
る
と
、
全
体
的
に
そ
れ
が
か
な
り
日
本
民
法
学
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
承
知

の
上
で
、
両
者
の
類
似
点
と
相
違
点
を
描
き
出
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

（
一
）（
諸
外
国
の
状
況
へ
の
敏
感
さ
、
盛
ん
な
比
較
法
論
議
）

　

第
一
の
特
徴
は
、
諸
外
国
の
動
き
に
敏
感
で
、
比
較
法
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
日
本
の
民
法
学
の
状
況
に
類
似
す
る
こ

と
で
あ
る
（
近
時
は
、
比
較
法
研
究
は
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
が
）。
星
野
教
授
は
、
日
本
の
法
学
者
の
「
新
し
も
の
好
き
」
傾
向
を
指

摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る（１
）が
、
台
湾
民
法
学
者
の
特
質
と
し
て
も
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
に
、
島
国
で
あ
る

こ
と
か
ら
か
と
も
思
わ
れ
る
。

（
二
）（
日
本
以
上
の
ド
イ
ツ
法
の
影
響
の
強
さ
、
ス
イ
ス
法
の
影
響
）

　

第
二
は
、法
典
（
台
湾
民
法
〔
一
九
二
九
年
制
定
〕）
は
、日
本
以
上
に
ド
イ
ツ
法
の
影
響
が
強
く
（
日
本
民
法
は
、我
妻
博
士
の
頃
ま
で
は
、

同
様
の
印
象
を
与
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
研
究
（
星
野
教
授
等
）
に
よ
り
、
か
つ
て
の
理
解
に
誤
解
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
、

イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
が
法
典
自
体
に
は
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い（２
）る

）、
ま
た
、
ス
イ
ス
法
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
も

興
味
深
い
。
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な
お
、
台
湾
で
は
、
近
時
で
も
「
法
継
受
」
現
象
が
見
ら
れ（３
）る

と
こ
ろ
も
興
味
深
い
（
例
え
ば
、
一
九
九
四
年
消
費
者
保
護
法
に
お
け
る

一
九
七
六
年
ド
イ
ツ
約
款
規
制
法
の
継
受
、一
九
九
五
年
区
分
所
有
共
同
住
宅
管
理
法
に
お
け
る
一
九
五
一
年
ド
イ
ツ
住
居
所
有
法
の
継
受
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
近
時
の
法
改
正
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
外
国
法
の
密
着
的
参
照
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
違
い
を
ど
う
説

明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
）。
自
前
の
法
解
釈
実
践
が
あ
る
場
合
に
、
何
故
「
法
継
受
」
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
三
）（
台
湾
で
の
「
日
本
学
説
継
受
」）

　

第
三
は
、日
本
法
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、台
湾
民
法
学
に
お
け
る
「
日
本
学
説
継
受
」
は
、日
本
民
法
学
に
お
け
る
「
ド

イ
ツ
学
説
継
受
」
の
構
造
的
問
題
（
北
川
教（４
）授
）
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
民
法
典
は
、
本
来
ド
イ
ツ
法
な
い
し
ス
イ

ス
法
の
影
響
を
受
け
た
民
法
な
の
に
、
そ
れ
と
異
質
の
日
本
学
説
の
継
受
に
よ
る
歪
み
が
出
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
例
え
ば
、
陳
自
強
教（５
）授

）。

　

例
え
ば
、
①
通
謀
虚
偽
表
示
の
第
三
者
と
の
関
係
（
台
湾
民
法
八
七
条
但
書
〔
ド
民
一
一
七
条
一
項
〕
へ
の
日
本
民
法
九
四
条
二
項
の
影

響
）、
②
錯
誤
理
解
（
台
湾
民
法
八
八
～
九
一
条
〔
ド
民
一
一
九
～
一
二
一
条
〕
へ
の
日
本
民
法
九
五
条
の
影
響
）、
③
物
権
行
為
の
無
因
性

（
台
湾
民
法
七
六
一
条
一
項
但
書
）
へ
の
日
本
の
有
因
説
の
影
響
、
④
ド
イ
ツ
型
不
法
行
為
（
台
湾
民
法
一
八
四
条
一
項
前
段
、
一
項
後
段
、

二
項
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ド
民
八
二
三
条
一
項
、
八
二
六
条
、
八
二
三
条
二
項
に
対
応
）
に
対
す
る
日
本
の
消
極
的
な
債
権
侵
害
論
の
影
響
な
ど

が
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
批（６
）判
を
行
う
議
論
は
、
か
つ
て
日
本
で
は
か
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
論
議
さ
れ
た
（
北
川
・
星
野
教
授
等
）。
韓
国
で

も
類
似
の
研
究
が
あ
る
（
例
え
ば
、
鄭
鐘
休
教（７
）授

）。
し
か
し
本
稿
で
は
敢
え
て
、
巨
視
的
視
点
か
ら
関
係
諸
国
の
比
較
法
的
研
究
を
見
て

み
る
と
、
こ
う
し
た
構
造
的
矯
正
の
作
業
は
、
所
詮
《
顕
微
鏡
的
な
作
業
》
で
あ
る
と
今
で
は
思
っ
て
い
る
（
吉
田
）。
た
だ
、
従
来
閑
却
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さ
れ
た
規
範
の
新
た
な
発
見
に
よ
り
、
議
論
が
塗
り
替
わ
る
場
合
は
別
で
あ
ろ
う
。

（
四
）（
法
教
義
学
の
強
さ
）

　

第
四
に
、
日
台
民
法
学
の
相
違
と
し
て
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
台
湾
に
お
け
る
法
教
義
学
志
向
の
強
さ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
が

何
に
由
来
す
る
か
も
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
推
測
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
法
学
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
法
教
義
学
の
強
さ
の
影
響
で

あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
程
度
の
差
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
で
も
京
大
を
中
心
と
す
る
関
西
等
で
は
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
的
色
彩
は
濃
厚
だ
か
ら
で
あ
る

し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
近
時
は
そ
の
傾
向
は
再
度
強
く
な
る
勢
い
が
あ
る
。
し
か
し
、（
全
体
と
し
て
は
、
例
外
的
か
も
知
れ
な
い
が
）、

従
来
日
本
民
法
学
の
展
開
を
リ
ー
ド
し
た
東
大
系
の
民
法
学
者
（
例
え
ば
、
末
弘
・
川
島
・
来
栖
・
加
藤
・
星
野
各
博
士
な
ど
）
に
お
い
て

は
、
ア
メ
リ
カ
法
学
の
影
響
が
強
く
、
方
法
論
レ
ベ
ル
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
影
響
か
ら
、
法
教
義
学
一
辺
倒
の
法
学
に
対
し
て
は
、「
概

念
法
学
」
と
し
て
批
判
的
に
脱
構
築
し
て
い
こ
う
と
い
う
潮
流
が
有
力
で
あ（８
）り
、
私
自
身
そ
の
よ
う
な
土
壌
の
下
に
育
て
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
は
留
意
さ
れ
た
い
。

（
１
）
例
え
ば
、
星
野
英
一
「
日
本
民
法
学
の
出
発
点
」
同
・
民
法
論
集
五
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
）
二
〇
五
頁
（
初
出
、
東
大
公
開
講
座
・
明
治
・

大
正
の
学
者
た
ち（
東
大
出
版
会
、一
九
七
七
））、同「
日
本
の
民
法
解
釈
学
」同
書
二
四
四
頁（
初
出
、早
稲
田
法
学
五
八
巻
三
号（
一
九
八
三
））。

こ
れ
は
、
平
井
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
「
最
新
流
行
主
義
」（
平
井
宜
雄
「『
法
的
思
考
様
式
』
を
求
め
て
」
吉
田
邦
彦
編
・
民
法
学
の
羅
針
盤
（
信

山
社
、
二
〇
一
一
）
四
〇
頁
（
初
出
、
北
大
法
学
論
集
四
七
巻
六
号
（
一
九
九
七
））
と
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

（
２
）
例
え
ば
、
星
野
英
一
「
日
本
民
法
典
に
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
」
同
・
民
法
論
集
一
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
）（
初
出
、
日
仏
法
学
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二
．「
民
法
理
論
研
究
」
の
視（
９
）角
か
ら
の
台
湾
民
法
学
へ
の
問
い
か
け

　

次
に
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
民
法
学
に
関
す
る
総
論
的
視
角
な
い
し
理
論
研
究
と
い
う
角
度
か
ら
の
日
台
民
法
学
比
較
を
行
う
序
説
と

三
号
（
一
九
六
五
））。

（
３
）
法
制
定
・
改
正
に
お
け
る
「
法
継
受
」
等
の
概
況
に
つ
き
、
詹
森
林
（
宮
下
修
一
訳
）「
台
湾
に
お
け
る
民
法
典
の
制
定
」
加
藤
雅
信
編
・
民

法
改
正
と
世
界
の
民
法
典
（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
）
四
〇
九
頁
以
下
。

（
４
）
北
川
善
太
郎
・
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
）。

（
５
）
以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
陳
自
強
「
台
湾
民
法
の
百
年
」
北
大
法
学
論
集
六
一
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
）
九
三
二
頁
以
下
（［
二
六

〇
］
頁
以
下
）。
債
権
侵
害
に
つ
い
て
は
、
吉
田
邦
彦
・
債
権
侵
害
論
再
考
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
）
参
照
。
つ
ま
り
こ
こ
で
そ
れ
に
関
し
て
言

い
た
い
の
は
、
台
湾
不
法
行
為
法
の
規
定
の
体
裁
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
八
二
六
条
の
議
論
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
継
受
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
に
、
何
故
か
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
（
私
見
が
出
る
前
の
）
日
本
の
債
権
侵
害
学
説
の
影
響
が
台
湾
に
も
根
強
い
の
で
あ
る
。

（
６
）
か
つ
て
の
日
本
民
法
学
で
は
、
本
来
の
フ
ラ
ン
ス
的
・
イ
ギ
リ
ス
的
法
典
が
、
ド
イ
ツ
学
説
で
歪
め
ら
れ
た
と
い
う
構
造
的
批
判
が
、
台
湾

民
法
学
に
お
い
て
は
、
本
来
の
ド
イ
ツ
的
・
ス
イ
ス
的
法
典
の
解
釈
が
、
日
本
的
に
歪
め
ら
れ
、
そ
の
矯
正
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
議
論
と

パ
ラ
レ
ル
の
関
係
が
あ
る
。

（
７
）
鄭
鐘
休
・
韓
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
（
創
文
社
、
一
九
八
九
）。

（
８
）
例
え
ば
、
末
弘
厳
太
郎
「
法
律
解
釈
に
於
け
る
理
論
と
政
策
」
春
木
還
暦
論
文
集
（
有
斐
閣
、
一
九
三
一
）、
川
島
武
宜
・
科
学
と
し
て
の
法

律
学
（
弘
文
堂
、
一
九
六
四
）、
来
栖
三
郎
「
法
の
解
釈
適
用
と
法
の
遵
守
（
一
）（
二
・
完
）」
法
協
六
八
巻
五
号
、
七
号
（
一
九
五
一
）、
同

「
法
の
解
釈
と
法
律
家
」
私
法
一
一
号
（
一
九
五
四
）、
加
藤
一
郎
・
民
法
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
量
（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
）、
星
野
英
一
「
民

法
法
解
釈
論
序
説
」
同
・
民
法
論
集
一
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
）
な
ど
。
こ
れ
ら
の
分
析
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
吉
田
邦
彦
・
後
掲
書
（
注
９
）

（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）
第
一
章
参
照
。
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し
て
、
そ
の
分
析
軸
と
し
て
私
が
注
目
し
て
い
る
も
の
に
即
し
て
、
台
湾
民
法
学
に
問
い
か
け
を
行
い
、
こ
れ
を
巡
る
両
国
の
比
較
法
交
流

を
素
材
と
し
て
提
示
し
て
み
る
。

（
一
）（
法
解
釈
方
法
論
的
議
論
）

　

第
一
は
、
法
解
釈
方
法
論
的
議
論
で
あ
り
、
前
述
の
如
く
、
日
本
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
民
法
学
者
が
議
論
を
リ
ー
ド
し
て
、
そ
れ

な
り
の
蓄
積
が
あ
る
（
注
８
文
献
参
照
）
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
台
湾
民
法
学
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
影
響
か
ら
、「
法
と
社
会
」（
生
け
る
法
）
に
関
す
る
議
論
が
出
さ
れ
（
末
弘
博
士
以
来
）、
そ
れ
を
受
け

止
め
つ
つ
、
利
益
考
量
論
（
加
藤
・
星
野
教
授
ら
）
が
支
配
的
民
法
解
釈
論
の
方
法
論
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
頃
、
そ
れ
に
対

す
る
批
判
と
し
て
「
法
的
議
論
」
の
基
礎
付
け
が
行
わ
れ
た
が
（
平
井
教
（
（1
（

授
）、
同
教
授
と
て
、
論
理
実
証
主
義
な
い
し
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学

の
強
い
洗
礼
を
受
け
つ
つ
の
疑
問
の
提
示
と
し
て
の
「
第
二
次
法
解
釈
論
争
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
因
み
に
、「
第
一

次
法
解
釈
論
争
」
は
、
利
益
考
量
論
の
嚆
矢
と
な
っ
た
来
栖
博
士
の
議
論
を
指
し
て
い
る
）。
し
か
し
、
星
野
＝
平
井
論
争
後
の
近
時
の
日

本
民
法
学
の
動
向
と
し
て
、
概
念
法
学
的
傾
向
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
と
い
う
現
象
が
顕
著
で
、
批
判
的
議
論
は
停
滞
し
て
お
り
、
論
者
（
平
井

教
授
）
の
趣
旨
に
も
沿
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
遺
憾
な
事
態
で
あ
る
。

　

台
湾
民
法
学
で
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
状
況
に
対
応
す
る
動
き
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
陳
教
授
は
、「
利
益
考
量
の
方
法
が

台
湾
民
法
学
の
方
法
論
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
、
し
か
し
他
方
で
、「
法
と
経
済
学
」
は
、

台
湾
の
若
い
法
律
家
（
研
究
者
）
の
間
で
風
靡
し
、
万
能
薬
と
し
て
科
学
的
経
済
分
析
方
法
で
全
て
の
法
律
問
題
を
解
決
で
き
る
と
期
待
す

る
者
も
少
な
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
（1
（

て
、
こ
う
し
た
状
況
は
な
ぜ
な
の
か
不
可
解
に
私
に
は
映
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
」（
そ
の
影
響
を
受
け
た
利
益
考
量
論
）
と
「
法
と
経
済
学
」
と
は
、
法
思
想
の
系
譜
的
に
は
連
続
面
が
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あ
る
の
に
、
台
湾
民
法
学
の
こ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
相
違
に
は
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）（
日
台
の
法
思
想
の
特
徴
は
？
）

　

第
二
に
、
日
台
民
法
学
の
法
思
想
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
日
本
の
特
徴
と
し
て
、
①
従
来
原
理
的
に

考
え
る
こ
と
が
弱
い
と
さ
れ
（
星
野
教
（
（1
（

授
。
一
般
的
に
は
既
に
中
江
兆
（
（1
（

民
）、
他
方
で
、
ハ
ウ
ツ
ー
的
テ
ク
ネ
ー
志
向
が
強
く
、
経
済
学
的

思
考
は
好
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、（
損
得
勘
定
に
長
け
た
江
戸
町
人
的
な
）
日
本
的
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、「
利
益
考
量
論
」
は
あ
る
意

味
で
、
法
教
義
学
の
脱
構
築
と
い
う
意
味
で
、
こ
う
し
た
色
彩
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
②
他
面
で
、
社
会
科
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の

影
響
は
、
従
来
強
か
っ
た
が
、
そ
の
理
解
の
さ
れ
方
は
、
比
較
的
シ
ェ
ー
マ
的
で
一
面
的
で
も
あ
っ
た
（
例
え
ば
、
川
島
博
士
の
『
所
有
権

法
の
理
（
（1
（

論
』）。
ま
た
経
済
学
の
領
域
で
影
響
が
強
く
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
な
影
響
力
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
現
代
的
な
批
判
思
想
の
展
開
と

い
う
と
、
弱
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
突
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
（
（1
（

る
。

　

台
湾
に
お
け
る
こ
う
し
た
社
会
科
学
一
般
の
思
潮
状
況
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
と
類
似
す
る
の
か
。

（
三
）（
社
会
実
態
の
民
法
へ
の
影
響
〔「
法
と
社
会
」
の
視
点
〕）

　

第
三
に
、
社
会
実
態
の
変
化
に
よ
る
民
法
へ
の
影
響
と
い
う
関
心
は
ど
う
な
の
か
。
こ
の
点
、
日
本
の
近
時
の
状
況
に
対
応
し
た
民
法
学

の
変
化
の
若
干
を
述
べ
る
と
、
例
え
ば
、
①
近
時
の
経
済
不
況
（
日
本
経
済
の
空
洞
化
）
の
影
響
が
あ
り
（
例
え
ば
、
物
上
代
位
（
日
本
民

法
三
七
〇
条
）
へ
の
着
（
（1
（

目
）、
②
リ
ス
ク
の
広
域
化
、
越
境
化
の
現
象
が
前
面
に
出
て
、
そ
の
因
果
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
複
雑
さ
の
認
識

に
よ
る
従
来
の
科
学
主
義
的
責
任
原
理
の
限
界
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
（
（1
（

る
。
と
く
に
環
境
法
の
領
域
が
そ
う
で
あ
り
、
例
え
ば
、
地
球
温

暖
化
問
題
へ
の
民
法
的
対
処
の
難
し
さ
が
あ
り
、
原
発
汚
染
等
に
対
す
る
従
来
型
対
応
〔
事
後
的
補
償
的
対
応
〕
の
時
代
錯
誤
（
（1
（

性
と
い
う
問
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題
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、③
金
融
形
態
の
変
化
（
メ
イ
ン
バ
ン
ク
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
と
直
接
金
融
の
前
面
化
（
債
権
の
証
券
化
・
流
動
（
（1
（

化
））

は
債
権
譲
渡
の
議
論
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
金
融
リ
ス
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
金
融
リ
ス

ク
の
世
界
的
蔓
延
の
問
題
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
台
湾
民
法
学
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
四
）（「
社
会
編
成
原
理
」
の
自
覚
的
認
識
及
び
そ
の
政
策
的
ス
タ
ン
ス
の
分
散
）

　

第
四
に
、
社
会
問
題
の
規
律
を
捉
え
る
際
に
、「
社
会
編
成
規
範
原
理
」
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
意
識
が
出
て
き
た
こ
と
、
と
く
に
「
市

場
と
国
家
と
の
関
係
」
等
に
注
目
す
る
視
角
が
出
て
き
た
こ
と
に
、
私
な
ど
は
着
目
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
具
体
的
問
題
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
契
約
（
法
律
行
為
）
が
無
効
と
の
規
定
（
日
本
民
法
九
〇
条
、
台
湾
民
法
七
二
条
）
と
の
関
連
で
、「
契
約

自
由
か
、
契
約
正
義
か
」
な
ど
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
古
典
的
問
題
と
し
て
、
法
解
釈
的
議
論
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ

る
よ
う
な
マ
ク
ロ
的
視
点
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。こ
う
し
た
台
湾
民
法
学
分
析
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か（
こ
の
点
で
、

そ
の
規
範
的
・
法
政
策
的
立
場
が
、
全
く
一
致
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
蘇
永
欽
教
授
は
、
ド
イ
ツ
の
シ
ス
テ
ム
理
論
（
ト
イ
ブ
ナ
ー

教
授
な
ど
）
の
影
響
を
受
け
ら
れ
て
、
憲
法
規
定
を
媒
介
に
民
法
の
私
的
自
治
原
則
を
規
制
す
る
方
向
で
説
か
れ
て
い
（
（2
（

て
、
こ
う
し
た
社
会

編
成
原
理
の
観
点
に
類
似
す
る
も
の
が
、
例
外
的
に
看
取
さ
れ
て
、
興
味
深
く
思
う
）。

　

も
う
少
し
こ
の
点
を
敷
衍
す
る
と
、
こ
う
し
た
視
角
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
と
経
済
学
の
潮
流
、
そ
し
て
批
判
法
学
の
議
論
を
経
て
意
識
化

さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
時
は
、
日
本
で
は
、
法
解
釈
者
の
政
策
的
ス
タ
ン
ス
の
相
違
が
意
識
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
覚

的
な
保
守
的
（
市
場
主
義
的
）
論
者
の
登
場
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
と
く
に
、
保
守
的
「
法
と
経
済
学
」
に
染
ま
っ
た
論
者
に
そ
う
し
た
人

は
多
い
）、
こ
の
点
は
、
我
々
の
恩
師
の
世
代
に
お
い
て
は
、
進
歩
的
な
立
場
で
の
政
策
的
立
場
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
の
と
対
照
的



論　　　説

北法63（3・10）670

で
あ
る
（
そ
し
て
、
こ
う
し
た
政
策
的
ス
タ
ン
ス
の
変
化
は
、
後
述
の
立
法
過
程
の
混
迷
化
と
も
関
係
す
る
）。

　

例
え
ば
、
近
時
の
規
制
緩
和
の
議
論
（
そ
こ
に
お
け
る
「
小
さ
な
国
家
」
志
向
）（
例
え
ば
、
小
泉
構
造
改
革
）
と
の
関
係
で
み
る
と
よ

く
わ
か
り
、
経
済
界
は
、
概
し
て
、
市
場
主
義
的
で
あ
る
。
民
法
問
題
と
し
て
具
体
的
に
は
、
①
借
地
借
家
法
の
「
正
当
事
由
」（
二
八
条
）

に
対
す
る
批
判
（
そ
の
結
果
と
し
て
の
定
期
借
家
権
（
同
法
三
八
条
）
の
導
入
）（
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
年
）
改
正
に
よ
る
）、
②
抵
当

権
強
化
（
金
融
業
者
優
位
）
の
下
で
の
短
期
賃
貸
借
制
度
（
日
本
民
法
旧
三
九
五
条
）
の
廃
止
（
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）
の
担
保
法

改
正
に
よ
る
）、
③
区
分
所
有
法
改
正
（
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
年
）
改
正
）
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
業
者
・
再
開
発
重
視
と
、
そ

の
反
面
で
の
少
数
居
住
者
（
建
替
え
反
対
派
）
の
利
益
保
護
の
後
退
（
同
法
六
一
条
、
七
〇
条
等
）
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

台
湾
で
は
、
一
九
九
五
年
の
「
区
分
所
有
共
同
住
宅
管
理
法
」（
前
記
）
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
特
別
法
で
あ
る
が
、
人
口
稠
密
の
点
で
共

通
す
る
同
国
で
、こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
か
。（
因
み
に
、日
本
の
区
分
所
有
法
の
制
定
は
、一
九
六
二
年
。
団
体
法
的
規
制
は
、

一
九
八
三
年
改
正
、
さ
ら
に
は
、
二
〇
〇
二
年
改
正
で
ど
ん
ど
ん
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
り
、
後
者
は
居
住
の
個
人
権
保
護
の
観
点
か
ら
、
そ

の
「
社
会
編
成
規
範
原
理
」
的
偏
り
と
い
う
、
疑
問
を
呈
し
得
（
（2
（

る
。）

　

こ
の
よ
う
に
、「
社
会
編
成
原
理
」
と
の
関
連
で
の
法
政
策
的
ス
タ
ン
ス
の
自
覚
的
認
識
の
有
用
性
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
し
た
視
座
の
所

有
法
へ
の
応
用
と
し
て
、
川
島
理
論
批
判
を
行
っ
（
（2
（

た
。
さ
ら
に
そ
の
居
住
分
野
（
具
体
例
の
幾
つ
か
は
既
に
上
述
し
た
）
で
、
市
場
主
義
的

日
本
の
状
況
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
展
開
し
た
の
が
「
居
住
福
祉
法
学
の
構
想
」
で
あ
（
（2
（

る
。

　

わ
が
国
の
居
住
法
政
策
の
市
場
主
義
的
偏
り
は
、
医
療
の
分
野
と
比
較
す
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
が
、
未
だ
に
民
法
学
者
に
こ
の
点
の
問

題
意
識
の
共
有
が
で
き
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
居
住
領
域
で
、
わ
が
国
で
は
先
進
諸
国
で
突
出
し
て
公
共
的
支
援
が
弱
く
、
市
場
主
義

的
・
自
己
責
任
的
政
策
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
、
災
害
復
興
問
題
に
顕
著
に
問
題
状
況
は
現
れ
、
ま
た
中
山

間
地
の
居
住
福
祉
に
つ
い
て
も
、
そ
の
多
面
的
意
義
は
閑
却
さ
れ
、
─
─
こ
れ
は
、
地
方
自
治
問
題
で
あ
る
が
─
─
地
域
的
な
平
等
主
義
的
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な
財
の
再
分
配
機
能
は
弱
ま
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、
平
成
の
市
町
村
合
併
、
三
位
一
体
の
地
方
分
権
改
革
参
照
）。「
居
住
福
祉
法
学
」
は
、

そ
の
公
共
的
側
面
に
留
意
し
て
、
住
宅
市
場
に
公
共
的
に
介
入
し
て
、
居
住
弱
者
保
護
政
策
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
応
す
る
法
政
策
は
、
中
国
・
韓
国
な
ど
で
は
顕
著
で
あ
り
、
大
い
に
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
台
湾
の
状
況
は
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。

（
五
）（
土
着
の
法
思
想
・
法
文
化
〔
い
わ
ゆ
る
「
法
意
識
」
論
〕）

　

第
五
に
、
法
継
受
・
学
説
継
受
等
の
欧
米
の
外
来
思
想
に
対
す
る
、
土
着
の
法
思
想
・
法
文
化
へ
の
関
心
で
あ
り
、
こ
れ
も
、
川
島
博
士

や
星
野
教
授
な
ど
が
か
ね
て
説
か
れ
て
い
（
（2
（

た
。
星
野
論
文
に
よ
れ
ば
、
日
本
的
な
契
約
意
識
に
つ
い
て
、
本
来
日
本
で
は
、
あ
ま
り
詳
細
な

規
定
を
置
か
ず
（
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
的
な
法
三
章
的
伝
統
で
あ
ろ
う
）、
し
か
し
契
約
に
よ
る
拘
束
は
強
く
考
え
て
い
た
と

さ
れ
る
（
但
し
、
言
葉
に
よ
る
拘
束
力
で
は
な
い
）。
し
か
し
近
時
は
、
欧
米
の
影
響
で
、
日
台
と
も
に
契
約
規
定
は
詳
細
化
す
る
現
象
は

あ
ろ
う
。
他
方
で
、
近
時
の
契
約
実
務
で
、
中
国
で
は
、
結
構
契
約
を
破
る
行
為
が
あ
り
、
こ
の
点
で
違
約
に
怒
る
日
本
業
者
の
声
を
耳
に

し
た
こ
と
も
あ
り
、デ
ー
タ
的
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
研
究
も
出
さ
れ
て
い
（
（2
（

る
。
日
本
で
は
概
し
て
、信
義
に
厚
い
と
い
う
現
象
が
あ
る
の
に
、

中
国
は
こ
の
点
違
う
の
か
、
ま
た
、
儒
教
な
ど
の
礼
儀
の
文
化
が
強
い
台
湾
に
お
い
て
は
、
日
本
に
近
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
教
え
て
欲
し

い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
も
と
よ
り
、
個
別
事
例
に
よ
り
様
々
で
こ
う
し
た
大
雑
把
な
割
り
切
り
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
上
で
の
各
国

の
契
約
意
識
の
文
化
の
相
違
に
は
関
心
が
持
た
れ
る
）。

　

さ
ら
に
、
台
湾
な
ら
で
は
の
法
制
度
と
し
て
、
何
が
あ
る
の
か
へ
の
関
心
は
強
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
台
湾
独
自
の
法
実
務
・
法
意
識
・

法
文
化
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
で
例
え
ば
、
①
「
合
会
」（
無
尽
講
）
契
約
（
一
九
九
九
年
改
正
に
よ
る
台
湾
民
法
七
〇
九
条
の
一
～
七
〇
九
条
の
九
）
は
、
既
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に
清
朝
統
治
期
か
ら
の
民
間
資
金
調
達
方
法
と
伺
っ
て
い
る
が
、
そ
の
社
会
的
機
能
は
定
着
し
、
台
湾
金
融
社
会
の
関
係
志
向
を
示
す
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

②
ま
た
台
湾
先
住
民
族
の
法
状
況
も
、
二
〇
〇
五
年
に
は
「
原
住
民
族
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
よ
う
（
も
っ
と
も
、

民
法
は
適
用
さ
れ
る
）。
ア
イ
ヌ
民
族
の
状
況
と
比
べ
て
、
台
湾
で
は
、
原
住
民
族
の
民
族
議
席
の
伝
統
も
か
ね
て
あ
り
、
自
立
性
・
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
政
治
的
パ
ワ
ー
は
、
強
い
よ
う
で
あ
（
（2
（

る
。
こ
れ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
も
、
興
味
深
い
が
、
戦
後
の｢

本
省
人｣

｢

外
省

人｣

の
混
淆
も
あ
り
、
台
湾
は
、
日
本
よ
り
も
多
民
族
国
家
と
い
う
意
識
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
け
る
ア
イ

ヌ
民
族
の
場
合
に
は
、
日
本
社
会
の
同
質
性
の
強
さ
故
に
、
少
数
民
族
の
地
位
は
な
お
劣
悪
で
、
歴
史
的
に
も
、
所
有
権
剝
奪
・
社
会
的
差
別
・

同
化
圧
力
に
よ
る
周
縁
化
と
い
う
事
情
ゆ
え
に
補
償
問
題
の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
（
吉
（
（2
（

田
）。
な
お
、戦
時
中
に
調
達
さ
れ
た
「
高

砂
義
勇
隊
」
に
つ
い
て
は
、
補
償
問
題
が
残
り
（
一
九
四
二
年
か
ら
七
回
に
わ
た
り
、
南
方
戦
線
に
六
〇
〇
〇
人
以
上
も
の
タ
イ
ヤ
ル
族
な

ど
の
台
湾
原
住
民
従
軍
者
が
派
遣
さ
れ
、
戦
死
者
は
三
〇
〇
〇
人
に
及
ぶ
。
日
本
の
戦
後
補
償
問
題
は
放
置
さ
（
（2
（

れ
、
烏
来
に
あ
る
碑
文
も
、

皇
軍
同
視
の
大
和
魂
を
讃
え
る
類
で
あ
り
、補
償
的
記
念
碑
と
し
て
の
批
判
的
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
）、こ
れ
は
次
項
の
問
題
で
あ
る
。

（
六
）（
日
台
の
補
償
問
題
な
ど
）

　

最
後
に
考
え
た
い
の
は
、
日
台
・
台
中
の
現
代
史
、
過
去
の
歴
史
的
不
正
義
に
関
わ
る
民
法
問
題
（
補
償
問
題
）
と
い
う
視
角
で
あ
る
。

こ
れ
は
従
来
民
法
学
で
閑
却
さ
れ
た
集
団
的
不
法
行
為
の
問
題
で
あ
り
、
所
有
の
淵
源
問
題
か
つ
非
所
有
の
所
有
法
学
問
題
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
①
台
湾
人
の
戦
争
補
償
か
ら
の
排
除
（
軍
人
・
軍
属
の
場
合
の
恩
給
か
ら
の
排
除
・
差
別
的
処
遇
）、
②
台
湾
慰
安
婦
問
題
（
二

〇
一
一
年
夏
の
段
階
で
、一
二
名
の
阿
媽
生
存
（
（2
（

者
）、③
ハ
ン
セ
ン
病
者
へ
の
隔
離
政
策
（
台
北
郊
外
の
楽
生
療
養
院
）、④
植
民
地
問
題
（
例

え
ば
、
一
八
九
五
年
の
台
湾
人
民
軍
事
犯
処
分
令
、
台
湾
住
民
刑
罰
令
、
一
九
八
六
年
台
湾
総
督
府
臨
時
法
院
条
例
、
一
八
九
八
年
匪
徒
刑
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罰
令
、
一
九
〇
四
年
犯
罪
即
決
制
、
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
、
一
九
〇
五
年
刑
事
訴
訟
特
別
手
続
に
お
け
る
刑
事
部
門
の
手
続
保
障
の
な
い
刑

事
制
裁
手
続
の
遂
行
と
い
う
「
法
の
暴
（
（3
（

力
」）
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
植
民
地
時
代
の
負
の
遺
産
と
し
て
、
日
本
側
の
や
り
残
し
た

問
題
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、⑤
台
中
の
問
題
と
し
て
、一
九
四
七
・
二
・
二
八
事
件
（
犠
牲
者
は
、一
万
八
〇
〇
〇
～
二
万
八
〇
〇
〇
人
）
等
の
「
白
色
テ
ロ
」

に
関
す
る
補
償
問
（
（3
（

題
が
重
大
課
題
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
国
内
補
償
問
題
で
あ
る
済
州
島
の
四
・
三
事
件
と
か
光
州
事

件
で
の
事
後
処
理
が
参
考
に
な
る
）。
本
件
に
つ
い
て
、
一
九
八
八
年
本
省
人
初
の
李
登
輝
総
統
に
よ
る
民
主
化
の
後
、
一
九
八
九
年
に
は
、

記
念
碑
が
建
設
さ
れ
、
一
九
九
五
年
李
総
統
に
よ
る
犠
牲
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
公
式
謝
罪
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
国
民
党
（
馬
英

九
総
統
）
に
よ
る
「
和
解
」
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
微
温
湯
的
で
批
判
も
あ
り
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題

は
大
き
い
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
法
学
な
ど
で
は
、
こ
れ
は
不
法
行
為
の
大
き
な
課
題
と
さ
れ
て
い
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
も
こ
う
し
た
状
況
に
な
る
べ
く
、
民
事
法
研
究
者
の
関
心
を
集
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
９
）
こ
れ
に
関
す
る
私
の
も
の
と
し
て
、吉
田
邦
彦
・
民
法
解
釈
と
揺
れ
動
く
所
有
論
（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）（
有
斐
閣
、二
〇
〇
〇
）、同
・
契
約
法
・

医
事
法
の
関
係
的
展
開
（
民
法
理
論
研
究
二
巻
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）、
同
・
多
文
化
時
代
と
所
有
・
居
住
福
祉
・
補
償
問
題
（
民
法
理
論

研
究
三
巻
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）、
同
・
都
市
居
住
・
災
害
復
興
・
戦
争
補
償
と
批
判
的
「
法
の
支
配
」（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）（
有
斐
閣
、

二
〇
一
一
）。

（
10
）
平
井
宜
雄
・
法
律
学
基
礎
論
覚
書
（
有
斐
閣
、一
九
八
九
）、同
・
続
・
法
律
学
基
礎
論
覚
書
（
有
斐
閣
、一
九
九
一
）（
平
井
宜
雄
著
作
集
Ⅰ
（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
に
所
収
）。

（
11
）
陳
自
強
（
周
作
彩
＝
村
田
彰
共
訳
）「
台
湾
民
法
に
対
す
る
日
本
民
法
の
影
響
」
流
経
法
学
一
一
巻
一
号
（
二
〇
一
一
）
一
一
四
頁
。

　
　
　

な
お
、
台
湾
に
お
け
る
「
法
と
経
済
学
」
の
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
簡
資
修
・
経
済
推
理
與
法
律
（
元
照
、
二
〇
〇
六
）、
謝
哲
勝
主
編
・
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法
律
経
済
学
（
五
南
、
二
〇
〇
七
）
な
ど
。

（
12
）
例
え
ば
、
星
野
英
一
「
民
法
学
の
方
法
に
関
す
る
覚
書
」
同
・
民
法
論
集
五
巻
一
二
九
頁
以
下
（
教
授
の
言
う
「
哲
学
的
考
察
」）。

（
13
）「
わ
が
日
本
、
古

い
に
し
え

よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
哲
学
な
し
。
本
居
宣
長
な
ど
は
、一
種
の
考
古
学
に
す
ぎ
な
い
。
…
加
藤
弘
之
な
ど
は
、…
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
論
説
の
そ
の
ま
ま
輸
入
で
…
哲
学
者
と
称
す
る
に
足
り
な
い
。
…
哲
学
な
き
民
は
、何
を
し
て
も
深
い
意
味
が
な
く
、浅
薄
を
免
れ
な
い
。」

は
、
中
江
兆
民
「
一
年
有
半
」（
初
出
、
一
九
〇
一
）
河
野
健
二
責
任
編
集
・
中
江
兆
民
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
）
三
六
四－

三
六
五
頁
。

（
14
）
川
島
武
宜
・（
新
版
）
所
有
権
法
の
理
論
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
）（
初
版
は
、
一
九
四
九
）
一
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
15
）
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）
二
章
参
照
。

（
16
）
例
え
ば
、
賃
料
に
対
す
る
物
上
代
位
は
、
か
つ
て
は
日
本
民
法
旧
三
七
一
条
（
果
実
に
は
抵
当
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
規
定
）
と
の

関
係
で
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
し
か
し
最
判
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
一
〇
月
二
七
日
民
集
四
三
巻
九
号
一
〇
七
〇
頁
で
積
極

論
に
か
た
ま
っ
て
か
ら
、
夥

お
び
た
だ

し
い
裁
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
。
不
動
産
自
体
の
市
況
の
低
迷
の
裏
面
の
現
象
で
あ
る

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
は
、吉
田
邦
彦
・
所
有
法
（
物
権
法
）・
担
保
物
権
法
講
義
録
（
信
山
社
、二
〇
一
〇
）
二
二
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
17
）
こ
の
点
は
、
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
三
七
五－

三
七
六
頁
参
照
。

（
18
）
福
島
原
発
破
壊
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
の
批
判
と
し
て
、
野
口
定
久
ほ
か
編
・
後
掲
書
（
注
23
）（
居
住
福
祉
学
）
二
九
五
頁
以
下
（
吉
田

邦
彦
執
筆
）
を
さ
し
あ
た
り
参
照
。

（
19
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
大
垣
尚
司
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ド
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
入
門
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
七
）、
同
・
金
融
と
法
─
─
企
業

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
入
門
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）
参
照
。

（
20
）
例
え
ば
、蘇
永
欽「
私
的
自
治
與
公
平
的
管
制
」月
旦
法
学
雑
誌
七
〇
期（
二
〇
〇
一
）同
・
走
入
新
世
紀
的
私
法
自
治（
元
照
出
版
、二
〇
〇
二
）

一
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
21
）
因
み
に
、日
本
の
判
例
は
、こ
う
し
た
動
向
を
支
持
し
て
い
る
が（
最
判
平
成
二
一（
二
〇
〇
九
）年
四
月
二
三
日
判
時
二
〇
五
四
号
一
一
六
頁
）、

こ
う
し
た
見
地
か
ら
批
判
的
考
察
を
し
た
も
の
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
「
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
（
と
く
に
団
地
）
の
建
替
え
を
巡
る
諸
問
題
と
課

題
」
判
時
二
〇
八
〇
号
（
二
〇
一
〇
）
三
頁
以
下
、ま
た
開
発
利
益
の
居
住
者
へ
の
均
霑
と
い
う
点
か
ら
、日
韓
の
批
判
理
論
分
析
を
し
た
の
が
、

吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
一
章
で
あ
る
。

（
22
）
と
く
に
、
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
一
巻
）
七
章
参
照
。
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（
23
）「
居
住
福
祉
法
学
」
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
居
住
に
関
す
る
公
共
的
支
援
を
重
視
し
、
自
己
責
任
的
・
市
場
主
義
的
処
理
に
批
判
的
分
析
を

行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
入
門
書
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
・
居
住
福
祉
法
学
の
構
想
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
）、
野
口
定
久
他
編
・
居
住

福
祉
学
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
八
章
、
一
二
章
（
吉
田
邦
彦
執
筆
）。
ヨ
リ
詰
め
た
も
の
は
、
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研

究
三
巻
）
一
～
五
章
、
同
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）
一
～
四
章
で
あ
る
。

（
24
）
例
え
ば
、
川
島
武
宜
・
日
本
人
の
法
意
識
（
岩
波
新
書
）（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）、
ま
た
、
星
野
英
一
「
日
本
人
の
法
意
識
」
同
・
民
法

論
集
七
巻
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
）（
初
出
、
法
社
会
学
三
七
号
（
一
九
八
五
））、
同
「
日
本
に
お
け
る
契
約
法
の
変
遷
」
同
・
民
法
論
集
六
巻

（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
）
二
八
五
頁
以
下
（
初
出
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
契
約
観
（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
））。
さ
ら
に
、
星
野
英
一
他
「
日
本
社

会
に
お
け
る
契
約
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
〇
〇
～
二
〇
三
号
（
一
九
七
九
～
一
九
八
〇
）
参
照
。

（
25
）
加
藤
雅
信
ほ
か
編
・
日
本
人
の
契
約
観
─
─
契
約
を
守
る
心
と
破
る
心
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
）
八
一－

八
八
頁
は
、
日
本
に
お
け
る
契
約

遵
守
度
が
低
く
は
な
い
と
い
う
川
島
批
判
の
文
脈
で
の
論
証
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
デ
ー
タ
を
日
中
比
較
す
る
と
、
中
国
の
方
が
、
契
約
遵
守

度
が
低
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

（
26
）
こ
の
点
で
、
例
え
ば
、
山
本
春
樹
ほ
か
・
台
湾
原
住
民
族
の
現
在
（
草
風
館
、
二
〇
〇
五
）。

（
27
）
吉
田
邦
彦
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
補
償
問
題
─
─
民
法
学
か
ら
の
近
時
の
有
識
者
懇
談
会
報
告
書
の
批
判
的
考
察
」
関
西
大
学
ノ
モ
ス
二
八
号
（
二

〇
一
一
）。
さ
ら
に
、加
筆
修
正
し
た
、同
・
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
補
償
問
題
─
民
法
学
の
見
地
か
ら
（
さ
っ
ぽ
ろ
自
由
学
校
「
遊
」、二
〇
一
二
）

と
く
に
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
28
）
こ
の
点
は
、
片
倉
佳
史
・
観
光
コ
ー
ス
で
な
い
台
湾
（
高
文
研
、
二
〇
〇
五
）
一
〇
七－

一
一
〇
頁
参
照
。

（
29
）
台
北
市
婦
女
救
援
基
金
会
頼
采
児
ほ
か
著
・
沈
黙
的
傷
痕
─
─
日
軍
慰
安
婦
歴
史
影
響
書
（
商
周
出
版
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
30
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
王
泰
升
「
台
湾
に
お
け
る
『
法
の
暴
力
』
の
歴
史
的
評
価
─
─
日
本
植
民
地
時
代
を
中
心
に
」
高
橋
哲
哉
ほ
か
編
・
法

と
暴
力
の
記
憶
─
─
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
研
究
（
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

　
　
　

な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
民
事
面
で
は
、
台
湾
人
に
粗
暴
な
干
渉
は
し
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
つ
つ
（
三
一
頁
）、「
地
方
ノ
慣
例
・
条
理
」
な

い
し
「
旧
慣
」
に
よ
る
と
し
た
や
り
方
（
一
八
九
五
年
台
湾
住
民
民
事
訴
訟
令
、
一
八
九
八
年
七
月
一
六
日
律
令
、
一
九
〇
八
年
台
湾
民
事
令
、

一
九
二
三
年
身
分
法
に
関
す
る
扱
い
）
に
つ
い
て
は
、被
統
治
者
の
利
益
を
無
視
し
た
法
の
暴
力
の
側
面
が
あ
っ
た
と
し
て
批
判
的
で
あ
る
（
三

二
頁
）。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
旧
民
法
起
草
に
従
事
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
日
本
の
旧
慣
に
配
慮
し
て
い
た
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
口
述
（
森
順
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三
．
近
時
の
日
本
民
法
（
債
権
法
）
改
正
論
議
の
問
題
点

　

そ
れ
で
は
、
台
湾
民
法
学
者
に
も
関
心
を
集
め
て
い
る
、
日
本
の
近
時
の
債
権
法
改
正
論
議
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
状
況
を
述
べ
て
み

よ
（
（3
（

う
。

（
一
）（
従
来
の
民
法
改
正
と
の
相
違
）

正
口
訳
）
法
律
不
遡
及
論
（
初
版
一
八
九
五
）（
復
刻
宗
文
館
書
店
、
一
九
八
四
））
と
い
う
こ
と
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、「
法
の
暴
力
」
と

ま
で
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
出
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
同
教
授
の
見
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

す
な
わ
ち
、
当
初
は
、
台
湾
総
督
府
（
と
く
に
そ
の
民
政
長
官
後
藤
新
平
）
と
し
て
は
、
岡
松
参
太
郎
博
士
に
よ
り
、
旧
慣
調
査
の
上
で
、

独
自
の
法
典
を
編
纂
す
る
予
定
で
あ
っ
て
一
九
一
四
年
に
は
、
法
典
（「
台
湾
民
事
令
草
案
」）
も
完
成
し
た
が
、
そ
の
後
後
藤
の
影
響
力
の
低

下
な
ど
も
あ
り
、
日
本
の
植
民
地
政
策
上
の
路
線
変
更
が
あ
り
、
植
民
地
が
独
自
の
法
典
を
持
つ
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
結
局
見
送
ら
れ
て
一
九
二
三
年
か
ら
の
日
本
法
の
財
産
法
に
関
す
る
適
用
に
止
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
り
、
台
湾
民
法
の
近
代
シ

ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
見
送
ら
れ
て
、
経
済
発
展
の
支
障
と
な
っ
た
面
も
あ
り
、
ま
た
家
族
法
に
お
い
て
も
近
代
化
の
契
機
を
失
っ
た
と
す

る
批
判
を
投
ず
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
限
り
で
「
法
の
暴
力
」
的
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
同
・
台
湾
日
治
時
期

的
法
律
改
革
（
聨
経
、
一
九
九
九
）
三
〇
三
頁
以
下
、
同
・
具
有
歴
史
思
維
的
法
学
（
元
照
、
二
〇
一
〇
）
一
七
六
頁
以
下
、
同
「
岡
松
参
太

郎
の
学
説
と
台
湾
日
本
統
治
前
期
に
お
け
る
民
事
法
の
変
遷
・
再
論
」
法
制
史
研
究
登
載
予
定
な
ど
参
照
。
同
教
授
か
ら
は
、
直
接
の
ご
教
示

も
受
け
て
お
り
、
ご
厚
意
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

（
31
）
例
え
ば
、
何
義
麟
・
二
・
二
八
事
件
（
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。
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第
一
に
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
今
般
の
改
正
論
議
は
、
従
来
型
の
民
法
改
正
（
法
改
正
）（
例
え
ば
、
近
時
の
親
権
法
改
正
）
と
相
違

が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
法
改
正
の
実
践
的
目
的
が
欠
如
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
こ
の
改
正
に
よ
り
、「
わ
か
り
や

す
い
民
法
」
に
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
本
当
に
そ
う
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
（
（3
（

い
。
も
ち
ろ
ん
、
民
法
制
定
か
ら
百
年
も
経
ち
、
使
い
物
に
な

ら
な
い
古
い
規
定
は
改
廃
（
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
）
の
必
要
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
も
の
に
止
め
て
謙
抑
的
改
正
に
止
め
る
べ
き
だ
と
い

う
の
が
、
私
見
で
あ
る
（
も
っ
と
も
そ
う
い
う
も
の
は
使
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
そ
う
な
る
と
、
ど
れ
だ
け
今
回
の
改
正
論
議
に
実
践
的

意
義
が
あ
る
か
は
、
疑
問
に
も
な
る
）。

　

な
お
、こ
の
点
で
、大
村
教
授
の
近
著
で
は
、今
般
の
債
権
法
改
正
の
議
論
と
こ
れ
ま
で
の
民
法
改
正
の
議
論
と
の
相
違
を
、（
意
識
的
に
？
）

捨
象
し
て
い
（
（3
（

て
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
債
権
法
改
正
及
び
東
ア
ジ
ア
の
民
法
改
正
（
民
法
制
定
）
を
、
今
回
の
日
本
で
の

改
正
論
議
を
後
押
し
す
る
か
の
如
く
叙
述
す
（
（3
（

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
異
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
Ｅ
Ｕ
統
合
と
の
関
係
、
ま

た
中
国
な
ど
は
法
解
釈
実
践
が
日
本
と
異
な
り
、
韓
国
・
台
湾
に
お
い
て
も
法
改
正
事
情
の
相
違
を
捨
象
で
き
る
の
か
、
慎
重
な
検
討
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

（
二
）（
立
法
的
「
規
範
整
理
」
の
是
非
）

　

第
二
に
、「
規
範
の
整
理
」
を
立
法
で
行
っ
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。「
判
例
・
通
説
」
の
実
定
化
は
、
異
論
が
な
い
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
ほ
ど
実
害
も
な
い
が
、
こ
う
し
た
作
業
は
、
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
既
に
回
っ
て
い
る
法
解
釈
論
で
、

強
い
て
そ
れ
を
い
じ
る
必
要
性
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
判
例
を
全
て
実
定
化
す
る
こ
と
に
よ
る
、
規
定
の
増
大
化
・
詳
細
化
（
こ
れ
は

現
行
法
起
草
者
が
意
識
的
に
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
（
（3
（

る
）が
果
た
し
て
良
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
も
、慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

沢
山
の
判
例
を
大
量
の
条
文
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
当
に
「
国
民
の
た
め
の
立
法
」
な
の
か
が
、
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
。（
ま
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た
後
に
述
べ
る
が
、そ
れ
は
問
題
あ
る
法
状
況
を
一
定
の
法
改
正
目
的
の
た
め
に
、改
善
す
る
と
い
う
本
来
の
意
味
で
の
法
改
正
で
も
な
い
。）

（
三
）（
国
際
契
約
法
の
影
響
）

　

今
回
の
改
正
論
議
で
、
と
く
に
目
立
つ
特
色
と
し
て
は
、「
国
際
的
統
一
法
」
の
影
響
と
い
う
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条

約
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）（
一
九
八
〇
年
採
択
、一
九
八
九
年
発
効
。
日
本
の
締
約
に
よ
る
発
効
は
、二
〇
〇
九
年
八
月
か
ら
）
も
適
用
が
あ
る
か
ら
、

国
内
法
を
こ
れ
に
揃
え
る
実
践
的
必
要
性
は
な
い
。

　

こ
の
点
で
、
台
湾
民
法
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
法
と
の
関
連
が
深
く
、
一
九
九
九
年
債
権
編
改
正
で
は
、（
ド
イ
ツ
旧
法
に
基
づ
く
）
①

不
完
全
給
付
の
明
文
化
（
二
二
七
条
）、
②
契
約
締
結
上
の
過
失
の
一
般
規
定
化
（
二
四
五
条
の
一
）
も
な
さ
れ
、
他
方
で
、
元
の
ド
イ
ツ

法
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
統
一
化
の
波
で
、
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
（
二
〇
〇
一
年
ド
イ
ツ
債
権
法
改
正
）、
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
そ
の
他
例
え
ば
、
③
債
務
不
履
行
責
任
で
は
、
過
失
要
件
の
意
味
で
の
帰
責
事
由
要
件
を
要
求
す
る
旧
ド
イ
ツ
法
を
基

に
台
湾
民
法
が
で
き
て
い
る
の
に
、
二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
法
改
正
で
こ
の
立
場
は
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
国
際
契
約
法
と
同
様
の

立
場
に
な
っ
て
い
る
）。

　

こ
の
点
で
詹
論
文
は
、契
約
解
除
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、そ
の
ね
じ
れ
現
象
の
例
と
し
て
、（
ⅰ
）履
行
不
能
に
よ
る
解
除（
台

湾
民
法
二
五
六
条
。
こ
の
前
提
と
す
る
二
二
六
条
、
二
二
五
条
一
項
）、
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
（
二
五
四
条
、
二
五
五
条
）
で
は
、
上
記

意
味
で
の
帰
責
事
由
が
要
求
さ
れ
、そ
れ
は
、ド
民
旧
三
二
五
条
に
依
拠
し
て
い
た
が
、改
正
後
の
ド
民
三
二
三
条
は
異
な
る
立
場
で
あ
る
点
、

（
ⅱ
）
一
九
九
九
年
改
正
に
よ
る
台
湾
民
法
二
二
七
条
一
項
は
、こ
れ
を
前
提
と
す
る
点
、（
ⅲ
）
事
前
の
違
反
、履
行
拒
絶
に
対
す
る
解
除
は
、

ド
イ
ツ
旧
法
と
同
様
に
認
め
て
い
な
い
が
、改
正
後
の
ド
民
三
二
三
条
四
項
で
は
、こ
れ
を
認
め
て
い
る
点
、（
ⅳ
）
台
湾
民
法
二
六
〇
条
は
、

体
裁
は
、
ド
民
新
三
二
五
条
と
同
様
に
、「
解
除
と
損
害
賠
償
は
併
存
す
る
」
と
い
う
立
場
だ
が
、（
台
湾
判
例
）
は
、
狭
い
理
解
を
し
て
お
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り
、「
解
除
前
の
損
害
賠
償
の
み
で
き
る
」
と
す
る
点
な
ど
を
指
摘
す
（
（3
（

る
。

　

な
お
、
鹿
野
教
授
は
、
こ
の
点
で
、
日
台
民
法
規
定
を
同
視
し
て
い
（
（3
（

る
が
正
確
で
は
な
い
。
日
本
民
法
の
関
連
規
定
（
民
法
四
一
五
条
、

五
四
一
条
、
五
四
三
条
）
は
、
も
と
も
と
ド
イ
ツ
的
理
解
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
か
ら
で
あ
（
（3
（

る
。

（
四
）（「
法
解
釈
的
立
法
」
の
問
題
）

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
改
正
談
義
の
落
と
し
穴
と
し
て
、「
法
解
釈
的
立
法
」
の
側
面
が
多
分
に
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
①
債
権
者

代
位
に
関
す
る
事
実
的
優
先
効
の
否
定
、②
詐
害
行
為
の
理
解
に
関
す
る
判
例
よ
り
狭
い
捉
え
方
、③
債
務
不
履
行
責
任
の
無
過
失
責
任
化
、

④
「
相
殺
と
差
押
え
」
に
関
す
る
無
制
限
説
の
主
張
な
ど
は
、
法
解
釈
論
と
し
て
、
異
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
的
議
論
と
し
て
も
決

し
て
収
束
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
を
「
上
か
ら
」
ホ
ッ
ブ
ズ
的
に
立
法
で
も
っ
て
押
し
付
け
よ
う
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
。

　

こ
れ
は
、
批
判
的
法
解
釈
論
の
展
開
に
抑
圧
的
・
閉
塞
的
に
機
能
す
る
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
来
栖
博
士
以
来
の
「
法
」
と
「
法
律
」

と
の
区
別
の
論
議
、
平
井
教
授
が
展
開
し
た
「
議
論
の
法
律
学
」
と
い
う
日
本
の
法
解
釈
論
方
法
論
の
議
論
の
蓄
積
に
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
関
係
者
（
と
く
に
内
田
前
教
授
）
は
意
識
的
に
こ
の
点
の
議
論
を
避
け
て
い
て
、
問
題
が
あ
る
。
か
ね
て
法
解
釈
論
と
し
て
異
な
る
案

を
別
法
案
と
し
て
改
正
案
を
掲
げ
て
い
た
加
藤
雅
信
教
授
が
近
時
の
状
況
に
大
き
な
不
満
を
示
さ
れ
て
い
る
（
注
33
文
献
参
照
）
の
は
、
改

正
論
議
に
上
記
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
（
同
教
授
も
法
解
釈
問
題
を
立
法
問
題
と
し
て
法
案
を
戦
わ
せ
よ
う
と
す
る
限
り
で
、
同
様
の
方
法

論
的
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
・
・
・
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
五
）（
進
歩
的
な
「
法
政
策
的
論
議
」
の
不
十
分
さ
）
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他
方
で
、「
政
策
的
論
議
」
の
踏
み
込
み
の
弱
さ
を
指
摘
で
き
る
（
前
述
の
居
住
福
祉
法
分
野
は
、
日
本
の
大
き
な
法
政
策
的
欠
陥
と
も

言
え
る
し
、こ
れ
は
民
法
分
野
で
あ
る
の
に
、債
権
法
改
正
論
者
か
ら
の
こ
の
側
面
で
の
立
法
提
言
が
皆
無
で
あ
る
の
は
、不
思
議
で
あ
り
、

改
正
論
者
の
偏
っ
た
ス
タ
ン
ス
の
表
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
政
策
的
踏
み
込
み
の
消
極
性
・
一
面
性
を
示
し
て
い
る
）。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
日
本
の
立
法
過
程
の
変
化
と
の
関
係
で
、
や
む
を
得
な
い
内
在
的
限
界
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ

ま
り
、「
立
法
過
程
の
民
主
化
」
に
よ
り
、現
実
に
は
、企
業
サ
イ
ド
の
市
場
主
義
的
・
保
守
的
議
論
か
ら
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
強
く
な
っ
た
し
、

さ
ら
に
は
、
日
本
研
究
者
に
お
け
る
政
策
的
ス
タ
ン
ス
（
社
会
編
成
原
理
に
関
す
る
捉
え
方
）
の
多
様
化
・
分
散
（
か
つ
て
の
進
歩
的
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
喪
失
と
い
う
意
味
で
の
保
守
的
研
究
者
の
増
加
）
に
も
関
係
す
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
あ
ま
り
政
策
論
に
踏
み
込
む
と
、
意

見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
現
状
よ
り
も
保
守
的
な
立
法
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
皮
肉
な
構
造
的
問
題
が
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
他
面
で
、「
時
効
」
は
政
策
的
制
度
で
あ
る
の
に
、「
世
界
の
潮
流
」
を
謳
い
文
句
に
し
て
、
十
分
な
議
論
の
詰
め
も
な
く
、

こ
れ
ま
で
判
例
が
積
み
重
ね
て
き
た
「
被
害
者
保
護
の
営
為
」
を
排
除
す
る
と
い
う
側
面
が
出
て
い
る
（
そ
の
限
り
で
、
企
業
寄
り
の
保
守

的
政
策
論
に
既
に
乗
っ
て
い
る
）
の
で
あ
り
、
批
判
的
吟
味
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
こ
の
点
で
、
内
田
前
教
授
の
近
（
（4
（

著
は
、「
消
滅
時
効
期
間
の
短
期
化
は
世
界
潮
流
」
と
い
う
論
法
と
「
理
由
も
な
く
国
際
的
潮
流
に

あ
わ
せ
る
と
い
う
発
想
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
論
法
を
織
り
交
ぜ
て
進
め
ら
れ
る
が
、
や
は
り
前
者
の
論
法
の
色
彩
が
強
い
。
し

か
し
そ
も
そ
も
同
前
教
授
は
、《
基
本
的
に
政
策
問
題
に
は
、
今
回
の
債
権
法
改
正
は
立
ち
入
ら
な
い
》
と
し
て
い
た
原
点
か
ら
、
こ
の
時

効
法
改
正
は
逸
脱
し
て
い
る
し
、
少
な
く
と
も
、（
ａ
）
取
引
安
定
が
求
め
ら
れ
る
場
合
（
売
買
や
消
費
貸
借
等
金
融
領
域
）
と
、（
ｂ
）
弱

者
保
護
・
被
害
者
の
権
利
保
護
の
要
請
が
強
い
場
合
（
消
費
者
保
護
、
労
働
者
保
護
等
安
全
配
慮
義
務
領
域
、
概
し
て
不
法
行
為
領
域
）
と

は
区
別
し
て
捉
え
て
、
改
正
す
る
に
し
て
も
、
類
型
的
・
限
定
的
に
行
い
、
時
効
短
縮
化
の
無
造
作
な
一
般
化
を
「
世
界
潮
流
」「
そ
う
し
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な
い
と
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
だ
」
な
ど
と
い
う
盲
判
的
議
論
を
し
な
い
（
も
っ
と
、
具
体
的
・
実
質
的
な
利
益
考
量
を
詰
め
て
行
う
）
こ
と
が
重

要
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
で
、前
述
の
如
く
、一
般
的
に
は
、社
会
問
題
に
対
す
る
弱
者
保
護
的
な
政
策
的
提
言
な
い
し
現
状
に
対
す
る
批
判
的
視
座
は
弱
く
、

例
え
ば
、
合
意
志
向
と
い
う
古
典
的
な
契
約
理
論
に
適
合
的
な
保
守
的
議
論
の
側
面
も
強
い
（
こ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

ウ
ィ
ー
ン
条
約
後
に
提
示
さ
れ
た
「
関
係
契
約
理
論
」
は
、
日
本
で
は
、
持
て
囃
さ
れ
た
筈
で
あ
る
の
に
、
近
時
の
改
正
論
議
で
は
、
そ
の

系
譜
の
議
論
は
弱
い
）。

　

こ
の
点
で
、
立
法
過
程
を
巡
る
事
情
と
し
て
、
台
湾
民
法
学
界
は
、
な
お
研
究
者
の
進
歩
的
な
研
究
者
の
良
識
・
野
心
的
法
解
釈
を
立
法

化
す
る
「
エ
リ
ー
ト
型
」
立
法
を
許
す
環
境
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
（
か
つ
て
、
日
本
で
も
、
我
妻
博
士
が
法
制
審
議
会
座
長
の
頃
は
、
こ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
）。
そ
れ
は
、研
究
者
の
数
、質
、及
び
研
究
者
の
法
曹
に
お
け
る
ウ
ェ
イ
ト
の
置
か
れ
方
に
よ
る
の
で
あ
り
、例
え
ば
、

韓
国
は
、
日
本
の
状
況
と
の
相
違
が
あ
り
、
上
記
の
環
境
が
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
（
（4
（

が
、
台
湾
は
こ
の
点
は
ど
う
な
の
か
。

も
し
こ
の
点
で
相
違
が
あ
る
な
ら
ば
、
台
湾
で
は
、
日
本
と
は
異
な
る
民
法
改
正
の
展
開
も
期
待
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
32
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、文
献
は
多
い
が
、さ
し
あ
た
り
、内
田
貴
・
債
権
法
の
新
時
代
─
─
「
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
」
の
概
要
（
商
事
法
務
、

二
〇
〇
九
）、
吉
田
邦
彦
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
四
巻
）（
二
〇
一
一
）
一
〇
章
参
照
。

（
33
）
加
藤
雅
信
・
民
法
（
債
権
法
）
改
正
─
─
民
法
典
は
ど
こ
に
い
く
の
か
（
日
本
評
論
社
、二
〇
一
一
）
は
、今
回
の
改
正
論
議
の
目
的
の
無
さ
、

改
正
に
よ
る
多
条
文
化
、
長
大
化
、
国
民
の
た
め
の
改
正
に
な
っ
て
い
な
い
等
、
多
角
的
に
批
判
す
る
。

（
34
）
大
村
敦
志
・
民
法
改
正
を
考
え
る
（
岩
波
新
書
）（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
）
五
〇
頁
以
下
。
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四
．
結
び

（
一
）「
法
継
受
」「
学
説
継
受
」
の
絶
え
ざ
る
積
み
重
ね
で
、
法
解
釈
を
発
展
・
展
開
さ
せ
て
き
た
と
い
う
点
は
、
日
台
民
法
学
は
、
共
通

項
が
多
い
。
台
湾
民
法
研
究
者
の
ア
ン
テ
ナ
の
鋭
敏
さ
（
こ
の
点
、
日
本
民
法
学
者
も
か
つ
て
は
同
様
で
あ
っ
た
が
、
近
時
は
、
国
内
志
向

が
強
く
、
ま
た
教
育
負
担
の
過
重
ゆ
え
か
、
民
法
研
究
者
な
い
し
民
法
教
育
に
お
け
る
比
較
法
の
ウ
ェ
イ
ト
の
低
下
と
い
う
遺
憾
な
事
態
が

あ
る
）
に
は
敬
意
を
表
す
る
が
、
こ
の
点
で
、
近
時
の
「
日
本
債
権
法
改
正
論
議
」
を
、
か
つ
て
の
改
正
論
議
と
同
様
に
注
目
さ
れ
る
こ
と

（
35
）
大
村
・
前
掲
書
（
注
34
）
八
八
頁
以
下
、
一
〇
三
頁
以
下
。

（
36
）
例
え
ば
、
法
典
調
査
会
「
法
典
調
査
ノ
方
針
」（
一
八
九
三
年
）
で
は
、
原
則
変
則
及
び
疑
義
を
生
ず
べ
き
事
項
に
関
す
る
規
則
に
止
め
、
細

密
の
規
定
に
渉
ら
な
い
と
し
、
定
義
種
別
引
例
に
関
す
る
規
定
は
削
除
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
（
一
二
条
、
一
四
条
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
民
法

成
立
過
程
研
究
会
（
福
島
正
夫
編
集
）・
明
治
民
法
の
制
定
と
穂
積
文
書
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
一
二
一
頁
参
照
。

（
37
）
詹
森
林
（
鹿
野
菜
穂
子
・
英
文
訳
）「
台
湾
の
契
約
解
除
法
制
─
─
比
較
法
的
検
討
」
加
藤
雅
信
編
・
前
掲
書
（
注
３
）
二
七
九
頁
以
下
、
と

く
に
二
八
三
頁
以
下
。

（
38
）
鹿
野
菜
穂
子
「
契
約
解
除
法
制
と
帰
責
事
由
」
加
藤
（
雅
）
編
・
前
掲
書
（
注
３
）
二
九
九
頁
。

（
39
）
四
一
五
条
に
つ
き
、
吉
田
邦
彦
「
債
権
の
各
種
─
─
帰
責
事
由
の
再
検
討
」
同
・
前
掲
書
（
注
９
）（
民
法
理
論
研
究
二
巻
）
所
収
（
初
出
、

一
九
九
〇
）、
五
四
一
条
に
つ
き
、
渡
辺
達
徳
「
民
法
五
四
一
条
に
よ
る
『
解
約
解
除
』
と
帰
責
事
由
（
一
）（
二
・
完
）」
商
学
討
究
四
四
巻
一

＝
二
合
併
号
（
一
九
九
三
）、
辰
巳
直
彦
「
契
約
解
除
と
帰
責
事
由
」
谷
口
追
悼
論
文
集
（
二
）（
信
山
社
、
一
九
九
三
）
な
ど
参
照
。

（
40
）
内
田
貴
・
民
法
改
正
─
─
契
約
の
ル
ー
ル
が
百
年
ぶ
り
に
変
わ
る
（
ち
く
ま
新
書
）（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
）
一
五
四
頁
以
下
。

（
41
）
こ
の
点
は
、
吉
田
邦
彦
「
近
時
の
『
民
法
改
正
』
論
議
に
お
け
る
方
法
論
的
・
理
論
的
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
八
号
（
二
〇
〇
八
）

一
〇
七
頁
注
五
で
も
指
摘
し
た
。
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に
は
、
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
従
来
型
民
法
学
と
は
違
う
、「
民
法
理
論
研
究
」
の
重
要
性
（
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
法
学
か
ら
の
刺
激
に
よ
る

問
題
意
識
で
あ
る
）
と
い
う
点
か
ら
の
、
日
台
民
法
学
比
較
の
試
み
を
行
っ
て
み
た
。
従
来
の
日
本
民
法
学
と
同
様
に
、
台
湾
民
法
学
に
お

い
て
も
、そ
の
よ
う
な
総
論
的
視
野
か
ら
の
民
法
理
論
的
検
討
は
手
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
を
持
っ
て
い
る
が
、台
湾
民
法
の
状
況
に
は
、

疎
い
の
で
、
貴
重
な
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
方
法
論
的
視
座
、
法
政
策
的
視
座
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
で
の
昨
今
の
債
権
法
改
正
論
議
に
は
、
や
や
危
う

い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
手
放
し
で
称
賛
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
な
お
幾
つ
か
慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
東
ア
ジ

ア
の
民
法
学
の
望
ま
し
い
方
向
性
と
い
う
見
地
か
ら
の
日
台
、
否
韓
国
・
中
国
も
交
え
た
複
合
的
な
法
発
展
に
関
す
る
比
較
研
究
が
望
ま
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
（
（4
（

る
。

（
42
）
な
お
、
私
の
角
度
か
ら
の
日
中
、
日
韓
民
法
学
比
較
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
「
二
一
世
紀
の
日
中
不
法
行
為
法
の
諸
課
題
─
─

中
国
に
お
け
る
法
制
定
を
契
機
に
」
北
大
法
学
論
集
六
一
巻
六
号
（
二
〇
一
一
）、
同
「
日
韓
民
事
法
の
課
題
─
─
と
く
に
不
法
行
為
法
の
諸
問

題
」
北
大
法
学
論
集
六
二
巻
六
号
（
二
〇
一
二
）
参
照
。
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損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
（
四
）

永　

下　

泰　

之

論
　
　
　
説

　
　
　
　
　

目　
　

次

序
章　

素
因
減
責
論
の
課
題

　

第
一
節　

問
題
の
所
在

　

第
二
節　

外
国
法
と
の
比
較
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第
三
節　

本
稿
の
目
的
・
構
成

第
一
章　

わ
が
国
の
判
例
・
学
説
の
到
達
点

　

第
一
節　

は
じ
め
に

　

第
二
節　

被
害
者
の
素
因
の
類
型
と
そ
の
意
義

　

第
三
節　

判
例
の
状
況

　

第
四
節　

学
説
の
状
況

　

第
五
節　

小
括�

（
以
上
、
六
二
巻
四
号
）

第
二
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
意
義

　

第
一
節　

序

　

第
二
節　

素
因
不
考
慮
命
題
の
形
成
過
程

　

第
三
節　

被
害
者
の
素
因
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
展
開

　
　

第
一
款　

素
因
に
関
す
る
裁
判
例
の
展
開

　
　

第
二
款　

素
因
不
考
慮
命
題
の
限
界
―
帰
責
性
の
否
定�

（
以
上
、
六
二
巻
五
号
）

　
　

第
三
款　

学
説
に
よ
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
評
価

　
　

第
四
款　

小
括�

（
以
上
、
六
三
巻
一
号
）

第
三
章　

被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性

　

第
一
節　

被
害
者
の
心
理
的
反
応

　

第
二
節　

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
お
け
る
素
因
の
位
置

　

第
三
節　

被
害
者
の
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化

　

第
四
節　

小
括

第
四
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面

　

第
一
節　

素
因
不
考
慮
命
題
と
諸
法
理
に
よ
る
減
免
責
の
可
能
性

　

第
二
節　

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮
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第
三
章　

被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性

　

第
一
節　

被
害
者
の
心
理
的
反
応

　

前
章
で
考
察
し
た
素
因
不
考
慮
命
題
は
、
被
害
者
が
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
健
康
上
の
損
害
が
発
生
・
拡
大
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、妥
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い（１
）る
。
こ
れ
を
明
示
的
に
示
し
た
の
が
、【D

-20

】Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判（２
）決
で
あ
っ

た
の
は
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ（３
）る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
事
件
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
加
害
者
の
帰
責
性
の

判
断
に
際
し
特
殊
な
判
断
が
な
さ
れ
、
素
因
不
考
慮
命
題
に
反
し
て
、
例
外
的
に
加
害
者
が
免
責
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
以
降
、

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
つ
い
て
の
加
害
者
免
責
の
判
例
法
理
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
ま
ず
は
、
定
期
金

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
事
例
を
除
き
、
一
般
的
に
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
被
害
者
の
心
理
的
反
応
が
競
合
し
た
場
合
に
つ
き

確
認
し
て
お
く
。

一　

事
故
に
起
因
す
る
精
神
状
態
の
悪
化
か
ら
健
康
損
害
へ

　

第
三
節　

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
割
合
的
控
除�

（
以
上
、
本
号
）

　

第
四
節　

素
因
と
共
働
過
責

　

第
五
節　

小
括

第
五
章　

素
因
減
責
論
再
考
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不
法
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
に
精
神
的
苦
痛
が
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、
不
法
行
為
の
後
に
被
害
者
の
精
神
状
態
が
悪
化
し
、
そ
の
健
康
状

態
も
悪
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、そ
の
悪
化
は
、被
害
者
の
精
神
的
脆
弱
性
（
心
因
的
要
因
）

が
一
因
と
な
っ
た
心
理
的
反
応
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
被
害
者
の
心
理
的
反
応
か
ら
生
ず
る

健
康
損
害
も
ま
た
、
加
害
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、【D

-29

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
九
年
一
二
月
八
日
判

決
（BGH

 V
ersR 1960, 225

）
の
事
故
に
基
づ
く
性
格
変
化
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
五
五
年
九
月
一
九
日
、
Ｙ
が
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
へ
入
ろ
う
と
左
折
し
た
時
に
、
オ
ー
ト
バ
イ
を
運
転
し
て
い
た
Ｘ
に
衝
突
し
た
（
こ
れ
を
第
一
事
故
と
す
る
。）。
本
件
事
故
に
よ
り
Ｘ

は
、
頭
蓋
底
を
骨
折
し
、
脳
挫
傷
を
負
っ
た
。
そ
の
後
Ｘ
は
、
一
九
五
六
年
六
月
二
九
日
に
卒
倒
し
頭
部
を
打
ち
、
脳
震
盪
を
起
こ
し
た
こ

と
が
あ
る
（
こ
れ
を
第
二
事
故
と
す
る
。）。
後
に
Ｘ
は
精
神
障
害
を
発
症
し
、
精
神
病
院
へ
の
入
院
命
令
が
出
さ
れ
入
院
、
入
院
先
で
Ｘ
は

性
格
変
化
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
（
判
決
文
か
ら
は
正
確
な
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
精
神
病
を
発
症
し
た
の
は
第
二
事
故

以
降
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。）。
Ｘ
に
対
し
て
は
、
一
九
五
八
年
五
月
二
八
日
ま
で
の
一
部
補
償
が
行
わ
れ
た
が
、
Ｘ
は
さ
ら
な
る
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
。
第
一
審
及
び
控
訴
審
は
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
。
Ｙ
が
上
告
、
上
告
棄
却
。

　

本
件
で
は
、
ま
ず
、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
精
神
障
害
は
第
二
事
故
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
事
故
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

原
因
性
を
争
っ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
Ｙ
の
行
為
の
原
因
性
を
肯
定
し
た
。「
鑑
定
人
は
、
感
情
生
活
の
深
刻
な
変
化
も

ま
た
体
質
的
要
因
又
は
外
因
性
の
要
因
―
む
ろ
ん
特
筆
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
―
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合

に
は
、
Ｘ
の
性
格
変
化
は
、
第
一
事
故
に
帰
せ
し
め
ら
れ
う
る
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
第
二
事
故
の
み

が
―
第
二
事
故
は
第
一
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
―
入
院
命
令
を
要
す
る
性
格
変
化
を
惹
起
し
た
と
認
め
る
理
由
は

な（４
）い

」。
次
い
で
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
九
年
二
月
二
九
日
判
決
を
引
用
し
て
、
Ｘ
の
精
神
障
害
に
つ
い
て
Ｙ
の
責
任
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
と
明
示
し
た
。「
な
ぜ
な
ら
ば
、
単
に
あ
る
種
の
態
度
が
心
因
性
の
反
応
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
損
害
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を
も
た
ら
す
出
来
事
と
労
働
能
力
及
び
抵
抗
力
を
妨
げ
る
状
態
と
の
責
任
設
定
的
関
連
性
は
否
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ（５
）る

」。

　

こ
の
他
に
も
妄
想
性
障
害
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。【D

-30

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
八
二
年
九
月
二
一
日
判
決
（BGH

 N
JW

 1983, 340

）
は
、

次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
一
度
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
の
疑
い
の
た
め
手
術
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
Ｘ
（
当
時
は
職
業
軍
人
）

が
、
一
九
七
二
年
に
鼠
径
ヘ
ル
ニ
ア
再
発
の
診
断
を
受
け
、
手
術
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
際
に
、
ヘ
ル
ニ
ア
は
な
か
っ
た
が
ヘ
ル
ニ
ア
環

の
拡
大
が
所
見
さ
れ
た
た
め
、
右
睾
丸
へ
の
精
索
が
絞
扼
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
右
睾
丸
が
萎
縮
し
、
後
に
手
術
に
よ
り
摘
除
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
手
術
後
に
Ｘ
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ず
除
隊
さ
れ
た
。
Ｘ
は
、
医
師
が
重
大
な
治
療
ミ
ス
を
犯
し
た
た
め
に
、
睾
丸
を

失
う
こ
と
と
な
り
、
ま
た
生
業
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
（
病
院
責
任
者
）
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
第
一
審
は
慰
謝
料
の
み

を
認
容
。
Ｘ
、
Ｙ
の
両
者
が
控
訴
、
控
訴
棄
却
。
Ｘ
が
上
告
、
Ｙ
が
附
帯
上
告
。
Ｙ
の
附
帯
上
告
棄
却
、
Ｘ
の
上
告
破
棄
差
戻
し
。

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
睾
丸
喪
失
と
生
業
不
能
と
の
関
連
性
で
あ
る
が
、
本
判
決
で
は
こ
れ
を
「
誤
っ
た
展
開

（Fehlentw
icklung

）」
と
表
現
す
る
。
こ
の
誤
っ
た
展
開
に
つ
い
て
は
、
控
訴
審
で
は
、
Ｘ
は
既
に
加
害
行
為
時
以
前
か
ら
妄
想
性
の
精

神
病
質
の
素
因
（V

eranlagung

）
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誤
っ
た
展
開
が
生
じ
た
と
す
る
鑑
定
書
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｘ
の
睾
丸
喪
失
と
そ
の
後
の
勤
務
不
能
及
び
生
業
不
能
と
の
間
に
原
因
関
係
は
「
少
な
く
と
も
Ｘ
の
潜
在
的
な
異
常

な
精
神
的
素
因
（V

eranlagung

）
が
損
害
事
件
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
」
存
在
す
る
と
い
う
控
訴
審
の
確
信
は
排
除
さ

れ
な
い
と
し
て
、Ｙ
の
帰
責
性
を
認
め
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ
一
九
五
九
年
二
月
二
九
日
判
決
を
引
用
し
、

な
ぜ
な
ら
ば
、「
Ｙ
は
、
そ
の
医
師
ら
の
加
害
行
為
の
結
果
が
、
被
害
者
が
以
前
か
ら
有
し
て
い
た
傷
害
（V

orschädigung

）
に
起
因
す

る
よ
う
な
遠
い
（entfern

）
も
の
で
あ
っ
て
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
す（６
）る
。

　

以
上
の
他
、
精
神
状
態
の
悪
化
か
ら
健
康
損
害
と
し
て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
神
経
症
）
を
発
症
す
る
こ
と
も
あ
る
。
う
つ（７
）病

が
典
型
的
な
例

で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
現
実
神
経
症
や
災
害
神
経（８
）症

、
不
安
神
経（９
）症

、
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
（
（1
（

害
）、
心
因
性
の
痛
覚
障
害
・
協
調
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障
（
（1
（

害
、
機
能
障
害
・
集
中
障
（
（1
（

害
な
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
加
害
者
の
責
任
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
事
例
に
つ
い
て
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判

決
で
は
、
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
発
症
し
た
が
故
に
加
害
者
は
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
上
記
の
諸
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
事
例
で
は
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
反
対
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
相
違
は
正
当
化

さ
れ
う
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
察
す
る
（
本
章
第
二
節
）。

二　

シ
ョ
ッ
ク
損
害
に
お
け
る
素
因

　

被
害
者
の
病
的
素
因
に
つ
き
、
非
接
触
型
事
例
、
す
な
わ
ち
被
害
者
が
直
接
的
に
侵
害
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
、
被
害
者
の
抱

え
て
い
た
疾
患
が
顕
在
化
し
た
結
果
、
損
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
が
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
（
（1
（

が
、
同

様
の
間
接
的
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
が
特
別
に
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
っ
た
た
め
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
や
は
り
加
害
者
は

免
責
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ッ
ク
損
害
（Schockschaden

）
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
一

般
的
な
観
点
か
ら
、
シ
ョ
ッ
ク
損
害
も
ま
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
健
康
侵
害
の
法
益
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
シ
ョ
ッ
ク
損
害
の
原
因
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
近
親
者
の
シ
ョ
ッ
ク
に
対
す
る
感
受
性
に
よ
り
媒
介
さ
れ
（
（1
（

る
。
シ
ョ
ッ
ク
損
害

に
つ
い
て
は
、
精
神
的
な
特
殊
性
ゆ
え
に
、
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
侵
害
を
原
因
と
し
て
近
親
者
の
喪
失
を
特
に
感
じ
る
者
だ
け
が
保
護
さ
れ
て

い
（
（1
（

る
。
次
の
事
例
で
こ
れ
を
確
認
し
よ
う
。

　
【D
-31

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
一
年
五
月
一
一
日
判
決
（BGH

Z 56, 163 = N
JW

 1971, 1883

）
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
一
九
六
五

年
三
月
六
日
、
当
時
六
四
歳
で
あ
っ
た
Ｘ
の
夫
が
Ｙ
の
自
動
車
に
轢
か
れ
死
亡
し
た
。
事
故
当
時
五
〇
歳
で
あ
っ
た
Ｘ
は
、
そ
の
夫
の
突
然
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の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
深
刻
な
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
う
つ
状
態
（D

epression

）
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
Ｘ
は
、
労

働
不
能
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
家
政
婦
と
し
て
の
仕
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請

求
し
た
。
第
一
審
は
Ｘ
の
請
求
を
認
容
。
Ｙ
が
控
訴
、
控
訴
審
は
Ｘ
の
請
求
を
一
部
認
容
。
Ｙ
が
上
告
、
上
告
破
棄
差
戻
し
。

　

本
件
で
は
、ま
ず
、Ｘ
の
主
張
す
る
健
康
損
害
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
保
護
範
囲
に
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

Ｘ
の
主
張
す
る
健
康
損
害
は
、
直
接
的
身
体
的
侵
害
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
夫
の
死
亡
報
告
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
に

起
因
す
る
か
ら
で
あ
る
。
判
決
で
は
、「
遠
隔
作
用
（Fernw
irkung

）」
に
よ
る
健
康
損
害
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
保
護
範
囲
に
あ
る

か
否
か
と
い
う
形
で
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
従
来
か
ら
の
判
（
（1
（

例
を
引
用
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
意
味
で

の
健
康
損
害
は
、
被
害
者
の
身
体
に
対
す
る
身
体
的
な
影
響
を
要
件
と
せ
ず
、
心
理
的
に
媒
介
さ
れ
る
も
の
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の

上
で
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、「
…
…
相
当
な
原
因
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
侵
害
行
為
又
は
殺
害
行
為
が
直
接
的

損
害
の
誘
因
で
あ
る
限
り
、
賠
償
を
要
求
す
る
者
自
身
が
、
自
ら
目
撃
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
（M

itansehenm
üssen

）
に
よ
っ
て
侵
害

さ
れ
る
か
そ
れ
と
も
“
精
神
的
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
”
報
告
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
か
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
“
遠
隔
操
作
”

の
み
か
ら
生
じ
る
健
康
侵
害
も
ま
た
―
控
訴
審
が
正
当
に
認
め
る
よ
う
に
―
健
康
状
態
へ
の
直
接
的
侵
害
で
あ
り
、
本
来
的
意
味
に
お
い
て

“
間
接
的
”
損
害
で
は
な
い
。

　

妻
が
そ
の
夫
の
事
故
死
と
い
う
突
然
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
健
康
侵
害
を
被
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
よ
り
詳
細
に
理
由
づ
け
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
比
較
的
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
結
果
を
加
害
者
の

責
任
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
常
に
遠
く
離
れ
る
も
の
で
は
な
（
（1
（

い
」
と
し
て
、
一
般
論
と
し
て
、
シ
ョ
ッ
ク
損
害
の
原
因
関

係
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
で
は
、
被
害
者
が
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
原
則
と
し
て

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
。「
…
…
こ
の
異
常
な
体
験
に
対
す
る
反
応
が
個
々
の
場
合
に
お
い
て
は
以
前
か
ら
有
す
る
器
質
的
又
は
精
神
的
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不
安
定
さ
（Labilität

）
に
基
づ
い
て
の
み
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
事
故
体
験
に
は
作
動
的
な
影
響
し
か
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
も
ま
た
、
…
…
損
害
賠
償
請
求
権
を
承
認
す
る
妨
げ
と
な
ら
な
い
。Stoll

（Gutachten für den 45. D
eutschen Juristentag, 

1964, S.20
）
の
反
対
の
提
案
は
、
既
存
の
損
害
傾
向
（Schadensbereitschaft

）
に
基
づ
く
異
常
な
反
応
も
ま
た
通
例
は
加
害
者
の
影
響

力
の
行
使
の
み
な
ら
ず
、
被
害
者
の
そ
れ
〔
影
響
力
の
行
使
〕
か
ら
も
逃
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
す
で
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
（
（1
（

い
」。

　

本
件
で
は
、
被
害
者
が
も
と
も
と
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
素
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
Ｙ
側
の
主
張
は
、
被
害
者
が
も
と
も
と
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
る
が
故
に
う
つ
状
態
に
ま
で
陥
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
通
常
」
の
者

の
精
神
状
態
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
の
事
態
に
は
な
り
え
ず
、
つ
ま
り
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
件
で
原
因
と
さ
れ
る
被

害
者
の
夫
の
死
亡
報
告
と
被
害
者
の
健
康
損
害
（
う
つ
状
態
）
と
の
原
因
関
係
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ

れ
を
否
定
し
Ｘ
の
損
害
賠
償
請
求
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
本
判
決
で
は
、
シ
ュ
ト
ル
（H

. Stoll

）
の
見
解
が
引
用
さ
れ
、
検
討

さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ル
は
、
本
件
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
損
害
に
お
い
て
被
害
者
の
完
全
な
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解

を
示
し
て
い
（
（1
（

る
が
、
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
採
用
を
否
定
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
で
は
、
明
示
的
に
素

因
不
考
慮
命
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
素
因
不
考
慮
命
題
と
同
様
の
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

三　

自
殺
、
自
傷
の
場
合

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
事
例
で
あ
る
が
、
加
害
行
為
を
受
け
た
被
害
者
が
、
そ
の
後
自
傷
な
い
し
自
殺
す
る
こ
と
が
あ
（
（2
（

る
。
ド

イ
ツ
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
き
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
が
関
与
し
た
た
め
、
被
害
者
の
精
神
的
反
応
が
生
じ
、
そ
の

結
果
自
傷
な
い
し
自
殺
に
至
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、
加
害
者
の
帰
責
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
（
（2
（

る
。
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例
え
ば
、事
故
後
の
被
害
者
の
自
殺
に
つ
い
て
は
、次
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。【D
-32

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
八
年
六
月
一
〇
日
判
決
（BGH

 

N
JW

 1958, 1579

）
は
、
事
故
後
に
被
害
者
が
う
つ
病
に
罹
患
し
、
自
殺
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
Ｙ
の
運
転
す
る
オ
ー
ト
バ
イ
と
衝

突
し
重
傷
を
負
っ
た
Ａ
は
、
Ｙ
の
損
害
賠
償
義
務
の
確
認
請
求
に
つ
い
て
は
勝
訴
し
確
定
し
た
が
、
額
に
つ
い
て
は
未
決
定
で
あ
っ
た
。
Ａ

は
そ
の
後
額
の
決
定
前
に
拳
銃
に
よ
り
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
Ａ
の
死
後
、
Ａ
の
経
営
し
て
い
た
会
社
が
倒
産
し
た
た
め
、
Ｘ１
（
Ａ
の
配
偶

者
）
及
び
Ｘ２
（
Ａ
の
母
親
、
会
社
の
共
同
所
有
者
）
が
、
Ｙ
に
対
し
て
扶
養
権
喪
失
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
第
一
審
は
Ｘ
ら
の

請
求
を
認
容
。
控
訴
審
は
、
第
一
審
判
決
を
変
更
し
、
事
故
と
自
殺
と
の
間
に
は
原
因
関
係
が
な
い
と
し
て
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
。
Ｘ
ら
が

上
告
、
上
告
認
容
。

　

本
件
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
控
訴
審
が
、
事
故
と
自
殺
と
の
間
に
は
原
因
関
係
が
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
二
点
を
批
判
す
る
。
第
一

点
は
、
被
害
者
の
人
格
的
特
性
（Persönlichkeitsartung

）
を
考
慮
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
事
故
結
果
の
医
学
的
評
価
に
対
し
て
、
侵
害
の
原
因
と
し
て
の
意
義
を
既
存
の
器
質
的
所
見
の
み
に
従
っ

て
評
価
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
的
見
地
か
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
鑑
定
人
が
確
認
し
た
身
体
的
及

び
精
神
的
健
康
損
害
が
、
事
故
及
び
病
気
の
時
点
に
お
け
る
被
害
者
の
人
格
的
特
性
及
び
具
体
的
な
生
活
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
ど
の
よ
う

に
被
害
者
に
影
響
を
与
え
た
の
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
侵
害
結
果
が
、
特
別
な
、
し
か
し
相
当
な
関
係
に
あ
る
事
情

に
よ
っ
て
悪
化
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
加
重
的
事
情
（Erschw

erung

）
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
法
的
見
地
か
ら
は
加
害
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
諸
事
情
が
加
害
結
果
に
対
す
る
共
働
原
因
で
あ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
な
、
Ａ
の
人
格
並
び
に
生
活
状
況
及
び
労
働
状
況
に
あ
る
特
殊
性
が
考
慮
さ
れ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〔
当

該
特
殊
性
が
〕
損
失
の
程
度
の
評
価
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
の
は
、
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
（
（2
（

い
」。

　

第
二
点
は
、
被
害
者
の
事
故
後
の
心
理
的
負
担
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
さ
ら
に
不
適
当
で
あ
る
の
は
、
器
質
性
の
病
的
所
見
が
心
因
的
に
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積
み
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
脳
傷
害
の
際
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
あ
っ
さ
り
と
、
評
価
に
と
っ
て
不
相
当

で
あ
る
か
ら
重
要
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
審
は
、
医
学
的
決
定
に
反
し
て
、
Ｒ
Ｇ
の
確
定
判
（
（2
（

例
を
強
調
し
て
、
次
の
こ
と
を

固
く
保
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
義
務
は
器
質
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
損
害
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
能
力
の
減
少
に

作
用
す
る
全
て
の
損
傷
も
賠
償
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
事
故
及
び
身
体
な
健
康
上
の
障
害
に
対
す
る
被
害
者
の
精
神
的
反
応
か
ら

明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
、
そ
う
理
解
さ
れ
う
る
も
の
が
そ
う
で
あ
（
（2
（

る
。
…
…
そ
の
結
果
と
し
て
、
控
訴
審
は
、
法
的
評
価
に
際
し
て
排
除
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
要
素
を
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
か
ら
法
的
意
味
に
お
け
る
原
因
関
係
の
評
価
に
関
す
る
正
当
な
視

点
を
誤
っ
て
い
る
。
控
訴
審
の
見
解
に
よ
る
と
事
故
と
は
無
関
係
と
（
説
明
）
さ
れ
て
い
る
自
殺
の
説
明
可
能
性
を
控
訴
審
が
認
め
た
と
い

う
評
価
も
ま
た
上
述
の
法
的
に
誤
っ
た
観
察
方
法
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
（
（2
（

る
」。

　

ま
た
、
自
傷
行
為
に
関
し
て
は
、【D

-33
】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
八
年
一
一
月
二
六
日
判
決
（BGH

 V
ersR 1969, 160

）
に
お
い
て
、
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
交
通
事
故
に
よ
り
脳
に
損
傷
を
受
け
た
被
害
者
が
、
事
故
後
統
合
失
調
症
を
発
症
し
、
自
ら
目
を
つ
ぶ
し
盲
目
と

な
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、被
害
者
が
事
故
前
か
ら
統
合
失
調
症
の
素
因
を
有
し
て
い
た
か
否
か
も
争
点
と
な
っ
て
い
た
が
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
事
故
に
よ
り
生
じ
た
統
合
失
調
症
及
び
そ
れ
に
起
因
す
る
自
傷
行
為
（
目
を
つ
ぶ
し
た
こ
と
）
に
対
す
る
加
害
者
の
責
任
を
認

め
て
い
（
（2
（

る
。第

二
節　

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
お
け
る
素
因
の
位
置

　

以
上
確
認
し
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
精
神
的
脆
弱
性
を
理
由
と
す
る
心
理
的
反
応
も
ま
た
一
般
的
に
素
因
不
考

慮
命
題
の
妥
当
領
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
も
ま
た
被
害
者
の
心
理
的
反
応
に
他
な
ら
な
い
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の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
で
あ
っ
た
【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
（
（2
（

決
で
は
、
加
害

者
の
責
任
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
一
般
論
と
し
て
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い

て
も
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
（
つ
ま
り
、
加
害
者
は
全
責
任
を
負
担
す
る
）
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
殊
な
判
断
に
よ
っ
て

加
害
者
の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
現
実
神
経
症
、
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
等
）
の

場
合
に
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
、
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事

例
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
で
判
断
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
何
が
異
な
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
定
期
金
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
事
例
で
は
加
害
者
の
責
任
を
否
定
す
る
に
際
し
て
か
な
り
特
殊
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
特

殊
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
と
は
加

害
者
の
帰
責
性
と
い
う
点
で
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
第
一
に
、
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
点
を
確
認
し
た
上
で
（
第
一
款
）、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事

例
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
二
（
（2
（

款
）。

第
一
款　

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
問
題
点

　

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
神
経
症
）
は
、
交
通
事
故
な
ど
の
外
傷
的
加
害
行
為
の
後
に
生
じ
る
被
害
者
の
精
神
的
症
状
で
あ
り
、
こ
の
精
神
症
状
は

不
安
、
強
迫
、
恐
怖
、
抑
う
つ
、
離
人
、
焦
燥
、
無
気
力
な
ど
の
症
状
を
呈
す
（
（2
（

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
精
神
的
症
状
の
た
め
、
心
身
に
機

能
障
害
が
生
じ
、
通
常
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
稼
働
す
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
。
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、

特
に
、
不
法
行
為
な
ど
の
外
傷
的
体
験
を
伴
う
場
合
に
は
、
外
傷
性
神
経
症
と
も
呼
ば
れ
る
。
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第
一
次
大
戦
後
の
時
期
に
ド
イ
ツ
の
指
導
的
精
神
医
学
者
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（Bonhoeffer

）
ら
は
、
外
傷
性
神
経
症
は
社
会
的
疾
患
で

あ
り
、
社
会
的
治
療
に
よ
っ
て
の
み
治
癒
す
る
と
い
う
主
張
を
掲
げ
た
学
派
を
築
い
た
。
し
か
し
、
社
会
的
治
療
は
社
会
的
状
況
の
改
善
を

目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
彼
ら
が
、
彼
ら
の
外
傷
性
神
経
症
の
患
者
す
べ
て
が
実
際
に
遺
伝
的
な
素
因
を
持
っ
て
い
た
と
結
論

づ
け
る
と
、
患
者
の
遺
伝
的
脆
弱
性
を
扱
う
方
が
、
そ
の
窮
状
の
防
止
や
改
善
よ
り
も
、
決
定
的
な
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
患
者
に
見
ら
れ
た
外
傷
神
経
症
の
真
の
原
因
は
補
償
の
適
用
の
如
何
に
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

“Das Gezetz ist die U
rsache der U

nfallneurosen

”：
法
が
外
傷
神
経
症
の
原
因
で
あ
る
、
と
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
外
傷
神
経
症

は
病
気
で
は
な
く
、
保
険
シ
ス
テ
ム
の
人
工
的
産
物
、
つ
ま
り
「
賠
償
神
経
症
（Rentenneurose

）」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

こ
の
賠
償
神
経
症
は
、
ま
ず
素
因
の
あ
る
個
人
に
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
二
六
年
の
国
家
健
康
保
険
法

（Reichversicherungs O
rdnung: RV

O
）
に
お
い
て
、
外
傷
神
経
症
は
患
者
が
年
金
か
そ
の
他
の
補
償
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
治
ら
な

い
と
す
る
立
場
が
固
定
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
被
害
者
の
問
題
が
長
引
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
素
因
、
体
質
、
堕
落
傾
向
、
補
償
な

ど
の
相
互
作
用
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
（
（3
（

た
。

第
二
款　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則

　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
賠
償
神
経
症
）
は
、
一
般
に
、
生
活
上
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
事
故
を
理
由
に
賠
償
を
得

る
こ
と
を
無
意
識
の
中
に
欲
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
症
状
か
ら
、
実
際
に
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
不
平
の
多
い
誤
っ
た
態
度
で
あ
り
、
そ
う
し
た
態
度
で
、
被
害
者
は
自
ら
の
被
害
を
（
精
神

的
に
）
消
化
し
克
服
す
る
こ
と
を
避
け
、
も
は
や
自
ら
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
活
保
障
を
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
、
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ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
（
（3
（

る
。
こ
の
よ
う
な
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ

い
て
、
当
初
Ｒ
Ｇ
で
は
加
害
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
い
み
じ
く
も
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
示
し
た
【D

-1

】
一
九
三
七
年
四
月
二

六
日
判
決
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
（BGH

Z 20, 137

）
は
、
Ｒ
Ｇ
判
決
に

反
し
て
、
賠
償
神
経
症
の
う
ち
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
し
て
は
、
加
害
者
は
免
責
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
際
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
因
果
関

係
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
法
政
策
的
観
点
か
ら
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。

一　

法
政
策
的
観
点
か
ら
の
免
責

（
一
）
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
意
義

　

本
判
決
は
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
被
害
者
が
特
別
に
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
健
康
上
の
損
害
が
発
生
・
拡
大
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
健
康
上
の
障
害
が
、
身
体
又
は
精

神
的
脆
弱
性
の
い
ず
れ
に
由
来
す
る
か
は
法
的
に
は
重
要
で
は
な
い
と
し
て
、
加
害
行
為
と
損
害
と
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
は
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
発
症
し
た
と
認
定
さ
れ
て
お
り
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
ま
さ
に
法
が

被
害
者
に
賠
償
を
与
え
る
が
故
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
免
責
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
別
の
観
点
か
ら
の
責
任
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
…
…
Ｘ
の
精
神
状
態
、
特
に
そ
の
無
為
（U

ntätigkeit

）
は
、
主
と
し
て
、
―
無
意
識
的
な
場
合
も
含
む
―
Ｘ
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
生
活
保
障
を
求
め
る
努
力
又
は
想
像
上
の
法
的
地
位
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る－

そ
こ
で
は
事
故
が
生
活
闘
争
の
困

難
さ
を
避
け
る
た
め
の
誘
因
と
さ
れ
て
い
る－

、
と
い
う
結
論
に
鑑
定
が
至
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
よ
う
な
結
果
は
も
は
や
加
害
者
に

は
法
的
に
帰
責
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
単
に
被
害
者
の
身
体
及
び
精
神
の
回
復
に
不
利
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
の
固
定
化
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（V
erfestigung

）
へ
の
寄
与
は
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
権
利
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
及
び
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
患
者
の
請
求
権
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
制
限
は
、
因
果
関
係
の
欠
如
か
ら
で
は
な
い
が
、
損
害
填
補
の
意
義
及
び

衡
平
（Billigkeit

）
の
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
…
（
（3
（

…
」。

　

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
精
神
疾
患
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
被
害

者
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な
状
態
の
回
復
が
困
難
な
も
の
に
な
る
た
め
、
加
害
行
為
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
し
よ
う
と
も
、
損

害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
に
つ
き
、
本
判
決
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
責
任
制
限
の
根
拠
を
損
害
填
補
の
意

義
及
び
衡
平
の
理
念
を
媒
介
と
し
た
被
害
者
の
救
済
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
極
め
て
法
政
策
的
な
判
断
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

本
判
決
の
述
べ
る
損
害
填
補
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
に
つ
い
て
は
、ヴ
ォ
ル
フ（J. G. W

olf

）が
適
切
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、彼
は
、

本
判
決
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
を
排
除
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
同
命
題
の
適
用
の
範
囲
を
狭
め

た
と
し
て
批
判
的
で
あ
る
（
（3
（

が
、
本
判
決
が
「
損
害
填
補
の
意
義
」
を
持
ち
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、（
正
し
い
）
判
決
に
到
達
す
る
た
め
の

重
要
な
方
向
付
け
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
際
に
は
、
治
療
上
の
考
慮
及
び
各
々
の
心
情
解

釈
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
注
意
を
喚
起
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
秩
序
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
法
秩
序

が
被
害
者
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
損
害
を
被
害
者
か
ら
加
害
者
へ
転
嫁
す
る
こ
と
が
公
正
（gerecht

）
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
（
（3
（

る
。
彼
の
見
解
を
換
言
す
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
は
、
損
害
の
転
嫁
が
そ
の
第
一
目
的
な
の
で
あ

り
、
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
と
い
う
名
を
借
り
た
、
法
政
策
的
な
被
害
者
救
済
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
鐘
で
あ

ろ
う
。

　

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
損
害
の
転
嫁
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
、
器
質
性

の
も
の
で
な
く
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤
っ
た
態
度
（Fehlhaltung

）
と
し
か
説
明
の
つ
か
な
い
労
働
不
能
状
態
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
こ
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ろ
の
所
得
喪
失
の
賠
償
を
請
求
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
損
害
を
惹
起
す
る
状
態
を
継
続
さ
せ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
付
け
で
は
、訴
え
は
棄
却
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
づ
け
は
、現
実
的
に
は
適
切
で
あ
ろ
う
が
、し
か
し
、

医
学
的
・
治
療
的
視
点
に
過
ぎ
な
い
。
法
的
評
価
と
し
て
は
、
被
害
者
の
救
済
で
は
な
く
、
専
ら
こ
の
損
害
を
も
加
害
者
に
転
嫁
す
る
こ
と

が
公
正
（gerecht
）
か
否
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
判
断
に
際
し
て
は
、法
秩
序
が
「
異
常
な
」
心
理
的
反
応
を
心
理
的
に
「
正

常
に
」
克
服
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
た
め
、
異
常
な
心
理
的
反
応
に
よ
っ
て
彼
の
状
態
に
生
ず
る
損
害
は
行
為
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
理
由
づ
け
だ
け
で
、
治
療
を
免
れ
な
か
っ
た
被
害
者
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
と
す
（
（3
（

る
。

　

本
判
決
以
降
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
事
例
に
つ
い
て
賠
償
を
認
め
な
い
と
い
う
命
題
自
体
は
引
き
継
が
れ
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
完
全

に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
初
は
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
し
た
、「
単
に
被
害
者
の
身
体
及

び
精
神
の
回
復
に
不
利
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
の
固
定
化
へ
の
寄
与
が
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
見
解
が
支
持
さ
れ
て
い

た
が
、
別
の
観
点
か
ら
加
害
者
の
帰
責
性
を
否
定
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

（
二
）
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
五
年
九
月
二
八
日
の
意
義

　
【D

-34

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
五
年
九
月
二
八
日
判
決
（BGH

 N
JW

 1965, 2293

）
は
、
一
般
予
防
的
な
医
学
的
目
標
設
定
に
つ
い
て
言
及

す
（
（3
（

る
。
す
な
わ
ち
、「
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
及
び
権
利
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ
い
て
も
賠
償
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
法
の
社

会
的
機
能
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
…
…
ま
さ
に
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
誤
っ
た
態
度
（Fehlhaltung

）
に
対
す
る
補
償

義
務
（A

usgleichpflicht

）
を
寛
大
に
法
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
増
強
し
、
か
つ
、
こ
の
観
点
で
は
虚
弱

な
者
が
再
び
労
働
生
活
に
適
合
す
る
努
力
が
無
に
帰
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
（
（3
（

る
」。

　

ま
た
、
本
判
決
は
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
と
は
異
な
り
、
損
害
賠
償
請
求
を
否
認
す
る
こ
と
で
被
害
者
が
自

ら
の
不
全
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
損
害
賠
償
を
否
定
す
（
（3
（

る
。【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一



論　　　説

北法63（3・40）700

九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
は
、
被
害
者
が
自
ら
の
誤
っ
た
態
度
を
、
損
害
賠
償
請
求
を
断
念
す
る
こ
と
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
判
決
は
克
服
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
判
断
は
左
右
さ

れ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者
の
誤
っ
た
態
度
を
賠
償
義
務
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
（
（3
（

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
（D

. M
edius

）
は
異
議
を
唱
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
損
害
賠
償
の
目
的
の
論
拠
が
機
能
し
な
い

場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
次
い
で
帰
責
性
関
連
が

完
全
に
否
定
さ
れ
る
の
は
極
端
な
損
害
素
因
の
場
（
（4
（

合
に
限
ら
れ
る
と
す
る
の
が
よ
り
当
然
で
あ
（
（4
（

る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
適
用
が
考
え
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
克
服
可
能
性
を
重
視
し
た
見
解
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
シ
ュ
テ
フ
ェ
ン
（E. Steffen

）
は
、
本
判
決
は
【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
す
損
害
賠
償
の
承
認
が

被
害
者
の
不
全
状
態
を
固
定
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
離
れ
て
い
る
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六

年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
す
理
由
に
よ
る
と
、
被
害
者
は
、
療
養
す
る
こ
と
を
法
的
に
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
、
つ
ま
り
賠
償
を
得
る
た

め
に
は
自
ら
積
極
的
に
症
状
克
服
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
要
請
は
、
医
学
的
に
は
根
拠

が
な
く
、ま
た
責
任
法
の
責
務
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
こ
で
、彼
は
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
つ
き
、

加
害
者
へ
の
帰
責
が
否
定
さ
れ
る
根
本
的
理
由
を
、
不
法
な
侵
害
と
の
違
法
性
関
連
の
欠
如
に
求
め
る
。
そ
の
際
、
彼
は
、
違
法
性
関
連
の

欠
如
に
つ
き
、結
晶
化
点
（K

ristallisationspunkt

）
と
表
現
さ
れ
る
、原
因
の
交
換
可
能
性
の
観
点
か
ら
説
明
す
（
（4
（

る
。
そ
れ
で
は
、次
に
、

原
因
の
交
換
可
能
性
の
観
点
か
ら
の
加
害
者
の
免
責
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

二　

原
因
の
交
換
可
能
性
か
ら
の
免
責

　
【D

-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
の
示
し
た
例
外
準
則
は
、
被
害
者
の
身
体
的
・
精
神
的
状
態
の
回
復
の
た
め
に
は
損
害
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賠
償
を
承
認
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
被
害
者
の
不
利
益
で
あ
る
と
す
る
被
害
者
救
済
を
前
面
に
出
し
た
極
め
て
法
政
策
的
な
判
断
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
、【D

-34

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
五
年
九
月
二
八
日
判
決
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
否
認
す
る
こ
と
で
被
害
者
が
自
ら
の
不
全
状
態
を
克
服

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
損
害
賠
償
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
し
て
は
法
政
策
的
な
判

断
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、【D

-35

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
九
年
五
月
八
日
判
決
（BGH

 N
JW

 1979, 1936

）
は
、
さ

ら
に
法
政
策
的
判
断
か
ら
離
れ
、
目
的
的
関
連
性
及
び
侵
害
行
為
の
交
換
可
能
性
か
ら
帰
責
を
否
定
す
る
。

　

本
判
決
の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｘ
（
一
九
三
〇
年
生
、
ギ
リ
シ
ャ
国
籍
保
有
者
）
が
、
一
九
七
〇
年
に
外
国
人
労
働
者
と
し
て

ド
イ
ツ
に
入
国
し
、
先
に
入
国
し
職
業
を
得
て
い
た
Ｘ
の
妻
及
び
子
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
。
Ｘ
は
、
一
九
七
二
年
三
月
二
一

日
に
Ｙ
病
院
に
て
脱
腸
手
術
を
受
け
、
同
年
三
月
二
七
日
か
ら
四
月
一
日
ま
でM

egacillin

（
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
一
種
）
注
射
を
大
臀
筋
に
受

け
続
け
た
と
こ
ろ
、
左
足
不
随
の
障
害
を
被
り
、
以
降
稼
働
不
能
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
所
得
喪
失
の
賠
償
並
び
に
慰

謝
料
を
請
求
し
た
の
が
本
件
の
事
案
で
あ
る
。
第
一
審
及
び
控
訴
審
と
も
に
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
。
Ｘ
が
上
告
。
本
判
決
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
意
味
で
の
欲
望
観
念
に
起
因
す
る
所
得
喪
失
は
賠
償
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
を
離
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
理

由
づ
け
を
上
述
の
二
判
決
と
異
に
す
る
。

　
「
確
か
に
、
当
審
は
判
例
を
離
れ
な
い
。
所
得
喪
失
は
、
身
体
的
損
害
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
意
味
に
お
け

る
欲
望
観
念
の
み
に
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
、
賠
償
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
で
あ
る
。
こ
の
関
係
で
は
、
上
告
が
批
判
す
る
、
単
に
被
害
者

の
身
体
及
び
精
神
の
回
復
に
有
害
な
状
態
の
固
定
化
に
寄
与
す
る
こ
と
は
加
害
者
に
は
要
求
さ
れ
え
な
い
と
い
う
命
題
が
根
拠
と
し
て
存
続

す
る
か
否
か
は
未
決
定
で
あ
っ
て
よ
い
。
当
審
は
、
す
で
に
、
損
害
賠
償
が
被
害
者
の
誤
っ
た
態
度
（Fehlhaltung

）
を
改
善
す
る
望
み

が
な
い
場
合
に
も
命
題
は
損
害
賠
償
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
命
題
を
離
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
は
、
次
の
こ
と
で
十
分
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
侵
害
の
不
法
の
内
容
（U

nrechtsgehalt

）
と
そ
れ
を
端
緒
と
す
る
欲
望
観
念
と
の
間
に
理
解
で
き
る
目
的
的
関
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連
性
が
存
在
せ
ず
、
損
害
事
件
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
本
質
に
よ
れ
ば
交
換
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
と
っ
て
の
“
結
晶

化
点
（K

ristallisationpunkt

）”
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
加
害
事
象
と
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
帰
責
関
連
は
肯
定
さ
れ

な
（
（4
（

い
」。

　

本
判
決
で
は
、加
害
行
為
は
被
害
者
が
欲
望
観
念
を
抱
く
に
至
っ
た
「
結
晶
化
点
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
い
う
「
結
晶
化
点
」
と
は
、
当
該
侵
害
行
為
と
は
別
の
「
適
切
な
」
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
様
に
被
害
者
は
欲
望
観
念
を
抱

く
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
り
、
被
害
者
の
精
神
損
害
は
、
別
の
「
適
切
な
」
行
為
で
あ
っ
て
も
生
じ
得
た
わ
け
で
あ
る
た
め
、
本
質

的
に
交
換
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
（
（4
（

る
。
こ
の
場
合
、侵
害
行
為
と
損
害
と
の
相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
侵
害
行
為
が
無
価
値
な
の
で
は
な
く
（
侵
害
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
）、
事
実
上
の
原
因
関
係
は
存
在
す
る
が
、
被

害
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
も
の
と
し
て
交
換
可
能
な
の
で
あ
り
、
侵
害
行
為
と
損
害
と
の
違
法
性
関
連
が
存
在
し
な
い
た

め
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
（
（4
（

る
。

三　

帰
責
さ
れ
う
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ 

― 

現
実
神
経
症
・
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）

　

こ
れ
ま
で
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
関
す
る
賠
償
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、同
じ
「
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
神

経
症
）」で
あ
っ
て
も
、加
害
者
の
帰
責
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の
現
実
神
経
症
と
転
換
神
経
症（
転

換
性
障
害
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
異
な
り
、欲
望
観
念
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
な
い
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
と
し
て
帰
責
関
係
が
肯
定
さ
れ
て
い
（
（4
（

る
。

（
一
）
現
実
神
経
症

　

現
実
神
経
症
（A

ktual N
eurose

）
と
は
、
現
実
成
果
に
お
け
る
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
欲
求
不
満
）
や
現
実
不
安
が
蓄
積
し
て
大
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き
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
、
す
な
わ
ち
、「
現
実
的
・
外
部
的
な
原
因
」
に
よ
っ
て
発
症
す
る
神
経
症
で

あ
（
（4
（

る
。

　

こ
の
現
実
神
経
症
の
場
合
に
つ
い
て
は
、判
例
上
、加
害
者
へ
の
帰
責
が
認
め
ら
れ
て
い
（
（4
（

る
。
上
述
の
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
、

「
現
実
的
・
外
部
的
な
原
因
」（
侵
害
行
為
）
が
「
結
晶
化
点
」
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
帰
責
性
が
排
除
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
神
経
症
の
場

合
に
は
、
被
害
者
の
人
格
形
成
上
も
と
も
と
備
え
て
い
た
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
発
症
す
る
に
至
っ
た
「
現
実
的
・
外
部
的
原
因
」
で
あ
る
侵
害
行

為
は
、「
結
晶
化
点
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
被
害
者
の
精
神
的
損
害
は
、
侵
害
行
為
の
際
に
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
主
要
か
つ
直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
幾
重
に
も
侵
害
行
為
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
帰

責
性
は
排
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
（
（4
（

る
。

（
二
）
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）

　

転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
は
、
以
前
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
精
神
的
・
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
や
葛
藤
が

原
因
で
発
症
す
る
神
経
症
で
あ
る
。
患
者
は
そ
う
し
た
ス
ト
レ
ス
や
葛
藤
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
身
体
症
状
へ
「
転
換
」
す
る
た
め
、
転
換

神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
と
称
さ
れ
る
。

　

転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
は
、
被
害
者
が
事
故
及
び
事
故
に
よ
る
身
体
的
結
果
を
精
神
的
に
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
点
で
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
よ
う
に
将
来
的
に
加
害
者
又
は
公
共

（A
llgem

einheit

）
が
被
害
者
の
生
計
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
被
害
者
が
自
ら
の

内
的
葛
藤
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
尊
心
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、
無
意
識
的
に
事
故
を
潜
在
的
な
内
的
葛
藤
を
補
う
き
っ
か
け

と
し
て
利
用
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
故
経
過
の
誤
っ
た
消
化
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
帰
責

性
は
排
除
さ
れ
な
（
（5
（

い
。
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も
っ
と
も
、転
換
神
経
症（
転
換
性
障
害
）は
、ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
り
な
い
よ
う
な
誘
因（A

nlass

）に
よ
っ
て
も
発
症
す
る
場
合
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
害
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
と
し
て
違
法
性
関
連
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
（
（5
（

る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
通
例
は
、
加
害
者
は
“
有
害
な
素
因
”
を
有
す
る
被
害
者
を
引
き
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
（
（5
（

る
。

四　

精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則

（
一
）
以
上
、
考
察
し
て
き
た
精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
被
害
者
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
は
破
ら
れ
、
加
害
者
へ
の
帰
責
は
排
除
さ
れ
る
。
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
加
害
者
が
免
責
さ
れ
る
理
由
は
、
①
損
害
賠
償
の
意
義
及
び
衡
平
の
理
念
に
反
し
、
賠
償
を
与
え
る
こ
と
で
む
し
ろ
被

害
者
の
損
害
の
回
復
が
困
難
に
な
る
、
ま
た
は
、
法
の
社
会
的
機
能
に
反
し
、
賠
償
を
与
え
る
こ
と
で
社
会
復
帰
が
困
難
に
な
る
、
と
い
う

被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
た
法
政
策
的
な
判
断
を
す
る
も
の
か
ら
、
法
政
策
的
判
断
か
ら
離
れ
、
②
損
害
賠
償
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
被

害
者
が
自
ら
不
全
状
態
を
克
服
す
る
可
能
性
が
な
く
と
も
、
被
害
者
の
誤
っ
た
態
度
（Fehlhaltung

）
を
加
害
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
も
の
や
、
③
侵
害
行
為
は
、
欲
望
観
念
の
「
結
晶
化
点
」
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
ず
、
本
質
的
に
は
交
換
可

能
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
偶
然
的
な
原
因
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
被
害
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
侵
害
行
為
と

損
害
と
の
違
法
性
関
連
が
存
在
し
な
い
と
し
て
、
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
、
な
ど
と
そ
の
理
由
は
変
遷
を
と
げ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現
実
神
経
症
と
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
は
、
賠
償
観
念
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
な
い
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
し
て
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
区
別
さ
れ
、
原
則
と
し
て
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
精
神
的
損
害
の
発
生
が
一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
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害
者
の
精
神
的
損
害
を
惹
起
し
た
原
因
（
侵
害
行
為
）
が
、
取
る
に
足
り
な
い
、
任
意
の
別
の
原
因
と
交
換
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
れ

ば
、
被
害
者
の
精
神
的
損
害
は
、
む
し
ろ
、
一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
で
あ
り
、
被
害
者
は
自
ら
そ
れ
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
以
上
の
よ
う
な
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
は
、
学
説
で
は
異
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
と
り
わ
け
、
被
害
者
救
済
と
い
う
法
政
策
的
な
判
断
の
下
で
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
医
学
的
評
価
に
す
ぎ
な
い
と

の
批
判
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
（
（5
（

る
。
そ
の
た
め
、
判
例
は
、
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
離
れ
て
、
一
般
生
活
上
の
危
険
の
観
点
か
ら
の
責

任
制
限
を
試
み
る
も
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
学
説
で
は
、
ラ
ン
ゲ
（H

. Lange

）
が
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
の
場
合
に
お
け
る
被
害
者
の
誤
っ
た
態
度
（Fehlhaltung

）

に
つ
き
、
加
害
者
の
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
帰
責
性
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
欲

望
観
念
（
原
文
で
は
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
は
、
何
人
も
自
分
自
身
で
責
任
を
負
う
べ
き
内
部
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
（
（5
（

る
。
こ
の
欲
望
観
念

が
現
実
化
し
、
精
神
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
と
い
う
の
は
、
被
害
者
に
最
低
限
の
精
神
的
抵
抗
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
（
（5
（

る
。
こ
の
よ
う

に
ラ
ン
ゲ
は
、
最
低
限
の
抵
抗
力
と
い
う
基
準
に
よ
り
、
そ
れ
を
下
回
っ
た
場
合
に
限
っ
て
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
精
神
的
損
害
の

発
生
を
一
般
生
活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ラ
ン
ゲ
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
、
帰
責
性

が
否
定
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
お
り
、
原
則
は
帰
責
性
を
肯
定
す
る
。
他
方
で
、
帰
責
性
が
認
め
ら

れ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
が
自
分
自
身
の
欲
望
観
念
に
逃
げ
込
む
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
被
害
者
が
そ
の
観
念
か
ら
再
び
逃
れ

る
た
め
に
期
待
さ
れ
う
る
こ
と
を
全
て
尽
く
し
た
か
否
か
は
、
別
途
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
（
（5
（

る
。
こ
の
審
理
は
、
す
な
わ
ち
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
共
働
過
責
の
成
否
の
審
理
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
学
説
は
、
共
働
過
責
の
成
立
に
つ
い
て
も
消
極
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者
の
共
働
過
責
を
問
う
た
め
に
は
、
被
害
者
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に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
克
服
可
能
性
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
し
か
し
、「
加
害
者
は
、“
適
切
に
体
験
を
精
神
的
に
消
化
”
す
る
こ
と
の
で

き
る
被
害
者
を
侵
害
し
た
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
（
（5
（

い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
素
因
不

考
慮
命
題
の
い
う
「
虚
弱
な
者
」
に
は
、「
適
切
に
体
験
を
精
神
的
に
消
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
」
も
ま
た
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

第
三
節　

被
害
者
の
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化

第
一
款　

加
害
者
免
責
の
定
式

　

原
則
と
し
て
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
な
脆
弱
性
が
素
因
と
し
て
損
害
の
発
生
・
拡
大
に
寄
与
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
素
因
不
考
慮

命
題
が
妥
当
し
、
加
害
者
は
責
任
を
免
れ
な
い
こ
と
は
、
既
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆

弱
性
に
つ
い
て
は
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
た
、被
害
者
の「
誤
っ
た
態
度（Fehlhaltung

）」、す
な
わ
ち
、

「
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
」
が
問
題
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
被
害
者
が
精
神
的
に
脆
弱
で
あ
る
が
故
に
、
不
法
行
為
体
験
を
適
切
に

精
神
的
に
消
化
し
き
れ
ず
、
損
害
と
し
て
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
加
害
者
は
責
任
を
負
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、判
例
上
は
、一
定
の
場
合
に
限
り
、加
害
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
判
例
で
は
、

上
述
し
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
が
修
正
さ
れ
、「
加
害
事
象
が
全
く
と
る
に
足
り
な
い
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
被
害
者
の
精
神
的
反
応
が
具
体
的
場
合
に
お
い
て
誘
因
に
比
し
て
重
大
な
不
均
衡
と
な
る
た
め
、
も
は
や
全
く
理
解
で

き
な
い
」、
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
（
（5
（

る
。
こ
の
定
式
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、【D

-37

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
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決
と
【D

-38

】
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
で
あ
（
（5
（

る
。

一　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決

（
一
）
事
案
と
判
旨

　
【D

-37

】Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決（BGH

Z 132,341

）の
事
実
の
概
要
は
、大
要
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｘ（
当
時
四
六
歳
）

は
、
一
九
八
三
年
八
月
二
五
日
に
交
通
事
故
に
遭
い
、
頚
椎
脊
柱
管
の
鞭
打
ち
症
を
伴
う
頚
椎
脊
柱
管
及
び
胸
椎
脊
柱
管
の
打
撲
症
な
ど
の

傷
害
を
被
っ
た
。
な
お
、
Ｘ
は
、
す
で
に
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で
の
間
に
八
回
交
通
事
故
に
遭
い
傷
害
を
被
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
Ｘ
は
、
事
故
日
以
降
複
数
の
病
院
に
入
院
し
て
も
、
そ
の
状
態
に
明
ら
か
な
改
善
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
嘱
託
医
か
ら
、
最

終
的
に
就
労
不
能
で
あ
る
と
の
診
断
を
受
け
、
一
九
八
五
年
一
一
月
一
日
付
け
で
退
職
さ
せ
ら
れ
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
逸
失
利
益
の
賠
償
と
少

な
く
と
も25000D

M

程
度
の
慰
謝
料
、並
び
に
そ
の
他
全
て
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
義
務
の
確
認
を
請
求
し
た
。
第
一
審
は
請
求
を
棄
却
。

控
訴
審
は
、37500D

M

の
慰
謝
料
と
主
張
さ
れ
た
財
産
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
、
並
び
に
逸
失
利
益
を
一
部
認
容
し
、
確
認
の
訴
え
も
認

容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
上
告
。
上
告
棄
却
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、本
判
決
に
お
い
て
、精
神
的
脆
弱
性
に
関
す
る
素
因
不
考
慮
命
題
及
び
そ
の
例
外
準
則
に
つ
き
、以
下
の
三
点
に
言
及
す
る
。

　

第
一
に
、
被
害
者
の
損
害
に
対
す
る
特
別
な
脆
弱
性
は
責
任
法
的
に
加
害
者
の
責
任
と
さ
れ
る
と
い
う
素
因
不
考
慮
命
題
は
、
原
則
と
し

て
、
通
常
は
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
か
ら
生
じ
る
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

よ
る
体
験
の
誤
っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
（
（6
（

害
に
つ
い
て
も
、「
精
神
性
の
後
続
損
害
に
対
し
加
害
者
は
、
そ
の
後
続
損
害
が

以
前
か
ら
あ
っ
た
精
神
的
な
病
気
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
消
化
に
由
来
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
責
任
法
上
、
原
則
と
し
て
、

責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（6
（

い
」
と
し
て
、
原
則
と
し
て
帰
責
性
を
認
め
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
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第
二
に
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
体
験
の
誤
っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
の
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
、
加
害
者
の
責
任
は
否
定
さ
れ
（
（6
（

る
。

　

第
三
に
、
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
も
、
身
体
的
損
害
の
場
合
と
同
様
に
、
極
端
な
損
害
素
因
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
責
任
が

制
限
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、「
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
（Bagatell

）、
か
つ
、
被
害
者
の
損
害
素
因
に
特
別
に
影

響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま
っ
た
く
理
解
で

き
な
い
場
合
」
に
限
ら
れ
（
（6
（

る
。

　

そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Ｘ
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
罹
患
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
（
（6
（

ず
、
ま
た
、
Ｘ
は
、
本
件
事
故
に
お
い
て

自
動
車
が
全
損
す
る
ほ
ど
の
衝
突
を
し
て
お
り
、
そ
の
際
脳
震
盪
、
頸
椎
の
む
ち
う
ち
症
並
び
に
身
体
の
他
の
部
分
に
挫
傷
、
打
撲
等
の
傷

害
を
被
っ
て
お
り
、
事
故
は
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
帰
責
性
は
排
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ
（
（6
（

た
。

（
二
）
本
判
決
の
意
義

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
現
代
医
学
に
お
け
る
精
神
身
体
医
学
的
方
向
性
を
反
映
し
て
お
り
、
本
判
決
に
お
い
て
、
精
神
的
損
害
の
取
り
扱
い
を
広
範

囲
に
身
体
的
損
害
の
取
り
扱
い
に
適
合
さ
せ
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
す
る
方
向
に
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
素
因
不

考
慮
命
題
は
、
被
害
者
の
単
な
る
精
神
的
脆
弱
性
だ
け
で
な
く
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤
っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
に
も

妥
当
す
る
も
の
と
定
式
化
し
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
さ
せ
て
い
（
（6
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
本
判
決
で
は
、
上
述
第
二
で
見
た
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
と
の

立
場
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
責
任
設
定
的
帰
責
性
（
因
果
関
係
）
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
帰
責
性
が
要
求
さ
れ
て
お
（
（6
（

り
、
定
期
金

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
す
る
例
外
準
則
は
、
責
任
設
定
的
因
果
関
係
の
厳
格
さ
と
い
う
点
で
、
例
外
性
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、
素
因
が
極
端
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
被
害
者
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の
損
害
素
因
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に

も
は
や
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
、
新
た
な
例
外
準
則
を
定
式
化
し
た
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
こ
の
例

外
準
則
は
、
一
般
生
活
上
の
危
険
の
現
実
化
に
よ
る
責
任
制
限
を
定
式
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
（
（6
（

る
。

二　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決

（
一
）
事
案
と
判
旨

　
【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
（BGH

Z 137, 142

）
の
事
実
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
一
九
八
六

年
二
月
三
日
、
Ｙ
が
付
保
す
る
乗
用
車
と
衝
突
し
、
ド
ア
枠
に
頭
を
打
ち
付
け
た
。
Ｘ
は
、
事
故
後
外
来
診
察
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
む
ち
う

ち
症
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
医
師
の
所
見
に
よ
る
と
、
五
日
間
の
労
働
不
能
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｘ
は
そ
の
後
も
さ
ら

な
る
身
体
侵
害
と
麻
痺
症
状
と
を
訴
え
た
。
Ｘ
は
、
そ
の
苦
痛
を
理
由
と
し
て
、
一
九
八
七
年
に
一
九
八
二
年
以
来
営
ん
で
き
た
家
具
店
を

た
た
ん
だ
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
月
々
支
払
わ
れ
る
定
期
金
を
控
除
し
た
月3,360D

M

の
生
業
損
害
の
賠
償
、5,000D

M

の
慰
謝
料
並
び
に
将

来
的
損
害
に
対
す
る
Ｙ
の
定
期
金
義
務
の
確
認
を
請
求
し
た
。

　

第
一
審
及
び
控
訴
審
は
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
。
Ｘ
が
上
告
。
上
告
破
棄
差
戻
し
。

　

本
判
決
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、【D

-37

】
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
新
た
な
例
外
準
則
の
本
件
へ
の
適
用
の
可
否
と
Ｘ

の
精
神
障
害
が
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
次
に
よ
う
に
判
示
し
た
。

　

第
一
に
、
本
件
事
故
が
【D

-37

】
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
例
外
準
則
の
意
味
に
お
け
る
僅
少
事
例

（Bagatellfall

）
と
し
て
帰
責
が
排
除
さ
れ
る
ほ
ど
僅
少
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
四
七
条
（
現
二
五
三
条
）
に
基
づ
く
非

財
産
的
損
害
の
賠
償
の
否
定
に
つ
き
発
展
さ
せ
た
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、「
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
質
的
な
生
活
態
度
の
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侵
害
及
び
持
続
的
後
遺
症
の
な
い
身
体
又
は
健
康
の
僅
少
な
侵
害
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
な
、
日
常
生
活
に
お
い
て
典
型
的
か
つ
特
別
な
損

害
事
例
と
は
異
な
る
理
由
で
も
し
ば
し
ば
生
じ
る
身
体
的
又
は
精
神
的
健
康
の
侵
害
が
問
題
と
な
る
場
合
に
賠
償
は
否
定
さ
れ
る
。つ
ま
り
、

第
一
次
侵
害
の
程
度
か
ら
も
性
質
か
ら
も
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
通
常
は
被
害
者
に
持
続
的
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い

侵
害
が
想
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者
は
す
で
に
他
者
と
の
共
同
生
活
が
ゆ
え
に
比
肩
す
る
よ
う
な
健
康
の
障
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、む
ち
う
ち
症
を
伴
う
頭
部
打
撲
症
が
日
常
生
活
に
と
っ
て
典
型
的
で
は
な
く
、通
例
は
特
別
な
損
害
事
件
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

本
件
で
は
侵
害
は
明
ら
か
に
Ｘ
の
複
数
日
に
及
ぶ
労
働
不
能
を
も
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
、
本
件
で
確
認
さ
れ
た
Ｘ
の
侵
害
は
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
損
害
像
（Schadensbild

）
を
超
え
て
い
（
（6
（

る
」
と
し
て
事
故
の
僅
少
さ

が
否
定
さ
れ
た
。
ま
た
、「
…
…
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
の
原
則
に
よ
る
と
、
上
述
の
意
味
に
お
け
る
僅
少
な
損
害
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
加
害
事
件
が
ま
さ
に
被
害
者
の
特
殊
な
損
害
素
因
を
侵
害
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
誤
っ
た
展
開
に
対
す
る
一

般
的
な
脆
弱
性
の
み
を
侵
害
し
た
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
精
神
的
後
続
損
害
の
帰
責
は
正
当
化
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
身
体
的
損
害

と
精
神
的
損
害
と
を
同
等
に
扱
う
原
則
か
ら
結
果
と
し
て
導
か
れ
る
。
こ
の
原
則
に
よ
り
、
加
害
者
は
同
様
に
被
害
者
の
特
別
な
損
害
素
因

を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（7
（

い
」
の
で
あ
る
が
、
本
件
は
僅
少
と
い
う
点
で
責
任
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
件
で
は
問
題
と
な
ら

な
い
と
さ
れ
た
。

　

第
二
に
、
控
訴
審
で
は
、
Ｘ
の
人
格
障
害
、
婚
姻
状
況
及
び
労
働
状
況
の
た
め
、
他
の
日
常
生
活
で
発
生
が
避
け
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ

た
と
し
て
も
同
じ
反
応
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
件
事
故
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
結
晶
化
点
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
Ｙ
の
責
任
は
否

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、本
判
決
で
は
、「
Ｘ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
に
関
す
る
鑑
定
人
の
説
明
に
鑑
み
る
と
、控
訴
審
は
、そ
の
精
神
異
常
が
、

む
し
ろ
、
精
神
的
葛
藤
が
身
体
的
障
害
へ
と
変
化
し
た
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
を
指
し
示
し
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
を
審
理
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、
同
様
に
、
事
故
と
い
う
出
来
事
の
誤
っ
た
消
化
（Fehlverarbeitung

）
に
基
礎
を

置
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
誤
っ
た
消
化
は
、
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
り
、
も
は
や
働
か
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
願
望
を
必
ず
し
も
顧
慮

し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
無
意
識
に
潜
在
的
心
理
的
葛
藤
を
補
う
き
っ
か
け
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
場
合
に

は
原
則
と
し
て
因
果
関
係
の
帰
責
が
成
立
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
責
任
の
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
Ｘ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状

態
が
決
定
的
に
欲
望
観
念
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

　

鑑
定
人
は
、本
件
に
お
い
て
、一
方
で
、―
確
か
に
意
識
的
に
近
い
―
Ｘ
の
転
換
（K

onversion

）
を
出
発
点
と
し
て
い
る
が
、他
方
で
は
、

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
形
成
の
構
成
要
素
と
し
て
保
障
願
望
及
び
賠
償
願
望
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
の
で
、
控
訴
審
は
、
損
害
事
件
に
関
す
る
こ
の
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
帰
責
を
容
易
に
は
否
定
せ
ず
、
こ
の
状
態
を
―
例
え
ば
鑑
定
人
の
追
加
的
尋
問
に
よ
っ
て
―
包
括
的
に
明
確
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
後
さ
ら
に
必
要
と
な
る
事
実
解
明
に
際
し
て
、
控
訴
審
は
、
次
の
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新

た
な
心
理
学
上
の
知
見
に
よ
る
と
、
さ
し
あ
た
り
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
発
症
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
定
期
金
願
望
は
確
か
に
一
つ
の
症

状
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
質
的
又
は
単
独
で
決
定
的
な
病
原
性
の
要
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
な
誤
っ
た
態
度
に
関
し

て
も
、
被
害
者
の
人
格
構
造
並
び
に
事
故
に
よ
っ
て
発
現
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
誤
っ
た
消
化
（Fehlverarbeitung

）
又
は
著
し
い
ス
ト

レ
ス
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
本
件
で
は
、
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障

害
）
又
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
あ
る
い
は
欲
望
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
観
点
か
ら
も
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
欲
望
観
念
に
対
す
る
Ｘ
の

脆
弱
性
が
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
し
戻
さ
れ
た
の
で
あ
（
（7
（

る
。

　

な
お
、
本
判
決
で
は
、
損
害
額
の
算
定
に
関
し
、
特
別
な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
協
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の

素
因
が
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
き
言
及
さ
れ
て
い
る
（
（7
（

が
、
帰
責
性
と
別
の
論
点
で
あ
る
た
め
、
別
途
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（
本
稿
第
四
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章
第
三
節
）。

（
二
）
本
判
決
の
意
義

　

本
判
決
で
は
、【D

-37

】一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
新
た
に
示
さ
れ
た「
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
被
害
者
の
損
害
素
因
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡

が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
場
合
」に
お
け
る
侵
害
行
為
の
僅
少
性
は
、慰
謝
料
を
否
定
す
る
場
合
の
原
則
に
倣
っ
て
、

一
時
的
な
、
日
常
生
活
に
お
い
て
典
型
的
か
つ
特
別
な
損
害
事
例
と
は
異
な
る
理
由
で
も
し
ば
し
ば
生
じ
る
身
体
や
精
神
の
侵
害
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
あ
る
程
度
の
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
具

体
的
事
案
に
お
い
て
、
侵
害
行
為
の
僅
少
性
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
保
険
料
が
値
上
が
り
す
る
可
能
性
が
懸

念
さ
れ
て
い
（
（7
（

る
。

　

本
判
決
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
認
定
す
る
際
に
は
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
が
決
定
的
に
欲
望
観
念
に
よ
り
形
成
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。【D

-37

】
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
で
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合

に
は
依
然
と
し
て
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
る
と
の
姿
勢
が
堅
持
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
責
任
設
定
的
因
果
関
係
の
認
定

が
厳
格
な
も
の
と
な
り
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
認
定
さ
れ
難
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
例
外
準
則
の
例
外
性
が
際
立
っ
た
と
解
さ
れ
る
が
、

本
判
決
の
判
旨
も
ま
た
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
し
て
は
、
現
代
の
精
神
身
体
医
学
的

知
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
、
い
わ
ゆ
る
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
呼
ば
れ
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
て
い
た
事
例
に
つ

い
て
も
、
原
則
と
し
て
帰
責
を
認
め
る
方
向
に
舵
を
切
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係

で
い
え
ば
、
従
来
は
素
因
不
考
慮
命
題
の
第
一
の
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
も
、
原
則
と
し
て
包
含

さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
因
不
考
慮
命
題
の
拡
張
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
し
て
い
く
と
、
次
に
は
、
責
任
制
限
の
手
段
が
な
く
な
り
、
加
害
者
は
過
酷
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ

る
と
い
う
弊
害
も
発
生
す
る
の
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
損
害
額
の
算
定
に

関
し
、
特
別
な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
協
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の
素
因
が
考
慮
さ
れ
う
る
と
判
示
し
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
し
て
は
、
加
害
者
の
責
任
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
賠
償
額
算
定
に
お
い
て
実
質
的
な
調
整
を
す
る
こ
と
を
志
向

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

三　

加
害
者
免
責
の
再
定
式

　

以
上
、
判
例
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
加
害
者
免
責
の
定
式
を
再
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
素
因
不
考
慮
命
題
は
、
現
代
の
精
神
身
体
医
学
の
発
展
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
張
さ
せ
、
被
害
者
の
単
な
る
精
神

的
脆
弱
性
の
み
な
ら
ず
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤
っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
に
も
妥
当
す
る
。

　

第
二
に
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
と
の
立
場
は
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
責
任
設
定
的
因
果
関

係
の
厳
格
さ
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
が
決
定
的
に
欲
望
観
念
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
認
定
が
困
難
な

も
の
と
な
っ
（
（7
（

た
。
こ
の
意
味
で
は
、
例
外
性
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

第
三
に
、あ
く
ま
で
も
例
外
で
は
あ
る
が
、素
因
が
極
端
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、「
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
特
別
に
被
害
者
の
損
害
素
因
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡

が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
場
合
」
に
限
っ
て
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
。

第
二
款　

加
害
者
免
責
定
式
に
対
す
る
学
説
の
評
価
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一　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
す
る
例
外
準
則
の
問
題
点

　

学
説
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
例
外
準
則
に
お
い
て
、
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
範
囲
が
被
害
者
の
単
な
る
精
神
的
脆
弱
性
だ
け
で
な
く
、
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
に
よ
る
誤
っ
た
精
神
的
消
化
を
理
由
と
す
る
後
続
損
害
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
拡
張
す
る
こ
と
に
は
取
り
立

て
て
異
論
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
認
定
に
は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
が
決
定
的
に
賠
償
観
念
（
欲
望
観
念
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
点
に
つ
き
、
ミ
ュ
ラ
ー
（M

üller

）
は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
欲
望
観
念
は
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
に
つ
い
て
も
少
な
く

と
も
背
景
に
は
あ
り
、
し
ば
し
ば
心
理
学
者
に
よ
り
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
構
成
要
素
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
律
学
者
が
か

つ
て
は
全
責
任
を
肯
定
し
て
い
た
あ
る
い
は
全
責
任
を
否
定
し
て
い
た
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
従
い
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
転
換
神
経
症

（
転
換
性
障
害
）
と
の
境
界
に
依
存
す
る
場
合
、
法
律
学
者
は
む
し
ろ
潜
在
的
に
被
害
者
に
は
無
意
識
の
欲
望
観
念
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
形
成
へ

の
影
響
を
専
門
的
に
は
完
全
に
誤
っ
て
判
断
し
て
し
ま
い
、
そ
の
範
疇
で
の
鑑
定
を
強
要
す
る
と
、
心
理
学
者
に
は
疑
わ
し
く
、
不
明
確
又

は
不
自
然
な
結
果
が
導
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
区
別
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
容
易
に
想
起
さ
れ
（
（7
（

る
。

　

ま
た
、
ヘ
ス
（H

eß

）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
示
し
た
基
準
に
従
っ
て
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
証
明
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
未
解
決
で
あ

る
と
し
て
、
訴
訟
に
お
け
る
証
明
の
問
題
を
指
摘
す
（
（7
（

る
。

　

証
明
の
問
題
に
関
連
し
て
、
フ
ァ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
（van Bühren

）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
示
し
た
責
任
制
限
基
準
は
、
実
務
上
利
用
可
能

で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
人
は
、
事
故
事
象
の
誤
っ
た
消
化
が
他
の
内
的
葛
藤
を
補
う
た
め
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
職
業

生
活
の
負
担
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
た
め
に
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
ど
う
や
っ
て
確
認
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
し
て

疑
問
を
呈
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
で
は
（
も
）
む
ち
打
ち
症
は
医
学
的
検
査
に
よ
っ
て
客
観
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
責
任
制
限
基
準
で
あ
る
労
働
不
可
能
性
も
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
治
療
に
当
た
る
医
師
は
、
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そ
の
患
者
の
主
観
的
苦
痛
が
客
観
的
に
診
察
で
き
な
い
場
合
で
も
そ
れ
を
信
用
す
る
か
ら
で
あ
（
（7
（

る
。

二　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
区
別
の
相
対
化

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
示
し
た
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
す
る
基
準
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
定
期

金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
医
学
的
な
線
引
き
が
微
妙
で
あ
り
、
専
門
家
以
外
に
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
責
任
制
限
か
ら
は
事
実
上
決
別
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
グ
ル
ン
ス
キ
ー
（Grunsky

）
が
評
価
す
る
と
こ
ろ
で

あ
（
（7
（

る
。
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
区
別
が
困
難
と
な
る
こ
と
は
、【D

-37

】Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
判
決
及
び【D

-38

】

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
（
（7
（

る
。

　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
責
任
制
限
か
ら
の
事
実
上
の
決
別
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
区
別
が
相
対
化

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
と
の
扱
い
の
相
違
に

言
及
す
る
こ
と
か
ら
始
め
（
（8
（

る
。
従
来
、
裁
判
例
は
、
転
換
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
れ
ば
賠
償
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
及
び

賠
償
神
経
症
の
場
合
に
は
賠
償
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
新
た
な
心
理
学
的
分
（
（8
（

析
に
よ
る
と
、
定
期
金
ノ

イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償
神
経
症
と
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
も
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償

神
経
症
に
お
い
て
は
、
欲
望
観
念
（Begehrensvorstellung
）
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
が
本
質
的
ま
た
は
唯
一
の
決
定
的
病
因
論
的
要
素

で
あ
る
と
し
て
、
加
害
者
は
免
責
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
欲
望
観
念
は
、
精
神
的
に
誤
っ
た
態
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
欲

望
観
念
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
の
人
格
構
造
、
精
神
的
な
誤
っ
た
消
化
（Fehlverarbeitung

）
又
は
彼
の
人
的
領
域
内
で
の
相
当
の
ス
ト

レ
ス
が
、
症
状
の
形
成
に
本
質
的
役
割
を
果
た
し
て
い
（
（8
（

る
。
他
方
で
、
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
は
、
被
害
者
の
精
神
的
な
誤
っ
た
消

化
が
症
状
発
現
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償
神
経
症
も
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
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も
ま
た
、「
精
神
的
な
誤
っ
た
消
化
（
精
神
的
消
化
不
良
）」
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
り
、
か
つ
、
症
状
発
現
の
本
質
は
、
被
害
者
の
個
人
領

域
（
人
格
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
両
者
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
い
わ
ゆ

る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
事
例
に
お
い
て
は
果
た
し
て
責
任
の
全
か
無
か
と
い
う
原
則
は
適
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
、
柔
軟
な
解
決
を

試
み
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
責
任
の
調
整
方
法
と
し
て
、【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
の
示
す
、
賠
償
額
算
定
に
お

け
る
特
別
な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
協
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の
素
因
の
考
慮
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
（
（8
（

る
。

三　

僅
少
な
事
例
（Bagatellfall
）
に
関
す
る
例
外
準
則
に
つ
い
て

　

僅
少
な
事
例
に
関
す
る
例
外
準
則
で
あ
る
、「
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
に
被
害
者
の
損
害
素
因

に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま
っ
た
く
理

解
で
き
な
い
場
合
」
と
は
、
学
説
で
は
、
一
般
生
活
上
の
危
険
が
現
実
化
し
た
場
合
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
（
（8
（

る
。
つ
ま
り
、
僅
少
な
侵
害
行

為
と
損
害
と
の
間
に
は
、
違
法
性
関
連
が
欠
如
す
る
と
解
さ
れ
て
い
（
（8
（

る
。

　

上
述
の
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
準
則
に
お
い
て
、
帰
責
性
が
否
定
さ
れ
る
た
め
に
は
被
害
者
の

損
害
素
因
（Schadensanlage

）
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
た
点
に
つ
き
、
シ
ー
マ
ン
（G. Schiem

ann

）
は
、

損
害
素
因
は
仮
定
的
因
果
関
係
の
問
題
に
お
い
て
予
備
的
原
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
み
が
加
害
者
に
帰
責

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
学
説
は
一
致
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
損
害
素
因
の
概
念
を
正
反
対
の
機
能
で
用
い
た
と
し
て

批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
は
、
損
害
が
被
害
者
自
身
へ
帰
責
さ
れ
る
（
加
害
者
の
帰
責
性
が
制
限
さ
れ
る
）
の
は
、
取
る
に
足
り
な
い

要
因
（Bagatellanlässe

）
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、【D

-38
】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
に
よ
れ
ば
、

事
故
が
被
害
者
の
損
害
素
因
に
特
別
に
影
響
を
与
え
た
場
合
に
は
、
加
害
者
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
被
害
者
の
損
害
体
質
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（Schadensdisposition

）
及
び
取
る
に
足
り
な
い
要
因
に
関
し
て
は
加
害
者
に
帰
責
さ
れ
な
い
が
、
被
害
者
の
損
害
素
因
に
関
し
て
は
加

害
者
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
学
説
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
。
そ
こ
で
シ
ー
マ
ン
は
、
同
判
決

を
、
取
る
に
足
り
な
い
要
因
が
損
害
素
因
に
影
響
を
与
え
た
場
合
に
（
加
害
者
の
）
帰
責
性
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
判
示
し
た
も
の

と
理
解
し
て
い
（
（8
（

る
。

　

ま
た
、
キ
ュ
ー
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
（J. D

. K
üterm

eyer

）
は
、
例
外
準
則
が
、
被
害
者
の
精
神
的
反
応
と
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ

る
場
合
と
い
う
制
限
を
附
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
誘
因
と
反
応
と
の
重
大
な
不
均
衡
に
よ
る
責
任
制
限
は
、「
何
人
も
最
低
限
の
抵

抗
力
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
の
で
、
最
低
限
の
抵
抗
力
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事

情
に
よ
る
か
は
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
損
害
素
因
の
種
類
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
（
（8
（

る
。

第
四
節　

小
括

　

本
章
で
は
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
と
素
因
不
考
慮
命
題
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
素
因
不
考
慮
命
題

は
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
特
有
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
Ｒ
Ｇ
時
代
に
は
、
定
期

金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
加
害
者
の
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
時
代
に
な
り
、
一
変
し
て
帰
責
性
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｒ
Ｇ
時
代
に
は
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
も
ま
た
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
範
囲
に
あ
っ
た
も
の
（
（8
（

が
、【D

-20

】

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
に
よ
り
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
が
、
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
当
時
の
医
学
的
知
見
を
背
景
と
し
て
、
被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
た
法
政
策
的
判
断
か
ら
、
加
害
者
の
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帰
責
性
を
否
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、被
害
者
救
済
を
目
的
と
す
る
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
の
例
外
的
取
り
扱
い
は
、次
第
に
、

法
政
策
的
判
断
か
ら
遠
ざ
か
り
、
一
般
生
活
上
の
危
険
の
理
論
に
よ
り
帰
責
性
が
排
除
さ
れ
る
も
の
と
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
素
因
不
考
慮
命
題
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
そ
の
他
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、
前
者
と
は
区
別

さ
れ
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
精
神
身
体
医
学
の
発
展
に
よ
り
、
両
者
に
は
「
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
」
と
い

う
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
者
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
に
お
い
て
も
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場

合
の
例
外
性
は
維
持
さ
れ
て
は
い
る
が
、
区
別
が
相
対
化
さ
れ
る
に
伴
い
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
欲
望
観
念
の
認

定
に
は
厳
格
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
可
能
性
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
関
し
て
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
、「
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
」
に
つ
い

て
は
、「
加
害
事
件
が
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
に
被
害
者
の
損
害
素
因
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
具

体
的
事
案
に
お
け
る
精
神
的
反
応
が
誘
因
と
の
重
大
な
不
均
衡
が
あ
る
が
故
に
も
は
や
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
場
合
」
に
限
り
帰
責
性
が

否
定
さ
れ
る
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
は
、
一
般
生
活
上
の
危
険
の

現
実
化
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
通
り
、
被
害
者
の
特
別
な
精
神
的
脆
弱
性
に
つ
い
て
は
、「
体
験
の
不
適
切
な
精
神
的
消
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
素
因
不

考
慮
命
題
の
適
用
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
観
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
素
因
不
考
慮
命
題
の
適
用
範
囲

が
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
加
害
者
の
責
任
を
制
限
す
る
方
法
が
失
わ
れ
、
加
害
者
に
と
っ
て
は
酷
な
状
況
が
生
じ
か
ね
な
い
。
そ
こ

で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
別
の
方
法
に
よ
る
責
任
制
限
を
試
み
て
い
る
。
後
掲
【D

-38
】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
が
示
し
た
賠
償
額

算
定
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
が
そ
れ
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
帰
責
の
観
点
か
ら
の
責
任
制
限
で
は
な
く
、
加
害
者
の
帰
責
を
認
め
た
上
で
、
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賠
償
額
に
よ
っ
て
調
整
を
図
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
方
向
性
は
、
わ
が
国
の
素
因
減
責
論
と
同
じ
方
向
を
向

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
章
で
は
、
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、「
体
験
の
不
適

切
な
精
神
的
消
化
」
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
共
働
過
責
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四

条
と
素
因
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
る
。

第
四
章　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面

第
一
節　

素
因
不
考
慮
命
題
と
諸
法
理
に
よ
る
減
免
責
の
可
能
性

　

上
述
第
二
章
及
び
第
三
章
の
検
討
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
虚
弱
な
者
に
対
し
て
加
害
を
な
し
た
者
は
、
健
康
な
者
に
加
害
を
な
し

た
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
得
な
い
」
と
い
う
素
因
不
考
慮
命
題
は
、
損
害
の
帰
責
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
こ
そ
日
本
法
と
の
齟
齬
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
素
因
斟
酌
準
則
は
、
損

害
の
加
害
者
へ
の
帰
責
を
認
め
た
上
で
、
素
因
の
影
響
力
（
寄
与
度
）
を
考
慮
（
斟
酌
）
し
う
る
か
否
か
、
し
う
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
で

あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
際
の
法
律
構
成
は
い
か
な
る
も
の
が
適
切
で
あ
る
か
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
、

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
と
同
等
の
判
断
は
、
損
害
の
帰
責
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
章
で
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
素
因
の
考
慮
場
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
章
及
び
第
三
章
の
検
討
に
お
い
て
、
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
場
面
及
び
法
理
が
俎
上
に
上
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
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ツ
法
に
お
け
る
素
因
不
考
慮
命
題
の
意
義
及
び
そ
の
射
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
素
因
の
考
慮
可
能
性
を
合
わ
せ
て
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
素
因
斟
酌
準
則
と
の
比
較
の
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
場
面
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
、
仮
定
的
（
凌
駕
的
）
因
果
関
係
に
よ

る
減
免
責
と
し
て
、
逸
失
利
益
算
定
に
お
い
て
素
因
の
将
来
的
影
響
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
（
第
二
章
第
三
節
（
（8
（

三
）。
さ
ら
に
、
後
掲
【D

-38

】

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
で
は
、
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
学
説

に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
共
働
過
責
の
規
定
の
適
用
の
可
能
性
が
、
素
因
不
考
慮
命
題
を
積
極
的
に
支
持
す
る
論
者
か
ら
も
し
ば

し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮
を
検
討
し
（
第
二
節
、
第
三
節
）、
次
い
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
共
働

過
責
の
規
定
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
四
節
）。

第
二
節　

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
考
慮

第
一
款　

素
因
事
例

一　

素
因
事
例
と
素
因
不
考
慮
命
題
の
相
違

　

侵
害
時
に
お
い
て
既
に
存
す
る
素
因
（A

nlage

）
が
理
由
で
、
被
侵
害
客
体
に
別
の
侵
害
が
確
実
に
予
期
さ
れ
え
た
と
い
う
場
合
、
ド

イ
ツ
法
で
は
「
素
因
事
例
（A

nlagefälle

）」
と
称
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
当
該
素
因
は
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
う
る
と
す
る
点

で
判
例
・
学
説
は
一
致
し
て
い
（
（9
（

る
。
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他
方
で
、
上
述
の
意
味
に
お
け
る
素
因
事
例
に
属
さ
な
い
の
は
、
損
害
素
因
（Schadensdisposition

）
が
原
因
で
は
あ
っ
た
が
、
当
該

損
害
素
因
が
そ
れ
自
体
単
独
で
は
損
害
を
も
た
ら
さ
ず
、
発
生
が
確
実
に
は
予
見
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作
動
因
と
の
連
関
に
よ
っ
て
の
み

損
害
が
惹
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
し
、
加
害
者
は
免
責
さ
れ
な
い
と
さ

れ
（
（9
（

る
。
わ
が
国
で
は
、
素
因
競
合
の
問
題
と
仮
定
的
因
果
関
係
の
考
慮
と
の
相
違
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
（9
（

が
、
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ

法
に
お
い
て
も
、
仮
定
的
因
果
関
係
の
考
慮
を
意
味
す
る
素
因
事
例
と
素
因
不
考
慮
命
題
と
は
法
理
論
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

二　

予
備
的
原
因
の
顧
慮
の
効
果

　

素
因
が
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
は
、「
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
（V

erfrühungsschaden

）」
の
み
の
加

害
者
へ
の
帰
責
で
あ
（
（9
（

る
。
つ
ま
り
、
加
害
行
為
が
な
け
れ
ば
存
し
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
基
礎
と
し
て
、
予
備
的
原
因
た
る
素
因
の
将
来
的
展

開
を
仮
定
し
、
そ
の
実
現
時
ま
で
に
限
っ
て
所
得
喪
失
損
害
（
＝
逸
失
利
益
）
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
加
害
行
為
が

な
く
と
も
一
年
後
に
は
被
害
者
自
身
が
加
害
行
為
以
前
か
ら
有
し
て
い
た
素
因
に
よ
っ
て
も
確
実
に
同
じ
状
態
へ
と
現
実
化
し
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
残
存
稼
働
可
能
期
間
ま
で
所
得
喪
失
損
害
を
算
定
す
る
の
で
は
な
く
、
加
害
行
為
時
か
ら
一
年

後
ま
で
に
限
っ
て
の
所
得
喪
失
損
害
を
算
定
す
る
の
で
あ
る
（【D

-15

】O
LG Frankfurt aM

 

一
九
八
三
年
七
月
七
日
判
（
（9
（

決
）。

　
「
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
」
の
み
の
帰
責
は
、
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
の
賠
償
義
務
の
完
全
な
排
除
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
き
、
学
説
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
に
つ
い
て
は
、
社
会
通
念
上
、
当
該
法
益
は
無
価
値

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
（
（9
（

る
。
も
っ
と
も
、「
無
価
値
」
と
い
う
判
断
は
、
加
害
行
為
と
原
因
関
係
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
差
額
説
を

基
礎
と
す
る
損
害
算
定
に
よ
る
と
、
予
備
的
実
現
時
以
降
に
つ
い
て
は
同
じ
状
態
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
益
と
し
て
は

同
価
値
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
損
害
と
し
て
は
「
無
価
値
」
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
（
（9
（

る
。
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三　

証
明
責
任
及
び
証
明
度

　

予
備
的
原
因
の
証
明
責
任
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
は
、
存
在
す
る
素
因
又
は
後
発
的
に
生
じ
た
事
件
が
確
実
に
加
害
行
為
に
よ
っ
て
生
じ

た
と
同
様
の
損
害
を
惹
起
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
（
（9
（

て
、
通
説
・
判
例
と
も
加
害
者
が
こ
れ

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
論
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
（
（9
（

る
。
な
お
、
加
害
者
が
負
担
す
る
予
備
的
原
因
の
証
明
の
程
度

に
つ
い
て
は
、
加
害
行
為
以
外
の
方
法
に
よ
る
損
害
発
生
の
単
な
る
可
能
性
（M

öglichkeit

）
で
は
十
分
で
は
な
く
、
確
実
と
い
う
に
近

い
程
度
の
蓋
然
性
（m

it an Sicherheit grenzenden W
ahrscheinlichkeit

）
が
要
求
さ
れ
（
（9
（

る
。
学
説
で
は
、
こ
の
加
害
者
に
課
せ
ら

れ
る
証
明
の
程
度
が
高
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
見
解
も
み
ら
れ
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
後
述
第
三
節
参
（
（10
（

照
）。
な
お
、
こ
の
証
明
に
失
敗
す
る
と
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
適
用
さ
れ
、
全
損
害
が
加
害
者
に
帰
責
さ

れ
る
と
い
う
帰
結
へ
と
至
る
。

第
二
款　
「
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
」
の
帰
責
の
意
味

一　
「
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
」
の
帰
責
の
意
味
と
素
因
不
考
慮
命
題

　

素
因
が
予
備
的
原
因
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
は
、「
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
」
の
み
の
加
害
者
へ
の
帰
責
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
予
備
的
原
因
の
実
現
時
以
降
の
賠
償
義
務
の
完
全
な
排
除
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
は
、
予
備
的
原
因
た

る
素
因
が
、
あ
る
「
時
点
」
に
お
い
て
加
害
行
為
に
よ
る
も
の
と
同
様
の
損
害
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
当
該
「
時
点
」
以
降

に
つ
い
て
は
賠
償
義
務
が
完
全
に
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
賠
償
義
務
の
時
間
的
修
正
で
あ
り
、
素
因
不

考
慮
命
題
が
時
間
的
要
素
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
（
（10
（

る
。
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こ
の
賠
償
義
務
の
時
間
的
修
正
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
に
よ
る
損
害
の
帰
責
の
全
か
無
か
的
判
断
に
対
し
て
、
素
因
と
い
う
被
害
者
の
領

域
に
属
す
る
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
評
価
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
法
も
ま
た
柔
軟
性

に
欠
け
る
解
決
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
予
備
的
原
因
た
る
素
因
の
実
現
時
と
い
う
「
時
点
」
を
も
っ
て
賠
償
義
務
が
制
限
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、つ
ま
り
、「
時
点
」
の
前
後
に
お
い
て
賠
償
義
務
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
り
、そ
う
す
る
と
、

依
然
と
し
て
全
か
無
か
的
な
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
責
任
制
限
と
し
て
は
画
一
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
て
い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

証
明
責
任
及
び
証
明
度
と
の
関
係

　

上
述
（
第
一
款
三
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
予
備
的
原
因
の
実
現
に
つ
い
て
は
加
害
者
が
そ
の
証
明
責
任
を
負
担
し
、
か
つ
、
確
実
と
い

う
に
近
い
程
度
の
蓋
然
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、加
害
者
が
そ
の
証
明
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、素
因
不
考
慮
の
命
題
が
適
用
さ
れ
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
責
任
は
全
か
無
か
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
加
害
者
に
求
め
ら
れ
る
証
明
度
が
高
い
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
実
際
に
証
明
が
困
難
な

場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
素
因
が
元
で
後
の
加
害
行
為
と
は
無
関
係
の
侵
害
（Schädigung

）
が
、
確
実
で
は
な
い
が
、

か
な
り
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
場
（
（10
（

合
も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、
加
害
者
の
高
度
の
証
明
を
貫

徹
す
る
と
、
証
明
可
能
性
に
よ
っ
て
賠
償
責
任
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な
り
、
や
は
り
柔
軟
な
解
決
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
学
説
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
る
証
明
度
の
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
事
情
の
中
、
近
年
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
害
者
の
証
明
の
軽
減

を
図
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節　

逸
失
利
益
算
定
に
お
け
る
割
合
的
控
除

　

仮
定
的
因
果
関
係
論
に
よ
る
責
任
の
時
間
的
控
除
と
い
う
手
法
を
用
い
て
も
、「
時
点
」
を
も
っ
て
制
限
す
る
と
い
う
画
一
性
が
あ
り
、

柔
軟
な
解
決
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
問
題
点
は
、な
お
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、【D

-38

】Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
は
、

逸
失
利
益
算
定
の
場
面
に
お
い
て
、加
害
者
の
証
明
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
責
任
の
割
合
的
控
除
を
認
め
る
判
断
を
下
し
た
。
本
判
決
は
、

加
害
者
へ
の
帰
責
性
を
認
め
つ
つ
、
賠
償
額
算
定
に
お
い
て
素
因
の
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
逸
失

利
益
の
算
定
に
つ
き
、
素
因
を
考
慮
す
る
手
法
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
併
用
し
て
割
合
的
解
決
の
可
能
性
を
示

し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
（
（10
（1
（10
（

る
。

第
一
款　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
割
合
的
控
除

一　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
（BGH

Z 137, 142

）

　

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
「
む
ち
打
ち
症
」
の
事
案
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
逸
失
利
益
の
賠
償
及
び
慰
謝
料
を
請
求
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｘ
の
被
っ

た
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
法
上
の
帰
責
性
は
否
定
さ
れ
え
な
い
と
し
た
う
え
で
、
Ｘ
の
特
別
な
精
神
状
態
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
共
働
す

る
欲
望
観
念
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
従
い
算
定
さ
れ
る
損
害
額
の
算
定
並
び
に
慰
謝
料
額
の
範
囲
に
お
い
て
、
生
業
損
害
の
場
合
も
同
様

に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
控
訴
審
が
、
上
述
の
法
的
根
拠
に
基
づ
き
、
か
つ
、
他
の
適
切
な
確
認
に
従
い
、
Ｘ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
由
来
す
る
損
害
に
対
す
る
Ｙ
の

責
任
を
認
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
Ｘ
の
特
別
な
精
神
状
態
及
び
そ
の
領
域
に
お
い
て
あ
る
い
は
あ
り
得
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
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開
に
お
い
て
も
共
働
す
る
欲
望
観
念
は
、
慰
謝
料
額
の
範
囲
に
お
い
て
も
生
業
損
害
に
つ
い
て
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
従
い
算
定
さ
れ

る
損
害
額
の
算
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衡
平
に
か
な
っ
た
慰
謝
料
額
の
算
定
に
際
し

て
は
、
確
定
判
決
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
特
別
な
損
害
に
対
す
る
脆
弱
性
は
考
慮
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
被
害
者
の
精
神
的
な
素
因

（V
eranlagung

）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
由
来
す
る
リ
ス
ク
に
も
妥
当
す
る
。

　

所
得
損
失
の
算
定
に
際
し
、
裁
判
官
は
、
あ
ら
ゆ
る－

後
の
任
意
の
口
頭
弁
論
の
時
点
で
の－

観
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
通
常
の
事
物
の

経
過
、素
因
は
損
害
事
件
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
）。
そ
の
限
り
で
は
、

偶
発
的
な
凌
駕
的
因
果
関
係
の
判
断
の
み
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
将
来
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
事
情
に
基
礎
を
置
く

損
害
の
算
定
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
限
り
で
は
、
具
体
的
損
害
事
件
が
な
く
と
も
被
害
者
の
精
神
的
な
出
発
状
況
（A

usgangssituation

）
の
た
め
、
当
該
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
の
展
開
が
、
比
肩
し
う
る
ほ
ど
の
侵
害
に
よ
る
影
響
に
よ
っ
て
、
よ
り
遅
く
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
か
又
は
よ
り
遅
く
効
果
を
発
揮

し
た
で
あ
ろ
う
か
、
及
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ど
れ
ほ
ど
の
蓋
然
性
で
も
っ
て
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
の
み
が
重
大
な

意
義
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
偶
発
的
な
無
意
識
の
、
―
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
形
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
だ
が
―
被
害
者
の
精
神

構
造
に
基
礎
を
置
く
欲
望
観
念
に
よ
っ
て
、被
害
者
の
将
来
の
職
業
状
況
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
危
険
も
ま
た
考
慮
さ
れ
う
る
。

こ
の
危
険
を
解
明
し
被
害
者
の
予
想
さ
れ
る
職
業
上
の
経
歴
の
機
会
及
び
制
約
の
判
断
に
対
す
る
十
分
な
事
実
的
根
拠
を
得
る
た
め
、
事
実

審
裁
判
官
は
、
鑑
定
人
の
助
言
を
求
め
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
審
裁
判
官
は
、
こ
れ
に
関
す
る
問
題
を
鑑
定
人
と
共
に
詳
細

に
審
議
し
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
評
価
に
基
づ
き
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
に
十
分
な
蓋
然
性
を
も
っ
て
重
大
な
リ
ス
ク
、
つ
ま
り
、
人
生
の
幾
重
も

の
浮
き
沈
み
を
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
に
誤
っ
て
消
化
す
る
被
害
者
の
傾
向
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
“
生
存
闘
争
”
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
無
意
識
の
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努
力
の
た
め
の
リ
ス
ク
が
生
じ
、
長
い
目
で
見
る
と
事
故
と
は
無
関
係
に
も
職
業
上
の
可
能
性
の
相
当
な
負
担
が
危
惧
さ
れ
る
場
合
に
は
、

事
実
審
裁
判
官
は
、
こ
の
こ
と
を
生
業
損
害
に
対
し
て
存
す
る
予
測
に
際
し
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
期
間
に
つ

い
て
も
所
得
損
失
損
害
の
額
に
つ
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
所
得
生
活
の
た
め
予
想
が
困
難
な
場
合
と
同
様

に
、
本
件
で
も
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
予
期
さ
れ
う
る
所
得
収
入
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
割
引
（A

bschlag

）

が
考
慮
さ
れ
う
（
（10
（

る
」。

　

以
上
の
本
判
決
の
論
理
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
害
者
の
素
因
（
本
判
決
で
は
、
体
験
の
誤
っ
た
消
化
を
し
や
す
い

精
神
的
傾
向
・
脆
弱
性
）
は
、
長
期
的
に
み
る
と
職
業
活
動
の
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で

将
来
的
な
仮
定
的
推
移
を
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
例
え
ば
、六
五
歳
ま
で
労
働
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
等
）。し
た
が
っ

て
、
被
害
者
の
素
因
が
、
ど
の
程
度
将
来
的
損
害
（
逸
失
利
益
）
に
影
響
を
与
え
る
か
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
期
間
及
び
額
に
つ
い
て
素
因
に
よ
る
将
来
的
負
担
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の

理
論
に
よ
れ
ば
、
期
間
及
び
額
の
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
事
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
期
間
に
つ
い
て
は
、
素
因
に
よ
る
将
来

的
負
担
の
可
能
性
の
た
め
、
就
業
可
能
年
数
ま
で
は
就
業
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
労
働
可
能
期
間
を
一
定
の
限
度
で
区
切
り
、
以
降

に
つ
い
て
は
損
害
と
見
な
さ
な
い
。
額
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
素
因
を
有
す
る
が
故
に
、
素
因
を
有
し
な
い
者
に
比
べ
て
所
得
の
増
加
は

少
な
い
、
あ
る
い
は
見
込
め
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
所
得
が
低
下
す
る
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

本
判
決
に
お
い
て
理
論
的
に
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
評
価
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
よ
る
損
害
の
算
定
に
よ
っ
て
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と

こ
（
（10
（

ろ
、
期
間
及
び
額
の
認
定
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
期
間
に
つ
い
て
の
Ｙ
側
の
証
明
を
軽
減
す
る
、
つ
ま
り
、
あ
る
「
時
点
」
ま
で

し
か
労
働
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
「
時
点
」
の
証
明
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
額
に
つ
い
て
も
、
所
得
の
増
減
の
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証
明
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
割
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
割
合
的
評
価
は
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
本
判
決
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
示
し
た
こ
の
論
理
は
、
近

時
、
下
級
裁
判
例
に
お
い
て
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、【D

-39

】O
LG Schlesw

ig 

二
〇
〇
六
年
七
月
六

日
判
決
で
は
ま
さ
に
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
が
図
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
【D

-39

】O
LG Schlesw

ig 

二
〇
〇
六
年
七
月

六
日
判
決
を
通
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
の
示
し
た
「
割
合
的
控
除
」
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

二　

O
LG Schlesw

ig 

二
〇
〇
六
年
七
月
六
日
判
決
の
事
案
と
判
旨

【D
-39

】O
LG Schlesw

ig 

二
〇
〇
六
年
七
月
六
日
判
決
（O

LG Schlesw
ig SchlH

A
 2006, 163 

＝ N
JW

-RR 2007, 171

）
は
、
い
わ

ゆ
る
む
ち
打
ち
症
（H

W
S-Syndrom

）
の
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
よ
る
交
通
事
故
に
よ
り
む
ち
打
ち
症
に
な
り
、
早
期
に

退
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
逸
失
利
益
の
賠
償
を
請
求
し
た
。

　

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
事
故
と
Ｘ
の
早
期
退
職
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
り
、
Ｙ
は
賠
償
義
務
を
負
う
が
、
Ｘ

に
は
素
因
（
心
身
症
）
が
あ
り
、
そ
の
素
因
に
由
来
す
る
誤
っ
た
消
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
賠
償
額
を
五
〇
％
控
除
す
る
の
が
正
当
で
あ

る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
五
〇
％
の
控
除
に
つ
い
て
は
、【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
を
引
用
し
、
Ｙ
は
全
損
害

に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
が
、
賠
償
額
は
五
〇
％
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
…
…
Ｙ
ら
は
、
Ｘ
の
事
故
に
よ
る
財
産
的
及
び
非
財
産
的
損
害
に
対
し
て
全
範
囲
に
責
任
を
負
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
審
は
、
程
度

に
応
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
損
害
賠
償
給
付
を
五
〇
％
控
除
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
鑑
定
人
Ｅ
の
鑑
定
書
と
そ
れ

に
関
す
る
口
頭
説
明
に
基
づ
く
と
、Ｘ
に
は
事
故
と
は
無
関
係
の
、素
因
〔Prädisposition

〕
に
由
来
す
る
（
決
定
的
な
）
事
故
体
験
の
誤
っ

た
消
化
〔Fehlverarbeitung

〕
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
が
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
控
除
を
正
当
化
す
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る
。
鑑
定
人
Ｅ
の
陳
述
に
よ
れ
ば
、Ｘ
に
つ
い
て
は
、す
で
に
事
故
以
前
か
ら
心
身
症
で
あ
っ
た
と
い
う
損
害
素
因
的
人
格
が
重
要
で
あ
る
。

Ｘ
は
、
内
心
の
欲
求
と
抑
制
に
高
度
に
消
耗
し
て
お
り
、
す
で
に
以
前
か
ら
Ｘ
に
つ
い
て
精
神
的
疲
弊
状
態
に
至
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
Ｘ

は
、
子
供
の
頃
及
び
若
い
頃
、
強
力
な
精
神
的
負
担
要
素
に
曝
さ
れ
て
お
り
、
Ｘ
は
職
業
領
域
で
は
常
に
平
均
以
上
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
の

精
神
的
均
衡
を
保
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

Ｘ
が
―
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
―
実
際
に
む
ち
打
ち
症
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
と
、
鑑
定
人
は
当
審
に
お
い
て
、
そ
の
場

合
適
応
障
害
の
形
で
の
相
応
の
誤
っ
た
消
化
も
ま
た
考
え
ら
れ
得
る
と
説
明
し
（
（10
（

た
」。「
被
害
者
が
事
故
の
際
に
被
っ
た
第
一
次
侵
害
が
全
く

取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
加
害
者
は
、
精
神
性
の
後
続
損
害
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
。
Ｘ
の
む
ち
打
ち

症
は
、
確
か
に
、
軽
度
で
し
か
な
い
が
、
し
か
し
、
誰
も
が
日
常
的
に
通
常
は
影
響
な
く
被
り
得
る
侵
害
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、

取
る
に
足
り
な
い
（Bagatell

）
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
侵
害
は
、
上
述
の
被
害
者
の
当
該
素
因
に
打
撃
を
与
え
た
の
で
あ

り
、
そ
の
際
事
故
に
よ
り
惹
起
せ
ら
れ
た
損
害
は
、
Ｘ
の
精
神
的
前
損
害
に
よ
り
事
故
が
な
く
と
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
鑑
定
人
Ｅ
の
書
面
に
よ
る
叙
述
か
ら
も
そ
の
口
頭
説
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
程
度
（H

öhe

）
に
応
じ
た
パ
ー
セ
ン
テ
ー

ジ
に
よ
る
控
除
を
正
当
化
す
る
。

　

し
か
し
、
Ｙ
ら
の
見
解
に
反
し
、
Ｘ
の
損
害
賠
償
請
求
は
時
間
的
に
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
―
鑑
定
人
Ｅ
が
述
べ
る

よ
う
に
―
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
基
準
値
に
よ
れ
ば
、
適
応
障
害
は
最
大
で
も
１
年
継
続
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
的
制
限
は
、
医

学
的
意
味
に
お
い
て
は
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
、
事
故
に
よ
り
惹
起
せ
ら
れ
た
、
Ｘ
の
当
該
素
因
に
よ
っ
て
も
助
長
さ
れ
た
と
し
て

も
、
事
故
の
結
果
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
―
例
え
ば
定
期
金
付
き
退
職
の
よ
う
に
―
事
故
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
の
で
、
医
学
的
診
断

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
図
式
的
基
準
値
に
従
っ
て
時
間
的
制
限
が
顧
慮
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
引
用
さ
れ
た
最
高
裁
判
例
〔BGH

 N
JW

 

1998, 810

［813

］（【D
-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
）〕
の
意
味
に
お
け
る
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
よ
る
控
除
が
な
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
（
（10
（

い
」。

　

本
判
決
で
は
、
Ｘ
は
事
故
で
む
ち
打
ち
症
と
な
り
、
早
期
に
退
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
Ｘ
は
も
と
も
と
心
身
症

と
い
う
素
因
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
事
故
の
体
験
を
適
切
に
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
早
期
に
退
職
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
評
価
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
誤
っ
た
消
化
が
割
合
的
に
認
定
で
き
る
の
で
、
逸
失
利
益
を
割
合
的
に
控
除
し
得
る
と
判

断
さ
れ
た
の
が
本
判
決
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
判
決
は
、
上
述
の
論
理
を
採
る
に
あ
た
り
、
時
間
的
制
限
は
不
適
切
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
制
限
は
、

医
学
的
に
は
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
素
因
に
よ
り
損
害
が
助
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
（
規
範
的
に
）
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
不
適
切
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
割
合
的
控
除
が
正
当
で
あ
る
と
。

第
二
款　

学
説
に
よ
る
評
価

　
【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
一
一
月
一
一
日
判
決
の
示
し
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
逸
失
利
益
算
定

に
際
し
て
の
立
証
の
軽
減
及
び
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
（
割
合
的
控
除
）
の
理
論
は
、
下
級
裁
判
例
レ
ベ
ル
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
学
説
の
評
価
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日

判
決
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
学
説
を
検
討
す
る
。

一　

ミ
ュ
ラ
ー
の
見
解

　

先
に
見
た
と
お
り
、ミ
ュ
ラ
ー
は
、新
た
な
心
理
学
的
分
析
に
よ
る
と
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償
神
経
症
も
転
換
神
経
症（
転
換
性
障
害
）
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も
ま
た
、「
精
神
的
な
誤
っ
た
消
化
（
精
神
的
消
化
不
良
）」
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
り
、
か
つ
、
症
状
発
現
の
本
質
は
、
被
害
者
の
個
人
領

域
（
人
格
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
帰
責
性
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
の
事
例
に
お
い
て
は
果
た
し
て
責
任
の
全
か
無
か
と
い
う
原
則
は
適
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
、
柔
軟
な
解
決
を
試
み
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
、
責
任
の
調
整
方
法
と
し
て
、【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
の
示
す
、
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
特
別

な
精
神
状
態
や
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
展
開
に
共
働
す
る
欲
望
観
念
と
い
っ
た
被
害
者
の
素
因
の
考
慮
を
支
持
す
る
（
第
三
章
第
三
節
二
参
（
（10
（

照
）。

　

ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
欲
望
観
念
が
別
原
因
（
加
害
行
為
）
を
完
全
に
凌
駕
す
る
場
合
に
は
、
帰
責
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
別
原
因
と
併
存
し
て
い
る
（
例
え
ば
五
〇
％
だ
け
関
与
し
て
い
る
）
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
責
任
を
制

限
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
欲
望
観
念
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
へ
の
影
響
が
定
量
化
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
責
任
制

限
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
（
（11
（

る
。

　

上
述
の
程
度
に
応
じ
た
責
任
制
限
の
判
断
に
際
し
て
は
、被
害
者
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
仮
定
的
展
開
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
人
的
領
域
に
由
来
す
る
事
故
と
は
無
関
係
の
要
素
（
素
因
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
が
、
具
体
的
な
加
害
行

為
が
な
く
と
も
、
一
定
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
同
程
度
の
精
神
的
損
害
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
仮
定
的
展
開
を
顧
慮
す
る
こ
と

に
よ
る
責
任
制
限
の
余
地
が
あ
る
と
す
（
（11
（

る
。
そ
し
て
、
そ
の
仮
定
的
展
開
の
判
断
に
際
し
て
、
鑑
定
人
は
、
労
働
不
能
状
態
は
事
故
が
な
く

と
も
生
じ
た
か
否
か
、
ま
た
は
事
故
が
な
け
れ
ば
、
素
因
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
依
然
と
し
て
労
働
可
能
で
あ
っ
た
か
及
び
労
働
可
能
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
で
あ
る
か
、
を
明
ら
か
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
鑑
定
人
は
、
被
害
者
の
前
毀

損
（V

orschädigung

）、
職
業
的
問
題
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
問
題
等
の
要
素
と
並
ん
で
、
被
害
者
の
欲
望
観
念
に
対
す
る
脆
弱
性
及
び
そ

の
傾
向
（
す
な
わ
ち
素
因
）
と
そ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
へ
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
事
故
が
な
か
っ
た
場
合
の

被
害
者
の
精
神
状
態
の
仮
定
的
展
開
を
予
測
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
（
（11
（

る
。
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ミ
ュ
ラ
ー
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
、欲
望
観
念
を
そ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
形
成
に
対
す
る
程
度
（Gew

icht

）
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
う
る
と
し
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
媒
介
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
の
仮
定
的
展
開
の
予
測
と
関
連
さ
せ
て
、
責
任
の

量
的
制
限
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
こ
れ
が
柔
軟
な
解
決
で
あ
り
、
ま
た
、
公
平
（gerechtig

）
で
あ
る
と
す
（
（11
（

る
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
よ
り
事
実
認
定
の
証
明
度
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
素
因
の
影
響
力
（
わ
が
国

で
言
え
ば
寄
与
度
に
あ
た
る
）
を
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
一
一
月
一
一
日
が
傍
論
的
に
述
べ
た
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
も
ま
た
証
明
度
の
軽
減
に
よ
り
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ミ
ュ
ラ
ー
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
そ
も
そ
も
素
因
の
影
響
力
を
定
量
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
よ
っ
て
そ
の
証
明
度
を
低
減
し
た
と
し
て
も
問
題
は
何
も
解
決
さ

れ
て
お
ら
ず
、
割
合
的
控
除
の
た
め
の
理
論
的
基
礎
は
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

二　

ヘ
ス
の
見
解

　

ヘ
ス
は
、
上
述
ミ
ュ
ラ
ー
に
対
し
異
論
を
唱
え
つ
つ
も
、
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
自
体
に
は
一
定
の
理
解
を
示
（
（11
（

す
。

　

ヘ
ス
に
よ
る
と
、
逸
失
利
益
は
数
年
又
は
一
〇
年
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
比
較
的
軽
微
な
傷
害
の
場
合
に
お
い
て
も
無
制
限
に
加
害

者
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
【D

-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九

九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
に
お
い
て
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
と
い
う
理
論
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
控
除
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か

は
予
測
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
こ
の
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
と
い
う
理
論
に
よ
り
、
事
実
審
裁
判
官
に
対
し
て
全
か
無

か
の
解
決
の
代
わ
り
に
柔
軟
な
解
決
可
能
性
を
示
し
た
も
の
と
す
る
が
、こ
の
方
法
は
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

慰
謝
料
に
関
し
て
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
四
七
条
（
現
二
五
三
条
）
の
衡
平
（Billigkeit

）
の
原
則
が
あ
る
が
、
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の
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よ
う
な
原
則
・
根
拠
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
（
（11
（

り
、
そ
の
よ
う
な
原
則
・
根
拠
が
存
在
し
な
い
以
上
、
割
合
的
控
除
の
理
論
自
体
の
正
当
化
は

困
難
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鑑
定
書
に
従
い
、
あ
る
仮
定
的
時
点
ま
で
し
か
労
働
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
生
じ
た
損
害
は
そ
の
仮
定
的
時

点
ま
で
し
か
賠
償
さ
れ
な
い
と
い
う
仮
定
的
因
果
関
係
の
問
題
と
な
り
、
全
か
無
か
の
原
則
は
時
間
的
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
当
該
仮
定
的
時
点
は
裁
判
所
が
十
分
蓋
然
性
が
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
裁
判
所
が
仮
定
的
時
点
以
降
に
つ
い
て
賠
償
請
求
権
が
消
滅
す
る
と
の
確
信
に
至
る
ほ
ど
の
将
来
に
対
す
る
証
言
は
具
体
的
に
は
ど
の

程
度
な
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
（
（11
（

る
。
換
言
す
る
と
、
ど
の
程
度
具
体
的
な
証
言
が
な
さ
れ
れ
ば
、
裁
判
所
は
仮
定
的
時
点
に
つ
い
て

確
信
を
持
つ
か
（「
特
定
の
」
仮
定
的
時
点
の
蓋
然
性
）
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
踏
ま
え
、
ヘ
ス
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ

の
割
合
的
控
除
の
理
論
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
責
任
は
、
加
害
者
及
び
そ
の
責
任
保
険
者
が
負

う
も
の
で
あ
る
が
、
加
害
者
側
に
と
っ
て
も
「
特
定
」
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七

条
を
媒
介
と
し
て
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ヘ
ス
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
割
合
（
パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
）
に
つ
い
て
は
原
則
と
い
う
も
の
が
な
く
、
そ
の
た
め
、
割
合
の
評
価
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
評
価
、
す
な
わ
ち
裁
量
に
委
ね

ら
れ
た
の
で
あ
る
、
（
（11
（

と
。

　

ヘ
ス
の
指
摘
す
る
、
加
害
者
側
の
仮
定
的
時
点
の
証
明
の
困
難
さ
と
い
う
点
は
、
確
か
に
も
っ
と
も
で
あ
り
、
そ
の
仮
定
的
「
時
点
」
の

証
明
度
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
適
用
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
当
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、【D
-38

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
は
、
同
時
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
逸
失
利
益
の
割
合

的
控
除
を
も
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ス
は
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が

ら
、
い
く
ら
証
明
度
を
軽
減
し
た
と
こ
ろ
で
、
割
合
的
な
評
価
の
理
論
的
根
拠
と
は
な
り
え
ず
、
ミ
ュ
ラ
ー
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
し
ま
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う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三　

シ
ー
マ
ン
の
見
解

　

上
述
の
、
ミ
ュ
ラ
ー
及
び
ヘ
ス
に
関
す
る
問
題
点
は
、
シ
ー
マ
ン
が
適
切
に
指
摘
す
る
。

　

シ
ー
マ
ン
は
、【D

-38
】一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
に
お
い
て
、定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償
神
経
症
と
転
換
神
経
症（
転
換
性
障
害
）

の
責
任
区
分
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
精
神
性
の
損
害
の
帰
責
が
原
則
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
賠
償
範
囲
に
関
し
て
特

別
な
精
神
状
況
及
び
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
な
欲
望
観
念
を
考
慮
す
る
こ
と
は
結
論
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
し
つ
つ
（
（11
（

も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
理
論
構
成
に
は

異
議
を
唱
え
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
に
基
づ
く
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八

七
条
を
適
用
す
る
こ
と
で
、最
終
口
頭
弁
論
時
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
観
点
を
顧
慮
す
る
予
測
を
要
求
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
が
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は
裁
判
官
に
対
し
て
事
実
認
定
の
み
を
軽
減
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
体
法
規
範
に
よ
る
包
摂
の
代
わ
り
で
は
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
実
体
法
上
の
規
範
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
衣
を
ま
と
わ
せ
て
適
用
し
て
い
（
（11
（

る
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
法
規

範
は
、
逸
失
利
益
賠
償
に
関
す
る
仮
定
的
損
害
事
象
の
判
断
に
つ
い
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
明
確
に
、
具
体
的
事
案
に
対

し
て
行
わ
れ
る
予
測
は
凌
駕
的
因
果
関
係
の
判
断
が
問
題
な
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
（
（12
（

る
。
そ
う
す
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条

を
媒
介
と
し
て
実
体
法
規
範
を
適
用
す
る
理
論
的
根
拠
が
乏
し
く
な
り
、
当
該
理
論
の
正
当
化
は
困
難
と
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
た
ず

ら
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
な
（
（12
（

り
、
か
え
っ
て
不
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ー
マ
ン
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
に

基
づ
く
逸
失
利
益
の
算
定
に
関
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
適
用
す
る
の
は
理
論
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
シ
ー
マ
ン
は
、
賠
償
範
囲
に
関
し
て
特
別
な
精
神
状
況
及
び
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
な
欲
望
観
念
を
考
慮
す
る
こ
と
は
結
論
と
し

て
正
当
で
あ
る
と
し
て
お
（
（12
（

り
、
賠
償
責
任
の
縮
小
に
関
し
て
別
の
正
当
化
理
論
を
示
す
。
シ
ー
マ
ン
は
、
賠
償
範
囲
を
制
限
す
る
実
体
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法
上
の
根
拠
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
適
用
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
体
験
の
精
神
的
な
誤
っ
た
消
化

（Fehlverarbeitung

）を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
共
働
過
責（M

itverschulden

）に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
（
（12
（

る
。従
来
の
裁
判
例
が
採
っ
て
い
た
、

定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
・
賠
償
神
経
症
の
場
合
に
は
加
害
者
の
責
任
を
否
定
し
、
他
方
で
転
換
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
場
合
に
は
加
害
者
の
責
任
を
肯

定
す
る
と
い
う
、
責
任
の
全
か
無
か
的
判
断
は
、
古
め
か
し
い
効
果
な
の
で
あ
り
、
柔
軟
性
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ー
マ
ン
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

二
五
四
条
に
よ
る
損
害
の
分
配
が
近
代
的
か
つ
柔
軟
な
解
決
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
（
（12
（

る
。

第
三
款　

小
括
―
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
が
意
味
す
る
も
の

　

以
上
よ
り
、
上
述
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（【D

-38

】
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
）
の
示
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を

併
用
し
た
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

被
害
者
の
有
し
て
い
た
精
神
的
脆
弱
性
と
い
う
素
因
が
共
働
し
て
一
個
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
素
因
が
存
在
す
る
こ
と
及
び
当
該

素
因
が
共
働
し
て
損
害
が
生
じ
た
こ
と
の
証
明
責
任
は
、
責
任
の
減
免
を
求
め
る
加
害
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
加
害
者

は
、
抗
弁
と
し
て
、
仮
定
的
推
移
に
お
け
る
素
因
の
影
響
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
は
、
仮
定
的
因
果
関
係
に

お
い
て
、あ
る
仮
定
的
「
時
点
」
以
降
に
つ
い
て
は
、素
因
の
影
響
に
よ
っ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
同
じ
状
況
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

自
ら
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
主
張
し
、
ま
た
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
加
害
者
が
証
明
を
求
め
ら
れ

る
の
は
、
あ
る
特
定
の
仮
定
的
「
時
点
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
時
点
」
の
証
明
は
、
加
害
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
困
難
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
証
明
度
の
軽
減
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
害
者
の
証
明
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
同
規
定
に
よ
り
、「
時
点
」
で
は
な
く
、
割
合
と
し
て
認
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
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す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
従
来
、
判
例
・
学
説
で
は
、
加
害
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
が
、
被
害
者
の
素
因
に
よ
っ
て
、
加
害
行

為
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
確
実
に
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
所
得
喪
失
等
の
継
続
的
損
害
に
つ
い
て
素
因
を
考
慮
（
斟

酌
）
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
素
因
が
考
慮
さ
れ
る
に
は
、
加
害
者
が
そ
の
こ
と
を
確
実
性
に
近
い
程
度
で
証
明
す
る

必
要
が
あ
っ
（
（12
（

た
。【D

-38

】一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
り
十
分
な
蓋
然
（
（12
（

性
で
足
り
る
と
し
、か
つ
、

割
合
的
控
除
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
加
害
者
の
立
証
を
軽
減
し
た
点
に
意
義
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
証
明
度
の
軽
減
及
び
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
と
い
う
理
論
は
、
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
責
任
の
全
か
無
か
的
な
判
断
か
ら
脱
却
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
割
合
的
控
除
は
近
代
的
か
つ
衡
平
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
加
害
者
に
よ
る
「
時
点
」
の
証
明
の
軽
減
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
に
つ
い
て
は
、
シ
ー
マ
ン
が
指

摘
す
る
通
り
、
理
論
面
で
は
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
よ
り
逸
失
利
益
の
割
合
的

認
定
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
有
す
る
証
明
度
の
軽
減
と
い
う
機
能
が
割
合
的
認
定
と
結
び
つ
く
こ
と
の

ロ
ジ
ッ
ク
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
論
の
正
当
化
根
拠
が
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ヘ
ス
は
、
割
合
的
認
定
は
裁
判
官
の
裁

量
に
よ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
証
明
度
の
軽
減
と
裁
判
官
の
裁
量
と
は
論
理
的
に
整
合
性
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
シ
ー
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
逸
失
利
益
の
割
合
的
認
定
は
実
体
法
規
範
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
は

訴
訟
法
規
定
で
あ
り
、
証
明
度
の
軽
減
の
み
を
定
め
て
い
る
た
め
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
援
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
加
害
者
の
抗
弁
と
し
て
提

出
さ
れ
る
事
実
の
証
明
が
軽
減
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
割
合
的
認
定
と
は
論
理
的
に
結
合
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
よ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
併
用
に
よ
る
逸
失
利
益
の
割
合
的
控
除
の
理
論
は
、
論
理
的
に
飛
躍
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
解
釈

論
と
し
て
採
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
（
（12
（

う
。

　

と
は
い
え
、
上
述
の
理
論
を
排
す
る
な
ら
ば
、
責
任
の
全
か
無
か
的
な
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
柔
軟
な
解
決
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
と
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な
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
論
理
構
成
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
シ
ー
マ
ン
の
提
唱
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四

条
の
適
用
に
よ
る
解
決
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
次
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
と
素
因
と
の
関
係
に
つ
き
考
察
を
試
み
る
。

（
１
）Schiem

ann, G
ottfried, J. von Staudingers K

om
m

entar zum
 Bürgerlichen Gesetzbuch m

it Einführungsgesetz und 
N

ebengesetzen Buch 2, §
§

249-254, 2005, §
249 Rn. 39. 

な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
素
因
不
考
慮
命
題
が
妥
当
す
る
た
め
に

は
、
被
害
者
の
心
因
的
要
因
が
寄
与
し
た
結
果
、
身
体
又
は
健
康
上
の
損
害
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
単
な
る

精
神
的
損
害
の
場
合
に
は
、
慰
謝
料
算
定
に
お
い
て
、
素
因
を
考
慮
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。Lange, H

erm
ann/

Schiem
ann, G

ottfried, Schadensersatz, 3. A
ufl. 2003, §

3 Ⅹ
 1, S. 130; kritik. Stoll, H

ans, Gutachten für den 45. D
JT

, 
V

erhandlungen des fünfundvierzigsten deutschen Juristentages K
arlsruhe 1964, Bd. 1, T

eil 1, 1964, S. 20.

（
２
）BGH

Z 20, 137, 139.

（
３
）
拙
稿
「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
（
二
）」
北
大
法
学
論
集
六
二
巻
五
号
（
二
〇
一
二
）
七
九
頁
以
下
。

（
４
）V

ersR 1960, 225, 226f.

（
５
）V

ersR 1960, 225, 227.

（
６
）N

JW
 1983, 340, 341. 

も
っ
と
も
、
本
判
決
が
、
手
術
及
び
手
術
の
結
果
で
あ
る
睾
丸
の
摘
除
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
様
の
不
利
益
は

Ｘ
に
生
じ
な
か
っ
た
か
否
か
、
及
び
、
Ｘ
の
不
相
当
な
精
神
的
消
化
は
ど
の
程
度
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
事
実
が
審
理
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
破
棄
差
し
戻
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
仮
定
的
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

後
述
第
四
章
第
二
節
で
検
討
す
る
。

（
７
）BGH
 V

ersR 1966, 931.

（
８
）BGH

 N
JW

 1986, 777.

（
９
）BGH

 V
ersR 1970, 272.

（
10
）BGH

 V
ersR 1970, 272.
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（
11
）BGH

Z 132, 341 = N
JW

 1996, 2425

（
後
掲
【D

-37

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
）; 2000, 1523.

（
12
）O

LG Brandenburg V
RS 107, 85.

（
13
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
七
〇
頁
以
下
。

（
14
）O

LG Freiburg JZ 1953, 704.

（
15
）D

eutsch, E
rw

inn/A
hrens, H

ans-Jürgen, D
eliktsrecht, 5. A

ufl. 2009, §
38 B Ⅲ

, Rn. 695, S. 215. 

（
16
）RGZ 133, 270; 157, 11; BGH

 V
ersR 1969, 373; O

LG Freiburg JZ 1953, 704.

（
17
）N

JW
 1971, 1883, 1884.

（
18
）N

JW
 1971, 1883, 1884. V

gl. H
erkner, W

alther, A
nm

erkung zu BGH
 U

rt v. 11. 5. 1971－
Ⅵ

 ZR 78/70, V
ersR 1971, 1140.

（
19
）Stoll, a.a.O

. (Fn. 1), S. 20.

（
20
）
と
り
わ
け
自
殺
の
場
合
、
わ
が
国
で
は
、
基
本
的
に
事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
を
認
め
た
う
え
で
、
賠
償
額
算
定
に
お
い
て
、
素
因
を
斟

酌
し
賠
償
額
の
減
額
が
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
樫
見
由
美
子
「
事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
」
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
七
六
号
）（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
一
六
七
頁
。
な
お
、
事
故
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
崎
尚
志
「
交
通
訴
訟
に
お
け
る
因
果

関
係
」
交
通
法
研
究
第
五
号
一
七
二
頁
、
福
永
雅
彦
「
事
故
と
損
害
の
因
果
関
係
」
ジ
ュ
リ
増
刊
総
合
特
集
八
・
交
通
事
故
一
五
三
頁
、
本
井

巽
「
交
通
事
故
と
自
殺
」
交
通
法
研
究
第
七
号
一
五
四
頁
、
加
藤
了
「
被
害
者
の
自
殺
と
賠
償
範
囲
」『
不
法
行
為
法
研
究
会
編
・
交
通
事
故
賠

償
の
現
状
と
課
題
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、一
九
九
七
）
一
一
四
頁
、飯
塚
和
之
・
鈴
木
潔
ほ
か
編
・
注
釈
交
通
損
害
賠
償
法
（
一
九
八
二
）
三
七
七
頁
、

徳
本
伸
一
・
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
五
（
上
）
五
二
頁
、福
岡
右
武
「
被
害
者
の
事
故
後
の
自
殺
」
吉
田
秀
文
＝
塩
崎
勤
編
・
裁
判
実
務
体
系
（
八
）

（
一
九
八
五
）
一
四
五
頁
、
松
本
朝
光
「
被
害
者
の
自
殺
と
事
故
と
の
因
果
関
係
」
ジ
ュ
リ
増
刊
総
合
特
集
四
二
・
自
動
車
事
故
八
四
頁
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn.1), §

249 Rn. 39; Lange/Schiem
ann, a.a.O

. (Fn.1), §
3 Ⅹ

 2, S. 136.

（
22
）N

JW
 1958, 1579f..

（
23
）RGZ 155, 37

（【D
-1

】
Ｒ
Ｇ
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
判
決
）; 159, 257; 169, 117

（【D
-9

】
Ｒ
Ｇ
一
九
四
二
年
四
月
二
九
日
判
決
）.

（
24
）BGH

Z 20,137 = N
JW

 1956,1108

（【D
-20

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
二
月
二
九
日
判
決
）.

（
25
）N

JW
 1958, 1579, 1580.
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（
26
）V

ersR 1969, 160. 

も
っ
と
も
、
本
判
決
で
は
、
加
害
行
為
と
損
害
と
の
間
の
原
因
関
係
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
従
い
立
証
さ
れ
た
か
否
か

と
い
う
点
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）BGH

Z 20, 137.

（
28
）
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
（
賠
償
神
経
症
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
角
田
光
隆
「
損
害
賠
償
の
軽
減
―
被
害
者
の
賠
償
神
経
症
―
」
早
稲
田
法

学
会
誌
四
一
巻
（
一
九
九
一
）
二
八
七
頁
が
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
多
く
を
負
う
。

（
29
）『
南
山
堂
医
学
大
辞
典
第
一
九
版
』（
南
山
堂
、
二
〇
〇
六
）
よ
り
。

（
30
）
Ｂ
．
Ａ
． 
ヴ
ァ
ン
・
デ
ア
・
コ
ル
ク
他
編
／
西
澤
哲
訳
『
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
ト
レ
ス
―PT

SD

お
よ
び
ト
ラ
ウ
マ
反
応
の
臨
床
と
研

究
の
す
べ
て
』（
誠
信
書
房
、
二
〇
〇
一
）
七
一
頁
以
下
。

（
31
）Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn.1), §

249, Rn. 40.

（
32
）BGH

Z 20, 137, 142.

（
33
）W

olf, Joseph G
eorg, D

er N
orm

zw
eck im

 D
eliktsrecht, 1962, S. 51. 

本
論
文
の
邦
語
訳
は
、
Ｕ
・
フ
ー
バ
ー
他
／
吉
田
豊
・
吉
田
勢

子
（
訳
）『
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
』（
中
央
大
学
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
一
五
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
34
）W

olf, a.a.O
. (Fn. 33), S. 52.

（
35
）W

olf, a.a.O
. (Fn. 33), S. 52. 

な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
観
点
か
ら
、
被
害
者
が
治
療
行
為
を
免
れ
る
と
し
た
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
に
よ

り
彼
の
請
求
権
は
縮
減
さ
れ
う
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
消
滅
し
う
る
と
し
て
、
共
働
過
責
の
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。ders, a.a.O

. 
(Fn. 33), S. 52, Fn. 179.

（
36
）Lange/Schiem
ann, a.a.O

. (Fn. 1), §
3 Ⅹ

 2, S. 140.

（
37
）N

JW
 1965, 2293, 2294.

（
38
）N

JW
 1965, 2293, 2294; Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 140; Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
 (Fn. 1), §

249 Rn. 
41; G

rüneberg, C
hristian, P

alandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 70. A
ufl. 2011, vor §

249 Rn.39; kritik. O
etker, H

artm
ut, 

M
ünchener K

om
m

entar zum
 Bürgerliches Gesetzbuch Bd.2, §

241-432, 5. A
ufl. 2007, §

249 Rn. 183.

（
39
）N

JW
 1965, 2293, 2294; Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), S. 140.

（
40
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
第
二
款
一
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
３
）
八
一
頁
以
下
）
を
参
照
。
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（
41
）M

edicus, D
ieter, J. von Staudingers K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch m

it E
inführungsgesetz und 

N
ebengesetzen Buch 2, 1980, §

249 Rn. 56.
（
42
）Steffen, E

rich, RGRK
 Bd. 2, 5. T

eil §
§

812-831, 12. A
ufl. 1989, §

823 Rn. 12.

（
43
）N

JW
 1979, 1935, 1936.

（
44
）BGH

Z 39, 313, 317.

（
45
）Steffen, a.a.O

. (Fn. 42), §
823 Rn. 12.

（
46
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 141.

（
47
）
現
実
神
経
症
と
対
置
さ
れ
る
の
は
、
精
神
神
経
症
（psychoneurosis

）
で
あ
る
。
後
者
は
、「
内
部
的
・
無
意
識
的
な
葛
藤
」
に
原
因
が

あ
る
と
さ
れ
、
か
つ
て
は
両
者
は
「
原
因
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
の
精
神
医
学
で
は
、「
内
部
的
原
因
を
重
視
す

る
精
神
神
経
症
」
と
「
外
部
的
原
因
を
重
視
す
る
現
実
神
経
症
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
無
く
な
っ
て
お
り
、D

SM
-Ⅳ

（
米
国
精
神
医
学
会

発
行
『
精
神
疾
患
の
診
断
と
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
四
版
（D

SM
-Ⅳ

）』（A
m

erican Psychiatric A
ssociation, D

IA
GN

O
ST

IC A
N

D
 

ST
A

T
IST

ICA
L M

A
N

U
A

L O
F M

EN
T

A
L D

ISO
RD

ERS, 4
th Edition, T

EX
T

 REV
ISIO

N
, 1994. 

日
本
語
訳
と
し
て
、
高
橋
三
郎

ほ
か
訳
『
精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
医
学
書
院
、
二
〇
〇
二
））
やICD

-10

（W
H

O

（W
orld H

ealth O
rganization

）

発
行
「
臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（W

orld H
ealth O

rganization, T
he ICD

-10 Classification of M
ental and Behavioral 

D
isorders, D

iagnostic criteria for research. 
日
本
語
訳
と
し
て
、
融
道
男
ほ
か
監
訳
「
精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害　

臨
床
記
述
と
診
断
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」（
医
学
書
院
、
一
九
九
三
））
に
よ
り
客
観
的
な
分
類
・
診
断
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
48
）BGH

 V
ersR 1961, 597; 1963, 261; 1968, 396; 1970, 272.

（
49
）Stoll, H

ans, A
nm

erkung zu BGH
, U

rt. v. 1. 9. 1981 O
LG Frankfurt aM

, JZ 1982, 203, 204f.; Staudinger/Schiem
ann, a.a.O

. 
(Fn. 1), §

249 Rn. 40; Lange/Schiem
ann, a.a.O

. (Fn. 1), §
3 Ⅹ

 2, S. 141 (Fn. 371

）.

（
50
）BGH
 N

JW
 1986, 777, 779; 1993, 1523; Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 141 ; Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 

1), §
249 Rn. 40.

（
51
）BGH

 N
JW

 1991, 2347, 2348.

（
52
）BGH

 N
JW

 1993, 1523. 

な
お
、
本
判
決
で
は
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
発
症
を
一
般
生
活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
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に
述
べ
る
。「
被
害
者
が
自
身
の
特
別
な
人
格
構
造
を
理
由
と
し
て
事
故
を
潜
在
的
な
内
的
葛
藤
を
補
う
た
め
の
単
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
利
用

し
、
そ
し
て
彼
が
、
事
故
と
は
も
は
や
内
的
関
連
が
な
く
、
こ
の
事
象
が
任
意
の
別
の
出
来
事
に
よ
っ
て
交
換
可
能
な
神
経
症
の
進
展
に
対
す

る
結
晶
化
点
と
し
て
の
現
れ
で
し
か
な
い
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
逃
げ
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
の
精
神
障
害
を
も
加
害
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ

と
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
の
規
範
目
的
に
従
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
。
被
害
者
の
精
神
障
害
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
全
く
偶
然

に
事
故
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
同
様
あ
る
い
は
類
似
の
方
法
で
、
あ
る
い
は
取
る
に
足
り
な
い
別
の
誘
因
（A

nlass

）
に
よ
っ

て
も
生
じ
う
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
確
定
判
例
に
よ
る
と
、
賠
償
な
く
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
被
害
者
の
一
般
生
活
上
の
危
険

に
属
す
る
」（N

JW
 1993, 1523

）
が
、
本
件
で
は
、
事
故
は
偶
然
性
が
欠
け
て
お
り
、
交
換
可
能
性
が
な
く
（
し
た
が
っ
て
、
結
晶
化
点
で

は
な
く
）、
同
時
に
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
発
症
を
一
般
生
活
上
の
危
険
に
割
り
当
て
る
た
め
の
根
拠
も
な
い
と
し
て
、
加
害
者
へ
の
帰
責
が
認
め
ら

れ
て
い
る
（N

JW
 1993, 1523, 1524

）。

（
53
）W

olf, a.a.O
. (Fn. 33), S. 52. 

ま
た
、
ラ
ン
ゲ
は
、
法
は
医
学
に
対
す
る
補
助
機
能
を
有
し
な
い
と
し
て
批
判
す
る
。Lange/Schiem

ann, 
a.a.O

. (Fn. 1), §
3 Ⅹ

 2, S. 140.

（
54
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 140f. 

同
旨Stoll, a.a.O

. (Fn. 49), S. 206.

（
55
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 141.

（
56
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 141.

（
57
）Staudinger/M

edicus, a.a.O
. (Fn. 41), §

249 Rn. 56.

（
58
）Palandt/G

rüneberg, a.a.O
. (Fn. 38), vor §

249 Rn. 38.

（
59
）【D

-37

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
六
年
四
月
三
〇
日
判
決
及
び
【D

-38
】
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
判
決
を
中
心
と
し
た
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、

塩
原
真
理
子
「
心
因
的
要
因
が
競
合
し
て
発
生
し
た
損
害
の
帰
責
と
賠
償
範
囲
―
最
近
の
ド
イ
ツ
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
―
」
東
海
法
学
四
〇

号
（
二
〇
〇
八
）
一
五
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
60
）
判
決
文
で
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
事
故
に
起
因
す
る
性
格
変
化
（BGH

 V
ersR 1960, 225

）、
う
つ
病
（BGH

 V
ersR 1966, 931

）、
現
実

神
経
症
又
は
災
害
神
経
症
（BGH

 N
JW

 1985, 777

）、
転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）（BGH

 N
JW

 1985, 777

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
現

実
神
経
症
、転
換
神
経
症
（
転
換
性
障
害
）
の
場
合
に
は
帰
責
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、本
章
第
二
節
第
二
款
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
61
）BGH

Z 132, 341, 346.
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（
62
）BGH

Z 132, 341, 346.
（
63
）BGH

Z 132, 341, 346.
（
64
）BGH

Z 132, 341, 348.

（
65
）BGH

Z 132, 341, 349.

（
66
）Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

249 Rn. 42.

（
67
）Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

249 Rn. 42.

（
68
）Staudinger/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

249 Rn. 42. 

塩
原
・
前
掲
注
（
59
）
一
五
一
頁
。

（
69
）BGH

Z 137, 142, 147.

（
70
）BGH

Z 137, 142, 147f.

（
71
）BGH

Z 137, 142, 150ff.

（
72
）BGH

Z 137, 142, 151ff.

（
73
）van Bühren, H

ubert W
., A

nm
erkung zu BGH

, U
rt. v. 11. 11. 1997－

Ⅵ
 ZR 146/96, M

D
R 1998, 159, 160

は
、
本
判
決
及
び
同

日
付
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（BGH

 M
D

R 1998, 159

）
に
お
い
て
、
被
害
者
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
誤
っ
た
展
開
を
第
一
次
侵
害
に
帰
せ
し
め
、
か
つ
、

第
一
次
侵
害
の
僅
少
性
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
個
別
事
例
で
は
被
害
者
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
で
あ
ろ

う
が
、
被
保
険
者
は
高
額
の
保
険
料
を
支
払
い
、
保
険
給
付
に
対
し
て
出
資
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
可
能
的
被
害
者
で
あ
る
被
保
険
者
全
体

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
す
る
。

（
74
）
な
お
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
二
月
二
五
日
判
決（N

JW
 1997, 1640

）で
は
、心
因
症
状
の
原
因
を
特
定
す
る
た
め
の
鑑
定
が
要
求
さ
れ
、以
降
、

同
様
の
事
件
で
は
鑑
定
は
必
須
と
な
っ
て
い
る
。
塩
原
・
前
掲
注
（
59
）
一
四
八
頁
。

（
75
）M

üller, G
erda, Spätschäden im

 H
aftpflichtrecht, V

ersR 1998, 129, 133.

（
76
）H

eß, R
ainer, H

aftung und Zurechnung psychischer Folgeschäden, N
ZV

 1998, 402, 403.

（
77
）van Bühren, a.a.O

. (Fn. 73), S. 160.

（
78
）G

runsky, W
olfgang, A

nm
erkung zu BGH

, U
rt. v. 11. 11. 1997－

Ⅵ
 ZR 376/96, LM

 §
249 (A

) BGB N
r. 114.

（
79
）
シ
ュ
テ
フ
ェ
ン
は
、
現
実
神
経
症
と
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
の
境
界
付
け
は
困
難
で
あ
る
旨
を
指
摘
す
る
。Steffen, a.a.O

. (Fn. 42), §
823 
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Rn. 12.
（
80
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 132.

（
81
）V

gl. Foerster, K
laus, N

eurotische Rentenbew
erber, 1984, S. 97ff.; N

edopli, N
orbert, Forensische Psychiatrie 1996, S. 

125; P
lagm

ann, H
erm

ann, M
edizinische Begutachtung im

 Sozialrecht 2. A
ufl., 1995, Rn. 166; B

resser, P
aul H

einrich, 
ZversW

iss 74 (1985), 643ff.

（
82
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 133.

（
83
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 133.

（
84
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 141.

（
85
）Steffen, a.a.O

. (Fn. 42), §
823 Rn. 12.

（
86
）Schiem

ann, G
ottfried, A

nm
erkung zu BGH

, U
rt. v. 11.11.1997－

Ⅵ
 ZR 376/96, JZ 1998, 683, 684.

（
87
）K

üterm
eyer, Jens D

., H
aftungsrechtliche Zurechnung psychischer Folgeschäden, 2003, S. 111f.

（
88
）
素
因
不
考
慮
命
題
を
表
明
し
た
【D
-1
】
Ｒ
Ｇ
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
判
決
は
、
ま
さ
に
定
期
金
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
事
案
で
あ
っ
た
。

（
89
）
拙
稿
・「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
（
三
）」
北
大
法
学
論
集
六
三
巻
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
90
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1),§

4 Ⅸ
 S.191f.; Staudinger/Schim

ann, a.a.O
. (Fn. 1),§

249 Rn.97; M
ertens, H

ans-Joachim
, 

Soergel, K
om

m
entar zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch, 12. A
ufl.,1990, vor §

249 Rn. 157; Palandt/G
rüneberg, a.a.O

. (Fn. 38), 
vor §

249 Rn. 57; Larenz, K
arl, Schuldrecht Bd. 1, 14. A

ufl. 1987, §
30Ⅰ

, S. 526; E
sser, Josef/Schm

idt, E
ike, Schuldrecht 

Bd. 1 T
eilband 2, 8. A

ufl. 2000, §
33 Ⅳ

 2, S. 247f.; D
eutsch/A

hrens, a.a.O
. (Fn. 15), §

6 C Ⅱ
, S. 33 

等
。
判
例
に
つ
い
て
は
、
本

稿
第
二
章
第
三
節
三
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
89
）
一
二
四
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
91
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

4 Ⅹ
, S. 193.

（
92
）
窪
田
充
見
『
過
失
相
殺
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
四
八
頁
以
下
、
能
見
善
久
「
寄
与
度
減
責
」
加
藤
一
郎
＝
水
本
浩
編
『
民
法
・
信

託
法
理
論
の
展
開
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
）
二
三
九
頁
。

（
93
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

4 Ⅹ
, S. 194; BGH

 N
JW

 1981, 628, 1983, 1053.

（
94
）N

JW
1984, 1409.
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（
95
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

4 Ⅸ
 S. 193; M

ünchK
om

m
/O

etker, a.a.O
. (Fn. 38), §

249 Rn. 204; G
runsky, W

olfgang, 
H

ypothetische K
ausalität und V

orteilsausgleichung, in: FS für Lange, 1992, S. 469ff., 477f.
（
96
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1) §

4 Ⅸ
 S. 193.

（
97
）v. Caem

m
erer, E

rnst, D
as Problem

 der überholenden K
ausalität im

 Schadensersatzrecht, 1962, S. 20.

（
98
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1) §

4 Ⅺ
, S. 198.

（
99
）D

eutsch, E
rw

in, H
aftungsrecht, Bd. 1, 1976, S. 173.

（
100
）Soergel/M

ertens, a.a.O
. (Fn. 90), vor §

249 Rn. 159; Lange/Schiem
ann, a.a.O

. (Fn. 1), §
4 Ⅹ

, S. 194.

（
101
）
本
稿
第
二
章
第
二
款
三
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
89
）
一
二
五
頁
以
下
）
参
照
。

（
102
）Lange/Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 1), §

3 Ⅹ
 2, S. 142.

（
103
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、塩
原
・
前
掲
注（
59
）一
五
八
頁
以
下
が
詳
し
い
。
特
に
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
証
明
度
の
低
減
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

一
四
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
他
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
に
つ
い
て
は
、
宮
里
節
子
「
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
立
証
軽
減
―
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
八
七
条
の
意
義
に
つ
い
て
―
」
琉
大
法
学
二
八
号
（
一
九
八
一
）
四
四
九
頁
、
五
十
部
豊
久
「
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
上
の
特
殊
性

―
慰
藉
料
算
定
に
お
け
る
裁
判
所
の
自
由
裁
量
を
中
心
と
し
て
―
」
法
協
七
九
巻
六
号
（
一
九
六
三
）
七
二
〇
頁
、
倉
田
卓
次
「
損
害
賠
償
に

お
け
る
証
明
度
」
判
タ
二
一
二
号
（
一
九
六
七
）
一
七
三
頁
（『
民
事
交
通
訴
訟
の
課
題
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
〇
）
一
六
五
頁
所
収
）、
坂

本
恵
三
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
に
つ
い
て
―
民
事
訴
訟
法
改
正
議
論
と
関
連
し
て
―
」『
木
川
統
一
郎
博
士
古
稀
祝
賀　

民
事
裁
判
の

充
実
と
促
進
（
下
巻
）』（
一
九
九
四
）
一
二
六
頁
な
ど
参
照
。

（
104
）
な
お
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
シ
ュ
ト
ル
（H

. Stoll
）
の
見
解
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ル
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
を
適
用
す
る
見
解
で
は

な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
二
条
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
害
者
の
証
明
を
軽
減
し
、
か
つ
、
素
因
が
発
現
し
た
で
あ
ろ
う
蓋
然
性
の
程

度
に
応
じ
て
将
来
的
不
利
益
に
対
す
る
賠
償
が
軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（Stoll, H

ans, K
ausalzusam

m
enhang und 

N
orm

zw
eck im

 D
eliktsrecht, 1968, S. 43; 

本
稿
第
二
章
第
三
款
四
（
拙
稿
・
前
掲
注
（
89
））
一
四
二
頁
以
下
を
参
照
）。
シ
ュ
ト
ル
の
見

解
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
と
理
論
構
成
こ
そ
異
な
る
が
、
証
明
の
軽
減
及
び
蓋
然
性
の
程
度
に
応
じ
た
賠
償
額
の
軽
減
と
い
う
点
は
、
基
本
的
視
座

と
し
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
105
）BGH

Z 137, 142, 151ff.
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（
106
）Prütting, H

anns, M
ünchener K

om
m

entar zur Zivil Prozessordnung, Bd. 1, 3. A
ufl. 2008, §

287 Rn. 3. 
（
107
）N

JW
-RR 2007, 171, 172f.

（
108
）N

JW
-RR 2007, 171, 173.

（
109
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 133.

（
110
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 134. 

も
っ
と
も
、
ミ
ュ
ラ
ー
自
身
も
、
事
実
認
定
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
定
量
化
が
確
認
さ
れ
う
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
り
、
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
そ
の
到
来
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。

（
111
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 134.

（
112
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 134f.

（
113
）M

üller, a.a.O
. (Fn. 75), S. 135.

（
114
）H

eß, a.a.O
. (Fn. 76), S. 403f.

（
115
）H

eß, a.a.O
. (Fn. 76), S. 403.

（
116
）H

eß, a.a.O
. (Fn. 76), S. 404.

（
117
）H

eß, a.a.O
. (Fn. 76), S. 404.

（
118
）Schiem

ann, G
ottfried, A

nm
erkung zu BGH

, U
rt. v. 11.11.1997-Ⅵ

 ZR 376/96, JZ 1998, 683, 684.

（
119
）Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 118), S. 684. Soergel/M

ertens, a.a.O
. (Fn. 90), vor §

249 Rn. 285

に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
評
価
能
力
と
し
て

財
産
法
上
の
規
則
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
120
）Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 118), S. 684.

（
121
）Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 118), S. 685.

（
122
）Schiem
ann, a.a.O

. (Fn. 118), S. 684.

（
123
）Schiem

ann, a.a.O
. (Fn. 118), S. 684. 

な
お
、
シ
ー
マ
ン
に
よ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
適
用
の
理
論
構
成
に
つ
い
て
は
後
述
本
章
第
四
節
で

検
討
す
る
。

（
124
）Schim

ann, a.a.O
. (Fn. 118), S. 685.

（
125
）
樫
見
由
美
子
「
不
法
行
為
に
お
け
る
仮
定
的
な
原
因
競
合
と
責
任
の
評
価
（
四
）」
判
時
一
一
五
三
号
（
一
九
八
五
）
一
七
頁
。
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（
126
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
七
条
の
適
用
に
よ
り
証
明
度
が
低
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
証
明
度
は
優
越
的
蓋
然
性
（überw

iegende W
ahrscheinlichkeit

）

で
足
る
と
さ
れ
る
。M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, a.a.O
. (Fn. 106), §

287 Rn. 17.
（
127
）
他
方
で
、日
本
法
に
お
け
る
民
訴
法
二
四
八
条（
損
害
額
の
認
定
）を
実
体
法
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば（
例
え
ば
、平
井
宜
雄「
民

事
訴
訟
法
第
二
四
八
条
に
関
す
る
実
体
法
的
考
察
」『
不
法
行
為
法
理
論
の
諸
相　

平
井
宜
雄
著
作
集
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
二
五
九
頁

（
初
出
：
井
原
＝
庄
子
＝
渡
辺
編
『
現
代
企
業
法
学
の
研
究
―
筑
波
大
学
大
学
院
企
業
法
学
専
攻
十
周
年
記
念
論
集
』（
二
〇
〇
一
）
四
五
五
頁
）、

二
八
三
頁
以
下
）、
わ
が
国
に
お
い
て
、
二
四
八
条
を
適
用
し
た
形
の
割
合
的
認
定
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
目

的
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

※
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
（
法
学
）
学
位
論
文
「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
」（
二
〇
一
一
年
三
月
二
四
日
授
与
）
を
加
筆
・
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
執
筆
に
あ
た
り
、
平
成
二
一－

二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
）（
二
一
八
三

〇
〇
〇
二
）
の
支
援
を
得
た
。
ま
た
、
加
筆
・
修
正
に
あ
た
り
、
平
成
二
三－

二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
（
Ｂ
））（
二
三
七
三
〇
〇
七
八
）

の
援
助
を
受
け
て
い
る
。

※
※
校
正
の
段
階
で
、
谷
口
聡
「
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
に
関
す
る
一
考
察
」
高
崎
経
済
大
学
論
集
五
五
巻
一
号
（
二
〇
一
二
）
一
五
頁

に
接
し
た
。

【
訂
正
】
拙
稿
「
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
素
因
の
位
置
（
二
）」
北
大
法
学
論
集
六
二
巻
五
号
三
五
頁
に
左
記
の
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で

訂
正
い
た
し
ま
す
。

・
七
七
頁
九
行
目

　

誤
：【D

-19

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
〇
日
（BGH

 V
ersR 2002, 504

）
は
、・
・
・

　

正
：【D

-19

】
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
〇
日
（BGH

 N
JW

 2002, 504
）
は
、・
・
・

・
八
八
頁
注
（
51
）

　

誤
：（
51
）V

ersR 2002, 504, 505.

　

正
：（
51
）N

JW
 2002, 504, 505.
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〈
北
大
立
法
過
程
研
究
会
報
告
〉

　
　
　

両
院
制
運
用
へ
の
展
望

大　

石　
　
　

眞

資
　
　
　
料

は
じ
め
に

　

⑴　

京
都
大
学
の
大
石
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
課
題
は
、国
会
の「
ね

じ
れ
」
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
で
す
が
、
単
純
な
憲
法
の
話
と
、
そ
れ
以

外
の
話
が
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
や
や
展
開
が
難

し
い
の
で
す
が
、
取
り
あ
え
ず
話
題
提
供
と
い
う
こ
と
で
、
皆
様
ご
存
じ

の
と
こ
ろ
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
な
り
に
ま
と
め
た
「
両
院
制
運

用
へ
の
展
望
」
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単
に
話
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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こ
れ
に
つ
い
て
レ
ジ
ュ
メ
を
二
枚
ほ
ど
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
九
月
一

日
付
け
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
書
い
た
時
点
で
す
と
八
月
二
五
日

前
後
で
す
。
第
一
七
七
回
国
会
で
の
提
出
法
案
の
ゆ
く
え
は
そ
の
時
点
で

の
も
の
で
す
か
ら
、
今
日
は
や
や
修
正
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

資
料
と
し
て
添
え
ま
し
た
法
案
の
成
立
状
況
に
つ
き
ま
し
て
も
、
八
月
三

〇
日
の
時
点
で
す
と
ま
た
違
っ
て
い
ま
す
の
で
、
後
で
訂
正
を
し
な
が
ら

話
を
進
め
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
ほ
か
に
、
資
料
が
一
緒
に
綴
じ
て
あ
る
と
思
い
ま

す
。
一
つ
は
今
申
し
上
げ
た
内
閣
提
出
法
律
案
の
関
係
の
も
の
で
あ
り
ま

し
て
、
も
う
一
つ
は
、
主
要
各
国
議
会
制
度
一
覧
表
を
添
え
て
い
ま
す
。

衆
議
院
調
査
局
の
『
別
冊RESEA

RCH
 BU

REA
U

論
究
』
か
ら
取
っ

て
き
た
も
の
で
す
が
、
た
ぶ
ん
こ
れ
は
、
慶
應
義
塾
大
学
の
山
本
龍
彦
さ

ん
が
中
心
に
な
っ
て
お
作
り
に
な
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
今
年
の
六
月
に
発
刊
さ
れ
た
『V

oters

』
と
い
う
冊
子

で
す
。
こ
れ
は
、
二
院
制
に
つ
い
て
特
集
を
組
む
の
で
何
か
書
い
て
く
れ

と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
私
が
総
論
的
な
こ
と
を
書
き
、
ほ
か
に
大
山
礼

子
さ
ん
、
待
鳥
聡
史
さ
ん
、
藤
本
一
美
さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
何
ら
か
の
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
、

編
集
事
務
局
に
冊
子
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
必
要

部
数
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
お
手
元
に
届
け
た
次
第
で
す
。

ご
存
じ
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
『V

oters

』
と
い
う
広
報
誌
は
、
そ

の
タ
イ
ト
ル
か
ら
考
え
て
も
分
か
り
ま
す
が
、
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
に

『
私
た
ち
の
広
場
』
と
い
う
広
報
誌
が
あ
り
ま
し
た
、
そ
の
い
わ
ば
改
訂

版
と
い
う
こ
と
で
立
ち
上
が
っ
た
も
の
で
す
。『V

oters

』
の
発
行
と
こ

の
研
究
会
に
お
け
る
報
告
と
の
時
期
が
た
ま
た
ま
近
く
、
か
つ
テ
ー
マ
が

共
通
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
資
料
と
し
て
併
せ
て
用
意
し
た
次
第
で
す
。

　

そ
う
い
う
資
料
と
レ
ジ
ュ
メ
を
前
提
と
し
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
き
ま

す
。両
院
制
論
議
へ
の
視
点
が
大
き
な
論
点
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
最

近
の
状
況
や
政
権
交
替
後
の
具
体
的
問
題
を
多
少
取
り
扱
い
な
が
ら
検
討

し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
先
ほ
ど
、
レ
ジ
ュ
メ
を
書
い
た
時
点
は
八
月
二
五
日
だ
と
申
し

上
げ
ま
し
た
。
特
例
公
債
発
行
法
案
は
既
に
大
き
な
修
正
を
し
た
後
に
成

立
を
し
て
お
り
ま
す
し
、
子
ど
も
手
当
法
案
に
つ
い
て
も
、
手
当
の
特
別

措
置
法
案
が
、
閣
法
第
九
〇
号
と
い
う
第
一
七
七
回
国
会
で
は
最
後
の
菅

内
閣
提
出
法
案
で
す
が
、
新
し
く
姿
を
変
え
て
成
立
を
し
た
と
い
う
、
そ

の
後
の
経
過
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
点
も
訂
正
を
加
え
な
が
ら
話

を
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

⑵　

さ
て
、
本
題
に
戻
り
ま
す
と
、
こ
こ
で
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
と
申

し
ま
す
の
は
、
政
権
交
代
と
の
関
連
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ば
一
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定
の
数
値
目
標
等
を
掲
げ
、
具
体
的
な
選
挙
民
の
選
択
を
迫
る
と
い
う
意

味
で
す
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
政
策
へ
の
期
待
が
あ
っ
て
、
か
な
り
大
き
な

政
治
勢
力
の
変
動
を
来
す
と
い
う
こ
と
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
で
は
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
実
際
に
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
従
来
、
こ
の
一
〇
年
、
二
〇
年
間
を
見
ま
し
て
も
、

ね
じ
れ
問
題
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

は
皆
さ
ん
ご
承
知
の
通
り
で
す
け
れ
ど
、
総
選
挙
で
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
訴

え
る
と
─
─
な
ぜ
か
参
議
院
の
選
挙
で
も
そ
れ
を
訴
え
る
と
い
う
話
に
な

り
ま
す
が
─
─
政
策
へ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
場
合
に
、
か
な
り
高
い
確

率
で
そ
の
後
の
国
政
選
挙
で
し
っ
ぺ
返
し
に
遭
う
こ
と
に
な
っ
て
、
衆
参

両
院
の
ね
じ
れ
の
意
味
が
か
な
り
深
刻
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
違
い
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
と
政
権
交
代
、
ね
じ
れ
問
題
の
顕

在
化
と
い
う
こ
と
を
ま
と
め
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
ね
じ
れ
問
題
が
起
き
ま
す
と
、
当
然
に
、
新
政
権
が
法
案
の
提
出

と
い
う
形
で
政
策
を
提
示
し
、
ま
と
め
、
実
現
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
政
策
実
現
能
力
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

両
院
が
ね
じ
れ
て
い
る
か
ら
政
策
実
現
能
力
が
低
い
の
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
単
純
に
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。後
で
も
見
ま
す
け
れ
ど
も
、

鳩
山
内
閣
の
こ
ろ
は
ね
じ
れ
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
両
院
の
ね
じ

れ
と
政
策
実
現
能
力
の
問
題
と
直
結
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
筋

の
通
っ
た
見
方
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
政
策
実
現
能
力
は
単
に
数
の
多
寡
に
よ
る
と
い
う
問
題
で

は
な
く
て
、
両
議
院
の
運
営
の
問
題
が
か
な
り
大
き
な
要
素
を
占
め
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
政
権
が
交
代
し
て
、
国
民
は
あ
る
種
の
政

策
の
実
現
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
─
─
実
際
に
や
っ
て
も
ら
え
ば

そ
れ
で
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
─
─
そ
う
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
、
単
に
衆

参
両
院
の
勢
力
図
が
違
っ
た
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
運
営

を
担
う
だ
け
の
、
そ
の
資
質
・
能
力
と
い
う
問
題
も
大
き
く
影
響
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
の
で
、
以
後
の
話
は
そ
の
辺
も
踏
ま
え
て
議
論
し
た
い
と

こ
ろ
で
す
。

Ⅰ　

ね
じ
れ
国
会
の
最
近
例

１　

国
政
選
挙
の
推
移

　

ね
じ
れ
国
会
の
最
近
例
は
、
レ
ジ
ュ
メ
で
も
示
し
た
国
政
選
挙
の
推
移

を
考
え
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
内
閣
提
出
の
法
律

案
・
条
約
案
と
政
令
制
定
件
数
と
い
う
資
料
を
お
配
り
し
て
い
ま
す
。
一

番
右
の
欄
「
備
考
」
を
見
て
い
た
だ
く
と
分
か
り
ま
す
が
、
太
字
に
な
っ

て
い
ま
す
の
は
衆
議
院
の
総
選
挙
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
の
が
参
議
院
の
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通
常
選
挙
で
す
。
両
方
の
選
挙
を
合
わ
せ
て
国
政
選
挙
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
一
九
九
二
年
・
九
三
年
・
九
五
年
・
九
六
年
・
九
八
年
、
二

〇
〇
〇
年
・
〇
一
年
・
〇
三
年
・
〇
四
年
・
〇
五
年
・
〇
七
年
・
〇
九
年
・

一
〇
年
と
、
国
政
選
挙
が
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
、
実
は
行
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
で
考
え
ま
す
と
、衆
議
院
の
総
選
挙
が
二
二
回
、

参
議
院
の
通
常
選
挙
も
二
二
回
行
わ
れ
ま
し
た
か
ら
、
戦
後
か
ら
今
日
ま

で
計
四
四
回
の
国
政
選
挙
を
や
っ
て
い
る
計
算
に
な
り
ま
す
。

２　

ね
じ
れ
国
会
の
出
現
と
政
権

　

衆
議
院
の
総
選
挙
が
あ
っ
た
後
に
参
議
院
の
通
常
選
挙
が
あ
り
、
そ
れ

で
与
野
党
が
逆
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
を
最

近
の
事
例
だ
け
で
み
ま
す
と
、
レ
ジ
ュ
メ
に
二
〇
〇
七
年
（
平
一
九
）
七

月
に
第
二
一
回
参
議
院
通
常
選
挙
が
あ
り
、
与
党
一
〇
三
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
自
公
連
立
政
権
の
下
、
参
議
院
に
お
い
て
与
党
が
過

半
数
割
れ
し
た
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
第
一
六
七
回
国
会
か
ら
第
一

七
一
回
国
会
の
間
で
、
安
倍
内
閣
の
末
期
の
時
か
ら
福
田
内
閣
・
麻
生
内

閣
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
二
〇
一
〇
年
（
平
二
二
）
七
月
に
第
二
二
回
参
院
通
常
選
挙
が

あ
り
、与
党
一
一
〇
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
、二
〇
〇
九
年
（
平

二
一
）
八
月
の
第
四
五
回
衆
議
院
総
選
挙
に
お
い
て
民
主
党
が
大
勝
し
ま

し
た
も
の
の
（
三
〇
八
議
席
獲
得
）、
翌
年
の
参
議
院
通
常
選
挙
に
お
い

て
は
与
党
の
過
半
数
割
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
一
七
六
回
以

降
の
国
会
が
そ
う
な
り
ま
す
。

　

と
く
に
福
田
内
閣
の
事
例
の
場
合
、
第
一
六
九
回
通
常
国
会
だ
と
思
い

ま
す
が
、
内
閣
提
出
法
案
の
数
は
八
〇
件
で
、
結
局
、
成
立
し
た
の
は
六

三
件
に
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
ん
な
に
ス
ム
ー
ズ
に
は
法
律
は
成
立
し
て

い
ま
せ
ん
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
民
主
党
政
権
に
な
っ
た
後
の
菅
内
閣

の
場
合
を
み
る
と
、も
う
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
し
て
、第
一
七
四
回
（
通

常
）国
会
に
あ
っ
て
は
、内
閣
提
出
法
案
は
六
四
件
に
絞
ら
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
、結
局
、成
立
し
た
の
は
わ
ず
か
三
五
件
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、衆
議
院
総
選
挙
の
後
す
ぐ
、い
わ
ゆ
る
ね
じ
れ
に
な
る
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、「
ね
じ
れ
」
問
題
が
非
常
に
顕
在
化
し
て
く
る
こ

と
に
な
っ
て
、
な
か
な
か
法
律
の
成
立
が
難
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
当

然
予
想
さ
れ
ま
す
。
単
純
に
そ
れ
だ
け
の
問
題
か
と
い
う
の
が
、
先
ほ
ど

言
っ
た
通
り
の
問
題
意
識
で
あ
り
ま
す
。
実
際
、
二
〇
〇
九
年
八
月
の
第

四
五
回
衆
議
院
総
選
挙
の
後
か
ら
二
〇
一
〇
年
七
月
の
参
議
院
通
常
選
挙

の
時
ま
で
は
、
民
主
党
が
衆
議
院
で
多
数
派
、
参
議
院
で
も
そ
う
だ
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
ね
じ
れ
は
生
じ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

間
に
、
第
一
七
四
回
国
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
ス
ム
ー
ズ
に
法
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律
が
成
立
し
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、

現
実
の
姿
で
し
た
。
そ
の
間
は
、
政
権
が
交
代
し
た
後
で
、
し
か
も
「
ね

じ
れ
」
以
前
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
を
検
証
し
て
、
Ⅲ
で

述
べ
る「
ね
じ
れ
」国
会
が
生
じ
た
後
の
内
閣
提
出
法
案
の
ゆ
く
え
と
、「
ね

じ
れ
」
が
生
じ
て
い
な
い
の
に
な
お
か
つ
そ
う
し
た
状
態
に
な
る
と
い
う

こ
と
と
を
対
比
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
次
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。Ⅱ　

第
一
七
四
回
国
会
の
検
証
─
─「
ね
じ
れ
」以
前

１　

概　

観

　

わ
が
国
で
は
か
な
り
頻
繁
に
総
理
大
臣
が
代
わ
る
、
あ
る
い
は
政
治
情

勢
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
だ
っ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
実
は
そ
う
前
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

意
味
で
妙
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
第
一
七
四
回
国
会
は
二

〇
一
〇
年
（
平
二
二
）
一
月
一
八
日
に
召
集
さ
れ
、
六
月
一
六
日
に
閉
会

し
た
も
の
で
す
。
鳩
山
内
閣
の
時
で
、
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
が
、
で
き

る
だ
け
早
く
会
期
を
閉
じ
た
い
と
い
う
与
党
側
の
意
向
に
対
し
、
野
党
の

方
は
も
う
少
し
延
ば
し
て
議
論
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
た
い
へ
ん
混
乱

し
た
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
樽
床
伸
二
議
員
が
─
─
二
〇
一
一

年
九
月
一
日
で
現
在
は
幹
事
長
代
行
に
な
り
ま
し
た
が
─
─
民
主
党
の
国

対
委
員
長
を
務
め
て
お
ら
れ
る
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
通
常
国
会
が
終
わ
っ
た
後
、よ
く
新
聞
で
も
言
わ
れ
ま
し
た
の
は
、

内
閣
提
出
法
案
の
成
立
率
が
非
常
に
低
い
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
は
五

四
パ
ー
セ
ン
ト
位
で
、
半
数
ち
ょ
っ
と
し
か
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
な
ぜ
成
立
率
が
低
い
か
と
い
う
背
景
に
は
、
国
会
内
部
以
外

の
要
素
も
ず
い
ぶ
ん
絡
ん
で
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
米
軍
基
地
の
沖
縄

県
外
へ
の
移
設
に
つ
い
て
腹
案
が
あ
る
と
い
い
な
が
ら
実
は
な
か
っ
た
と

い
う
よ
う
な
こ
と
に
端
的
に
表
れ
た
よ
う
に
、
鳩
山
総
理
ご
自
身
の
見
識

の
問
題
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

結
局
、
国
会
は
「
ね
じ
れ
」
状
況
に
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言

い
換
え
ま
す
と
、
法
案
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
で
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
少
し
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

２　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法
案

　

具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
を
見
ま
す
と
─
─
今
と
な
っ
て
は

懐
か
し
い
法
案
が
あ
り
ま
す
─
─
こ
こ
で
は
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法
案
」
と
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一
括
し
た
い
と
思
い
ま
す
。私
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法
案
と
呼
び
ま
す
の
は
、

民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
等
に
大
き
く
掲
げ
、
こ
れ
で
も
っ
て
政
策
を
推

進
し
て
い
く
と
主
張
し
て
い
た
重
要
な
法
案
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

代
表
的
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法
案
を
挙
げ
ま
す
と
、
政
治
主
導
確
立
法
案

は
、
昔
の
国
会
法
の
関
連
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
む
し
ろ
内
閣
法
と
内
閣

府
設
置
法
を
改
正
し
て
、「
行
政
刷
新
会
議
」
及
び
「
国
家
戦
略
室
」
を

正
式
に
制
度
化
す
る
と
い
う
内
容
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
設
置
根
拠
は
内
閣

総
理
大
臣
の
決
定
や
閣
議
決
定
で
し
た
が
、
そ
れ
を
恒
久
的
に
制
度
化
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
第
一
七
四
回
国
会
の
時
に
内
閣
提
出

法
案
第
一
三
号
と
し
て
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、ご
承
知
の
よ
う
に
、

国
家
公
務
員
の
幹
部
人
事
を
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と
や
内
閣
に
人
事
局

を
設
置
す
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
国
家
公
務
員
法
等
改
正
案
も
、
い

わ
ば
目
玉
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
、
地
球
温
暖
化

対
策
基
本
法
案
も
提
出
さ
れ
ま
し
た
し
、
い
わ
ゆ
る
小
泉
郵
政
改
革
に
反

対
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
袂
を
分
か
っ
た
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
、
郵

政
改
革
関
連
三
法
案
と
い
う
の
も
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
派
遣

労
働
者
の
処
遇
の
問
題
が
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
、
略
称
で
い
い
ま
す
が
、
労
働
者
派
遣
法
改
正
案
も
用
意
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
内
閣
提
出
法
案
が
あ
り
ま
し
て
、
全
体
と

し
て
は
六
四
件
の
内
閣
提
出
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
日
切
れ

法
案
等
の
処
理
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
民
主
党
の
目
玉
政
策
と
い
う
こ

と
で
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法
案
を
挙
げ
る
と
、
少
な
く
と
も
今
述
べ
ま
し
た
五

つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

３　

継
続
審
議
案
件
と
参
議
院
先
例
の
障
壁

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
会
期
で
あ
る
一
五
〇
日
間
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
法

案
の
審
議
が
進
ん
だ
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
正
直
言
っ
て
、か
な
り
荒
れ
た
国
会
で
し
た
が
、結
果
と
し
て
は
、

衆
議
院
で
審
査
中
の
法
案
を
そ
の
ま
ま
継
続
審
議
と
し
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
衆
議
院
で
審
査
中
の
も
の
は
継
続
審
議
に
す
る
こ
と
で
、
け
り
は
つ

く
わ
け
で
す
。
ほ
か
に
、
審
議
未
了
に
な
っ
て
廃
案
に
な
っ
た
も
の
が
八

件
ほ
ど
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
大
き
な
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
郵
政
改
革
関
連
三
法

案
の
場
合
は
、
衆
議
院
で
か
な
り
強
引
な
議
事
運
営
を
や
っ
て
採
決
し
ま

し
た
が
、
そ
の
会
期
幅
が
延
長
さ
れ
る
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
透
明

な
状
況
の
下
で
参
議
院
に
送
付
し
た
ば
か
り
に
、
廃
案
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。と
い
う
の
も
、参
議
院
で
は
、実
は
閉
会
後
す
ぐ
に
通
常
選
挙（
第

二
二
回
、
七
月
）
が
予
定
さ
れ
て
い
て
、
議
院
と
し
て
の
組
織
替
え
が
あ
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る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
継
続
審
査
は
し
な
い
、
で
き
な
い
と
い
う
先

例
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
、
参
議
院
先
例
の
障
壁
と
書
き
ま

し
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
法
の
こ
と
ば
で
い

う
と
「
立
法
期
」
に
よ
る
議
案
の
不
継
続
と
い
う
問
題
で
す
が
、
組
織
替

え
、
つ
ま
り
当
該
議
院
の
選
挙
が
あ
る
時
は
議
案
の
継
続
は
で
き
な
い
と

い
う
の
が
、
参
議
院
の
確
立
し
た
先
例
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に

は
一
件
ほ
ど
例
外
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
組
織
替
え
は
同
時
に
議
案
の

終
了
に
な
る
と
い
う
、
立
法
期
の
考
え
方
が
そ
こ
で
は
生
き
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
先
例
が
原
因
で
、
郵

政
改
革
関
連
三
法
案
は
、
結
局
、
審
議
未
了
と
な
り
、
廃
案
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
い
、

研
究
会
等
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
議
院
事
務
局
そ
の
他
の
方
々
に
、
な
ぜ

そ
う
な
っ
た
の
か
を
何
度
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
会

期
延
長
の
問
題
が
絡
ん
で
、
延
長
す
る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
出
て
く
る

の
で
困
る
、
で
き
る
だ
け
早
く
閉
じ
た
い
と
い
う
意
向
が
与
党
側
に
は
あ

る
。
し
か
し
、
衆
議
院
で
可
決
し
て
参
議
院
に
送
付
し
た
以
上
、
参
議
院

で
あ
る
程
度
審
議
日
数
を
確
保
し
な
い
と
意
味
が
な
い
わ
け
で
す
が
、
通

常
選
挙
の
日
程
は
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
、

事
務
局
と
し
て
の
知
恵
を
出
さ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
衆
参
両

院
の
事
務
局
・
法
制
局
も
含
め
て
、
内
々
に
質
問
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
点
に
関
す
る
詳
し
い
言
及
は
避
け
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
議
院
運

営
の
見
通
し
が
立
た
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
衆
議
院
で
は
長

い
間
審
議
し
な
か
っ
た
の
に
、会
期
末
が
近
づ
い
て
急
に
審
議
を
始
め
て
、

参
議
院
に
法
案
を
送
付
し
た
ば
か
り
に
、
全
部
廃
案
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、
郵
政
改
革
関
連
三
法
案
に
力
を
入
れ
て
い
た
亀
井
静
香

さ
ん
な
ど
が
ず
い
ぶ
ん
怒
っ
た
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
に

つ
い
て
は
、
議
院
事
務
局
は
そ
れ
な
り
に
い
ろ
い
ろ
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
さ

れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
余
裕
の
な
い
議
員
た
ち
の
行
動

パ
タ
ー
ン
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
私

個
人
の
感
想
を
言
え
ば
、
こ
の
点
に
対
す
る
反
省
を
し
て
い
た
だ
か
な
い

と
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
総
選
挙
で
議
会
の
多
数
派
を
占
め
、

政
権
運
営
を
任
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
政
策
が
実
行
で
き
な
い
よ
う
で

は
仕
方
が
な
い
か
ら
で
す
。
財
源
が
な
い
と
い
う
な
ら
い
い
の
で
す
が
、

こ
の
ケ
ー
ス
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
樽
床
議
員
は
今
度
は
幹
事
長
代
行
に
お
な
り
に
な
っ
た
の
で
、

あ
の
時
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
今
回
は
少
し
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
完
全
な
「
ね
じ
れ
」
状
態
で
す
か
ら
、
あ
の
時
の
経
験
を

し
っ
か
り
生
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
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４　

各
種
決
議
案
の
ゆ
く
え

　

自
民
党
政
権
時
代
あ
る
い
は
自
公
連
立
政
権
時
代
に
も
、
混
乱
と
は
言

い
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
強
引
な
議
事
運
営
は
み
ら
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

強
行
採
決
と
い
う
も
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
等
か
ら
強
く
非
難
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
つ
い
一
年
前
の
通
常
国
会
で
も
、
委
員
会
や
本

会
議
の
運
営
は
か
な
り
荒
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
常
任
委
員
長
解
任
決
議

案
が
六
件
出
さ
れ
ま
し
た
し
、
さ
ら
に
、
議
長
に
対
す
る
不
信
任
決
議
案

も
出
さ
れ
ま
し
た
。横
路
孝
弘
衆
議
院
議
長
に
対
す
る
不
信
任
決
議
案
と
、

江
田
五
月
参
議
院
議
長
に
対
す
る
不
信
任
決
議
案
が
そ
れ
で
す
。む
ろ
ん
、

採
決
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
。

　

こ
の
よ
う
な
数
だ
け
を
見
る
と
、
委
員
長
解
任
決
議
案
が
六
件
ぐ
ら
い

あ
っ
た
こ
と
は
、過
去
に
も
自
民
党
政
権
時
代
に
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

そ
こ
で
は
事
務
局
に
あ
る
程
度
支
え
ら
れ
て
、
議
事
運
営
に
つ
い
て
の
見

通
し
を
立
て
な
が
ら
や
っ
て
い
た
よ
う
な
事
情
が
う
か
が
え
ま
す
が
、
こ

う
し
た
議
院
運
営
と
、
第
一
七
四
回
国
会
の
よ
う
に
─
─
議
院
事
務
局
が

ど
れ
ほ
ど
表
に
出
さ
れ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
─
─
事
務
局
の
意
見
を
聞

く
耳
を
持
た
な
い
で
あ
る
程
度
運
営
さ
れ
た
場
合
と
で
は
、
大
き
な
違
い

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
結
果
的
に
、
こ
う
い
う
数
の
常
任
委
員
長
解

任
決
議
案
が
出
る
、
議
長
不
信
任
決
議
案
が
出
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
必
ず
し
も
健
全
で
は
な
い
こ
と
は
、

た
ぶ
ん
、
議
員
の
皆
さ
ん
も
重
々
承
知
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
衆
参
両
院
通
じ
て
こ
う
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
議
院
運
営
に
臨
む
場

合
の
見
通
し
、
決
断
、
あ
る
い
は
手
順
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
Ｊ
・
ベ

ン
サ
ム
の
い
わ
ゆ
る
「
議
院
戦
略
」
あ
る
い
は
Ｅ
・
ブ
ラ
モ
ン
的
な
言
葉

で
い
え
ば
「
議
会
技
術
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
理
解
が
や
や
欠
け
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
、研
究
者
と
し
て
遠
く
か
ら
見
て
実
感
し
て
い
ま
す
。

ず
い
ぶ
ん
歯
が
ゆ
い
思
い
も
し
ま
し
た
が
、
第
一
七
四
回
国
会
の
全
体
を

見
る
と
、
も
と
も
と
会
期
末
を
い
つ
に
す
る
か
と
い
う
処
理
の
問
題
も
含

め
て
、
非
常
に
見
通
し
の
立
た
な
い
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
感
じ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
、
一
年
生
議
員
が
た
く
さ
ん
増
え
た
と
い
う
事
情
が
関
係
し

て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
言
え
ば
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
木
下

和
朗
さ
ん
（
当
時
、
熊
本
大
学
）
と
一
緒
に
調
査
で
ロ
ン
ド
ン
に
行
き
ま

し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
、
一
年
生
議
員
を

訓
練
す
る
の
が
大
変
な
の
だ
と
、
英
国
議
会
下
院
事
務
局
の
担
当
者
、
Ｍ
・

ハ
ッ
ト
ン
氏
が
言
っ
て
い
た
こ
と
を
想
い
出
し
ま
す
。そ
れ
は
と
も
か
く
、

新
人
議
員
が
増
え
て
、
柔
軟
に
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
で
物
事
を
考
え
て
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議
院
運
営
に
何
ら
か
の
形
で
貢
献
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
良
い
の
で
す

が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
誰
か
に
指
示
さ
れ
て
動
い
て
い
る
と
い
う
側

面
が
強
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
何
し
ろ
元
の
党
代
表
に
連

れ
ら
れ
て
百
数
十
人
も
大
挙
し
て
中
国
に
行
く
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
、
そ

う
い
う
行
動
パ
タ
ー
ン
が
国
会
の
中
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、

大
変
残
念
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
は
少
し
も
う
訓
練
さ
れ
た
と
思

い
ま
す
か
ら
、
そ
う
悲
観
的
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
。

た
だ
、「
ね
じ
れ
」
が
起
こ
る
前
の
問
題
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譲
歩

あ
る
い
は
修
正
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
本
来
な
ら
か
な
り
の
程
度
、
法
案

を
通
し
て
政
策
実
現
が
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
や
は
り
大
き
な
反
省
材
料
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ　

内
閣
提
出
法
案
の
ゆ
く
え
─
─「
ね
じ
れ
」以
後

１　

提
出
法
案
の
絞
り
込
み
（
通
常
国
会
）

　

さ
て
、「
ね
じ
れ
」
以
後
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の

通
常
国
会
を
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
生
じ
て

き
た
現
象
と
し
て
、
内
閣
が
提
出
す
る
法
案
が
非
常
に
絞
り
込
み
を
掛
け

ら
れ
た
こ
と
は
か
な
り
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
通
常
国
会
で

は
、多
い
時
に
は
一
三
〇
件
ぐ
ら
い
、少
な
い
時
で
も
九
〇
件
以
上
が
「
閣

法
」
と
し
て
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
自
公
連
立
政
権
時
代
に
も
「
ね

じ
れ
」
が
生
じ
ま
す
と
、
そ
の
通
常
国
会
だ
け
に
絞
っ
て
み
て
も
、
福
田

内
閣
で
は
八
〇
件
提
出
、
麻
生
内
閣
で
は
六
九
件
提
出
と
い
う
よ
う
に
非

常
に
絞
り
込
み
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
そ
の
政
権
の
主
要
政
策
を
担
っ
た
法
案
と
し

て
是
非
と
も
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
紹
介
す
る
数
字
を
見
る
限
り
、
絞
り
込
ん
だ

か
ら
当
然
に
多
く
の
法
案
が
成
立
し
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　

今
年
（
二
〇
一
一
年
）
の
第
一
七
七
回
（
通
常
）
国
会
を
考
え
て
も
、

ト
ー
タ
ル
で
九
〇
件
の
内
閣
提
出
法
案
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
六

七
件
成
立
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
通
り
、
八
月
二
四
～
二
五

日
段
階
の
数
字
で
す
。
最
終
的
に
成
立
し
た
の
は
、
九
〇
件
中
七
二
件
で

す
。
せ
い
ぜ
い
そ
の
程
度
で
す
が
、
し
か
も
、
そ
の
九
〇
件
の
法
案
の
う

ち
、
実
は
二
六
件
は
東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
法
案
で
し
て
、
い
わ
ば

政
策
的
法
案
と
し
て
出
さ
れ
た
の
は
六
四
件
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、

六
四
件
と
い
う
数
字
は
、
鳩
山
内
閣
時
点
の
数
字
と
同
じ
に
な
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
九
〇
件
の
閣
法
提
出
と
言
い
ま
す
と
、
少
し
回
復
し
た
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
二
六
件
を
マ
イ
ナ
ス
し
ま
す
と
、
政
権
党
と
し
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て
の
民
主
党
本
来
の
政
策
的
法
案
は
、
そ
れ
ほ
ど
数
と
し
て
回
復
し
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
内
閣
提
出
法
案
に
限
り
ま
す
が
、
内
閣
法
制

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、大
震
災
関
連
法
案
は
別
立
て
に
な
っ
て
い
て
、

た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
大
震
災
関

連
法
案
に
政
令
ま
で
含
め
る
と
、
全
部
で
五
二
件
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

２　

法
案
の
成
否
と
政
策
実
現
能
力

　

法
案
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
こ
と
自
体
が
い
い
か
悪
い
か
は
別
と
し

て
、
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
非
常
に
強
く
な
る
の
は
、
両
院
の
情

勢
を
考
え
れ
ば
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
法

案
が
ど
の
よ
う
に
結
実
し
た
か
を
考
え
て
み
ま
す
。

　

今
年
の
第
一
七
七
回
（
通
常
）
国
会
の
場
合
、
第
一
七
四
回
国
会
か
ら

の
継
続
案
件
は
一
一
件
あ
り
ま
し
て
、
一
一
件
の
う
ち
最
終
的
に
成
立
し

た
の
は
七
件
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
政
治
主
導
確
立

法
案
が
、
実
は
、
こ
の
国
会
で
撤
回
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
地
域
主
権
改
革
関
連
の
法
案
が
三
つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

第
一
七
四
回
国
会
で
既
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
地
域
主
権
と
い
う

の
に
違
和
感
が
あ
る
と
、
自
民
党
そ
の
他
の
野
党
の
中
で
も
、
あ
る
い
は

専
門
家
の
中
で
も
異
論
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
民
主
党
は
、「
地
域

主
権
改
革
」
だ
と
い
う
こ
と
で
、
従
来
の
「
地
方
分
権
」
か
ら
少
し
発
想

を
転
換
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
で
す
。
そ
の
地
域

主
権
改
革
関
連
法
案
の
中
に
は
、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
関
す
る

法
律
案
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
結
局
、
地
域
主
権
か
ら
地
域
主
権
改
革

に
題
名
も
変
わ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
修
正
し
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
第
一
七
四
回
国
会
か
ら
の
継
続
案
件
と
し
て
は
、
首
尾
よ
く
い
っ
た

方
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
第
一
七
六
回
（
臨
時
）
国
会
か
ら
の
継
続
案
件
が
八
件
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
八
件
の
中
に
、
郵
政
改
革
関
連
三
法
案
に
つ
い
て
は
、
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
議
院
運
営
の
不
備
と
い
い
ま
す
か
、
強
行
採

決
し
て
参
議
院
に
送
付
し
た
ば
か
り
に
、
会
期
末
が
当
然
訪
れ
て
結
局
廃

案
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
再
提
出
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
法
案

は
継
続
案
件
に
現
在
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
な
お
議
院
運
営
委
員

会
に
お
い
て
一
応
委
員
会
付
託
を
し
て
、
今
回
は
審
議
を
始
め
よ
う
と
い

う
ポ
ー
ズ
だ
け
を
取
っ
た
だ
け
で
し
て
、
全
然
成
立
に
至
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
こ
で
は
、
内
容
に
対
す
る
当
否
は
別
と
し
て
、
法
案
を
成
立
枠
と

し
て
抱
え
た
以
上
そ
れ
を
実
施
に
移
す
と
い
う
点
だ
け
を
議
論
し
て
お
り

ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
長
い
時
間
が
あ
っ
た
の
に
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
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う
の
が
現
在
の
状
況
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
番
目
に
、
今
国
会
に
お
い
て
新
規
に
提
出
さ
れ
た
法
案
が

も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
関

連
法
案
を
含
め
て
九
〇
件
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は
そ
ん
な
に
多
く
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
会
期
途
中
で
大
震
災
が
起
こ
り
、
そ
の
関
連
法
案
の
提
出

が
増
え
て
、
合
計
二
六
件
ほ
ど
加
わ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
第
一
七
七
回
国
会
で
の
閣
法
第
一
号
は
、
平
成
二
三
年
度

の
特
例
公
債
発
行
法
案
で
す
。
さ
ら
に
閣
法
第
九
号
と
し
て
、
平
成
二
三

年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
が
目
玉
と
し
て

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ご
承
知
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
ま
し
て
、

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
修
正
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
与
野
党
の
議
論
の
は
ざ
ま

に
あ
っ
て
、こ
れ
は
撤
回
す
る
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
に
代
わ
っ

て
、
最
後
に
閣
法
第
九
〇
号
と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
が
、
平
成
二
三
年
度

子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
で
す
。
本
来
の
手
当
法

案
は
年
度
ご
と
で
す
が
、
手
当
法
案
を
撤
回
し
、
そ
の
手
当
の
特
措
法
案

と
形
を
変
え
て
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
修
正
案
の
内
容
が
昨
日
ま
で
衆
議
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
出
て
こ

な
か
っ
た
の
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
撤
回
と
審
議
中
の
間
に

修
正
と
い
う
の
を
加
え
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
修
正
を

加
え
ら
れ
た
の
が
、
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債

の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
、
俗
に
言
う
、
特
例
公
債
発
行
法
案
で

す
。
こ
れ
が
非
常
に
大
き
な
修
正
を
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
順
序
を
追
っ
て

い
き
ま
す
と
、
最
初
は
五
ヶ
条
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
提
案
条
文
が
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
で
議
案
を
受
理
し
た
の
は
今

年
の
一
月
二
四
日
で
、
財
務
金
融
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
の
が
二
月
一
五

日
で
す
。
そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
の
関
係
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
与

野
党
の
修
正
協
議
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
、
四
月
二
八
日
に
、
内

閣
か
ら
い
っ
た
ん
提
出
し
た
法
案
に
対
し
て
修
正
し
た
い
と
い
う
申
し
出

が
出
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ば
内
閣
側
か
ら
の
修
正
要
求
で
す
が
、
そ
の
た

め
の
手
続
き
と
し
て
は
、
国
会
法
第
五
九
条
の
定
め
る
議
院
の
承
諾
が
必

要
で
す
。
そ
こ
で
四
月
二
八
日
に
、
衆
議
院
で
内
閣
か
ら
の
法
案
の
修
正

を
承
諾
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
平
成
二
三
年
度

に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案

と
い
う
題
名
そ
の
も
の
が
変
え
ら
れ
ま
し
て
、
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る

公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
第
三

条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
が
ば
っ
さ
り
削
ら
れ
、
第
一
条
と
第
二
条
の

二
ヶ
条
か
ら
な
る
も
の
に
縮
小
し
て
修
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に

提
案
理
由
も
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
点
で
も
か
な
り
大
き
な
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
衆
議
院
で
は
八
月
一
〇
日
に

修
正
可
決
さ
れ
、
参
議
院
で
は
八
月
二
六
日
に
可
決
さ
れ
て
成
立
し
た
と
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い
う
経
過
に
な
る
わ
け
で
す
。
後
で
も
述
べ
ま
す
が
、
憲
法
第
五
九
条
が

予
定
し
て
い
る
よ
う
な
両
院
間
関
係
は
、
こ
こ
で
は
何
ら
働
い
て
い
な
い

こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
ね
じ
れ
」
問
題
に
つ
い
て
は
、

両
院
協
議
制
度
等
の
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
制
度
が
本
来
発
揮
さ
れ
る
の

が
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
違
う
場
面
で
す
べ
て
修
正
が
整
え
ら
れ

て
、
国
会
の
場
面
で
は
、
ほ
ぼ
形
式
的
な
問
題
、
最
終
決
着
に
絞
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
と
並
ん
で
、
内
閣
法
及
び
内
閣
府
設
置
法
の
改
正
案
も
提
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
審
議
中
と
書
い
て
お
り
ま
す
が
、

実
現
を
見
る
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
私
と
し
て
は
か
な
り
関
心

の
あ
る
、独
占
禁
止
法
の
改
正
案
も
、未
だ
手
付
か
ず
状
態
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
独
禁
法
の
改
正
案
は
ず
っ
と
前
の
第
一
七
四
回
（
通
常
）
国
会
か
ら

の
継
続
案
件
で
、
第
一
七
四
回
国
会
の
閣
法
第
四
九
号
と
し
て
提
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
憲
法
解
釈
の
議
論
で
す
と
、
必
ず
出
て
く
る
行
政
審
判
の
制

度
、
審
決
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
と
い
う
、
か
な
り
大
き
な
内
容
を
持
っ
た

も
の
で
す
の
で
、
そ
の
動
向
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

他
方
、
情
報
公
開
法
の
改
正
案
は
、
公
法
系
の
者
に
と
っ
て
は
か
な
り

重
要
な
内
容
を
含
ん
で
お
り
ま
す
が
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ
な
い
ま
ま
の

状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実
は
、
情
報
公
開
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
と
─
─

私
自
身
も
京
都
の
方
で
関
係
し
て
い
ま
す
が
─
─
各
地
方
自
治
体
の
情
報

公
開
条
例
を
か
な
り
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
部
分
が
あ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
任
意
提
供
や
公
開
の
除
外
と
い
っ
た
条
項
が
な
く
な
り

ま
す
か
ら
、
か
な
り
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
も
ま
っ
た
く
付
託
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ

の
法
案
は
、
政
権
交
代
の
前
か
ら
の
検
討
結
果
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
民

主
党
が
も
た
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

制
度
を
少
し
で
も
手
直
し
を
す
る
と
い
う
精
神
か
ら
は
、
必
ず
し
も
褒
め

ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
分
野
に
政
治
家
の
先
生
方
が

あ
ま
り
関
心
を
寄
せ
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
困
っ
た
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
法
律
に
携
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
多
少
未
熟
な
箇
所
に
つ

い
て
は
少
し
ず
つ
改
正
し
て
い
っ
て
、
で
き
る
だ
け
成
熟
し
た
制
度
に
し

た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
国
会
の
中
で
は
、
そ
う
い
う
関
心
が
高
く
な

く
、
法
案
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
力
学
が
あ
ま
り
働
か
な
い
と
い
う
こ

と
は
大
変
残
念
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
独

禁
法
の
改
正
案
が
お
か
し
い
と
か
、
あ
る
い
は
情
報
公
開
法
の
改
正
案
が

お
か
し
い
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
何
と
も
す
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
国
立
大
学
の
教
員
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
国
家
公
務

員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
案
、
要
す
る
に
特
例
減
額
措
置
法
案
の
審
議
が
一
向
に
進
ま
な
か
っ
た
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の
は
、
大
変
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
実
は
、
こ
の
法
律
案
は
憲
法

違
反
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
国
家
公
務
員
法
第
二
八
条
を
無

視
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
内
閣
法
制
局
の
審
査
を
通
っ
た
こ
と

自
体
、
私
は
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
二
八
条
は
「
人
事
院

は
、
毎
年
、
少
く
と
も
一
回
、
俸
給
表
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
国
会
及
び
内
閣
に
同
時
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
特
例
減
額
法
案
で
は
向
こ
う
三
年
間
と
い
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
そ
れ
は
も
う
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
菅
首
相
が
総
理
談
話
を
出
し

た
そ
の
日
に
、
人
事
院
総
裁
も
談
話
を
発
表
さ
れ
、
国
家
公
務
員
法
と
の

関
係
で
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
柔
ら
か
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、

正
し
く
そ
の
こ
と
で
し
て
、
明
ら
か
に
か
な
り
怒
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
そ
し
て
、
国
家
公
務
員
法
第
二
八
条
違
反
だ
と
な
る
と
、
結

果
的
に
は
、
内
閣
は
「
法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
ひ
、
官
吏
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
憲
法
七
三
条
四
号
違
反
に
も
な
り

得
る
わ
け
で
す
。
あ
く
ま
で
も
現
行
法
に
沿
っ
た
形
で
や
る
な
ら
ば
い
い

で
す
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
先
取
り
し
た
手
続
と
し
て
や
る
と
い
う
点

で
、
ま
っ
た
く
お
か
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
法
案
の

審
査
に
入
れ
ば
、
私
は
そ
う
い
う
点
を
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
裁
判

官
も
検
察
官
も
給
与
を
下
げ
る
と
あ
り
ま
す
。
幸
か
不
幸
か
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
起
こ
っ
て
、そ
の
審
議
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
の
で
、関
係
の
方
々

も
安
心
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
法
案
が
設
立

す
れ
ば
、
幹
部
ク
ラ
ス
は
三
割
ま
た
は
二
割
カ
ッ
ト
、
一
般
の
職
員
で
も

一
割
カ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
の
で
、
相
当
な
痛
手
で
す
。
国
立
大
学
法
人
も

─
─
何
の
た
め
に
法
人
化
し
た
の
か
と
思
い
ま
す
が
─
─
完
全
に
右
に
倣

え
に
な
り
ま
す
。
こ
の
法
案
が
成
立
し
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
憂
き

目
に
遭
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
も
そ
も
東
日
本
震
災
の
発
生
に
伴
っ
て

急
に
出
て
き
た
話
で
し
て
、
こ
れ
を
無
駄
遣
い
の
一
環
と
し
て
論
ず
る
向

き
も
あ
り
ま
す
が
、
筋
の
悪
い
話
で
す
。
こ
れ
が
内
閣
法
制
局
の
審
査
を

通
っ
た
の
は
、
あ
る
種
の
政
治
的
圧
力
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
、
少
な

く
と
も
何
か
の
意
思
が
働
い
た
結
果
の
法
律
案
で
は
な
い
か
、
と
私
は
に

ら
ん
で
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
法
案
は
第
一
七
七
回
国
会
で
は
継
続
審
議
と
な
り
ま

し
た
の
で
、
次
回
以
降
の
国
会
に
議
論
が
移
る
と
思
い
ま
す
。
私
と
し
て

は
、『
人
事
院
月
報
』
で
何
か
書
い
て
く
れ
と
依
頼
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
頃
に
は
こ
の
問
題
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

３　

与
野
党
協
議
の
推
進
と
限
界

　

⑴　

と
は
い
え
、
そ
う
い
っ
た
議
院
運
営
の
中
で
も
与
野
党
協
議
、
政

策
協
議
あ
る
い
は
修
正
協
議
と
い
っ
た
も
の
が
、
あ
る
場
面
で
推
進
さ
れ
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た
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
れ
を
バ
イ
ア
ス
と
言
う
か
は
別
と
し
て
、
東
日

本
大
震
災
の
関
係
で
は
、
や
は
り
与
野
党
が
協
力
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と

い
う
意
識
が
働
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
つ

の
代
表
的
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
東
日
本
大
震
災
に
関
係
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
一
つ
は
東

日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
案
で
す
。
も
う
一
つ
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
で
、
テ
レ
ビ
な
ど

で
し
ば
し
ば
「
が
れ
き
処
理
法
案
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
こ

に
は
災
害
廃
棄
物
と
い
う
新
し
い
概
念
が
出
て
い
ま
す
。
が
れ
き
と
廃
棄

物
が
同
じ
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
被
災
し
た
人
に
と
っ
て
は
、
大
事
な

自
分
の
持
ち
物
が
「
が
れ
き
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
か
な
り
違
和
感
が
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
法
律
の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
与
野
党
間

の
あ
る
程
度
の
協
調
・
協
議
と
言
い
ま
す
か
、
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん

だ
と
い
う
健
全
な
力
学
が
働
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
震
災
復
興
基
本
法
案
に
つ
い
て
は
、
五
月
一
三
日
に
政
府
か
ら

東
日
本
震
災
復
興
の
基
本
方
針
及
び
組
織
に
関
す
る
法
律
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
異
論
が
出
て
、「
衆
法
」、
つ
ま

り
衆
議
院
議
員
の
提
出
法
案
と
し
て
、
少
し
タ
イ
ト
ル
は
違
い
ま
す
が
、

東
日
本
大
震
災
復
興
再
生
基
本
法
案
が
、一
八
日
に
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

ば
ら
ば
ら
で
は
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
与
野
党
修
正
協
議
が
ま
と

ま
っ
た
段
階
で
、
委
員
会
と
し
て
ま
と
め
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委

員
長
が
提
出
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
最
終
的
に
は
六
月
一
〇
日
に
衆
議

院
で
、
一
〇
日
後
に
参
議
院
で
可
決
さ
れ
成
立
し
て
、
東
日
本
大
震
災
復

興
基
本
法
が
今
日
公
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
過
を
た
ど
り
ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
が
れ
き
処
理
法
案
の
場
合
も
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
す
。
も

と
も
と
衆
法
と
し
て
、
七
月
一
日
に
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災

害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

似
た
よ
う
な
内
容
の
閣
法
が
提
出
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
後
で
す
。
こ
の
閣

法
は
、
微
妙
に
題
名
が
違
い
ま
す
が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
廃

棄
物
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
と
し
て
、
七
月
八
日
に
一
週
間
遅

れ
で
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
な
目
的
は
同
じ
で
あ
り
、
国
と
市
町
村

が
ど
の
程
度
の
負
担
割
合
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
、
し
か
し
、
特
別
委
員
長
の
提
出
と
い
う
か
た
ち
で
最
終
的
に
決
着
を

み
ま
し
た
の
で
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に

関
す
る
特
別
措
置
法
が
成
立
し
、
現
在
既
に
公
布
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
例
な
ど
は
、
大
震
災
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

何
と
か
復
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
が
れ
き
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
基
本
的
理
念
に
反
対
す
る
人
は
い
な
い
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
、
い
わ
ば
妥
協
は
し
や
す
か
っ
た
事
情
は
あ

り
ま
す
が
、
与
野
党
間
の
協
議
の
あ
る
程
度
の
推
進
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
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確
か
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

⑵　

し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
そ
の
も
の
に
関
わ
る
法
案
は
、
な
か
な
か
簡
単
に
は
成
立
し
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
現
に
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
第

一
七
七
回
国
会
の
閣
法
第
一
号
の
特
例
公
債
発
行
法
案
は
、
一
月
二
四
日

の
段
階
で
も
う
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
二
月
半
ば
に
は
財
務
金
融
委
員

会
に
付
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が

二
月
は
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
い
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
子
ど
も
手
当
法
案
の
場
合
も
、す
で
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

事
情
は
同
じ
で
す
。
閣
法
第
九
号
と
し
て
提
出
さ
れ
た
法
案
は
、
い
っ
た

ん
撤
回
を
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
な
か
な
か
協
議
が
ま
と
ま
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
で
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
旗
印
を
下
ろ
す
の
が
問

題
と
さ
れ
、
他
方
で
は
、
財
源
の
問
題
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
手
当
の
見
直

し
は
必
至
だ
ろ
う
と
い
う
議
論
が
あ
る
と
い
う
、
ご
承
知
の
よ
う
な
状
況

が
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く
与
野
党
協
議
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
段
階
で
初
め
て
、
閣
法
の
最
後
を
飾
る
第
九
〇
号
と
し
て
、
平
成
二
十

三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
が
出

て
き
た
の
が
八
月
一
七
日
で
す
。
子
ど
も
手
当
法
案
と
い
う
の
は
、
常
会

の
非
常
に
早
い
段
階
、
一
月
の
段
階
で
提
出
さ
れ
て
い
た
の
に
、
内
容
の

修
正
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
背
景
と
な
る
理
念
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
が
ず
っ

と
続
い
て
い
ま
し
た
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
そ
の
も
の
が
背
景
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
な
か
な
か
こ
れ
は
簡
単
に
修
正
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
も

よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
八
月
に
な
っ
て
会
期
を
延
長
し
、
会
期
末
に
な
っ

て
よ
う
や
く
決
着
が
つ
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
東
日
本
大
震
災
の
関
連
法
案
は
、
そ
れ

な
り
の
背
景
が
あ
っ
た
の
で
、
与
野
党
間
の
妥
協
は
し
や
す
か
っ
た
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
そ
の
も
の
に
関
わ
る
法
案
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
会
派
の
い
わ
ば
存
立
基
盤
に
も
関
わ
る
よ

う
な
問
題
で
す
か
ら
、
与
野
党
協
議
は
そ
う
簡
単
に
は
進
ま
な
い
。
そ
こ

で
の
協
議
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
が
総
理
大
臣
の
退
陣
の
一
角
に
さ
れ
た

と
い
う
の
も
変
な
話
で
す
が
、「
ね
じ
れ
」
国
会
で
あ
る
か
ら
両
院
間
の

協
議
で
ま
と
め
る
と
い
う
話
に
は
、別
段
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
も
、

こ
の
間
の
修
正
協
議
や
妥
協
は
、
議
院
の
正
式
な
機
関
で
あ
る
表
舞
台
で

は
な
く
、
会
派
レ
ベ
ル
で
の
協
議
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
公

式
記
録
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
ど
こ
を
見
て
も
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
形
で
進
め
ら
れ
て
、

全
部
ま
と
ま
っ
た
段
階
で
表
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
明
日
お
話
を
な
さ
る
佐
藤
治
氏
は
、
常
任
委
員
会
調
査
室

に
お
勤
め
で
す
か
ら
、
国
会
内
部
か
ら
見
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
、
外
か
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ら
、比
叡
山
の
向
こ
う
か
ら
見
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、正
直
言
っ
て
、

な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
議

院
運
営
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
方
も
い
ろ
い
ろ
お
書
き
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
情
報
と
ど
こ
ま
で
径
庭
が
あ
る
の
か
、

実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
一
月
に
召
集
さ
れ
た

第
一
七
四
回
（
通
常
）
国
会
の
会
期
末
─
─
菅
内
閣
の
末
期
で
も
あ
り
ま

す
が
─
─
を
見
て
も
、マ
ス
コ
ミ
の
皆
さ
ん
も
見
通
し
を
持
っ
た
報
道
は
、

必
ず
し
も
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
研
究
者
の
立
場
か
ら
見
た
も
の

が
、
ま
っ
た
く
の
青
二
才
的
な
議
論
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
と
い

う
気
が
い
た
し
ま
す
。

Ⅳ　

両
院
制
論
議
へ
の
視
点

　

次
の
「
両
院
制
論
議
へ
の
視
点
」
に
移
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
内
閣
提
出

法
案
の
具
体
的
な
成
否
の
推
移
を
諸
々
見
て
き
ま
す
と
、
従
来
あ
ま
り
見

え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
表
に
出
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
り
も
す
る
わ
け
で
す
。

１　

両
院
協
議
制
度
の
あ
り
方

　

ま
ず
、
両
院
協
議
制
度
は
、
憲
法
で
は
、
一
応
、
両
院
協
議
会
と
し
て

第
五
九
条
そ
の
他
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
院
協
議

会
が
有
効
に
機
能
し
う
る
の
は
、
両
院
の
議
決
が
異
な
っ
た
場
合
に
ど
う

す
る
か
と
い
う
事
後
処
理
の
場
面
で
す
。
先
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
た

よ
う
な
問
題
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
実
は
、「
ね
じ
れ
」
問
題
は
、
両
院

を
通
じ
た
与
野
党
の
対
立
問
題
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
両

院
間
関
係
の
問
題
で
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
問
題
が
背

景
に
あ
る
か
ら
、
会
派
間
で
事
前
に
交
渉
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
。
し
た
が
っ
て
、「
ね
じ
れ
」
問
題
は
憲
法
で
予
定
し
て
い
る
よ
う
な

両
院
間
関
係
の
問
題
で
な
い
が
故
に
、
憲
法
上
の
、
い
わ
ば
事
後
的
な
両

院
協
議
会
制
度
は
適
合
し
な
い
、と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、

む
し
ろ
、
事
前
の
与
野
党
協
議
の
方
が
は
る
か
に
有
効
な
手
だ
て
と
な
る

わ
け
で
す
。
こ
の
点
で
も
、
与
野
党
協
議
の
努
力
と
い
う
の
を
、
わ
れ
わ

れ
と
し
て
は
あ
る
意
味
で
評
価
し
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
ね
じ
れ
」
国
会
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
両
院
の
議
決
が
異
な
っ

た
場
合
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
、
大
山
礼
子
さ
ん
も
両

院
協
議
会
を
も
う
少
し
活
発
に
し
た
ら
ど
う
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

し
、
つ
い
こ
の
間
も
、
成
田
憲
彦
先
生
は
両
院
協
議
会
の
在
り
方
を
変
え

る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
て
、
両
院
協
議
会
の
仕
組
み

を
少
し
変
え
た
ら
ど
う
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
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で
述
べ
た
例
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
よ
う
に
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
与
野
党
間
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
対
立
が
あ
る
が
故
に
、

議
決
が
異
な
る
前
に
調
整
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
移
っ
て
い
る
わ

け
で
し
て
、
両
院
協
議
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
と
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
効

果
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
事
前
の
与
野
党
間
協
議
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
た
だ
い
て
、
で
き

れ
ば
も
う
少
し
透
明
化
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま

す
。
む
ろ
ん
、
両
院
協
議
会
に
な
れ
ば
、
与
野
党
間
協
議
を
あ
る
程
度
透

明
化
で
き
る
と
い
う
期
待
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、

両
院
協
議
会
に
お
い
て
も
協
議
そ
の
も
の
は
実
は
公
開
し
な
い
の
で
、
最

終
的
に
ど
こ
に
行
く
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
ね
じ
れ
」
国
会
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
上
の
両
院
協

議
会
に
過
度
な
期
待
を
掛
け
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
の
が
現
在
の
私
の
率

直
な
気
持
ち
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
表
向
き
は
、
両
院
が
き
ち
ん
と
審
議
し

て
、
議
決
が
異
な
る
な
ら
ば
、
憲
法
で
予
定
し
て
い
る
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な

制
度
を
き
ち
っ
と
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
申
し
上
げ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
決
着
の
仕
方
が
、
そ
れ
が
ア
・
ラ
・
ジ
ャ

ポ
ネ
ー
ズ
、
日
本
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
現
に
与
野
党
協
議
・

修
正
協
議
と
い
う
か
た
ち
で
、
両
院
を
通
じ
た
解
決
が
図
ら
れ
る
以
上
、

両
院
協
議
会
に
対
し
て
過
度
な
期
待
を
寄
せ
る
の
は
禁
物
で
な
い
か
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
与
野
党
協
議
と
い
う
も
の
に
ど
う
し
て
も
注
目

せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
会
派
代
表
者
会
議
は
日
常
的
に
き
ち
ん
と

や
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
な
わ
け
で
す
が
、
さ
ら
に
、
別
の
制
度
と
し

て
は
、
両
院
合
同
会
議
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
少
し
注
意
を

促
し
て
お
き
ま
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
「
両
院
合
同
会
議
」
と
い

い
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
上
下
両
院
の
議
員
が
全
部
集
ま
っ
て
審
議
を
行

う
会
議
体
を
指
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
憲
法

改
正
案
の
審
議
を
行
う
た
め
に
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
集
ま
っ
て
、「
合
同

会
議
規
則
」
の
下
に
運
営
さ
れ
ま
す
が
、
私
の
レ
ジ
ュ
メ
で
二
〇
〇
五
年

（
平
一
七
）
の
実
例
と
し
て
い
る
与
野
党
協
議
の
中
の
両
院
合
同
会
議
と

い
う
の
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
五
年
に
、
年
金
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障

制
度
改
革
に
関
す
る
両
院
合
同
会
議
と
い
う
も
の
が
開
か
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
実
は
、
両
院
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
の
代
表
者
を
そ
ろ
え
て
開
か

れ
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
名
前
を
付
け
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
今
述
べ
ま
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
両
院
合
同
会
議
」
と
い
う
本

来
の
名
称
と
異
な
っ
て
、代
表
者
が
集
ま
っ
て
い
る
会
議
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
誤
解
を
招
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
名
称
は
少
し
考
え

直
し
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
社
会
保
障
制
度
改
革
に
関
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す
る
両
院
合
同
会
議
は
、
二
〇
〇
五
年
の
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
合

計
八
回
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
憲
法
上
の
両
院

協
議
制
度
を
直
接
に
使
わ
ず
に
、
与
野
党
間
の
対
立
で
あ
る
以
上
、
与
野

党
間
の
修
正
、
政
策
協
議
と
い
う
形
で
決
着
さ
せ
る
と
い
う
運
用
の
や
り

方
は
、
一
つ
の
手
だ
て
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

２　

両
院
制
の
組
織
と
運
用

　

両
院
制
の
あ
り
方
と
し
て
も
う
一
つ
指
摘
し
た
い
と
こ
ろ
は
、
や
は
り

何
と
い
っ
て
も
、
両
院
制
の
組
織
と
運
用
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
、
午
前

中
に
芦
田
さ
ん
が
な
さ
れ
ま
し
た
極
め
て
詳
細
な
報
告
に
も
十
分
入
っ
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
大
凡
の
こ
と
は
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私

は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
組
織
・
権
限
・
手
続
と
い
う
の
は
一
体
と

し
て
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
か
ね
て
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

⑴　

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
日
本
の
場
合
、
類
似
し
た
両
院
組
織
法
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
す
。衆
議
院
は
三
〇
〇
の
小
選
挙
区
、

プ
ラ
ス
一
八
〇
の
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
制
の
比
例
代
表
と
な
っ
て
い
ま
す
。
参

議
院
議
員
の
場
合
、一
二
一
が
通
常
選
挙
に
お
け
る
半
数
改
選
の
数
で
す
。

そ
の
中
で
、四
七
都
道
府
県
中
二
九
県
に
お
け
る
選
挙
区
の
通
常
選
挙
は
、

現
在
、
一
人
を
選
出
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
要
す
る
に
小
選
挙
区
で
す
。

ま
た
、
通
常
選
挙
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
小
選
挙
区
を
三
〇
に
す
る
と
い

う
よ
う
な
改
正
案
も
提
案
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
比
例

代
表
制
と
多
数
代
表
制
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
意
味
で
は
、
衆
参
両
院
と

も
ほ
ぼ
同
じ
と
な
る
わ
け
で
し
て
、
い
っ
そ
う
酷
似
し
た
選
挙
制
度
に

な
っ
て
き
ま
す
。
多
く
の
政
治
学
者
も
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
う

い
う
非
常
に
類
似
し
た
選
挙
制
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四
二

条
が
定
め
て
い
る
両
院
制
の
趣
旨
と
本
当
に
合
う
の
か
と
い
う
議
論
を
、

実
は
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
従
来
は
、衆
議
院
の
議
員
定
数
及
び
選
挙
制
度
の
問
題
は
、も
っ

ぱ
ら
衆
議
院
で
議
論
し
─
─
も
ち
ろ
ん
法
律
の
改
正
に
な
り
ま
す
が
─
─

そ
れ
に
つ
い
て
は
参
議
院
で
は
と
く
に
異
論
を
述
べ
な
い
、
他
方
、
参
議

院
の
議
員
定
数
及
び
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、参
議
院
の
み
で
議
論
を
し
、

衆
議
院
が
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
状
況
で

す
。
こ
う
し
て
、
結
局
、
国
政
全
体
に
対
し
て
議
会
制
度
を
ど
う
位
置
付

け
る
か
と
い
う
視
点
が
な
い
ま
ま
で
、
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
の
下
に
─

─
勝
手
な
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
─
─
選
挙
制
度
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る

と
い
う
状
況
で
す
。
私
は
以
前
か
ら
、
何
と
か
こ
れ
を
改
善
し
て
ほ
し
い

と
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
議
員
そ
れ
ぞ
れ
の
政

治
生
命
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
頷
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
せ
め

て
両
院
の
合
同
審
査
会
を
開
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
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も
い
か
な
い
み
た
い
で
す
。
む
ろ
ん
、選
挙
制
度
審
議
会
を
立
ち
上
げ
て
、

少
し
時
間
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
根
本
的
に
議
論
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
話
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
一
つ
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
参

議
院
が
選
挙
制
度
を
い
じ
る
と
、
今
度
は
衆
議
院
が
い
じ
る
、
し
か
し
、

衆
議
院
で
小
選
挙
区
・
比
例
代
表
で
や
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、参
議
院
は
、

今
度
は
同
じ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
参
議
院
で
独
自
の
制
度
改
正
を
何

と
か
ひ
ね
り
出
し
て
や
る
。
こ
う
し
て
、
国
政
全
体
を
ど
う
動
か
す
か
と

い
う
視
点
が
ど
う
も
失
わ
れ
て
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ

で
強
調
し
た
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
い
わ
ば
静
態
的
に
見
た
、
類
似
し

た
両
院
組
織
法
と
い
う
問
題
で
す
。

　

⑵　

も
う
一
つ
の
問
題
、
実
は
、
こ
の
方
が
よ
り
重
要
な
問
題
だ
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
選
挙
制
度
を
基
に
し
て
、
冒
頭
に
も
言
い
ま
し
た

よ
う
に
、か
な
り
頻
繁
に
国
政
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。

戦
後
、
衆
参
両
院
合
わ
せ
る
と
四
四
回
の
選
挙
を
行
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

単
純
に
七
五
六
ヶ
月
を
四
四
回
で
割
る
と
、
平
均
し
て
一
七
ヶ
月
で
す
。

要
す
る
に
、
平
均
し
て
一
年
五
ヶ
月
ご
と
に
国
政
選
挙
を
や
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

連
邦
制
で
い
く
と
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
の
任
期
は
二
年

で
す
か
ら
、
二
年
に
一
度
選
挙
を
や
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
そ
う
か
も

知
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
上
院
議
員
も
選
挙
す
る
話
に
な
り
ま
す
と
、
国

政
選
挙
が
頻
繁
に
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
イ

ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
に
は
上
院
選
挙
は
も
と
も
と
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
国
政

選
挙
の
数
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
実
際
に
一
九
九
〇
年
以
降
、
過
去
二
〇

年
を
通
算
し
て
み
ま
す
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
下
院
総
選
挙
は
五
回
、
ド
イ

ツ
で
は
六
回
で
す
が
、
も
と
も
と
上
院
選
挙
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ

ら
の
国
の
国
政
選
挙
が
少
な
い
の
は
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
上
院
に

つ
い
て
従
来
三
分
の
一
改
選
を
行
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
上
下
両
院
が
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
を
や
り
ま
す
か
ら
、
国
政
選
挙

と
い
う
か
た
ち
で
は
、
日
本
と
同
じ
く
重
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
、

過
去
二
〇
年
合
わ
せ
て
一
一
回
で
す
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
制
度
の
こ

と
は
、今
日
ご
出
席
の
只
野
雅
人
さ
ん
が
非
常
に
お
詳
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
国
々
に
比
べ
て
、
日
本
で
は
そ
の
間
の
過
去
二
〇
年
間
に
、

衆
議
院
総
選
挙
を
七
回
や
っ
て
い
ま
す
。
参
議
院
通
常
選
挙
も
七
回
や
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
合
わ
せ
て
一
四
回
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
様
子

は
、
衆
議
院
総
選
挙
と
参
議
院
通
常
選
挙
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
実
は
、

ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
国
政
選
挙
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
国
は
た
ぶ

ん
な
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
、
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
国
政
選
挙
を
行
う
こ
と

が
本
当
に
い
い
の
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
見
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
統
一
地
方
選
挙
が
あ

る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
に
お
い
て
も
総
裁
あ
る
い
は
代
表
選
挙
が
あ
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り
ま
す
か
ら
、
政
党
ま
た
は
政
策
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
相
当
不
安
定
な

状
況
に
置
か
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
政
選
挙
が
多
い
の
は
い
い
こ
と
で
し
ょ
う
と

言
わ
れ
る
方
も
い
ま
す
が
、
選
挙
が
単
に
多
い
か
ら
い
い
と
い
う
話
じ
ゃ

な
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
安
定
し
た
政
権
を
つ
く
り
、
政
策
を
実
現
す

る
こ
と
が
大
事
な
の
で
、
そ
の
政
権･

政
策
が
い
い
か
ど
う
か
は
選
挙
民

の
選
択
に
任
せ
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
が
、そ
う
い
う
大
き
な
展
望
の
下
に
、

国
政
選
挙
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
投
票
率
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
そ
れ
ほ
ど
選
挙
を
や

り
ま
せ
ん
か
ら
、
最
低
で
も
七
一
・
何
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
っ
た
こ
と
は
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
と
く
に
参
議
院
の
場
合
、
投
票
率

が
か
な
り
低
く
、
こ
の
点
も
少
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

３　

両
院
の
権
限
関
係
の
検
討

　

組
織
と
権
限
は
関
連
し
て
い
ま
す
か
ら
、組
織
法
を
変
え
る
と
す
る
と
、

や
は
り
権
限
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
権
限
関
係

は
憲
法
事
項
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
憲
法
を
改
正
し
な
い
と
い
う
前
提

を
と
り
ま
す
と
、
組
織
法
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
組

織
法
を
変
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
組
織
の
運
用
の
や
り
方
を
変
え
る
こ
と

が
大
事
で
す
。
先
ほ
ど
静
態
的
な
両
院
組
織
法
と
申
し
ま
し
た
が
、
頻
繁

に
衆
議
院
の
解
散
が
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ
る
と
、
頻
繁
な
国
政
選
挙
が
あ

る
と
い
う
運
用
の
実
態
が
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
を
少
し
改
め
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で
も
そ
う
し
た
議
論

が
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
権
限
関
係
に
踏
み
込
ん
で
下
院
の
優
越

度
を
高
め
よ
う
と
い
う
方
に
な
れ
ば
、
当
然
、
憲
法
改
正
の
問
題
に
な
り

ま
す
。
わ
れ
わ
れ
も
「
参
議
院
の
将
来
像
を
考
え
る
有
識
者
懇
談
会
」
で

そ
れ
を
強
く
主
張
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
参
議
院

が
う
ん
と
言
い
ま
せ
ん
か
ら
、
実
現
の
見
込
み
は
ゼ
ロ
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
現
に
私
も
、
斎
藤
十
朗
議
長
の
時
代
、
そ
の
有
識
者
懇
談
会

に
入
る
時
、
憲
法
改
正
の
問
題
ま
で
踏
み
込
む
の
か
と
聞
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
結
構
で
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
有
識
者
懇
は
か
な
り
思
い

切
っ
た
案
を
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
参
議
院
は
村
上
正
邦
先

生
が
き
わ
め
て
強
い
力
を
お
も
ち
で
し
た
か
ら
、
激
怒
さ
れ
ま
し
た
。
正

直
そ
れ
で
完
全
に
お
蔵
入
り
で
す
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
ん

な
に
間
違
っ
た
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
今
で
も
あ
り

ま
す
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
待
鳥
さ
ん
の
論
文
も
そ
れ
を
評
価
し
て
お
ら
れ

る
。
政
治
学
者
も
一
般
に
有
識
者
懇
報
告
書
を
評
価
し
て
く
だ
さ
る
の
で
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
隣
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
浅
野
先
生
に
も
─
─
た

ぶ
ん
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
の
座
談
会
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
─
─
そ
の
有

識
者
懇
報
告
書
を
取
り
扱
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ひ
ど

い
評
価
は
下
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
二
つ
の
道
が
あ
り
ま
す
が
、
憲
法
改
正
は
ハ
ー

ド
ル
が
か
な
り
高
い
の
で
、
両
院
の
権
限
関
係
が
現
状
で
あ
る
な
ら
ば
、

両
院
の
組
織
法
を
変
更
す
る
、
あ
る
い
は
、
衆
参
同
時
選
挙
に
し
て
向
こ

う
三
年
間
は
取
り
あ
え
ず
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
選
択
、
つ
ま
り
一
つ
の

予
算
サ
イ
ク
ル
は
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
方
向
の
議
論
も
、
あ
り
得
る
と

思
い
ま
す
。

　

現
在
の
参
議
院
議
員
の
意
識
で
は
、
実
は
逆
転
し
て
お
り
ま
す
。
先
ほ

ど
述
べ
た
有
識
者
懇
談
会
の
時
、
現
職
の
議
員
か
ら
も
当
然
に
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
出
席
さ
れ
た
議
員
が
言
う
に
は
、
自
分
た

ち
も
衆
議
院
議
員
と
同
じ
よ
う
に
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
、

だ
か
ら
権
限
が
な
い
こ
と
が
本
当
は
お
か
し
い
、
と
い
う
議
論
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
憲
法
を
改
正
し
て
イ
タ
リ
ア
と
同
じ
よ
う
に
す

る
の
で
す
か
と
反
論
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
議
員
に
対
す
る
反
論
が
で

き
な
い
と
い
う
の
が
わ
が
国
の
慣
例
で
す
か
ら
、
そ
の
場
で
は
と
く
に
反

論
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
少
な
く
と
も
衆
議
院
選
挙
法
は
直

接
選
挙
で
全
部
入
替
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
─
─
憲
法
に
明
記

さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
─
─
私
は
憲
法
上
の
要
求
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
上
院
議
員
の
選
挙
は
、
明
文
で
固
定
さ
れ
て
い
な
い

以
上
、
憲
法
事
項
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
立
法
政
策
の
一
つ
と
し
て
考
え

る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
す
。
と
い
う
の
も
、
権
限
関
係
が
容
易
に
動
か

せ
な
い
以
上
、
立
法
事
項
で
あ
る
程
度
動
か
せ
る
と
い
う
枠
を
残
し
て
お

か
な
い
と
、
憲
法
が
定
め
て
い
る
両
院
制
そ
の
も
の
が
実
は
意
味
を
な
く

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
も
つ
か
ら
で
す
。
現
職
の
参

議
院
議
員
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
権
限
は
憲
法
上
固
定

さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
選
挙
と
い
う
現
在
の
参
議
院
議
員
選
挙
の
方
法
は

立
法
的
な
選
択
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
想
を
、
も
う
少
し
打
ち
出

し
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
議
論
も
、
私
は
衆
参
両
院
の
委

員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
聞
き
届
け

て
は
い
た
だ
け
な
い
よ
う
で
す
。

　

先
ほ
ど
も
議
論
に
な
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
衆
参
両
院
と
も
組
織
法
に

つ
い
て
は
、
最
高
裁
と
い
う
障
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
投

票
価
値
の
較
差
問
題
は
回
避
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身

も
、
現
在
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
委
員
の
一
人
で
す
か
ら
、

大
変
困
っ
て
お
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
一
人
別
枠
方
式
に
違
憲
状
態
判
決

が
出
た
三
月
下
旬
以
来
、
こ
の
審
議
会
は
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
の
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状
況
で
す
。
改
定
案
の
勧
告
を
─
─
首
相
の
諮
問
機
関
で
す
か
ら
─
─
内

閣
総
理
大
臣
に
出
す
期
限
は
、
来
年
二
月
二
五
日
と
区
切
ら
れ
て
お
り
、

刻
々
と
近
づ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
皆
、
秋

か
ら
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
た
い
へ
ん
気
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
一
票
の
較
差
問
題
と
い
う
な
か
な
か
厚
い
壁
も
あ
っ
て
、

組
織
法
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

お
わ
り
に

　

さ
て
、「
ね
じ
れ
」
国
会
と
い
う
状
況
は
、
国
政
選
挙
の
現
状
を
前
提

に
す
る
か
し
な
い
か
は
と
も
か
く
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
と
分

か
り
ま
す
が
、
衆
議
院
議
員
が
四
年
任
期
、
参
議
院
議
員
が
六
年
任
期
で

す
か
ら
、
衆
議
院
を
任
期
満
了
ま
で
ず
っ
と
持
た
せ
た
と
し
て
も
、
必
ず

生
じ
る
わ
け
で
す
。
衆
議
院
総
選
挙
の
一
年
後
か
そ
こ
ら
に
必
ず
参
議
院

通
常
選
挙
が
あ
り
ま
す
。
当
初
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
政
権
与
党
が
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
等
で
期
待
を
持
た
せ
た
分
だ
け
、
そ
の
後
の
経
過
に
よ
っ
て
国

民
の
側
で
は
ス
ト
レ
ス
が
大
き
く
な
り
ま
す
か
ら
、
ね
じ
れ
状
況
は
必
ず

出
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
「
ね
じ
れ
」
国
会
の
常
態
化
と
い
う
話
で
す
が
、
こ
れ
へ
の
備

え
を
政
党
組
織
の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
、
主
要
な
与
野
党
間
の
大
連
立

は
あ
り
得
る
話
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
政
策
的
に
正
し
い
か
は
別
と
し

て
、
道
と
し
て
は
、
大
連
立
あ
る
い
は
政
界
再
編
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い

状
況
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

他
方
、
選
挙
制
度
の
運
用
の
問
題
と
し
て
考
え
ま
す
と
、
国
政
選
挙
を

頻
繁
に
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
衆
参
同
日
選
挙
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
第
三
次
中
曽
根
内
閣
の
時
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
（
第
三

八
回
衆
院
総
選
挙
・
第
一
四
回
参
院
通
常
選
挙
、
昭
和
六
一
年
七
月
）、

こ
の
時
に
は
参
議
院
の
独
自
性
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
議
論
や
強
い
批

判
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
頻
繁
な
国
政
選
挙
は
必
ず
し
も
よ
き
国
政
を

も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、

あ
る
程
度
の
「
立
法
期
」
を
確
保
す
る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
議
院
運
営
の
問
題
と
し
て
言
い
ま
す
と
、
各
党
の
国
会
対
策

委
員
な
り
衆
参
両
院
の
議
院
運
営
委
員
会
が
そ
れ
な
り
の
司
令
塔
を
き
ち

ん
と
果
た
せ
ば
い
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

よ
う
で
す
。
議
院
運
営
と
し
て
は
、
要
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
要
に
な
ら

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
議
会
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
運
営

を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
昔
の
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
の
時
代
か
ら
す
で
に

議
論
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
『
議
院
戦
略
論
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
一

八
一
六
年
に
出
ま
し
た
。
日
本
で
は
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
は
、
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も
う
阪
谷
芳
郎
と
い
う
後
に
大
蔵
大
臣
に
な
る
人
の
手
に
よ
り
こ
の
論
考

の
翻
訳
が
出
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
両
院
制
の
運
用
の

展
望
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
い
う
展

望
を
持
っ
た
議
会
運
営
を
心
掛
け
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
由
な
し
事
を
並
べ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
は
皆
さ
ん
の
ご
意
見

あ
る
い
は
ご
批
判
に
答
え
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
私
は
研
究
者

と
し
て
の
立
場
か
ら
述
べ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
実
務
的
観
点
か
ら
見

て
そ
れ
は
違
う
、
あ
る
い
は
別
の
視
点
が
あ
り
得
る
と
い
う
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



資　　　料

北法63（3・110）770

北大／立法過程研究会                             2011 年（平 23）9月 1日 

- 1 - 
 

            両院制運用への展望 

                                      大石 眞（京都大学） 

はじめに 

 マニフェスト選挙 

 政権交代と「ねじれ」問題の顕在化 

 政策実現能力の問題 

Ⅰ ねじれ国会の最近例 

 １ 国政選挙の推移 

  2000 年（平12）6 月 第 42 回衆院総選挙 連立与党 271（森内閣） 
  2001 年（〃13）7 月 第 19 回参院通常選挙 与党 138（小泉内閣） 
  2003 年（〃18）11月 第 43 回衆院総選挙 連立与党 275 
  2004 年（〃16）7 月 第 20 回参院通常選挙 与党 139 
  2006 年（〃18）9 月 第 44 回衆院総選挙 連立与党 327 
  2007 年（〃19）7 月 第 21 回参院通常選挙 与党 103（1） 第 167 回国会～第 171 回国会 
  2009 年（〃21）8 月 第 45 回衆院総選挙 民主党 308 
  2010 年（〃22）7 月 第 22 回参院通常選挙 与党 110（2） 第 175 回国会～ 
 ２ ねじれ国会の出現と政権 

 （1）自公政権の場合 
   安倍内閣（第 168 回国会末）、福田内閣・麻生内閣（第 168 回国会～第 171 回国会） 
 （2）民主政権の場合 
   菅内閣（第 176 回国会～） 

Ⅱ 第 174 回国会の検証 

 １ 概 観 

  2010 年（平 22）1.18～6.16（常会） 鳩山内閣 
  内閣提出法案の成立率の低下 64-35（54％） 
 ２ マニフェスト法案 

  政治主導確立法案（内閣法・内閣府設置法等の改正） 行政刷新会議・国家戦略室の恒久的制度化 

  国家公務員法等改正案 幹部人事の一元的管理・内閣人事局の設置） 

  地球温暖化対策基本法 

  郵政改革関連三法 

  労働者派遣法改正案 

 ３ 継続審議案件と参議院先例の障壁 

  継続審議 政治主導確立法案・労働者派遣法改正案など 
  審議未了 国家公務員法等改正案・地球温暖化対策基本法案・郵政改革関連三法案など 8 件 
 ４ 各種決議案のゆくえ 

  常任委員長解任決議案 6 件 
  議長不信任決議案 3 件（衆院 2 件、参院 1 件） 

Ⅲ 内閣提出法案のゆくえ 

 １ 提出法案の絞り込み（通常国会） 

  第 169 回＝福田内閣（80-63）、第 171 回＝麻生内閣（69-62） 
  第 177 回＝菅内閣（90-67） 
   但し、90 法案中 26 件は東日本大震災関連法案で、政策的法案は 64 件（鳩山内閣並み） 
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 ２ 法案の成否と政策実現能力 

  第 174 回国会からの継続案件 
   撤 回 政治主導確立法案 
   修 正 地域主権改革推進関連三法（整備法・協議法・地方自治法改正） 
  第 176 回国会からの継続案件 
   再提出 郵政改革関連三法案・地球温暖化対策基本法案など 
  第 177 回国会での提出案件 
   撤 回 23 年度子ども手当法案 
   審議中 内閣法・内閣府設置法改正案 
   未付託 情報公開法改正案など 
 ３ 与野党協議の推進と限界 

  東日本大震災復興基本法案（6／9 特別委員長提出、6／10 衆院可決、6／20 参院可決） 
  ・閣法 70 号「東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案」（5 月 13 日提出） 

・衆法 8 号「東日本大震災復興再生基本法案」（5 月 18 日提出） 
  東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案（8／9 特別委員長提出、8／11 衆院

可決、8／12 参院可決） 
  ・衆法 19 号「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案」（7 月 1 日提出） 
  ・閣法 85 号「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」（7 月 8 日提出） 
  マニフェスト法案の取扱い 

   特例公債発行法案（閣法 1 号）、子ども手当て法案（閣法 9 号） 

Ⅳ 両院制論議への視点 

 １ 両院協議制度のあり方 

  憲法上の両院協議会 
   ねじれ問題は、両院を通じた与野党の対立問題で、本来的な意味での両院間関係の問題ではない。 

ここでは憲法上の事後的な両院協議会制度は不適合で、むしろ事前の与野党協議が有効となる。 
  与野党協議 
   会派代表者会議、両院合同会議（2005 年の実例） 
 ２ 両院制の組織と運用 

  類似した両院組織法の再検討 

  頻繁な国政選挙の検討 

 ３ 両院の権限関係の検討 

  現状維持の場合 両院組織法の変更と組織法運用の変更 

  衆議院優越の徹底 憲法改正 

おわりに 

 ねじれ国会常態化へのそなえ 

  政党組織の問題  大連立、政界再編 
  選挙制度の運用  衆参同日選挙（国政選挙の低頻度化）と「立法期」の確保 
  議院運営の問題  司令塔としての「国対」「議運」 

 

資 料 

 1 内閣提出法案等成立状況 
 2 主要各国議会制度一覧表（衆議院調査局『別冊Research Bureau 論究』2008 年 9 月）pp.100-101 
 3 「特集 二院制を考える」Voters 創刊号、2011 年 6 月 
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大
石
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

い
わ
ゆ
る
「
ね
じ
れ
国
会
」
の
状
況
に
お
け
る

両
議
院
の
権
能

�

浅
野
　
善
治
　

　

大
東
文
化
大
学
の
浅
野
で
す
。
岡
田
先
生
か
ら
、
大
石
先
生
の
ご
報
告

に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
と
い
う
ご
指
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
石
先
生

の
ご
報
告
に
コ
メ
ン
ト
す
る
な
ど
で
き
る
は
ず
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、

私
な
り
に
少
し
考
え
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

て
、
併
せ
て
ご
批
判
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

大
石
先
生
の
ご
報
告
の
中
で
も
、
非
常
に
広
範
な
問
題
が
出
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
組
織
の
問
題
、
権
限
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
議
事
運
営
の

問
題
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
衆
参
の
ね
じ
れ
と
今
の
政
権
運

営
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
と
必
ず
し
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。そ
の
点
を
中
心
に
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
と
よ
い
の
か
、
私
な
り
の
考
え
を
少
し
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
レ
ジ
ュ
メ
と
資
料
と
し
て
会
議
録
を
配
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
会
議
録
は
二
〇
一
〇
年
三
月
一
六
日
、
参
議
院
内
閣
委
員
会

の
会
議
録
で
す
。
自
民
党
の
古
川
俊
治
議
員
、
埼
玉
県
選
出
の
議
員
で
す

が
、
菅
首
相
に
対
し
て
質
疑
を
し
た
箇
所
で
す
。
菅
さ
ん
が
「
議
会
制
民

主
主
義
と
い
う
の
は
期
限
を
切
っ
た
あ
る
レ
ベ
ル
の
独
裁
を
認
め
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
、
こ
の
発
言
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
う
い
う
答
弁
を
し
た
会
議
録
で
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
会
議
録
か
ら
少
し
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
議
会
制

民
主
主
義
と
は
ど
う
い
う
考
え
方
な
の
か
、
ど
う
い
う
考
え
方
で
進
め
た

か
と
い
う
こ
と
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
を
例
に
と
り
、
菅
さ
ん
に

意
見
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
や
り
と
り
で
す
。
そ
の
中
で
、

菅
さ
ん
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
挙
に
よ
っ
て
政
権
を
選
ん
で

も
ら
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。選
挙
で
選
ば
れ
た
以
上
、期
限
を
区
切
っ

て
、
政
権
が
あ
る
意
味
独
裁
的
に
政
策
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

考
え
方
で
す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
則
っ
て
、
議
院
内
閣
制
の
強
化
あ

る
い
は
政
治
主
導
の
強
化
と
い
う
こ
と
で
改
革
を
進
め
る
、
そ
う
い
う
考

え
方
で
議
会
と
内
閣
の
関
係
を
つ
く
る
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
す
。
こ

れ
に
対
し
て
、
古
川
先
生
か
ら
、
日
本
に
は
参
議
院
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
決
定
的
に
違
う
、「
英
国
と
の
一
番
の
違
い
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り

参
議
院
の
存
在
だ
と
い
う
の
が
日
本
の
憲
法
上
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
」
だ
と
い
う
や
り
と
り
が
あ
る
わ
け
で
す
。
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日
本
国
憲
法
に
お
け
る
両
院
制

　

そ
こ
で
参
議
院
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
す
が
、
や
は
り
日
本
の
憲

法
上
、
参
議
院
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

両
院
制
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
理
念
に
従
っ
て
今
の
政
権

が
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
番
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
何
度
も
話
が
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
両
院
制
は
、
両
院

と
も
に
公
選
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
等
の
民
主
的
正
統
性

を
持
つ
、
あ
る
い
は
権
限
も
同
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
が
で
き
る
時
は
そ
も
そ
も
、
一
院
制

で
い
い
と
い
う
の
が
連
合
国
側
の
考
え
方
で
し
た
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、

民
主
政
の
強
化
、
徹
底
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
参
議
院
が
存
在
す
る
必

要
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日

本
国
政
府
側
か
ら
、
第
二
院
の
存
続
と
い
う
こ
と
の
中
で
、
公
選
で
な
く

て
も
い
い
の
で
第
二
院
を
残
す
、
ま
た
逆
に
そ
う
い
う
立
場
に
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
権
限
も
あ
る
程
度
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
形
で
い
い
の
だ
と
い
う

や
り
と
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
の
中
で
、
公
選
に
よ
る
第
二
院
と

い
う
こ
と
で
決
着
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
権

限
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
の
優
越
が
認
め
る

こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
公
選
議
員

か
ら
な
る
参
議
院
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、ど
う
い
う
権
限
を
持
つ
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

政
権
創
出
に
お
け
る
両
議
院
の
在
り
方

　

日
本
国
憲
法
上
の
両
院
制
の
考
え
方
を
整
理
す
る
と
し
て
、
ま
ず
、
国

会
の
権
能
と
し
て
、
政
権
を
創
出
す
る
、
内
閣
総
理
大
臣
を
指
名
し
て
組

閣
を
さ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

菅
さ
ん
の
考
え
方
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
指
名
す
る
機
能
を
中
心
に
考

え
て
、
国
政
選
挙
と
い
う
の
は
、
政
権
を
選
択
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
択

さ
れ
た
以
上
は
そ
の
政
権
の
意
思
に
従
っ
て
す
べ
て
動
く
、
政
権
が
動
き

や
す
く
す
る
こ
と
自
体
が
あ
る
意
味
で
は
最
適
な
国
政
の
運
営
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
政
府
与

党
の
強
化
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
が
一
番
望
ま
し
い
形
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
政
権
に
対
し
て
両
議
院
が
ど
れ
だ

け
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
関
係
、
政
権
を
創
出
す
る

こ
と
に
お
け
る
両
議
院
の
在
り
方
が
整
理
で
き
ま
す
。

　

政
権
を
創
出
す
る
と
い
う
面
か
ら
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
つ
い

て
も
、
国
会
の
議
決
に
よ
る
指
名
で
あ
り
、
憲
法
上
は
衆
議
院
の
指
名
に
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よ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
参
議
院
も
そ
こ
に
影
響
力
を

持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
両
議
院
の
議
決
が
異
な
っ
た
場
合
、

衆
議
院
の
議
決
に
よ
る
と
い
う
規
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
両
院
協
議

会
で
意
見
調
整
を
し
た
上
で
衆
議
院
の
議
決
が
国
会
全
体
の
議
決
に
な
る

と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
ま
す
。
結
局
は
、
衆
議
院
の
指
名
し
た
議
員
が

内
閣
総
理
大
臣
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
参
議
院
の
意
思
が
入
っ
た

形
で
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
念
が
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

そ
う
い
う
こ
と
の
中
で
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
、
そ
の
限
り
で
衆
議
院
が

優
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

衆
議
院
だ
け
に
認
め
ら
れ
て
い
る
内
閣
不
信
任
決
議
権
、そ
れ
に
伴
う
、

伴
う
と
言
っ
て
い
い
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
衆
議
院
の
解
散
が
あ
り
ま

す
。
政
権
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
衆
議
院
の
み
が
実
際
に
法
的
効
果
を

も
つ
内
閣
不
信
任
決
議
権
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
内
閣
の
責
任
追
及

か
ら
言
え
ば
、
憲
法
上
、
内
閣
は
国
会
に
対
し
て
連
帯
し
て
責
任
を
負
う

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
決
し
て
参
議
院
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
衆
議
院
の
み
に
内
閣
不
信
任
決
議

権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

内
閣
に
予
算
編
成
権
が
あ
る
と
と
も
に
、
予
算
の
審
議
に
つ
い
て
は
、

衆
議
院
の
先
議
、
一
定
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
衆
参

の
議
決
が
異
な
っ
た
場
合
、
両
院
協
議
会
を
必
ず
開
い
て
意
見
を
調
整
し

た
上
、
ま
と
ま
ら
な
け
れ
ば
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
と
い

う
規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
条
約
の
締
結
は
内
閣
の
権
能
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
条
約
締
結
の
承
認
に
つ
い
て
も
予
算
と
同
じ
く
、
衆

議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

衆
議
院
の
優
越
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
法
案
の
再
議
決
を
除
く
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
っ
た
事
柄
に
な
り
ま
す
。
政
権
に
対
し
て
衆
議
院

が
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
と
い
う
意
味
合
い
が
、
い
ず
れ
の
点
で
も
強
く

感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
政
権
を
創
出
す
る
、
あ

る
い
は
政
権
に
対
す
る
信
任
関
係
の
中
で
、
両
議
院
の
う
ち
特
に
衆
議
院

が
中
心
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
憲
法
上
、
そ
こ
に
色

濃
く
出
て
い
ま
す
。
衆
議
院
の
多
数
党
が
政
権
を
創
出
す
る
と
い
う
意
味

で
、
政
権
与
党
と
な
っ
て
協
働
し
て
、
政
策
運
営
を
す
べ
き
だ
と
い
う
考

え
方
が
強
く
読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

政
権
あ
る
い
は
政
府
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
逆
の
見
方
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
国
会
同
意
人
事
に
お
け
る
参
議
院
の
役
割

で
す
。
内
閣
が
適
任
と
思
う
者
に
つ
い
て
も
、
参
議
院
が
反
対
す
る
と
、

ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か

と
い
う
問
題
で
す
。
ま
た
、
参
議
院
議
員
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
を
指
名
す

る
こ
と
に
つ
い
て
必
ず
し
も
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま

す
。
こ
こ
か
ら
、
参
議
院
議
員
、
参
議
院
と
政
権
と
の
つ
な
が
り
を
ど
の
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よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
閣
僚
に
つ

い
て
も
、
国
会
議
員
の
中
か
ら
過
半
数
を
任
命
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、

衆
議
院
議
員
と
い
う
縛
り
が
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
参
議
院
議
員
の
入
閣
も

認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
中
で
、
政
権
と
衆
議
院
、
参
議
院
と
の
距
離
と

い
う
こ
と
か
ら
、
参
議
院
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ま

れ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、憲
法
全
体
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、

政
権
と
衆
議
院
が
深
く
結
び
付
く
よ
う
な
形
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
整
理

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

行
政
統
制
に
お
け
る
両
議
院
の
在
り
方

　

国
政
が
運
営
さ
れ
る
と
き
、
立
法
も
あ
り
ま
す
が
、
行
政
統
制
と
い
う

機
能
か
ら
、
両
議
院
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
権
限
を
行
使
で
き
る
か
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
憲
法
上
の
権
限
を
整
理
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
国
会
」
に
対
し
て
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
内
閣
責
任
追
及
に

お
け
る
参
議
院
の
役
割
を
考
え
た
場
合
、
憲
法
上
、
衆
議
院
に
対
し
て
参

議
院
の
権
限
が
劣
る
、
あ
る
い
は
衆
議
院
が
優
越
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

特
に
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
内
閣
と
参
議
院
が
政
権
運
営
に
お
い
て
協
働
す

る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
内
閣
の
責
任
追
及
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え

ば
、
衆
議
院
と
参
議
院
は
同
等
の
責
任
追
及
が
で
き
る
と
い
え
ま
す
。
法

的
効
果
を
持
つ
不
信
任
決
議
を
政
権
と
の
関
係
と
し
て
別
に
考
え
る
と
す

れ
ば
、参
議
院
も
、内
閣
の
責
任
を
追
及
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

参
議
院
が
内
閣
の
責
任
追
及
権
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
の
中
で
は
、
国
政
調
査
権
が
各
議
院
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

一
つ
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
国
政
調
査
権
は
、
国
会
の
権
能

で
は
な
く
、
議
院
の
権
能
で
す
。
参
議
院
が
国
政
調
査
権
を
活
用
し
て
行

政
統
制
を
行
う
こ
と
は
、参
議
院
の
強
い
権
限
と
し
て
で
き
る
わ
け
で
す
。

最
近
の
改
正
と
し
て
、
衆
議
院
に
予
備
的
調
査
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
予
備
的
調
査
に
対
す
る
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
の
方

に
こ
そ
予
備
的
調
査
を
内
閣
責
任
追
及
の
一
手
段
と
し
て
活
用
す
る
と
い

う
考
え
方
が
あ
っ
て
も
い
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

政
策
決
定
過
程

　

政
権
が
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
決
定
し
て
い
く
中
で
両
議
院
が
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
移
り
ま
す
。
議
院
内
閣
制
を

採
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
政
府
与
党
が
中
心
に
な
っ
て
政
策
を
決
定

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
権
を
創
出
す
る
衆
議
院
の
与
党

が
政
府
と
一
体
と
な
っ
て
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
与
党
か
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ら
離
れ
て
、
政
府
内
部
に
入
っ
た
与
党
議
員
の
閣
僚
等
を
中
心
に
し
て
、

内
閣
を
中
心
に
し
て
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
が
も
う
少
し
徹
底
さ
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
官
僚
主
導
か
ら
政
治
主
導
と
い
う
こ
と

の
中
で
、
内
閣
を
中
心
と
し
て
衆
議
院
議
員
が
政
策
を
決
定
す
る
、
あ
る

い
は
衆
議
院
の
与
党
が
政
策
を
決
定
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
は
、
一
つ

の
強
い
考
え
方
と
し
て
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
参
議
院
側
を
意
識
す
る
場
合
、
政
策
を
決

定
し
た
と
し
て
も
果
た
し
て
国
会
で
審
議
し
て
通
過
す
る
か
、
と
い
う
問

題
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ね
じ
れ
状
況
」
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

参
議
院
で
の
政
策
決
定
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
た
上
で
政
策
の
実
現
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
は
、
参
議
院
で
の
議
論
が
十
分
に
配
慮

さ
れ
て
政
策
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
流
れ
が
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
流
れ
で
考
え
て
い
く
と
す
れ
ば
、
政
策
決
定

段
階
か
ら
与
野
党
が
協
議
を
す
る
、
つ
ま
り
、
与
野
党
が
協
議
を
し
て
政

策
を
決
定
し
な
け
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
政
策
実
現
に
結
び
付
か
な
い
と

い
う
流
れ
も
出
て
き
ま
す
。

　

強
い
与
党
あ
る
い
は
強
い
政
府
を
つ
く
っ
て
、
政
府
与
党
が
一
体
と

な
っ
て
、
菅
さ
ん
が
言
う
よ
う
な
、
あ
る
意
味
期
限
を
区
切
っ
た
独
裁
政

と
い
う
形
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
と
す
る
な
ら
ば
、
政
府
与
党
を
中
心
と
し

た
政
策
決
定
が
な
さ
れ
て
、
国
会
は
政
府
に
対
す
る
問
題
点
指
摘
の
場
に

な
る
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
強
く
出
て
く

る
と
思
い
ま
す
が
、
衆
参
の
ね
じ
れ
を
背
景
に
し
た
場
合
、
参
議
院
に
お

け
る
野
党
が
政
府
の
政
権
運
営
に
対
し
て
大
き
な
権
限
を
持
つ
と
い
う
こ

と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
は
、
与
野
党
が
事
前
協
議
し
た
上
で
の

政
策
決
定
す
る
と
い
う
状
況
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
背
景
に
し
て
、
例
え
ば
、
内
閣
提
出
法
律
案
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
審
議
を
し
て
法
律
案
を
決
定
す
る
の
か
、
提
出
し
た

後
に
ど
の
よ
う
な
審
議
経
過
を
た
ど
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
内
閣
提

出
法
律
案
の
提
出
率
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
を

整
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
与
野
党
協
議
が
中
心
に
な
っ
た
政
策
決
定
過
程
が
重
視
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
後
の
審
議
中
の
与

野
党
対
決
だ
け
で
は
当
然
不
十
分
な
状
態
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ

に
備
え
る
た
め
に
院
外
の
政
策
協
議
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
場
が
重

視
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
与
野
党

幹
事
長
、
書
記
局
長
会
談
と
い
う
よ
う
な
形
で
与
野
党
の
幹
部
が
政
権
協

議
を
す
る
、
あ
る
い
は
各
党
の
実
務
者
会
議
の
中
で
政
策
協
議
が
進
ん
で

い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
姿
か
と
思
い
ま
す
。

議
事
手
続
へ
の
影
響
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参
議
院
が
あ
る
程
度
の
権
限
を
持
ち
な
が
ら
、
政
府
与
党
と
必
ず
し
も

同
じ
動
き
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
与
野
党
協
議

が
中
心
と
な
っ
た
政
策
決
定
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
き
ま

す
。
そ
う
な
る
と
議
事
運
営
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問

題
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

議
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
両
院
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
活
動
す
る
と
い
う

こ
と
が
前
提
に
な
り
ま
す
。
基
本
と
し
て
当
然
、
政
府
与
党
が
望
む
姿
で

参
議
院
が
動
く
こ
と
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
各
議
院
の
独

立
活
動
が
あ
る
意
味
で
は
進
ん
で
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
参
議
院
に
お
い

て
は
、
独
自
の
事
情
に
よ
っ
て
継
続
審
議
に
な
ら
な
い
案
件
が
あ
る
と
い

う
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
独
立
活
動
の
原
則
か
ら
当
然
出
て
く
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

両
院
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
ご
報
告
で
も
話
が
出
て
い
ま
す

が
、
両
院
協
議
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
院
が
議
決
し
た
後
で
の
協
議
に
な

り
、
両
院
協
議
を
経
て
成
案
を
得
た
後
、
さ
ら
に
衆
議
院
と
参
議
院
が
ま

た
議
決
す
る
と
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
形
の
中
で
細
か

な
議
論
が
で
き
る
か
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
両
院
協
議
会
の
活
用

よ
り
は
む
し
ろ
、
事
前
の
与
野
党
協
議
に
中
心
が
移
っ
て
い
く
と
い
う
の

が
自
然
の
こ
と
と
考
え
ま
す
。

　

参
議
院
に
つ
い
て
も
立
法
、
政
策
決
定
が
大
き
な
活
動
と
し
て
認
め
ら

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
野
党
が
中
心
と
な
っ
た
政
策
提
案
も
進
ん
で
き
ま

す
。こ
の
こ
と
は
議
事
手
続
の
中
で
も
現
れ
て
く
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
大
石
先
生
の
ご
報
告
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震

災
復
興
基
本
法
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に

関
す
る
特
別
措
置
法
に
つ
い
て
も
、
野
党
か
ら
政
策
提
案
と
い
う
形
で
具

体
案
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
野
党
議
員
立
法
に
よ
る
政
策
提
案
が

出
て
く
る
こ
と
、
ま
た
進
ん
で
く
る
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合

う
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
議
事
手
続
を
し
っ
か
り
整
理
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

内
閣
提
出
法
案
に
つ
い
て
は
、修
正
あ
る
い
は
回
付
が
当
然
起
き
ま
す
。

回
付
案
に
つ
い
て
の
再
議
決
、
あ
る
い
は
衆
参
の
議
決
が
異
な
っ
た
も
の

に
つ
い
て
の
再
議
決
に
つ
い
て
、
憲
法
上
一
つ
の
制
度
と
し
て
ど
の
よ
う

に
運
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
当
然
出
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

選
挙
制
度
の
見
直
し

　

果
た
し
て
、
政
権
創
出
あ
る
い
は
政
策
決
定
の
中
で
、
衆
参
の
権
限
を

ど
う
配
分
す
る
か
、
参
議
院
が
衆
議
院
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
日
本
国
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
整
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理
す
る
と
す
れ
ば
、
政
権
を
つ
く
り
出
す
、
あ
る
い
は
政
権
と
協
働
す
る

と
い
う
面
で
は
、
衆
議
院
が
参
議
院
に
対
し
て
一
定
の
優
位
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
政
策
を
批
判
す
る
、
政
策
決
定
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
と
い

う
意
味
か
ら
す
る
と
、
衆
議
院
と
参
議
院
は
ほ
ぼ
同
じ
権
限
を
持
つ
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

政
府
与
党
の
中
で
政
策
決
定
が
あ
っ
た
場
合
、
政
府
与
党
の
運
営
の
中

で
衆
議
院
と
同
じ
形
で
の
政
党
中
心
と
し
た
参
議
院
の
勢
力
が
で
き
る
と

す
る
な
ら
ば
、
衆
議
院
、
参
議
院
の
間
で
極
め
て
不
正
常
な
状
態
が
起
き

て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
解
消
に
は
、
政
党
の
枠
組
み
を
超

え
て
参
議
院
が
機
能
を
十
分
に
果
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
両
院
の

関
係
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
が
出
て
く
る
か
と
思

い
ま
す
。

　

大
石
先
生
か
ら
の
ご
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
例
え
ば
、
小
選
挙
区

制
が
中
心
を
占
め
る
よ
う
な
衆
参
の
選
挙
制
度
が
あ
っ
た
場
合
、
さ
ら
に

頻
繁
に
選
挙
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
憲
法

で
考
え
ら
れ
て
い
る
参
議
院
の
権
限
が
十
分
に
果
た
し
得
る
の
か
と
言
う

と
、
か
な
り
疑
問
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
仮
に
参
議
院
を
衆
議
院

と
同
じ
権
限
と
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
政
権
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
る

形
で
、
参
議
院
が
独
自
の
立
場
で
意
思
決
定
で
き
る
と
い
う
見
方
も
で
き

る
よ
う
な
組
織
構
成
に
す
べ
き
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
選
挙

制
度
改
革
が
、
政
権
選
択
可
能
な
選
挙
の
実
現
を
中
心
に
し
て
、
衆
議
院

選
挙
制
度
の
中
で
進
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
状
に
お
い
て

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
の
か
が
問
題
だ
と
感
じ
ま

す
。
政
権
選
択
可
能
な
選
挙
制
度
が
衆
議
院
だ
け
の
選
挙
制
度
で
あ
っ
た

は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
議
院
の
選
挙
制
度
に
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
が

及
ん
で
き
て
い
る
中
、
政
権
の
運
営
を
極
め
て
脅
か
す
実
態
が
現
れ
て
い

る
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

私
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
大
体
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す

が
、
大
石
先
生
の
お
話
に
少
し
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
す
れ
ば
、

第
一
七
四
回
国
会
の
鳩
山
内
閣
の
ケ
ー
ス
で
す
。
両
議
院
の
ね
じ
れ
は
決

し
て
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
政
権
運
営
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う

問
題
が
出
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
鳩
山
内
閣
の
政
権
運
営
が
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
大
き

な
問
題
の
一
つ
は
、
第
二
一
回
参
議
院
通
常
選
挙
の
結
果
が
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
参
議
院
選
挙
で
民
主
党
が

自
民
党
を
破
り
ま
し
た
が
、
民
主
党
だ
け
で
は
過
半
数
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
参
議
院
を
政
府
与
党
と
同
調
し
て
働
か
せ
る
た

め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
民
主
党
は
、
国
民
新

党
、
社
民
党
、
新
党
日
本
と
連
立
政
権
を
創
る
、
国
民
新
党
、
新
党
日
本
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と
統
一
会
派
を
組
む
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
ど

う
い
う
問
題
が
起
き
て
く
る
か
と
い
う
と
、
社
民
党
が
政
権
か
ら
離
脱
し

な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
普
天
間
の
問
題
で
、
実
は
か
な
り
無
理
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
民
党
の
考
え
方
に
沿
っ
た
発
言
を
し
て
い
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
ど
ん
ど
ん
首
が
絞
ま
っ
て
い
く
と
い
う
問
題

は
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
国
民
新
党
が
政
権
か
ら
離
脱
し

な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
郵
政
改
革
関
連
三
法
案
に
つ
い
て
、
大
石

先
生
か
ら
先
ほ
ど
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
非
常
に
無
理
な
形
で
衆
議
院

の
採
決
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
か
と
言
う
と
、

郵
政
改
革
三
法
案
を
成
立
さ
せ
て
政
策
を
実
施
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
国

民
新
党
が
政
権
か
ら
離
脱
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
衆
議
院
で
議
決

す
る
こ
と
の
政
治
的
意
味
合
い
を
優
先
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

そ
う
い
う
問
題
が
起
き
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

自
民
党
時
代
の
福
田
内
閣
も
、
ね
じ
れ
の
中
で
、
例
え
ば
イ
ン
ド
洋
の

給
油
継
続
問
題
、
ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫
定
税
率
問
題
と
い
っ
た
厳
し
い
与
野

党
対
立
が
あ
り
ま
し
た
。
福
田
内
閣
で
も
、
法
律
案
の
再
議
決
を
繰
り
返

し
ま
し
た
が
、
福
田
内
閣
と
鳩
山
内
閣
と
は
、
か
な
り
事
情
が
違
う
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
国
会
の
議
事
運
営
を
に
ら
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
政
策
決

定
を
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
福
田
内
閣
の
時
代
は
、
国
会
の
全

日
程
を
に
ら
ん
で
、
ど
う
い
う
日
程
で
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
、
ど
こ
ま

で
決
定
で
き
る
か
と
い
う
形
の
見
込
み
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
の
再
議
決

だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
常
任
委
員
長
解
任
決
議
と
い
っ
た
も
の

が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
も
織
り
込
ん
で
い
た
と
も

思
え
る
わ
け
で
す
。
福
田
内
閣
は
行
き
詰
ま
っ
て
辞
め
て
し
ま
う
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、福
田
首
相
は
、辞
任
の
会
見
で
「
私
の
こ
の
先
を
見
通
す
。

…
私
は
自
分
自
身
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
ん
で
す
。」
と
い
う

話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
先
の
見
通
し
と
し
て
手
詰
ま
り
に
な
っ
た
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
鳩
山
内
閣
の
議
事
運
営
は
、
国
会
の
全
日
程
を
考
え

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
っ
て
み
れ
ば
そ
の
時
点
の
政
治
的
意
味
合
い

を
強
く
意
識
し
た
議
事
運
営
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
参
議
院
の
存
在
が
あ

る
中
で
政
策
の
運
営
の
仕
方
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
に
な
っ
て
、
与
野
党
協
議
あ
る
い
は
三
党
合
意
と
い
う
中
で
政
策

決
定
が
進
ん
で
い
ま
す
。
赤
字
公
債
、
特
例
公
債
の
発
行
法
案
、
子
ど
も

手
当
法
案
に
つ
い
て
も
、
各
党
合
意
の
中
で
決
定
さ
れ
、
法
案
化
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
菅
首
相
退
陣
の
条
件
と
い
う
中
で
、
政
策

の
三
党
合
意
、
各
党
合
意
が
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
自
民
党
を
と

ら
え
て
み
る
と
実
は
、
参
議
院
自
民
党
は
そ
う
い
っ
た
合
意
に
対
し
て
強

く
反
対
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
民
主
党
の
運
営
と
い

う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
西
岡
武
夫
参
議
院
議
長
は
、
党
籍
離
脱
し
て
い
る
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と
い
っ
て
も
、
民
主
党
の
立
場
か
ら
か
な
り
強
い
反
対
を
お
っ
し
ゃ
る
、

あ
る
い
は
独
自
の
行
動
を
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
参
議
院

が
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
形
で
い
ろ
い
ろ
な
行
動
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
出
て
き
て
い
る
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　

こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
ね
じ
れ
国
会
に
お
け
る
両
院

制
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
一
つ
の
方
向
は
、
大

石
先
生
か
ら
の
ご
報
告
の
中
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
衆
議
院
に
対

し
て
参
議
院
の
権
限
を
い
か
に
変
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
、
憲
法
改

正
も
含
め
て
、
そ
の
極
端
な
形
は
一
院
制
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

衆
議
院
が
中
心
に
存
在
す
る
よ
う
な
政
権
運
営
が
実
現
す
る
よ
う
に
、
衆

議
院
が
圧
倒
的
に
優
位
な
権
限
を
持
つ
よ
う
な
形
で
整
理
す
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
方
向
は
、
今
の
憲
法
上
の
両
院
の
権
限
を
そ
の
ま
ま
に
考

え
て
、
参
議
院
の
特
殊
化
を
い
か
に
図
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
参
議
院

が
そ
の
存
在
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
意
義
を
少
し
踏
み
込
ん
で
い

う
と
す
れ
ば
、
政
権
に
対
す
る
距
離
を
い
か
に
保
っ
た
ま
ま
、
参
議
院
の

権
限
が
行
使
で
き
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
組
織
を
い
か

に
つ
く
っ
て
い
く
の
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
ね
じ
れ
が
常
態
化
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
の
よ
う
な
政
府
与
党
の
中
で
政
策
を
決
定
し
て
い
く
と
い
う
形
が

必
ず
し
も
と
れ
な
く
な
る
こ
と
が
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
与
野
党
の
事
前
協
議
が
政
治
の
中
の
存
在
と
し
て
常
態
化
し
て

い
く
と
思
い
ま
す
。

　

民
主
党
の
平
野
貞
夫
元
議
員
、
小
沢
一
郎
先
生
の
懐
刀
と
い
わ
れ
た
方

で
す
。
こ
の
方
が
、
議
会
制
民
主
主
義
は
、
舞
台
裏
の
交
渉
と
い
う
形
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
裏
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
議
会
制
民

主
主
義
と
い
う
以
上
、
与
野
党
間
の
協
議
は
表
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
い

く
ら
で
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
与
野

党
の
合
意
が
、
院
外
と
い
い
ま
す
か
、
表
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
ど
ん
ど
ん

進
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の

よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
起
き

た
場
合
、
後
か
ら
検
証
で
き
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
何
が
議
論
さ

れ
て
何
が
決
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
議
会
の
中
で
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
適
切
で
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

思
い
付
く
ま
ま
に
、
衆
参
の
ね
じ
れ
を
含
め
て
両
院
制
に
つ
い
て
、
私

の
考
え
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
石
先
生
に
対
す
る
コ
メ
ン

ト
と
い
う
形
で
は
な
く
、
私
の
考
え
方
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
後
は
、
皆
さ
ん
の
ご
質
問
あ
る
い
は
ご
批
判
に
お
答
え
を
し

て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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＊
大
石
眞
教
授
の
報
告
原
稿
と
浅
野
善
治
教
授
の
大
石
報
告
へ
の
コ
メ
ン

ト
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
に
北
海
道
大
学
で
開
催
さ
れ
た
北
大
立
法

過
程
研
究
会
に
お
け
る
報
告
と
コ
メ
ン
ト
を
活
字
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
研
究
会
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
二
院
制
の
比

較
立
法
過
程
論
的
研
究
」
平
成
二
一
年
度
～
平
成
二
五
年
度
（
研
究
代
表

者
・
岡
田
信
弘
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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消費者契約法における
誤認に基づく取消しの対象

山　本　哲　生

論　　　説
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はじめに

　消費者契約法は一定の場合に契約の申込みまたは承諾を取り消すこと
ができることを定めている。このうち、消費者が誤認したことによって
なされた意思表示につき取消しを認めるいわゆる誤認類型は、不実告知
（消費契約４条１項１号）、断定的判断の提供（消費契約４条１項２号）、
不利益事実の不告知（消費契約４条２項）の３類型である。不実告知と
不利益事実の不告知では、重要事項に関して不実告知や不利益事実の不
告知がなされることが要件となっている。正確には、不実告知では、重
要事項について不実告知をすることが必要である（消費契約４条１項１
号）。不利益事実の不告知では、重要事項または重要事項に関連する事
項について利益となる旨を告げ、当該重要事項について不利益事実を告
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げないことが必要である（消費契約４条２項）。このように不実告知ま
たは不利益事実の不告知による取消しが認められるかどうかについて
は、重要事項とは何かが重要な意味を持つ。
　重要事項は、消費者が当該契約を締結するかどうかの判断に通常影響
を及ぼすべきものであり、かつ、次の事項に限られる。すなわち、物品、
権利、役務等の当該契約の目的となるものの質、用途その他の内容、あ
るいは物品等の当該契約の目的となるものの対価その他の取引条件であ
る（消費契約４条４項）。このように定められた重要事項に具体的にど
のような事項が含まれるかについては従来から議論があった1。
　このような状況において、最高裁平成22年３月30日判決判時2075号32
頁は、金の商品先物取引委託契約につき、金の将来価格について上がる
という予測を述べて勧誘した場合に、不利益事実の不告知による取消し
が認められるかどうかが問題となったケースにおいて、商品先物取引の
委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不
確実な事項は重要事項ではないとして、取消しを認めなかった。本稿は、
この最高裁判決を契機として、消費者契約法による消費者の誤認に基づ
く意思表示につき取消しが認められる範囲について、若干の検討を行う
ものである。

Ⅰ　最高裁平成22年３月30日判決

１　事案および判旨
　事案を簡単に述べると次のようなものである。X（原告、控訴人、被
上告人）は本件取引当時64歳の男性であり、相当以前に一度だけ株式の
現物取引をした経験はあったが、商品先物取引の経験はなかった。Y（被

1 山本敬三「消費者契約法と情報提供法理の展開」金法1596号（2000年）11頁、
池本誠司「不実の告知と断定的判断の提供」法セ549号（2000年）20頁、道垣
内弘人「消費者契約法と情報提供義務」ジュリ1200号（2001年）49頁、千葉恵
美子「金融取引における契約締結過程の適正化ルールの構造と理論的課題」金
法1644号（2002年）37頁、野々山宏「消費者契約法と契約締結過程の適正化」
法教310号（2006年）104頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編『コン
メンタール消費者契約法（第２版）』（商事法務、2010年）88頁以下。
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告、被控訴人、上告人）は東京工業品取引所等の複数の商品取引所の会
員で商品取引員であり、顧客から委託を受けて、売買取引所に取り次ぐ
こと等を業とする会社である。
　平成17年11月ころから、Xは、Yの札幌支店の外務員であるA、同
支店の営業課長Bから、金の商品先物取引の勧誘を受けるようになっ
た。平成17年11月24日、XはYと商品先物取引受託契約（本件基本契約）
を締結した。これに先立ち、Xは、商品先物取引の仕組みやリスク等に
つき説明を受け、また、断定的判断の提供の禁止について質問を受け、
取引の注文は自己判断で行う旨を回答している。
　その後、A、Bは金の先物取引の勧誘を続けた。まず、平成17年12月
７日、金の値段が年内に１グラム当たり2400円程度まで上がるだろうと
の見通しを伝えた。その後、Xに対し、東京金の値動きを示した表に、
「一般的に…勝てば官軍負ければ賊軍ですが、現在の金相場は…買えば
官軍売れば賊軍？？？買った者勝ちだと思います。年内2400円～ 2500
円目標？？？」と記載したファクシミリ文書を送信した。また、「外貨
準備に占める割合、ロシア、金を倍増、中銀10％方針高値の一因にも」
との見出しの日本経済新聞の記事に「10％まで比率を高めた場合500ｔ
の新たな需要が見込めます。ロシアだけではなく他国も含めますと3000
ｔ規模になります。原油は７倍になりましたが、金も７倍になりますと、
1750ドル（6751円）です。ひじょうに夢とロマンがあります。」と記載
したファクシミリ文書を送信した。同年12月12日、Bは金の値段がストッ
プ高を付けていることを伝え、取引を始めることを勧めた。
　同日、Xは、1500万円の委託証拠金を入金し、金200枚の買注文を出し、
金の商品先物取引を委託する契約（本件取引）を締結した。同年12月13
日、東京市場における金価格は急落し、同月14日、Xは手仕舞いをした。
この取引により、総額3139万円の売買差損金が生じ、この金額から委託
証拠金1500万円を控除した残額の1639万円につき、Yが立替払いした。
　本件契約締結前後の、金の東京市場の状況は次のようなものであった。
①金現物取引における世界標準の価格であるロコ・ロンドン市場価格と
比べて、東京市場価格の異常な独歩高が連続していた。②平成17年12月
９日、①の状況を受けて、東京工業品取引所では臨時の貴金属市場管理
委員会が開催され、市場動向について注意深く監視することの確認など
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がなされ、同月12日には、同月14日分から当分の間臨時増証拠金を預託
させることが決定された。③東京工業品取引所における平成17年12月９
日、12日の、Xが買玉を建てた平成18年10月限月の金の買ポジションの
総取組高は30万枚を超える非常に多いものであり、うち一般委託者の割
合は約98％であった。
　Xは、Yの断定的判断の提供等により委託証拠金相当の1500万円と弁
護士費用相当額の200万円の損害を被ったとして、不法行為による損害
賠償を求めて訴えを提起した。これに対し、Yは前記立替払金1639万円
の支払を求めて訴えを提起した。第１審（札幌地判平成19・５・22金判
1285号53頁）は、Xの請求を棄却し、Yの請求を認容した。Xが控訴し
たが、控訴審において、Xは、消費者契約法４条１項２号、４条２項に
より平成17年12月12日の金の先物取引の委託契約の申し込みの意思表示
を取り消したとして、委託証拠金1500万円の不当利得による返還請求と
いう主張を追加し、これを主位的請求とした。また、予備的請求として、
不法行為等による損害賠償を求めた。控訴審（札幌高判平成20・１・25
判時2017号85頁）では不利益事実の不告知による取消しが認められた。
これに対してYが上告した。
　最高裁（最判平成22・３・30裁判集民事233号31頁、判時2075号32頁）
は、不利益事実の不告知による取消しは認めず、Xの主位的請求を棄却
した。判旨は次の通りである。
　「消費者契約法４条２項本文にいう『重要事項』とは、同条４項にお
いて、当該消費者契約の目的となるものの『質、用途その他の内容』又
は『対価その他の取引条件』をいうものと定義されているのであって、
同条１項２号では断定的判断の提供の対象となる事項につき『将来にお
けるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将
来における変動が不確実な事項』と明示されているのとは異なり、同条
２項、４項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の
価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用い
られていない。そうすると、本件契約において、将来における金の価格
は『重要事項』に当たらないと解するのが相当であって、Ｙが、Ｘに対
し、将来における金の価格が暴落する可能性を示す・・・ような事実を
告げなかったからといって、同条２項本文により本件契約の申込みの意
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思表示を取り消すことはできないというべきである。」

２　本件事案の検討
　本件は金の商品先物取引委託契約につき消費者契約法による取消が認
められるかが問題となった事案であり、控訴審は、商品先物取引委託契
約につき消費者契約法４条２項（不利益事実の不告知）による取消を認
めた唯一の裁判例である。これに対し、最高裁は不利益事実の不告知に
よる取消を認めなかったが、問題とされているのは将来の金の価格とい
う将来における変動が不確実な事実が重要事項に当たるかどうかであ
り、本判決はこの点につき判断した初めての最高裁判決として重要な意
味をもつ。
　本件については、控訴審においても最高裁においても、断定的判断の
提供には当たらないとされている2。本件の事案は断定的な判断という言
葉にはなじみにくいものと思われるが、本件の事案の処理として問題に
なるのは、そのようなケースにおいて、契約の取消が認められるかとい
うことである。最初に、金の将来価格が重要事項に当たるかどうかとい
う点はひとまず措くことにし、事案の処理として、実質的に取消しを認
めることが妥当かどうかを検討する。
　前述のように、控訴審では不利益事実の不告知による取消しが認めら
れているが、取消しが認められるためには、告げられなかった不利益な
事実は、利益となる旨を告げられたことにより、当該事実が存在しない
と消費者が通常考えるべきものでなければならない（消費契約４条２
項）。本件は断定的判断が提供されて、これを信じたという場合には該
当しないことを前提とすると、そのような場合に、利益となる評価を告
げられたからといって、不利益な事実がないと考えるのが通常であると
いえるかがもっとも問題になる。
　将来の価格の動向について業者が一定の評価を示して勧誘したような

2 賛成するものとして、今西康人・判批・リマークス38号（2009年）36頁、泉
日出男・判批・大憲論叢48巻（2010年）43頁、松本恒雄・判批・リマークス43
号（2011年）57頁。なお、宮下修一「消費者契約法４条の『重要事項』の意味」
国民生活研究50巻１号（2010年）87頁。
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場合については、価格の動向についての判断は、本来各人の責任で行う
べきものであり、相手方の評価をそのまま鵜呑みにするのではなく、自
ら正確に事実を理解し、それに基づいて主体的に判断すべきであるとい
う指摘がなされている3。このように相手方の評価は鵜呑みにしてはなら
ないのが原則であるとすると、利益となる評価を告げられたことにより
不利益な事実がないと考えることは、評価を鵜呑みにしたということで
あるから、まさに断定的判断の提供に当たるような場合でなければ、意
思表示の取消を認めるべきではないことになる。これは消費者契約法４
条２項の要件としていえば、価格が下落するであろうこと、あるいは価
格の下落要因となる事実は、有利な評価を告げられたことによって、消
費者が存在しないと考えるのが通常である不利益な事実に当たらない
と、原則としては考えるべきであるということである4。
　このような観点から本件の事案をみると、同時期の金先物取引につき、
消費者契約法による取消しが問題となったいくつかの裁判例があるが、
そこでは、臨時増証拠金の決定が出るまでは、まだ、金価格が上昇する
と予測することも合理的であるなどの指摘がなされ、不利益事実の不告
知による取消を認めたものはない5。これらを参考にしても、本件の事実
関係では、本件取引をする前の段階では、金価格が上がるか下がるかは
分からない状態であり、金価格が上がるという評価も断定的な形ではな
いことからすれば、不利益事実の不告知に当たらないというべきケース

3 山本敬三「消費者契約法の意義と民法の課題」民商123巻４＝５号（2001年）
514頁。最高裁判決につき、具体的な市場リスクについては、重要事項の対象
外とするものとの指摘がある。角田美穂子・判批・民商144巻１号（2011年）
103頁。
4 存在しないと考えるのが通常かどうかは平均的消費者を基準として判断され
る。消費者庁企画課編『逐条解説消費者契約法（第２版）』（商事法務、2010年）
120頁。
5 大阪地堺支判平成20・５・30先物取引裁判例集54号44頁、大阪高判平成20・
12・18先物取引裁判例集54号88頁、横浜地相模原支判平成20・２・21先物取引
裁判例集53号108頁、東京高判平成20・７・16先物取引裁判例集53号135頁、福
井地判平成22・２・４先物取引裁判例集58号494頁。
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であるように思われる6 7。

３　最高裁判決の影響
　本件の事案においては、取消しを認めないことは妥当であるとしても、
金価格が上がるという有利な評価を告げていたところ、金価格が下落し
たというようなケースにおいて、事案によっては、少なくとも実質的に
は取消しを認めることが妥当である場合もあるかもしれない。たとえば、
金価格が下落することがほぼ確実であるという事情を知りながら、有利
な評価を告げていたという場合であれば、取消しを認めてよいようにも
みえる。本件に即していえば、業者が臨時増証拠金が課されるという情
報をつかんでいた場合8が考えられる。このような場合に、金価格が上
がるという評価に対する信頼を保護するというのではなく、金価格が下
落することがほぼ確実な状況ではないという信頼は保護すべきであると
考える余地はありそうである。
　断定的判断ではないような形で評価を告げ、その評価が適切かどうか
は一概には判断できない場合、すなわち金の価格が上がるという評価を
告げ、上がるかどうかは分からないという状況であれば、金価格が下が
る可能性を告げていなかったとしても、上がるという評価を聞いたとき
に、下がる可能性がないと通常判断するものとはいえないので、取消し
を認めるべきではないことは前述の通りである。しかし、金価格が上が
るという評価を聞いたときに、通常下がる可能性がないと思うものとは
いえないとしても、下がることがほぼ確実であるという状況だとは思わ

6 黒沼悦郎・判批・金判1324号（2009年）12頁、泉・前掲注２）45頁、三枝健治・
判批・民商143巻３号（2010年）414頁、松本・前掲注２）57頁。なお、本件に
おいて取消しを認めることによる業者の勧誘行為に対する影響という観点から
の批判として、黒沼・同10頁、三枝・同416頁。この点への反論として、池田清治・
判批・現代消費者法10号（2011年）94頁。特に商品先物取引につき、宮下・前
掲注２）87頁。
7 断定的ではないものの、いい加減な評価を示した場合に、不法行為による損
害賠償責任は問題となりうる。黒沼・前掲注６）11頁、泉・前掲注２）47頁、
宮下・前掲注２）88頁、池田・前掲注６）94頁。
8 黒沼・前掲注６）12頁参照。
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ないのは通常であるということはありえるようにもみえる。これを、将
来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げ
ながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える
事実を告げないというふうに表現すると、消費者契約法４条２項の不利
益事実の不告知に該当し、取消しが認められると考えることができそう
にみえる。
　この点で問題になるのが最高裁の判断である。最高裁は、商品先物取
引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項
は消費者契約法４条２項における重要事項に当たらないと判断した。従
来、最高裁のような形で将来の変動が不確実な事項が不利益事実の不告
知における重要事項に当たるかどうかを論じた裁判例は見当たらない。
　最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有
利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者
が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不
告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理
由としてあげられているのは、消費者契約法４条４項の重要事項を定め
た文言と４条１項２号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文
言の比較である9。
　このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事
実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっ
とも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなさ
れているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断
が下されている。しかし、実質的にも、断定的判断の提供では将来にお
ける変動が不確実な事項が対象となることと比較しつつ、不利益事実の
不告知ではどう考えるべきかを検討すること、より一般的にいえば、不
実告知を含めた消費者契約法におけるいわゆる誤認惹起類型の取消権の
中での不利益事実の不告知の位置づけを検討することは一つの有益な分
析視角であると思われる。
　なお、実質的な問題は、前述の金価格が下落することがほぼ確実であ
るという例のように、少なくとも表面的には断定的な判断ではないよう

9 このような解釈を示したものとして、黒沼・前掲注６）９頁。
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な形で、有利であるような評価を告げることによって誤認したことに基
づく意思表示について取消しを認めるべきかどうかであり、必ずしも不
利益事実の不告知による取消しにこだわる必要はない。つまり、こうい
う事例は不実告知に含まれると理解する方向性もありうるかもしれな
い。あるいは判断を誤らせるものであるとして断定的判断の提供を従来
よりも広く理解するという方向性も考えられる。以下では、このことも
含めて検討する。

Ⅱ　不実告知と断定的判断の提供の関係

　最高裁判決に即していえば、問題は、不利益事実の不告知と断定的判
断の提供の関係をどのように理解するかであるが、消費者契約法４条４
項の重要事項は、４条２項の不利益事実の不告知と４条１項１号の不実
告知に共通しているので、最高裁のように金の将来価格は不利益事実の
不告知の対象にならないのだとすると、不実告知による取消の対象にも
ならないとするのがひとまず自然な解釈である10。そこで、不実告知と
断定的判断の提供の関係については、従来から議論があるので、まず、
この点からみていくこととする。
　不実告知と断定的判断の提供の関係をどう理解するかということは、
消費者契約法におけるいわゆる誤認惹起類型の取消しをどのように理解
するかということである。この点に関する基本的な理解としては、２つ
の考え方がある。立案担当者は次のように考えていたようである。まず、
情報提供の問題につき、作為の場合と不作為の場合に分けて考えるとい
う立場から、不実告知と不利益事実の不告知に分けられる。そして、断
定的判断の提供は作為型であるが、将来の見込みにつき不確実なことに
ついて確実であるという形で見込みをいったとしても、将来について不
確実である以上、厳密にいえば不実告知とはいえないという考え方に基
づいて、不実告知とは別に断定的判断の提供という類型を定めた11。こ

10 違いを指摘するものとして、池田・前掲注６）92頁。
11 牧佐智代「市場秩序と消費者保護（２）」NBL924号（2010年）80頁。また、
山本豊「消費者契約法（２）」法教242号（2000年）91頁。
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こでは不実告知と断定的判断の提供は本質的には異なるというような理
解はなされていない。実質的には、どちらも勧誘行為の違法性判断等を
緩和するという意味で、詐欺の拡張として同じものとして理解されてい
る12。その上で、断定的判断の提供が不実告知とは別の類型とされたの
は、上記のように、将来について不確実な事項について見込みをいうこ
とは厳密には不実告知とはいえないという形式的な違いに基づいている。
　以上のような理解に対して、不実告知と断定的判断の提供は本質的に
異なる問題であるという指摘もなされている。すなわち、いずれも相手
方の誤認惹起行為に基づいてなされた意思表示について取消しという救
済を認めるかどうかという問題ではあるが、事実に関する誤認惹起行為
である不実告知と、判断に関する誤認惹起行為である断定的判断の提供
は本質的に異なるという指摘がある。
　事実について不実のことを告げた場合には、その表示の内容を正確に
理解したとしても、誤った事実を理解したということであるから、不実
告知に基づいてなされた判断は不適当なものとなり、事実については真
実に反することを述べてはならないとの要請が強く働く。また、不適当
な判断から消費者を解放する、すなわち契約の解消を認める必要も大き
い。これに対して判断は、本来各人の責任で行うべきものであり、相手
方の評価をそのまま鵜呑みにするのではなく、自ら正確に事実を理解し、
それに基づいて主体的に判断すべきであるということができる13。つま
り、誤認を惹起するような評価が示されたとしても、評価についてはそ
もそも鵜呑みにするべきではないのだから、評価を信じてなされた判断
から、消費者を解放する必要性はそれほどないことになる。判断に関す
る誤認惹起行為につき契約の取消しを認めるべき場合はかなり限定され
ることになる。

12 消費者庁企画課・前掲注４）129頁。この点の指摘として、山本・前掲注３）
510頁、513頁、潮見佳男『契約法理の現代化』（有斐閣、2004年）451頁。
13 山本・前掲注３）508頁以下、513頁、山本敬三「契約規制の法理と民法の現
代化（一）（二・完）」民商141巻１号（2009年）35頁、２号（2009年）178頁、
民法（債権法）改正検討委員会編『詳解債権法改正の基本方針Ⅰ』（商事法務、
2009年）125頁、150頁。なお、大村敦志「意思表示」法教259号（2002年）41頁。
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　不実表示は自己決定の基礎となる事実の表明に関するもので、情報格
差にかかわる問題であり、断定的判断の提供は自己決定の基礎となる評
価の表明に関するもので、交渉力格差にかかわる問題であり、事実の表
明を不当とする際の判断枠組みと評価の表明を不当とする際の判断枠組
みは異なるともいわれる14。
　このような理解からすれば、事実に関する誤認惹起行為である不実告
知と、判断に関する誤認惹起行為である断定的判断の提供には本質的な
違いがあることになり、不実告知と断定的判断の提供を、将来における
変動が不確実な事項についてかどうかで区別することは実質的にも妥当
であることになる。
　このように、不実告知と断定的判断の提供の関係については、基本的
な理解としては２つの考え方があり、いずれによっても不実告知では評
価を述べたことは対象にならず15、不正確な評価により誤認したという
問題は断定的判断の提供で扱われることになる16。もっとも、消費者契
約法の解釈として、不実告知では評価は対象にならないという解釈が全
面的に支持されているわけではない。評価であっても不実といえる場合
があり、それは不実告知に含まれるとの解釈も示されている17。たとえ

14 潮見・前掲注12）446頁、潮見佳男編著『消費者契約法・金融商品販売法と
金融取引』（経済法令研究会、2001年）36頁〔潮見〕。
15 消費者庁企画課・前掲注４）109頁。
16 消費者契約法では、断定的判断の提供の対象となる判断は、将来における
変動が不確実な事項に関するものに限られており、さらに、将来における変動
が不確実な事項が、消費者の財産上の利得に影響するものに限られるという解
釈もある。消費者庁企画課・前掲注４）115頁。しかし、財産上の利得に影響
するものには限られないという解釈もある。落合誠一『消費者契約法』（有斐閣、
2001年）79頁、弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）72頁、潮見・
前掲注14）39頁〔潮見〕、野々山・前掲注１）105頁。また、将来における変動
が不確実な事項に限られ、不正確な判断の問題がすべてカバーされるわけでは
ない点についても批判がある。山本・前掲注１）12頁。
17 道垣内・前掲注１）52頁、弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）
68頁、野々山・前掲注１）102頁。このような事例で取消しを認めた裁判例と
して、東京地判平成17・３・10ＬＬＩ06030993、大阪高判平成16・４・22消費
者法ニュース60号156頁等。取消しを否定した裁判例として、佐世保簡裁平成



消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象

［12］北法63（3・297）957

ば、腐りかけた魚を新鮮であるというような場合には、「新鮮である」
というのは評価であるが、あまりにも事実とかけ離れた評価であれば、
事実と異なるといえるというような説明がなされることがある18。この
ような解釈は少なくとも形式的には可能であると思われるが、その妥当
性については、取消しを認める考え方に照らして確認する必要がある19。

Ⅲ�　将来における変動が不確実な事項について不利益事実を
告げない場合の取消しの可否

１　検討の視角
　不実告知と断定的判断の提供の関係については、以上のような理解が
ある。ただし、不利益事実の不告知とこれらの関係がどのように理解さ
れているかは、必ずしも明らかではない。前述のように、立案担当者は
不実告知については将来の変動につき不確実な事項は対象にはならない
と考えていたところ、不実告知の対象である重要事項は不利益事実の不
告知と共通であることからすれば、少なくとも結果的には、不利益事実
の不告知においても将来の変動につき不確実な事項は対象にならないと
解するのが自然である20。最高裁の判断は、立案担当者の不実告知と断
定的判断の提供の区別についての考え方と重要事項が不実告知と不利益
事実の不告知で共通する形になっていることには整合的であるとはいえ
る21。
　正確な要件論はひとまず措くとして、消費者契約法の考え方からして、

17・10・18消費者法ニュース68号61頁、福岡地判平成18・２・２判タ1224号
255頁等。
18 道垣内・前掲注１）52頁、弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）68頁。
19 野々山・前掲注１）103頁では、このような行為は消費者をことさら誤認させ、
その合理的意思形成を妨げるものとされている。
20 不利益事実の不告知を事実に関する誤認惹起行為とするものとして、山本・
前掲注３）509頁。また、大村敦志『消費者法（第４版）』（有斐閣、2011年）99頁。
21 最高裁は事実に関する誤認惹起行為と判断に関する誤認惹起行為を区別す
る見方を前提とするとするものとして、後藤巻則「契約締結過程の規律の進展
と消費者契約法」NBL958号（2011年）33頁。
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消費者に利益となるような評価を述べながら、消費者に不利益となる事
実を述べなかったという場合に取消しを認めるべきであろうか。なお、
前述の通り、ここで問題とするのは、断定的判断ではないような形で利
益となる評価を告げ、その評価からすれば、通常はないであろうと判断
する事項がないものと判断したという事例であり、具体的には、たとえ
ば、金の価格が上がるという将来予測を述べながら、客観的にみて金の
価格が下落するのがほぼ確実であることを示す事実を告げなかったとい
うような場合である。
　このような場合に限れば、前述のように、形式的には不利益事実の不
告知に該当するということは可能であるようにみえる。しかし、取消し
を認めるべきかどうかのより根本的な検討としては、不実告知と断定的
判断の提供との関係でみたような、消費者契約法の誤認惹起類型の取消
しに関する前述の２つの考え方、すなわち勧誘行為の違法性判断等を緩
和するという意味での詐欺の拡張という考え方と、事実に関する誤認惹
起行為と判断に関する誤認惹起行為に分ける考え方からして、利益とな
る評価を述べることにより、不利益な事実がないと誤認させる行為はど
のように位置づけられるかを検討することが必要である。

２　詐欺の拡張類型
（１）積極的誤認惹起行為
　まず、上記のような行為を詐欺の拡張類型として位置付けることが妥
当かという観点からすればどのように考えられるであろうか。立案担当
者によれば、不実告知等の誤認類型は、具体的には、詐欺の故意要件と
欺罔行為の違法性要件を緩和したものとされている22 23。このような形で

22 消費者庁企画課・前掲注４）130頁。
23 詐欺の要件の緩和という点に関して、詐欺について、消費者契約において
は自由な意思決定の侵害が原則として違法となるが、同時に故意は主観的違法
要素であるという理解を前提として、消費者契約法４条は故意なしで、つまり
違法性なしで取消しを認めていることになるという立場もある。つまり、自由
な意思決定の侵害は原則として違法とするので、不実告知等につき、行為の不
法性という点では違法性要件を緩和したものという必要はないことになるが、
故意を主観的違法要素ととらえ、詐欺の故意を不要とする点で違法性要件を緩
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詐欺を拡張することの正当化根拠は、消費者と事業者間には構造的な情
報格差があることとされる24。また、相手の動機形成に不当な攻撃を加
え、誤った判断を惹起させたり自由な判断を阻害するという行為態様の
悪性もあげられる25。このような見地から、利益となる評価を述べて、
不利益な事実がないと誤認させる行為を不実告知等と同様の類型として
扱うことが妥当かどうかが問題になる26。
　不利益事実の不告知については、これを実質的には積極的な誤認惹起
行為ととらえる考え方がある。すなわち、不利益事実の不告知は、意図
的に消費者の利益となる旨のみを告げて、不利益となる事実は存在しな
いと思わせる行為であり、実質的には不実告知と同様に事業者が誤った

和したものととらえている。田中教雄「詐欺取消しにおける『故意』と『違法
性』の要件に関する一考察」九大法学70巻４号（2004年）1194頁。
　また、詐欺について、次のような説もある。たとえば、詐欺の問題として、
虚偽に等しい評価を述べたという場合につき、積極的欺罔行為は意思決定自由
の侵害に向けられた意図的な行為であり、意思決定の自由を侵害するというと
ころに詐欺の違法性があるという考え方が示されており、これによると、客観
的に真偽が確定できないような純粋な主観的評価を除けば、セールストークも
含めて将来の不確実な事項に関する断定的判断の提供なども原則として違法と
評価できるとされる。高嶌英弘「民事上の詐欺の違法性に関する一考察」磯村
保ほか編『民法学の課題と展望』（成文堂、2000年）187頁、193頁。さらに、
意思決定自由の侵害に向けられた意図的な行為というところに違法性が認めら
れるので、積極的な悪意がない場合も詐欺とすることができるとする。高嶌・
同196頁注15。
　この説からすれば、自由な意思決定の侵害に向けられた積極的欺罔行為は原
則として違法であり、積極的な悪意も本来不要であると理解するので、消費者
契約法は詐欺の違法性要件および故意要件を緩和したものと位置づけることに
はならない。
24 消費者庁企画課・前掲注４）129頁、沖野眞已「契約締結過程の規律」私法
62号（2000年）27頁。
25 河上正二「総論」私法62号（2000年）11頁。
26 なお、不実告知は詐欺と比較した場合には要件を緩和したものといえるが、
錯誤の法理によれば民法の解釈でも同様のことは実現できるとの指摘がある。
山本・前掲注３）511頁、大村・前掲注13）42頁。
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事実を告げたものと評価できるとする27。このような観点から、金価格
が下がることがほぼ確実であるのに、上がるような評価を述べるという
行為をみると、どのように評価できるであろうか。
　詐欺の要件を緩和する理由である行為態様の悪性という観点からすれ
ば、有利な評価を告げて不利益な事実を誤認させる行為を別に扱う必要
はないように思われる。金価格の例でいえば、特に金価格が下がること
がほぼ確実であるというような状況ではないときに、通常の予測として
金価格が上がるという評価を述べただけであれば、行為態様の悪性は高
くなく、このような場合に取消しを認めるのは妥当ではないが、金価格
が下がることがほぼ確実であるという状況であることを知りながら、金
価格が上がるという評価をすることは、たとえ、予測の表現は過度なも
のではなくても、行為態様の悪性は強いと評価してよいと思われる28 29。
　なお、取消しを認めるべきであるとして、具体的に不利益事実の不告
知（消費契約４条２項）、不実告知（消費契約４条１項１号）、断定的判
断の提供（消費契約４条１項２号）のいずれで扱うのか、については後
述する。

（２）沈黙による詐欺
　不利益事実の不告知は沈黙による詐欺の要件を緩和したものであると
の理解もある30。それでは、沈黙による詐欺の拡張として、金価格が上

27 山本・前掲注３）509頁。
28 詐欺の違法性要件の緩和という観点から、消費者に一般に検証を期待でき
ない事実について利益告知だけを行い、利益告知に基づく消費者の判断を覆す
ような不利益事実は故意に隠すという情報操作をした場合に取消しを認めてよ
いとするものとして、丸山絵美子「消費者取消権」法時83巻８号（2011年）18頁。
29 不利益事実の不告知による取消しが認められる例として、眺望がよいと告
げながら、隣にマンション建設計画があることを告げなかったケースがあげら
れる。消費者庁企画課・前掲注４）120頁。行為態様の悪性からすれば、この
ようなケースと金の価格が上がると告げながら、ほぼ確実に下がるであろうこ
とを告げなかったケースを区別する合理性はないように思われる。
30 河上・前掲注25）18頁。なお、沖野・前掲注24）18頁。山本・前掲注13）「契
約規制（一）」40頁。
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がると述べながら、金価格がほぼ確実に下落することを示す事実を告げ
なかったという行為につき、取消しを認めることが妥当であろうか31。
　ただし、沈黙による詐欺という言葉を用いるとしても、金価格が上が
るという評価を述べたことで、ほぼ確実に下がることを示す事実を告げ
る義務が生じるかどうかが問題となる、すなわち誤った評価を述べたと
いう先行行為によってそれを訂正する義務が生じるかどうかが問題なる
と考えるのであれば、実質的には積極的欺罔行為に当たるかどうかと同
様に考えれば足りるであろう32。積極的欺罔行為とは別類型の問題とし
て理解するということは、たとえば、金価格が上がるという評価を述べ
ることはごく普通の勧誘行為であって、そのこと自体によって、金価格
が下落することがほぼ確実であることに関する情報提供義務が生じるわ
けではないというように考えることになる。問題をこのようにとらえた
場合に、積極的欺罔行為とは異なる沈黙による詐欺の問題となる。
　このような見地からみると、本来、どのような場合に沈黙による詐欺
が認められるかについては、専門家性や財産権等の保護という見地から
情報提供義務を認め、情報提供義務違反が詐欺の違法性を基礎づけると
いう説明がある33。消費者契約法で詐欺の要件を緩和したとして、重要
事項についての不告知があれば、沈黙による詐欺の緩和として、意思表
示の取消しを認めてよいと考えるのだとすれば、少なくとも金の将来価
格は将来の変動が不確実なものであるという理由で、詐欺の要件の緩和
の対象から外すことには合理性がない。
　ただし、金価格が上がるという評価を述べて、下落することがほぼ確
実である事実を告げなかったという行為を、先行行為により情報提供義
務が基礎づけられる場合ではないと理解するのであれば、消費者契約法
の不利益事実の不告知という類型には本来は当てはまらない場合である

31 沈黙による詐欺についての学説の整理として、三枝健治「アメリカ契約法
における開示義務（一）」早法72巻２号（1997年）12頁以下、内山敏和「情報
格差と詐欺の実相（一）」早稲田大学法研論集111号（2004年）549頁以下。
32 内山敏和「情報格差と詐欺の実相（五）」早稲田大学法研論集116号（2005年）
354頁。
33 山本敬三『民法講義Ⅰ（第２版）』（有斐閣、2005年）207頁。
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というほかないであろう。消費者契約法は不利益事実の不告知の類型と
して、利益となる旨を告げるという先行行為を要件としているからであ
る。もっとも、そもそも消費者契約法が不利益事実の不告知による取消
しについて、利益となる旨を告げることを要件としていること自体に対
する批判もある34。先行行為により情報提供義務が基礎づけられる場合
ではなく、沈黙による詐欺が認められる場合においても、少なくとも消
費者契約においては、詐欺の故意の要件を緩和するべきであるという立
場からすれば、利益となる旨を告げることによって情報提供義務が生じ
る場合ではなくても形式的に利益となる旨を告げた場合に該当しそうな
場合にも、不利益事実の不告知による取消しを認めるという形で射程を
広げていくという考え方が出てくる余地はある35。
　このように沈黙による詐欺と位置づけた場合には消費者契約法の条文
に適合する形で説明できるかどうかという問題はあるが、積極的誤認惹
起行為と位置づけた場合には、詐欺の拡張という視点からみた場合、金
価格が上がるという評価を述べて、下落することがほぼ確実であること
を告げないという行為は、消費者契約法で取消しを認める範疇に含まれ
るという方向で解釈することは消費者契約法の考え方に反するものでは
ないと評価できる。

34 山本・前掲注33）260頁、内山敏和「情報格差と詐欺の実相（七・完）」早稲
田大学法研論集117号（2006年）12頁、宮下修一「消費者契約法四条における
契約取消権の意義」静法11巻１・２・３・４号（2007年）96頁、堀竹学「消費
者契約法４条における事実に関する誤認」総合政策論叢18号（2010年）131頁、
丸山・前掲注28）19頁、伊藤浩「不実表示と説明・情報提供義務違反」愛媛法
学37巻１・２・３・４号（2011年）60頁。なお、特定商取引法では、平成16年
改正により、利益となる旨を告げる先行行為なしで、事実の不告知による取消
しが認められている（特商法９条の３第１項２号、24条の２第１項２号、40条
の３第１項２号、49条の２第１項２号、58条の２第１項２号）。
35 先行行為に触れずに、不利益事実の不告知による取消しを認めた裁判例とし
て、小林簡裁平成18・３・22消費者法ニュース69号188頁、東京地判平成21・６・
19判時2058号69頁。また、山本・前掲注13）「契約規制（一）」41頁、堀竹・前
掲注34）131頁。
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３　事実に関する誤認惹起行為と判断に関する誤認惹起行為
（１）判断枠組みの検討
（ア）判断枠組みの違い
　次に、消費者契約法における誤認類型の取消しを、一括して詐欺の拡
張ととらえるのではなく、事実に関する誤認惹起行為と判断に関する誤
認惹起行為に区別して理解するという観点からすると、どのように考え
られるかを検討する。ここで問題としているのは、金の価格が上がると
いう評価を示すことによって、金価格がほぼ確実に下落することに関す
る事実を誤認させる、ないし判断を誤らせるという行為である。すなわ
ち、断定的ではない評価を示すことで事実認識ないし判断を誤らせると
いう行為である。このような行為には、事実に関する誤認惹起行為と判
断に関する誤認惹起行為のどちらの枠組みが妥当するのであろうか。
　金価格の例に即していえば、何を誤認したかという点については、言
葉としては事実を誤認したという表現も、判断を誤ったという表現も、
どちらも可能である。金価格が上がるという評価を述べることにより、
金価格がほぼ確実に下落することを示す事実はないと誤認させたといえ
ば、誤認したのは事実であるようにみえる。これに対して、判断の問題
としていえば、まず、金価格が上がるという評価は断定的なものではな
いことが前提であるから、金価格が上がるという評価を信じたという問
題ではない。それでは、どういう評価を信じたことを問題とするかとい
うと、金価格が上がるという評価を示すことで、少なくとも金価格が上
がるか下がるかは不確定でどちらの判断も十分可能な状態であるという
評価を信じさせたことを問題にすることになる。つまり、実際には金価
格が下落することはほぼ確実であるという状況だったのに、金価格が上
がるか下がるかは分からない状況であるという評価を信じさせたという
ことである36。

36 本文では、金の将来価格自体については判断の問題で、将来価格の変動要
因は事実の問題であるという形で述べている。ただし、金の将来価格がどうな
るかは、具体的な市場リスクの問題であるといえるが、具体的な市場リスクは
評価の問題なのか事実の問題なのかは微妙なところもある。実際上、具体的な
市場リスクがどの程度あるかは評価の問題と考えられるように思われる。しか
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　事実の誤認か判断の誤りかという形でいえば、このようにどちらより
の表現も可能であるが、実質的な問題は、事実に関する誤認惹起行為に
ついての判断枠組みと、判断に関する誤認惹起行為についての判断枠組
みのいずれが適切かである。これらの判断枠組みの基本的な点をあげる
と、事実に関する誤認惹起行為として取消しが認められる不実告知に当
たるかどうかの判断においては、事実は信じてよいことが前提となって
いる。したがって、告げた内容が事実と異なっており、それを信じたの
であれば取消しが認められる37。これ以上に不実告知の行為態様が不当
かどうかを問題にする余地はない38。これに対して、判断に関する誤認
惹起行為として取消しが認められるかどうかを考える場合には、示され
た評価を信じたことが正当だったかどうかが問題になる。したがって、
断定的判断の提供に該当するかどうかの判断において、まさにこの評価
を信じてもやむをえない場合か、信じた消費者を保護すべき場合かどう
かが問題になる。このように事実に関する誤認惹起行為では示された事
実を信じてよいかどうかは問題にならず、信じてよいことが前提となっ
ていたのに対して、判断に関する誤認惹起行為では評価を信じてよいか
どうかが問題となる。

（イ）事実と評価の区別

し、たとえば、相場の下落の可能性が非常に高い状態であったことを認識して
いなかったことを、相場の下落の可能性が高いという事実を誤認していたとい
うことはそれほど不自然ではない。実際に裁判例においても、具体的な市場リ
スクの誤認が問題とされることがあるとの指摘もある。村本武志「顧客限定合
理性の下での適合性原則・説明義務と錯誤の役割と要件」新世代法政策学研究
13号（2011年）311頁以下。このように、金の将来価格自体についても、評価
の問題か事実の問題かは微妙になりうる。
37 もちろん、消費者契約法でいえば事実が重要事項に関するものかどうかは
問題になる。
38 不実告知につき、故意または過失があることは要件ではない。なお、不利
益事実の不告知では、故意は要件となっている。この点は、不作為による不実
表示につき契約取消しのリスクを事業者に負わせるのは過大な負担となるとい
う配慮が働いたと指摘されている。潮見・前掲注12）444頁。また、日本弁護
士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）76頁。
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　もっとも、事実は信じてよいが、評価は信じてはならないという形で
区別することができるかどうかについては、疑問も示されている。この
事実と評価の区別に対する疑問は大きくは２つに分けられる。１つは、
評価を信じてよいかという判断においては、どのような事実が評価の根
拠として提示されているかが重要な要素となることが通常なのであり、
評価と事実を区別することは妥当ではないというものである39。純然た
る評価だけが提示されることはあまりない、あるいは、評価だけが提示
された場合には、そのような評価を鵜呑みにすることは妥当ではないの
は当然であり、問題は事実を伴って評価が提示されたときに、その評価
を信頼したことがどのような場合に正当化されるかであるという意味で
は、この指摘は妥当であろう。ただ、事実と評価の区別のポイントが事
実は信じてよいといえるが、評価は当然に信じてよいとはいえないとい
うことであるとすれば、この指摘は評価を信じてよい場合をどのように
考えればよいかを示したものであり、事実と評価の区別自体を否定する
ものという必要はないように思われる40。
　事実と評価の区別に対する疑問の２つめは、そもそも事実は信じてよ
いという形で一般化することが妥当か、換言すると、事実と異なること
を告げたことが常に意思表示の取消原因となることが妥当かというもの
である。
　この点に関連して、債権法改正の検討において、不実表示に基づいて
なされた意思表示の取消しを認める規定を民法の一般規定として置くべ
きかどうかが議論されているが、そこで、仮にこのような規定を置くと
しても、不実表示を信頼したことが正当であったことを取消しの要件と
するべきかどうかが問題の一つとなっている。このような要件を不要と
する立場は、人は事実については信じる傾向があり、相手方の不実表示
によって誤認した以上は取消しを認めるべきであるとする41。これに対

39 牧佐智代「断定的判断の提供法理について（二・完）」北大法学論集61巻２
号（2010年）700頁、696頁。
40 もっとも、前述のように、事実と評価の区別が微妙であるということはある。
前掲注36）参照。
41 法制審議会民法（債権関係）部会第32回会議議事録６頁（山本敬三発言）。
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して、このような要件を置くべきであるとする立場は、不実表示をした
側の事情と不実表示を信じた側の事情との衡量において、常に不実表示
をした側の負担により取消しを認めるべきだとは限らないとする42。こ
れはあくまで対象が消費者契約に限られない民法の規定として、不実表
示の規定を置くべきかどうかにおける議論ではあるが、事実については、
常に信じた側を保護するというべきかどうかには、このような議論がな
されている43。
　なお、事実と評価の区別については、不実表示は自己決定の基礎とな
る事実の表明に関するもので、情報格差にかかわる問題であり、断定的

また、民法（債権法）改正検討委員会編・前掲注13）125頁。事実に関する誤
認惹起行為があった場合に取消しを認めるという考え方は、消費者契約法では、
情報格差に基づくものと整理されるように思われる。これに対して、債権法改
正において、一般規定として不実表示による取消しを認めるという場合には、
情報格差から正当化する考え方と、前提事実に錯誤があった場合の救済として、
すなわち動機の錯誤に対する救済の一類型として正当化する考え方がある。後
者の立場では、契約締結に通常影響を及ぼすべき事項につき誤認があった場合
に取消しを認めるのは広すぎ、錯誤と同様の要素性（主観的因果関係と客観的
重要性）を満たす事項に限られる。このとき、錯誤とは法律行為の内容として
取り入れられているかどうかで区別される。法制審議会民法（債権関係）部会
第32回会議議事録10頁（潮見発言）。
42 鹿野菜穂子「錯誤規定とその周辺」『民法（債権法）改正の論理』（別冊ター
トンヌマン）（2010年）262頁、金融法委員会「不実表示にかかる債権法改正に
関する論点整理」NBL940号（2010年）20頁、三枝健治「不実表示の一般法化
に関する一考察（下）」みんけん647号（2011年）10頁。また、後藤巻則「錯誤、
不実表示、情報提供義務」円谷峻編著『社会の変容と民法典』（成文堂、2010年）
48頁、後藤・前掲注21）33頁。
43 事実と評価の区別についての問題意識は消費者契約に該当するような場面
でも以前から示されていた。たとえば、証券取引において、事実か評価かがあ
いまいな事例があること、不確定な事実の提供の問題をどのように扱うべきか
などが議論されている。上柳克郎ほか「証券取引法に関する最近の判例の動向
（８）」インベストメント50巻４号（1997年）42頁以下、53頁以下、「証券取引
法に関する最近の判例の動向（９）」インベストメント50巻５号（1997年）94
頁以下、102頁以下、108頁以下、西原寛一ほか「証券取引法の改正について」
インベストメント18巻４号（1965年）96頁。
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判断の提供は自己決定の基礎となる評価の表明に関するもので、交渉力
格差にかかわる問題であり、事実の表明を不当とする際の判断枠組みと
評価の表明を不当とする際の判断枠組みは異なるとの指摘がある44。情
報格差の問題と交渉力格差の問題であるという違いがあり、判断枠組み
も異なるということは一般的にはそのようにいえるようにも思われる。
ただ、判断枠組みのあり方として、事実は信じてよいが、評価は信じて
はならないという形で分けることができるかということが問題である。
事実であっても信じることが正当かどうかを問うべき場合があるという
考え方はありうるのであり、そのような立場からすれば、事実を信じる
ことが正当かどうかを情報格差の問題として判断するということになろ
う45。

（ウ）判断枠組みの適用
　事実と評価の区別が妥当かどうかは別として、いずれにせよ、消費者
契約法の不実告知による取消しの規定からすれば、消費者契約法では、
重要事項に関しては、事実は信頼してよいとの考え方が採用されている
といえる。この点には、これ以上立ち入らない。ここでの問題は、金価
格の事例のようなケースには、どちらの判断枠組みが妥当するかである。
　金価格の事例で、当然に相手の主張を信じてよいかどうかを考えると、
結局は、金価格の値動きについてどう判断するかという問題であるから、
第一次的には本人の判断に任される場合であろう。金価格が上がるとい
う評価を述べることにより、金価格がほぼ確実に下落することを示す事
実はないと誤認させたというように、事実の誤認のようにとらえたとし
ても、相手方は評価を述べたのであり、その評価が正しいかどうかは本
人が判断すべきであるということは、その評価に反する事実があるかど
うかの確認も含めて本人に任されるといえそうである。

44 潮見・前掲注14）36頁〔潮見〕。
45 この立場からすれば、結果的に、情報格差の問題と交渉力格差の問題が、
信頼の正当性を要件とする点においては、同じ判断枠組みということになる。
後藤・前掲注42）48頁参照。ただし、正当性があるかどうかの判断の中身は違っ
てくるかもしれない。
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　このようにみると、金価格の例は、信じてよいことが当然であると評
価できるケースではなく、信じることが正当化されるかどうかが問われ
るケースであるということになる。そして、この点において、判断に関
する誤認惹起行為の枠組みで考えるべきケースであるといえる。つまり、
評価を聞いて、その評価に反するような事実はないと信じることが正当
化されるような事由があるかどうかを検討する必要がある46。

（２）信頼保護の必要性
　金価格が上がるという評価を告げて、金価格が下落することがほぼ確
実であることを告げなかった場合に、顧客の信頼を保護すべきであると
いえる場合があるであろうか。すなわち、信じることが正当化される場
合があるであろうか。ここで問題となる信頼の中身は、金価格が上がる
ことを信じたという内容ではない点で、通常、断定的判断の提供で問題
となる評価に対する信頼とはかなり異なったものである。前述のように、
この信頼は、金価格が上がるという判断をしている以上は、金価格が下

46 事実を誤認したととらえた場合に、消費者契約法では重要事項に関する事
実は信頼してよいという立場がとられていることと、本文のように、取消しを
認めるべきかどうかの判断において、信頼の正当性が問題となることはどのよ
うな関係にあるだろうか。
　ここでは、事業者によってもたらされた誤認かどうかが問題になると考えら
れる。確実に下落につながるような事実はないと誤認していたとして、事業者
は通常の形式の将来予測しか述べていないのであり、将来予測自体は当然に信
じてよいものではないとすれば、その誤認が事業者によって引き起こされたも
のと評価するかどうかが問題になる。つまり、仮に事実の誤認の問題であると
しても、そのことから、当然に消費者を保護すべきであるという結論は出てこ
ない。そして、この誤認が事業者によって引き起こされたものと評価すべきか
どうかで考慮することの中身は、一般的な将来予測しか述べていない事業者を
信頼してよいかということだと思われる。結局、このような事例においては、
事実の誤認の問題であるというとらえ方をしたとしても、実質的には、事業者
に対する信頼を保護するべきかどうかが問題になるのである。この点に関連し
て、債権法改正における不実表示による取消しについての因果関係の議論参照。
法制審議会民法（債権関係）部会第10回議事録47頁（潮見発言）、金融法研究会・
前掲注42）12頁。
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がることが確実ということはない、すなわち上がるか下がるかは分から
ない状態であると信頼することであると表現することができる。この表
現にも表れているように、これは勧誘者の判断内容をそのまま信用した
という信頼ではない。上がるという評価を信用したのではなく、上がる
という評価をすることの前提として、下がることがほぼ確実ということ
はないことを信用したということである。
　ただ、信頼の内容をこのようなものとしてとらえることは、金価格が
上がるという評価に絡めて消費者の信頼を位置づけるという視点が前提
となっている。つまり、断定的判断の提供や不利益事実の不告知のよう
に、相手方が評価や事実を示したことに対する信頼を保護するという枠
組みで考えることが前提となっており、その枠組みの中で消費者の信頼
を位置づけるために、上がるという判断をすることの前提として、下が
ることがほぼ確実であるということはないことを信用したというような
信頼を問題としているものといえる。このことを認識したうえで、もう
一度、金価格の例における信頼の内容を考えると、実は、ここでの信頼
は金価格が上がるという予測に基づいて発生したものといえるかどうか
は微妙であるように思われる。むしろ実質的には、評価に対する信頼と
いうよりは、勧誘をしている以上、ほぼ損することが確実なものを売り
つけることはないという信頼といってよいかもしれない。
　金融商品等の勧誘においては、実際には、将来利益となる旨を告げて
勧誘することが普通であろうから、評価に対する信頼かそうではないの
かを区別することには難しい面がある。ただ、上がるといわれて上がる
とは思わないけれども下がることが確実ということはないと信頼したと
いういい方をするとしても、実際には具体的にこのようなことを考える
わけではないのであり、相手の評価の中身に基づく信頼というよりは、
より素朴な信頼とみる方が実態に近いように思われる。そうだとすると、
こういう信頼を正当なものとみてよいかどうかは断定的判断の提供とい
えるかどうかとはかなり内容の違うものである47。このような見地から

47 断定的判断の提供に関する裁判例につき、牧・前掲注39）703頁以下、宮下
修一「消費者契約法４条の新たな展開（１）」国民生活研究50巻２号（2010年）
107頁以下。
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すると、評価を示したことは本質的な要件ではなく、むしろ事業者の方
が勧誘した場合に、このような信頼を保護するという方が適しているか
もしれない48。
　金価格の例における信頼が評価に対する信頼というよりは、勧誘をし
ている以上、ほぼ損することが確実なものを売りつけることはないとい
う信頼であるとして、このような信頼は保護に値するであろうか。これ
を、取引の種類を顧慮せずに一律に論じてよいかどうかは問題であり、
差し当たり、金価格の事例のような金融取引で考えることとする。この
ような金融取引では、金融商品の内容や市場動向を消費者が自ら調べて
判断することは困難であり、ある程度事業者を信頼することができなけ
れば、取引が成立することは難しいように思われる49。ここで、具体的
な市場リスクの判断は最終的には消費者に任せられるのであるが、市場
の変動要因が何であるかを理解し、それらの事実をできるだけ収集して、
総合的に評価することが困難であるときに、実際には損をすることがほ
ぼ確実かどうかというレベルの判断も消費者は十分にはできないことも
多いのが実態ではなかろうか。それでも、取引が成立するのは、損をす
ることがほぼ確実ということはないということを消費者が信頼し、それ
が取引をする上での暗黙の前提となっているといえるのではなかろう
か。このような信頼は事業者の専門家性など種々の要素によって生じる
ものと思われるが、ごく普通の勧誘に伴うものではあっても、事業者の
行為により生じるものであり、事業者の行為により生じた信頼により消
費者は判断をゆがめられているものといえる。そして、金融取引などで
はこのような最低限の信頼なしに取引を行うことは難しく、また、事業

48 消費者契約法における勧誘の意義につき、不特定多数相手は含まないとす
るものとして、消費者庁企画課・前掲注４）108頁。特定個人相手か不特定多
数相手かを問わず意思形成を具体的に働きかける内容かどうかによるとするも
のとして、池本・前掲注１）20頁、石戸谷豊「不利益事実の不告知」法セ549
号（2000年）24頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）65頁。
パンフレットの記載を勧誘に当たるとしたものとして、京都簡裁平成14・10・
30消費者法ニュース60-57・212。なお、千葉・前掲注１）39頁。
49 情報提供に関してある種の信頼があって初めて投資勧誘が可能になる。上
柳克郎ほか・前掲注43）「判例の動向（８）」42頁。
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者の専門家性などからすれば、この程度の信頼を置くことは消費者から
すれば自然なことであり、このような最低限度の信頼は法的に保護して
よいのではなかろうか。これは前述のように、事業者の具体的な表示に
対する信頼保護の問題ではないという点では従来の断定的判断の提供と
は異なる問題である。ただし、消費者が事業者を信頼することが正当か
どうかが問題となっているという点をとりあげれば、実質的に断定的判
断の提供と同じものとみることもできる50。
　もちろん、判断は自分の責任であり、金価格でいえば上がるか下がる
かの判断は自分の責任であることからすれば、ほぼ確実に下がるもので
はないという判断も自分の責任であるというようにもみえる。しかし、
上がるか下がるかの判断を引き受ける前提として、ほぼ確実に下がるも
のではないという信頼があるとみることも可能であろう。
　このように事業者を信頼することの正当性が問題となるという点では
断定的判断の提供と同様のものであるとすると、この場合に取消しを認
めることは、消費者契約法の誤認惹起行為に基づく意思表示について取
消しを認めるという考え方に調和するものという見方も可能である。こ
のとき、断定的判断の提供のように、このような信頼を保護することが
正当であるかどうかは事案ごとに判断する必要があり、このような最低
限度の信頼があるかどうか、信頼を保護すべきかどうかは、事業者の専
門家性などの見地から個々に判断することになる51 52。

50 顧客の限定合理性のため、販売事業者の専門性、著名性、対象商品の著名性、
周知性などの強調により、顧客の事業者からの情報に対する信頼度は大きく影
響されるという指摘がある。村本・前掲注36）268頁。このような事情から、
不実表示、断定的判断の提供にいたらないような場合でも消費者を保護すべき
であるとするものとして、村本・同268頁、297頁。そこでは、金融商品の取引
時の具体的な市場リスクについての錯誤による無効を認めることも提唱されて
いる。村本・同315頁。
51 錯誤の見地からすれば（前掲注41）参照）、金価格のような事例につき、取
消しを認めることは当然といえるであろうか。ほぼ確実に損をするということ
は、それが分かっていれば当然意思表示しないものといえる。しかし、これは
通常法律行為の内容になるようなものではない。ここで、錯誤の拡張として、
法律行為の内容にならない事項についても不実表示で救済するというときの
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 なお、損することがほぼ確実であるというのは、金価格の例のように、
将来の変動が不確実な事項については、価格が上がるまたは下がること
がほぼ確実であるというような場合であるが、勧誘している以上は損す
ることがほぼ確実なものを売りつけることはないという信頼を保護すべ
きであるとすると、少なくとも一般論としては、これは将来の変動が不
確実な事項についてだけ問題となるものではない。取引の目的物の品質
からして損することが確実であるという場合にも問題となる。もっとも、
単に、取引の目的物が消費者の期待通りではなかった場合を広く含むわ
けではない。具体的な表示に対する信頼保護の問題ではないのだから、
特に表示されたわけでもないのに、目的物の品質等が期待通りであると
いう信頼を保護することは行き過ぎである53。取引を行うにつき最低限
度の前提として、事業者を信頼するという信頼の問題であるから、当該
取引において、どのような消費者であっても不利益を受けることがほぼ

実質的なポイントは相手方による錯誤というかどうかであろう。山本・前掲注
３）512頁参照。なお、村本・前掲注36）316頁。つまり、本文と同様に、相手
方がごく普通の勧誘しかしていないときに、ほぼ確実に損しないという誤認を
したことを、相手方によるものと評価するかどうかが問題となる。なお、前掲
注46）参照。
52 ほぼ確実に損するものをそうはいわないで売りつけることは、まさに不実
告知であって当然に取消しが認められるという考え方があるかもしれない。詐
欺の拡張という見地からは、類似しているといいやすそうにみえる。判断に関
する誤認惹起行為という点からすれば、どうであろうか。ここでの問題は、形
式的にこれを不実告知ということができるかどうかではない。後述のように、
形式的に不実告知ということができるかどうかであれば、そういうことは可能
であろう。問題は、これを不実告知といってよいとすれば、それは実質的には、
相手が何もいっていなくても、自分に不利益が生じることが確実なものではな
いという信頼を保護してよいと考えるということであり、そのように考えるこ
とが妥当かどうかである。少なくとも実質的にこれが妥当であることは確認す
る必要があろう。
53 取引の相手方である特定の消費者の具体的な期待を知り、それには適合し
ないことを知っていた場合にどのような処理が適切かは、別に検討すべき問題
である。
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確実という極端な場合のみが対象となる54。
　また、前述のように、このような信頼を保護すべきかどうかは事案ご
とに考えるべきである。信頼が存在するか、信頼が存在したとして、そ
れを法的に保護するべきかどうかは、取引の種類等に応じて判断するべ
きである。金融取引では、事業者にはある程度の専門家性が認められる
ことが多いであろうから、このような信頼が存在することも多いであろ
う。また、消費者には判断が困難であることからすれば、このような最
低限度の信頼を保護すべきであると考えやすいように思われる。これに
対して、骨董品の取引ではこういう信頼は保護すべきではない55。取引
の内容に即してこのような信頼を保護すべきかどうかを考えるべきであ
る。

Ⅳ　不利益事実の不告知と断定的判断の提供、不実告知

　以上のように、詐欺の拡張類型という見地からしても、判断に関する
誤認惹起行為という見地からしても、利益となる評価を述べて、不利益
となる事実がないと誤認させる行為によりなされた意思表示につき56、
一定の場合に取消しを認めることは消費者契約法の考え方になじむもの

54 たとえば、不要な物品を売りつけられたというケースは、不利益を受ける
ことがほぼ確実であるといえそうにみえるかもしれないが、不要かどうかは人
によって異なるのであり、基本的にはここには該当しない。
55 肌がきれいになるという美容液の販売において、効果がまったくないとい
う例は、損をすることが確実である場合に該当するということもできそうであ
るが、必ず何らかの効果があるという信頼を暗黙の前提として保護すべきであ
るといえるかどうかは問題であろう。この場合は肌がきれいになるという効用
をうたって販売しているので、それが断定的判断の提供に当たるかどうかの枠
組みで判断する方が適切であろう。もっとも、断定的判断の提供は、将来の変
動が不確実な事項に限られており、このようなケースは対象にならないとされ
ている。
56 詐欺の拡張という観点からみた場合に沈黙の詐欺類型で考えると、利益と
なる評価を告げることは本来的には不要となる。判断に関する誤認惹起行為と
いう観点からみた場合も、勧誘に伴う信頼として考えれば、やはり利益となる
評価を告げることは本来的には不要となる。
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といえる。そうだとして、具体的に消費者契約法上の取消し要件に照ら
して、どの条文に基づいて取消しを認めるべきかは問題になる。すなわ
ち不利益事実の不告知か、断定的判断の提供か、あるいは不実告知かと
いうことである。
　不利益事実の不告知として消費者契約法が定める行為は、重要事項等
につき、消費者の利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項につき消費者
の不利益となる事実を故意に告げないというものである（消費契約４条
２項）57。告げなかったことが問題となるのは、不利益となる「事実」で
あるが、告げる対象とされているのは、「利益となる旨」であり、これ
が事実に限られるのか評価も含むのかが問題になる。この点の解釈は分
かれるようであるが58、少なくとも形式的に利益となる評価を述べるこ
とが排斥されるような文言ではない。
　もっとも、金価格の例については、消費者契約法の解釈問題としては、
金の将来価格が消費者契約法４条２項における重要事項に当たるかが問
題になる。重要事項は契約の目的となるものの質、用途その他の内容で
あり、質とは品質等の属性をいうと考えると、商品の将来価格を質と捉
えることは困難であるという指摘もある59。しかし、商品先物取引は差
金取得を目的としてなされるのであるから、将来価格自体が質、用途に
類似する契約の目的となるものの内容であるという解釈はありえなくは
ない60。
　もっとも、質の理解のような形での重要事項の解釈は従来も論じられ
てきたところであるが61、最高裁は、そのような角度からではなく、将

57 なお、故意の意義については議論がある。道垣内・前掲注１）54頁、落合・
前掲注16）84頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注１）77頁。
58 利益とは、消費者が自己にとりプラスと評価する事実とするものとして、
落合・前掲注16）82頁。評価を含むとするものとして、今西・前掲注２）37頁。
59 後藤巻則・判批・TKCローライブラリー速報判例解説民法（財産法）41号（2010
年）４頁。
60 宮下修一「消費者契約法４条の新たな展開（２）」国民生活研究50巻３号（2010
年）28頁、住田浩史・判批・御池ライブラリー 32号（2010年）６頁。
61 主に、契約締結の前提となる事項や動機をどこまで含めることができるか
について、議論がなされていた。山本・前掲注１）12頁、道垣内・前掲注１）
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来の変動が不確実な事項が重要事項に当たるかどうかという点に焦点を
あて、将来の変動が不確実な事項が対象となることを示す断定的判断の
提供との文言の違いから、結論を導いている。しかし、形式的には、４
条２項の重要事項から、将来の変動が不確実な事項が明示的に排除され
ているわけではなく、これを含むものという解釈がありえないわけでは
ないと思われる。
　なお、金の将来価格が重要事項であるとして、告げなかったことが問
題となる事実がなにかは微妙である。最高裁は、金の将来価格などの将
来の変動が不確実な事項は重要事項ではないとしているのであり、重要
事項かどうかが問題とされているのは金の将来価格自体である。ここで、
不利益事実の不告知とは、重要事項について不利益となる事実を告げな
いことであるところ、重要事項についての事実とは何かが問題になる。
重要事項そのものだとすれば、ここでは金の将来価格がほぼ確実に下が
ることが重要事項についての事実（事実か評価かは措く）となり、ほぼ
確実に下がることを顧客に告げないことが、不告知となる。これに対し
て、重要事項「についての」事実の不告知だから、重要事項そのもので
ある必要はないとすれば、金価格の変動要因を告げないことが重要事項
についての事実の不告知になるとも考えられる。ここでは、金価格がほ
ぼ確実に下落する要因となる事実を告げないことが不利益事実の不告知
となる62。最高裁においても、金価格が暴落する可能性を示す事実を告
げなかったからといって、意思表示を取り消すことはできないと判示さ
れており、不告知が問題となっているのは金の将来価格自体ではなく、
価格変動要因であるかのようにみえる。
　後者のように考えるとして、不利益事実は、利益告知により当該事実

52頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会・前掲注91頁等。裁判例につき、
宮下・前掲注47）97頁以下。特定商取引法では、平成16年改正により、不実告
知等による取消権が認められ、不実告知の対象となる事項に、顧客が契約締結
を必要とする事情に関する事項が含まれている（特商法９条の３第１項１号・
６条１項６号等）。もっとも、事実の不告知による取消権では、顧客が契約締
結を必要とする事情に関する事項は対象となっていない（特商法９条の３第１
項２号・６条２項等）。
62 この点につき、黒沼・前掲注６）10頁。



論　　　説

［31］ 北法63（3・278）938

が存在しないと消費者が通常考えるべきものでなければならないが、一
般的消費者が存在しないと通常考えるべきかどうかの判断において、具
体的事実すなわちたとえば臨時増証拠金が課されるという事実を想定
し、かつ具体的に消費者がこの事実を思い浮かべて存在しないと考える
かどうかというような判断手法をとれば、そもそも不利益事実に当たら
ないとも考えられる。しかし、金価格がほぼ確実に下落する要因はない
と通常考えるかどうかという判断手法をとれば、不利益事実に該当する
ということはできる63。このように考えれば、金の将来価格がほぼ確実
に下がることを「重要事項についての事実」とみるか、下落につながる
変動要因を「重要事項についての事実」とみるかで、取消しが認められ
るかどうかはあまり変わらないのではないかと思われる64 65。いずれに

63 この点につき、青野渉・判批・消費者法ニュース76号（2008年）247頁。
64 なお、最高裁のような視点から、金の将来価格が重要事項かどうかを問題
とするのであれば、不告知が問題となるのも金の将来価格自体と考えるべきで
あるようにもみえる。将来の変動が不確実な事項か事実かで、断定的判断の提
供か、不実告知・不利益事実の不告知かを区別することの理由は、前述のよう
に、変動が不確実な事項なのだから厳密には不実ということができないという
ことか、あるいは事実は信頼してよいが評価は鵜呑みにしてはいけないという
ことである。ここで、金の将来価格は将来の変動が不確実な事項であって事実
ではないとして、価格の変動要因が存在しているということは事実である。し
たがって、不実告知でいえば、価格の変動要因について不実のことを告げるこ
とは虚偽の事実の告知であり、厳密には不実とはいえないとか、評価を鵜呑み
にするなどということは当てはまらない。このことからすれば、この最高裁判
決を根拠に価格の変動要因が重要事項ではないと解することは速断であろう。
もちろん、これは価格の変動要因は不確実な事項かどうかの点で重要事項では
ないことにはならないというだけであって、質等に該当するかどうかという点
で重要事項に当たるかどうかは問題になる。
　不実告知でいえば、このように考えられるが、不利益事実の不告知について
は、不告知の対象をどう考えるかはややこしい。利益となる旨を告げることに
評価を告げることが含まれるのであれば、金の将来価格自体についての評価を
告げて、価格変動要因たる事実を告げないことによる誤認は不利益事実の不告
知の対象ではないという切り分けも可能だからである。この点、最高裁の文言
は、金の将来価格が重要事項かどうかと、暴落の可能性を示す事実を告げなかっ
たことをつなげているようであり、金の将来価格と価格変動要因たる事実を区
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せよ、形式的には、不利益事実の不告知の要件により取消しを認めるこ
とも考えられる。
　次に、断定的判断の提供については、相場が上がるか下がるかは分か
らない状態であると信じてもやむを得ないという意味で断定的判断の提
供がなされ、それにより、分からない状態であることは確実であるとい
う誤認をしたという形で、条文の要件にのせることになる。これも従来
断定的判断の提供として想定されてきたものとは中身は異なるが、この
ように位置づけることはありえなくはないであろう66。
　あるいは、相場が下落することはほぼ確実であるのに、上がるか下が
るかは分からないような表示をしたものとみて、これは不実告知に該当
するという解釈もありえる。これは、従来から議論のあった、評価であっ
ても不実告知に該当する場合があるかという問題として位置づけるもの
である。
　このように、とりあえず不利益事実の不告知、断定的判断の提供、不
実告知のいずれにでものせることはできそうである。ただし、判断に関
する誤認惹起行為という見地からすれば、前述のように、損することが
ほぼ確実なものを売りつけることはないというような信頼を保護すべき
かどうかは取引の種類等によるのであり、一律に保護すべきとはいえな
いとすると、このような考え方から取消しを基礎づけるときには、この
ような信頼を保護すべき場合であることを要件として読み込むことがで

別していないようにもみえる。しかし、将来の変動が不確実な事項と事実を区
別することを前提にするのであれば、両者は分けるべきであり、最高裁の判旨
は、金価格について有利となる相場予測を述べた場合に、暴落の可能性を示す
事実を告げなかったことが不利益事実の不告知にならないと判断したものとと
らえるべきであろう。
65 金の価格が上がるというように利益となる旨を告げると、単に金価格が下
落する可能性を示す事実も告知しなければならないとすると、告知しなければ
ならない事実は際限なく存在することになるという指摘がなされている。松本・
前掲注２）57頁。この点からも、告知が必要になるのは、金価格が下落するこ
とがほぼ確実であることを示す事実に限定するのが妥当である。
66 消費者契約法４条からは、限定的なルールではなく、拡張可能な原理を引
き出すことが試みられるべきであるとするものとして、大村・前掲注13）42頁。
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きることが必要となる。
　不利益事実の不告知であれば、これは、不利益事実が「当該告知によ
り当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」とされている
ところで、読み込むことが可能である。これは、一般的消費者を基準と
して判断するものと解されている。たとえば、骨董品の取引では、一般
的消費者は、損するようなものを売りつけられることはないという信頼
はしないというような形で読み込むことができよう。断定的判断の提供
の提供でも、上がるか下がるかは分からない状態であると信じてもやむ
を得ない断定的判断の提供がなされたかどうかという判断において、そ
のような事情を考慮することになろう67。
　不実告知では、契約を締結するかどうかの判断に通常影響を及ぼすべ
き事実かどうかの判断において、実質的には同様のことを考慮すること
はありえるかもしれない。ただし、損をすることがほぼ確実なものを売
りつけることはないという信頼を保護すべきかどうかは取引の種類に応
じて変わるとしても、損をすることがほぼ確実かどうかは、すべての取
引において契約締結の判断に影響するというのが素直であろうから、こ
の要件に読み込むことは難しいようにも思われる68。しかし、不実告知
によって誤認が生じたといえるかどうかの判断において、信頼を保護す
ることが妥当な場合であるかどうかを考慮することはできるであろ

67 不利益事実の不告知と断定的判断の提供は重複する場合があるとするもの
として、松本恒雄「消費者契約法、金融商品販売法と金融取引」金法1587号（2000
年）８頁、住田・前掲注60）５頁、池田・前掲注６）93頁。
68 「通常」要件に信頼の正当性を読み込めるかどうかにつき、後藤・前掲注
42）49頁、後藤・前掲注21）33頁、三枝・前掲注42）９頁、内田貴『債権法の
新時代』（商事法務、2009年）54頁。
　なお、消費者が情報を収集するのが困難な場合であることも要件とするべき
であるとも考えられる。ほとんどの場合には情報収集は困難であるというよう
に考える余地もあるが、情報収集の困難さを実質的に要件とする場合には、不
利益事実の不告知では、「消費者が通常考えるべきもの」という要件に読み込
むことも可能かもしれない。もっとも、本来は、この要件とは異なるものであ
ろう。後藤・前掲注42）49頁。そうすると、断定的判断の提供がもっとも判断
枠組みとしては適切であることになる。
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う69。このように形式的な要件の問題としてみれば、いずれの類型にあ
てはめることも可能である。
　もっとも異なるのは事業者側の故意の要件である。不利益事実の不告
知では故意は明示的に要件とされている。断定的判断の提供では故意は
要件として示されていないが、実質的には故意のような場合になるよう
に思われる。不実告知であれば、故意は要件ではない。実質的に故意を
要件とするべきかどうかは評価は分かれるであろう。

おわりに

　消費者契約法における誤認類型の取消しを詐欺の拡張として考えれ
ば、金価格のような例を取消しの対象に含めることは、それほど困難で
はないと思われる。これに対して、判断に関する誤認惹起行為という観
点からとらえ、さらに金価格のような例で問題になる信頼は評価に基づ
く信頼ではなく、勧誘に伴う信頼の保護であると理解すれば、このよう
な例で取消しを認めることは、消費者契約法の取消しにかなり異なった
ものを組み入れるものとも考えられる。すなわち、ここで対象としてい
るケースは、前述のように、具体的な表示に対する信頼に等しいもので
はないので、不実告知とは異なる。また、不利益事実の不告知において、
利益告知が要件である点から素直にみれば、利益告知は本質的な要件で
はない点で異なる。また、普通の形態で勧誘していても生じる信頼保護
であることからすれば、断定的判断の提供が本来念頭においていたケー
スでもない。したがって、消費者契約法が本来カバーしようとしていた
ケースではない。しかし、実質的に取消しを認めるべきかどうかという
点でいえば、断定的判断の提供について取消しを認める消費者契約法の
考え方と親和的なところがあり、そのことからすれば、取消しを認めて
いくという方向性もありうるということである。
　前述のように、最高裁判決では、将来における変動が不確実な事項は、
不利益事実の不告知の対象にならないとされている。したがって、この

69 前掲注46）参照。



論　　　説

［35］ 北法63（3・274）934

判例を前提として考えれば70、このようなケースにおける意思表示の取
消しという形での救済を認めるかどうかは断定的判断の提供に含める形
で解釈することができるかどうかで考えていくしかないことになる71。
断定的判断の提供にこのようなものも含めることは、消費者契約法の思
想に必ずしも反するものではないといえよう。

　本研究は平成21 ～ 23年度科学研究費補助金（基盤研究（B））（研究
代表・瀬川信久、課題番号21330020）による研究成果の一部である。

70 射程を限定する理解として、宮下・前掲注60）30頁。
71 将来の変動が不確実な事項ではない、取引の目的物の品質等が問題となる
場合を考えると、逆に、断定的判断の提供は使えないことになる。不実告知ま
たは不利益事実の不告知を用いることになる。
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はじめに　本稿の目的と構成

第１節　本稿の目的

　近代国家は、資本主義が発展するにつれて表出してきた社会的・構造
的な矛盾──たとえば貧困や失業等の問題──を克服するため、一連の
社会保障制度を設け、いわゆる「福祉国家」を形成してきた。民主政の
下で国民生活の安全を確保し、リスクを解消・緩和させ、社会正義を追
求するという積極的責務が国家には求められ続けている。こうして、従
来の「夜警国家」、「消極国家」といった国家観は、「規制国家」、「給付
国家」とも称される「積極国家」へと一変した。それにともなって、で
きるだけ国家権力を制限しようとしてきた従来の古典的な憲法観も変容
しつつある。現在では、国家に積極的な行為を求める社会国家の理念に
基づいて、伝統的な受益権や国務請求権を保障するだけでなく、国家が
国民の経済領域にある程度介入することも許されている。1919年に制定
されたドイツのワイマール憲法は、社会権に関する規定を初めて記した
ものだが、そこには、「人間たるに値する生存」の保障が明記された1。

1 もっとも、ワイマール憲法の社会権条項では、「権利」という言葉は用いら
れていなかった。当時の学説でも、社会権条項は立法の指針や法律解釈の基準
に過ぎないというプログラム規定説が主流であったので、法的な意味は弱かっ
たように思われる。野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ〔第５
版〕』（有斐閣・2012年）502頁［野中俊彦執筆］。
　なお、ワイマール憲法以前の1749年フランス憲法（ジャコバン憲法）21条で
は、就労機会の保障と公的扶助は国家の「神聖な債務（dette sacrée）」である
とするような規定があった。文言上権利ではなく「債務」と定められたが、こ
れは社会権の概念の芽生えとも言えよう。陳新民『法治國家公法學的理論與實
踐──陳新民法學論文自選集』（三民・2010年）441頁。
　また、ワイマール憲法は治安や社会秩序の安定を図る妥協的な産物であり、

「経済活動への国家の介入は社会化の手段であり、弱者保護に還元されない目
的を持っていた」から、このような「妥協の社会化」には、現在の社会的・経
済的弱者保護を掲げる「社会権」と法的概念及び目的において決定的な違いが
ある。遠藤美奈 ｢社会権─これからの社会を構想するために｣ 法学セミナー
688号（2012年５月）16頁参照。
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同憲法は、のちに日本と台湾にも大きな影響を及ぼし2、日本では1947年
から施行された日本国憲法25条に、台湾では1947年に公布・実施された
中華民国（台湾）憲法15条に、それぞれ「生存権」が規定され、社会的・
経済的弱者を保護することにより実質的平等を実現するよう、国家に積
極的な給付を要請している3。
　他方、1788年に成立したアメリカ合衆国憲法には、生存権や社会権の
ような規定がないものの、周知のとおり、アメリカ合衆国憲法は、18世
紀以来、修正条文の追加やアメリカ合衆国連邦最高裁判所の憲法解釈を
通して時代の変遷とともに内容を発展させている。アメリカでは、原意
主義と解釈主義の争いがあるにもかかわらず、学説においても判例にお
いても、平等保護条項、デュー・プロセス条項、あるいは、市民権条項
に基づいて、医療保障や老人・児童福祉給付において福祉権を保障する
ようになっている4。そのため、アメリカ合衆国憲法は生存権（福祉権）

2 芦部信喜編『憲法Ⅲ人権（2）』（有斐閣・1981年）321頁［中村睦男執筆］。
林紀東『中華民国憲法逐條譯義（四）』（三民・1993年〔６版〕）249頁。鍾秉正

『社會保險法論』（三民・2005年）27頁。
　台湾現行憲法第13章「基本国策」の規定は、一般的にワイマール憲法を模範
とするものであると思われる。とくに、多くの基本国策条項は、当時の主要な
憲法起草者である張君勱らがワイマール憲法に倣ったものであると思われる。
しかし、当時の基本国策に当たる憲法草案第10章第２節にいう「生計」編には、
労働者保護の規定を除きワイマール憲法のような団結権や労働者の経営参加権
及び社会保険などの規定が欠如していたので、社会権に関する諸規定は必ずし
も張が関心を示したものとは限らないという指摘もある。郭明政「社會憲法─
社會安全制度的憲法規範」蘇永欽編『部門憲法』（元照・2006年）340頁。とは
いえ、ドイツ憲法及び憲法解釈が現在も台湾の憲法解釈に強く影響を与え続け
ていることは否定できない。
3 日本及び台湾の代表的な教科書は、いずれも生存権の積極的な作為的、給
付的機能を強調している。たとえば、芦部信喜『憲法〔第５版〕』（岩波書店・
2011年）260頁、呉庚『憲法的解釋與適用』（三民總經銷・2004年）266頁。しかし、
台湾においては、生存権について、「生命の維持」が念頭に置かれるのが常で
ある。すなわち、一般的に生存権は、①死刑廃止の問題、②堕胎の適法性の問
題、③安楽死の問題、④国家に給付を求める請求権の問題として扱われる。陳
新民『憲法導論』（新學林・2008年）130頁。
4 アメリカ合衆国憲法には社会権規定は存在しないが、貧困者への法的扶助、
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を憲法典に明記するべきかどうかの手がかりを提供するのみならず、他
の人権条項ないし憲法全体と生存権との関係を検討するうえで、異なる
視野や解釈手法を提供しているといえるかもしれない5。近時ますます台
湾の憲法解釈に影響を及ぼしているアメリカの憲法理論6は、生存権保

教育支援、食物・住居、基本的な衛生医療の提供が法律によって認められている。
自由の概念を重視するアメリカ合衆国では、社会権の問題は基本的に政治問題
であるとされている。しかし、自由が他者に依存するものであるならば、自由
の条件を提供する「積極的政府」がやはり必要である。See Stephen Holmes & 
Cass R. Sunstein, The Cost of Rights : Why Liberty Depends on Taxes 204-208 
(2000).
5 もっとも、自由主義を基盤としたアメリカ社会では、個人責任の精神が強
く、国家に対する福祉給付の請求や国の経済への介入の要請に警戒感が強く
持たれる。近時、オバマ（Barack Obama）大統領が主導した医療保険改革法
PPACA（Patient Protection and Affordable Care Act）が2010年３月の議会で
219対212の僅差で成立したが、その後、同法の医療保険強制加入命令（individual 
mandate）の合憲性をめぐる訴訟が各地で行われている。2011年８月12日にア
トランタ連邦高裁は、フロリダ州下級審の違憲判決を支持し、医療保険加入を
義務づけ、違反者（保険未加入者）に罰金を科する同法の枠組みについて２対
１で違憲判断を下した（ただし、同法による保険業者の規制や保険費の引き下
げについては合憲判断を下した）。
　そのため、本件は連邦最高裁に上告され、2012年３月26日から28日までの３
日間の聴聞弁論会が開かれ、激しい賛否の攻防が繰り広げられた。最終的に連
邦最高裁は2012年６月28日に同法に規定された罰金を議会の課税権の範囲内に
あると解し、保険強制加入について５対４で合憲としたが、連邦政府と州政府
が共同負担する低所得層向け医療保険（Medicaid）の拡大に関する部分を無効
と宣告した。それにもかかわらず世論の反対は弱まっておらず、今後の発展に
注目し続ける必要があるといえよう。
6 台湾司法院の大法官解釈（憲法裁判解釈）では、ドイツの理論が頻繁に援用
されてきたが、近年ではアメリカの理論からの影響も見られるようになってき
ている。たとえば、大法官釈字第328号解釈（1993年11月26日）では、固有の
領土〔固有疆域〕の問題を「政治問題の法理」（Political Question Doctrine）
としているし、同384号（1995年７月28日）では、憲法８条に定める逮捕等の「法
定手続」について「デュー・プロセス（Due Process）」と説明している。また、
言論の自由に関する同445号（1998年１月23日）では、表現内容に基づく規制
と表現内容に中立的な規制を区別する「ツートラック理論（Two-Track）」、「明
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障の領域にどのような示唆をもたらすだろうか。筆者には大変興味深い
問題である。
　日本と台湾の憲法は、いずれも生存権条項を有しているにもかかわら
ず、現在の日本の通説によれば、生存権の法的性質は、抽象的権利であ
るとされ、いかなる内容がどの程度保障されるかについては、ほとんど
明らかにされていない。日本の最高裁判所は、生存権の内容はきわめて
多義的な概念を含んでいると想定しているため、具体的な法律による内
容形成を尊重したうえで、朝日訴訟7及び堀木訴訟8において、行政府ま
たは立法府の広汎な裁量を認め9、生存権に基づいて最高裁自ら実質的に
救済する姿勢を示さなかった。そのため、憲法が保障する権利の意味が
あらためて考えられなければならない。また実務上、生存権をめぐる訴
訟における違憲審査基準については、いわゆる「二重の基準論」または

「立法裁量論」が展開され、「明白性の原則」といったきわめて緩やかな
違憲審査基準によって審査し続けているが、これでは実質的に無審査

（hands-off）であり、違憲審査を回避するのと同様であるように思われる。
つまり、生存権を実効的に救済できなくなる。
　もちろん、生存権の保障は、法律によって具体化されるべきであって、
財政民主主義の原則等にも配慮しなければならないことから、司法によ
る保障には限界があるわけだが、それでも憲法に生存権が明記されたこ

確性の理論」、「明白かつ現在の危険」を援用している。同613号（2006年７月
12日）、同614号（2006年７月28日）における「行政権一元化〔行政一体〕」理論は、
アメリカ合衆国憲法上の「Unitary Executive Theory」概念に類似している。
廖元豪「美國憲法學對臺灣憲法實務與理論之影響──以方法論為重心」月旦法
學教室第100期（2011年２月）65-68頁。
7 最大判昭和42・５・24民集21巻５号1043頁。
8 最大判昭和57・７・７民集36巻７号1235頁。
9 憲法25条１項の「健康で文化的な最低限度の生活」はきわめて多義的な概念
であると思われるから、結局、生存権には、①法律の具体化：「法律による内
容形成が必要であって立法裁量論が成立すること」、②内容の多様化：「保障内
容は不確定要素が多いので立法裁量は広く設定されること」という「二重の裁
量論」がはたらくことになる。駒村圭吾 ｢憲法訴訟の現代的回転─憲法的論証
を求めて［第13回］生存権｣ 法学セミナー 682号（2011年11月）78頁。
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との意味や、それに関する規範内容及び司法のありかたは、明らかにさ
れるべきである。また、生存権とは、法律によって実現されるべき制度
的・客観的権利なのか、それとも個人が裁判所に提訴できる主観的権利
なのか。生存権をめぐる憲法訴訟では、いかなる解釈方法ないし違憲審
査基準が適用されるべきか。このような問題については、これまで必ず
しも明瞭にされてこなかったように思われる。なお、すでに社会保障立
法が数多く制定されているという現実に基づき、社会立法の内容または
生存権を実現する具体的な行政活動について、憲法の観点からどのよう
に規範的な評価がされるべきかについては、現在急速に進んだ少子・高
齢（化）や経済の低成長の社会構造のなかで改めて検討されなければな
らない。
　そこで、本稿はこのような背景に憲法上の文言を重視し、実質的な権
利救済を実現すべきとの見地から、生存権をどのように運用させるべき
かを模索するものである。とりわけ台湾の社会保障制度における生存権
と社会給付との関係について考察し、日本とアメリカの学説および判例
を参考にしながら、台湾憲法における生存権の（国家に対する請求権の）
本質を解明する。また、生存権の憲法解釈を通して、その条文の意味、
権利の内容、規範的効力を明らかにし、台湾の社会保障制度に関する新
たな憲法理論・解釈を構築する。したがって、本稿の主要な目標は、よ
り具体的には以下の通りである。①台湾における生存権の憲法規範を明
らかにし、その規範内容を充実させるべく、適切な司法審査のあり方を
提言する。②社会給付請求権を生存権に基礎付け、憲法訴訟によって救
済しうる憲法理論を思索する。

第２節　本稿の視座及び構成

　本稿は、主に以下のような視点を有するものである。このような視座
に立つことにより、生存権条項が司法審査において有効な保障機能を発
揮することができると考えられる。

１．弱者優先保護の憲法理論の必要性
　憲法が保障する権利について、前国家的権利をより重視する「価値序
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列」的理解や「切り札」としての権利論10、あるいは、自律的個人の自
己決定を強調する「強い個人像」等が説かれているが11、これらの諸説
は「国家からの自由」、「基本権のパンチ力」にこだわり、社会に現存し
ている構造的格差や社会的権力による圧迫を適切に把握しているといい
がたい。これらの見解を前提にすると、法律は結果として、抽象的・普
遍的・中立的な名目の下に、事実としての社会的現実に干渉できず、現
状を追認するに止まっている。そのために、多数者や社会的強者の地位
が保たれ、社会的弱者が社会において排除される実情が継続している。
そこで、弱者の保護を主眼とした生存権論では、まず、生身の人間が超
社会的な存在ではなく、日常的に他者と相互的な関係をもちつつ、社会
構造的な権力による支配や圧迫に直面しているという事実を認識したう
えで、この支配・圧迫・社会的排除に抗するために、憲法が弱者層を包
摂し、帰属させる機能を果たすべきであると主張される。すなわち、生
存権の権利主体の多様性を認め、人々の市民としての資格、人間として
の尊厳を承認し、政治領域のみならず、社会共同生活に参加しうるため
の実質的条件を整備することが求められるわけである。この目的を達す
るために、生存権・社会権条項を有する憲法に内在する価値は、中立的
憲法価値ではなく、弱者を優先的に保護する憲法価値であると理解すべ
きであり、司法審査を行う際には、社会格差や排除の事実的あるいは、
社会的権力のあり方について、「弱者のエンパワーメント」という視点
から憲法を解釈すべきである。具体的な制度としては、弱者の異議申立

10 たとえば、自律的個人が自己決定しうる前提条件として必要な権利に「切
り札」としての機能を期待し、権利の絶対性を重視するロナルド・ドゥオーキ
ン（Ronald Dworkin）に代表される権利観である。この見地からは、憲法上
の権利の範囲や射程は狭く解され、そして、権利と公益との比較衡量が軽視さ
れやすくなるように思われる。Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 184-
269 (1977); 廖・前掲注（6）372-373頁。
11 たとえば、中世身分制社会から解放されたひとりひとりの個人が「自分の
ことは自分で決める」ようになったことにフランス革命の意義を見いだす樋口
陽一は、このような近代人権の成立過程からすれば、規範である憲法が保障し
ている人権の享有主体は、強い個人でなければならない、と説く。樋口陽一『「日
本国憲法」　まっとうに議論するために』（みすず書房・2006年）54-57頁。
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を可能にする制度を整え、その資格・地位の剥奪に対して回復または補
償を可能にする理論を発展させるべきである。

２．社会権の「段階的性質」による生存権規範の多層化
　社会権の実現が国家財政、社会環境の変動によって変動することから
すれば、社会権には「段階的」な性質があるように思われる。したがっ
て、その実現については一歩一歩、漸進的な実践が重要となる。それゆ
え、生存権の権利構造も多層的に把握することが必要である。すなわち、
生存権の規範性を論じる際には、その権利内容をいくつかのレベルに分
けて論じるべきであろう。たとえば、生存権の核心となるのは生命にか
かわる「最低限度の生活」を保障することである。これは最低限守られ
なければならない限度であるし、緊急性が認められるものであるから、
通常の政治プロセスによる適切な対応ができない場合に司法プロセスに
よる救済が確保されるべきである。他方、国家の財政状況等に応じて適
宜実現されていく社会保障制度や福祉措置もあるから、生存権には、各
国の発展段階に応じて保障されるべき異なるレベルもあるといえよう。
このように、生存権は多層的な権利として把握されうることから、この
規範的効力には強弱があり、動態的なものも含まれることを認めたうえ
で、核心的部分については裁判所に迅速かつ実効的救済を要求し、立法
府には社会保障制度を漸進的・段階的に整備していく責任を負わせてい
るものと考えられる。また、司法審査では、争点が生存権の核心に近け
れば近いほど、より厳格な違憲審査基準を適用しなければならない。

３．立法裁量の「権利実現の促進」機能
　社会権の段階性に基づき、本稿は、生存権の保障を最低限度の保障に
限定して把握するのではなく、より快適な生存を実現することについて
も憲法によって保障されていると考える。すなわち、国家には生存権を
向上させる憲法的義務があり、その規範性を否定することはできないと
考える。この意味において、生存権の立法裁量は、憲法がその権利を実
現・向上させるために具体的な制度を自由に形成することを立法府に授
権したものであって、立法府は立法過程において憲法の命令・価値に従
い、その権利の実現を最大化する責務がある。立法裁量は、合憲性を追
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認するための道具として、違憲審査の限界を示し、司法府に民主的正統
性がないことを根拠に緩やかな審査基準を適合して、実質的に司法によ
る無審査を強調する概念ではない。むしろ、立法裁量は、社会権の多層
的・不完全的な規範構造のもとで、立法者が立法過程において十分な配
慮と討議、利益衡量をすることにより、多数者・社会的強者と少数者・
弱者との利益を調整し、生存権を最大化させるように憲法に要求するも
のだと理解すべきである。したがって、立法者の決定「結果」の的確あ
るいは、立法裁量の「有無」の問題は、司法審査において最も重要な事
項ではない。立法「プロセス」における利益衡量、とりわけ少数者・社
会的弱者の利益・権利に十分に配慮されているかどうか、そして、その

「プロセス」が憲法の課している義務ないし憲法価値・目標に符合する
かどうかという問題こそが司法審査の重点とされるべきであろう12。こ
うして、立法府が十分な配慮や討議をなすべき義務を履行しない場合、
あるいは、憲法価値の理解を誤り、違反している場合には、司法府が立
法府に権利の実現を促進させるために、司法審査において憲法的価値を
明示することにより、司法府と立法府が対話する必要があるように思わ
れる。

４．本稿の構成
　本稿は、大きく４つの章から構成される。各章の内容は、以下のとお
りである。
　第１章「日本・アメリカ及び台湾の憲法学における生存権研究の到達
点と課題」では、おもに日米台における現在の生存権研究の到達点を確
認するとともに、残された課題を明らかにして本稿の問題意識を深める。
　第２章「社会給付と生存権に関する憲法理論」では、第１章で示され
た問題意識に基づいて、おもに台湾の社会給付と生存権に関する制度及
び学説の見解を検討する。台湾の社会保険制度はおもに職域別によって
設けられているが、税収を主たる財源として社会保険制度を維持してい

12 近時の台湾では、このように司法審査の立法裁量について積極的な意義を
説く見解もある。黃舒芃「違憲審查中之立法形成空間」月旦法學雑誌第185期

（2010年10月）42頁。
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ることは、一般に社会保険制度が強調する「相互的」「権益的」な社会
連帯と互助原則に反し、「一方的」「恩給的」な社会保障制度になってい
る傾向がある。そして、台湾では、強力な労働者組合がないだけでなく、
国民間の連帯意識が薄れていることから、健全な社会保険制度の発展が
損なわれやすい。
　このような連帯精神や下からの社会権論の理念に反していることにつ
いて、本稿は、人々が社会構成員としての連帯意識といったコンセンサ
スを有する必要があり、そのために、より理性的、参加的、討議的な民
主制が生存権の保障にとって重要であると主張する。また、台湾はドイ
ツ法の諸理論から影響を受けているため、多くの学説と司法院大法官解
釈（とりわけ釈字第485号解釈）は、憲法前文、憲法１条、基本国策及
び憲法増補条文10条の規定からドイツの社会国原理にあたる「民生福祉
原則」を導き出している。しかし、この原理ないし原則の内容について
は、大法官解釈においても明らかにされていない。諸学説の共通見解に
よれば、このような民生福祉原則（社会国原理）を人間の尊厳や生存権
と（ときには平等権と）連結させて、人々は社会保障制度の完備を請求
しうると説かれているようである。少なくとも、最低限度の生活条件を
保障しなければならないことがこの原則の最低限度の要求であることは
明らかにされている。なお、大法官解釈は、ドイツの客観法概念を大量
に引用し、独自の基本権の多重的機能を発展させたうえで生存権を実質
的に保障する傾向にある。しかし、このような迂遠な方法は、理論構成
が複雑で、国民の権利意識を培うことが困難になるだけでなく、国家が
生存権の向上義務を負っていることを強調しにくくなるように思われ
る。また、客観法の枠組みによって、国家の行為についてはあくまでも
広範な立法裁量を認めるよう要求されるため、その保障はおそらく最低
限度にとどまることになるであろう。
　台湾憲法の文言に戻ると、生存権条項及び基本国策の規定がある以上、
上述のような法継受的な基本権の多重的機能論を展開させるとしても、
憲法15条の生存権条項と結びつけ、台湾憲法の文言、歴史・文化にふさ
わしい生存権理論を発展させるべきだと思われる。したがって、本稿は、
社会給付及び関連する基本国策の規定の核心となる憲法根拠を憲法15条
の生存権に求める。そして、従来の学説・大法官解釈に基づき、生存権
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の権利構造を「積極的な生命保護」、「最低限度の生活保障」、「快適な生
活の追求」の３層に分け、それぞれを段階的に保障するべきであると論
じる。また、生存権が基本権のひとつであるならば、立法・行政・司法
を規範づけているはずである。そのために、生存権がどのように国家権
力を統制するかの問題をさらに検討する必要もあるだろう。
　第３章「生存権に関する判例及び違憲審査基準」では、日本・アメリ
カ・台湾の社会給付・生存権判例を比較検討する。日本には生存権条項
があるが、抽象的権利説が通説としてとなえられており、「二重の基準論」
や「権利の価値序列論」の影響で生存権の規範的効力があまり発揮され
ていないようである。もっとも、近年の立法不作為の憲法訴訟からみる
と、生存権の具体的な権利（少なくとも最低限度の保障）が徐々に認め
られる傾向にあるようにみうけられる。他方で、アメリカには生存権条
項はないものの、平等保護条項、手続的保障によって福祉給付を保障し
て い る 側 面 が あ る。 近 時、 フ ラ ン ク・ マ イ ク ル マ ン（Frank 
Michelman）、キャス・サンスティーン（Cass Sunstein）のように、違
憲審査には問題の発見や権利の促進といった機能があるとの見地か
ら13、違憲審査の重点を、社会的弱者への侵害が憲法の基本精神に反す
る不合理な国家行為になっていることを明らかにすることにおき、その
後の計画や執行を原則的に政治プロセスに委ねる傾向にある。つまり、
原状回復や現状維持によって個人の自律を支えることより、公共の議論
を促すような司法審査が求められつつあるわけである。
　このようなアメリカにおける議論の展開から生存権の「より快適な生
活保護」の発展に有益な示唆が得られるように思われる。また、反差別、
反従属、平等な市民権をとなえる学説は、台湾の実質的平等の概念に再

13 Frank Michelman は、裁判所が缶切り（can opener）のように、問題のあ
る法律を引き出す役割を果たすべきと考える。また、Cass Sunstein は、促進
者としての裁判所（Court as Catalyst）が適切な判決を通して公的討議を引き
出す役割を果たすべきと主張した。See Frank I. Michelman, Economic Power 
and the Constitution, in The Constitution In 2020, 52-53 (Jack M. Balkin & 
Reva B. Siegel eds., 2009). 廖元豪「平等權的檢討與展望」月旦法學教室第90期

（2010年）34-35頁。Cass R. Sunstein, One Case at a Time : Judicial Minimalism 
on the Supreme Court 120-121 (1999).
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考を迫るものであろう。すなわち、台湾における生存権と平等原則にか
かわる事案では、明確な違憲審査基準が明示されていないのみならず、

「実質的平等」の言葉が大法官や学説によって頻繁に用いられていた。
しかし、いずれも「合理性の基準」という枠組みで考えられるものであ
り、この合理性基準をとる審査方法は、実質的には「形式的平等」を保
障するにすぎない。台湾憲法にはすでに生存権条項があるから、今後、
平等審査を生存権の価値にとりいれ、すべての人が平等に尊厳のある文
化的、健康的な基本生活を保障される、あるいは、促進される実質的平
等理論を発展させるべきだと考えている。
　第４章「司法による生存権の保障及び権利促進の可能性」では、これ
までの先行研究、規範論、判例法理及び司法審査に関する技術論を整合
的に理解し、生存権の権利概念と理念を再構築し、手続面及び実体面に
おける権利保障の充実を試みる。そのほかに、国際人権条約や司法及び
非司法的救済手法を考察し、司法による権利保障の可能性と限界を論じ
る。最後の「おわりに」では、本稿を総括し、台湾の生存権や社会給付
の実効的な保障及び違憲審査を活性化させるために、いくつかの結論を
述べる。

第１章�　日本、アメリカ及び台湾の憲法学における生存権研
究の到達点と課題

第１節　日本──柔軟な権利観と極端な司法消極

１．多義的な権利概念
⑴　プログラム規定説
　日本国憲法25条１項は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度
の生活を営む権利を有する」とし、生存権を「権利」として規定してい
る。しかし、憲法に権利として明記されているとはいえ、生存権の法的
性質及び規範の内容について、学説では必ずしも明確になっていない。
生存権の法的性質についての日本の学説には、「プログラム規定説」、「抽
象的権利説」、「具体的権利説」があり、それぞれの説によって裁判規範
としての効力も異なっている。日本国憲法制定後、最初に有力視された
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ものは、裁判規範性をまったく認めないプログラム規定説であった14。
同説によれば、憲法25条１項の規定は、単なる国政の指針を宣言したも
のにすぎず、国家は、人々が最低限度の生活を維持できるように努める
政治的義務のみを負う。したがって、国民は、下位法律が制定されない
限り同規定のみに基づいて裁判所に提訴することはできず、その意味で
生存権には給付請求権は含まれていない。同説は、そのように説く根拠
として、「健康で文化的な最低限度の生活」という権利内容の抽象性や、
司法による救済措置執行の困難性を指摘しているが、法的権利の実現は
結局のところ政治に左右されるという認識がその背景にある15。
　このような認識は、ワイマール憲法下において法治国家が危機に直面
した歴史的事実に由来している16。しかし、プログラム規定説には、さ
らに「国は国民の生存権を保障する義務に対してまったく任意自由の立
場にあるものではなく、法律上に具体化されたものは、その権利的性格
を無視することができない」とする「プログラム規定積極説」もある17。

14 最初の代表的論者は我妻栄である。我妻は、具体的権利説に対し、最高裁
判所の法令審査権による是正が不可能であるとして、その請求権的側面には法
的効力がないと述べた。我妻栄「基本的人権」国家学会編『新憲法の研究』（有
斐閣・1949年）87-88頁、同『新憲法と基本的人権』（国立書院・1948年）135-
138頁。
　ただし、近時、笹沼弘志は、以下の点を指摘している。すなわち、我妻の「生
存権的基本権」は、①「国民のうちの一部の者の生存を脅かすという事実を前
提し、国家の権力がこれを是正し各人に対してその生存を完うさせようとする
意図」を持つものであって、「国家共同体理念」を積極的に示すものである（我
妻・前掲書、64頁）。②「自由権的基本権よりも積極的な内容を有しており、
これを侵害する個人及び国家の行動は違法視され、これを是正する法律的手段
の他に、消極的侵害、不作為の場合に政治的手段があるから、一定の法的効力
を有する」。この２点から、笹沼は、我妻によっても生存権の権利性を認める
可能性もあると説く。石埼学＝笹沼弘志＝押久保倫夫編『リアル憲法学』（法
律文化社・2009年）136頁［笹沼弘志執筆］。
15 斉藤康輝「生存権に関する一考察──プログラム規定説の意味をめぐって」
朝日法学論集34号（2007年）33頁。
16 斉藤・前掲注（15）33頁。
17 代表的論者である池田政章のプログラム規定積極説について、池田政章「プ
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したがって、プログラム規定説は、「一時的に」法的権利性が否定され
るとしつつも、いずれ法律によって権利が実質化されることを期待して
いる。さらに、権利の実質化が進展すれば、給付資格を認めない等の行
政処分について直接その違憲性を争えるようになる、と説く論者もい
る18。その意味では、プログラム規定説の可能性を見出すこともできる
かもしれない19。しかしながら、生存権の保障にかかる国家の責務が道
徳的・政治的なものにとどまるならば、生存権の法的規範性が否定され、
国民は社会給付請求権を有していないことを意味するのみならず、憲法
25条を根拠に社会保障制度の立法化を要求することもかなわない20。ま
た、眠っている生存権を目覚めさせる手段が「政治」以外にないという
ことになれば、実効性がない＝裁判所による救済をえられない権利とい
う、およそ認めがたい権利概念を生じさせることになろう。
　なによりも、憲法上の人権カタログに明記された権利について、最初
からその法的権利性を否定することは、「テクスト解釈」からあまりに
乖離している21。また、人権を前国家的権利と後国家的権利に峻別し、
生存権を「国家による権利」、すなわち、後国家的権利に位置づけるこ
とは、人間はおよそ本能的に生存を求めるという自然的側面を捨象して
いる。さらに、法律によって具体化された社会給付請求権が反射的な利

ログラム規定における消極性と積極性（一）、（二）」立教法学３、７号（1961、
1965年）を参照。中村睦男「権利としての福祉──生存権の現代的意味」ジュ
リスト537号（1973年）40頁。
18 池田政章「プログラム規定における消極性と積極説」大須賀明編『生存権論』

（三省堂・1977年）87-88頁。
19 いわゆる「プログラム規定積極説」。もっとも、このように一定の裁判規範
性を認め、法的効力を一切否定するわけではないのならば、実際には抽象的権
利説の見解に近づくのではないだろうか。
20 もっとも、プログラム規定説では権利の妨害排除請求権（自由権）的側面
さえも否定される。渋谷秀樹『憲法』（有斐閣・2007年）255頁。
21 ただし、プロセス的人権観に立脚する松井茂記は、生存権を「非プロセス
的権利」と分類し、「政治参加のプロセスに不可欠な権利の制約ではない以上、
基本的に生存権の問題は政治プロセスで決着を図るべきであり、裁判所は国会
の判断を尊重し緩やかな審査をすべき」と述べ、福祉分野に対する裁判所の是
正機能を否定した。松井茂記『日本国憲法〔第３版〕』（有斐閣・2007年）535頁。
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益にすぎないとされるならば、あるいは、「利益の付与」については「立
法・行政の裁量」に委ねられるとされるならば、個人は、国家に何かを
要求する権利を一切有していないことになる（主観的権利の否定）。こ
れでは、「恩恵論」とあまり異ならないのではないだろうか。結局、プ
ログラム規定説は、生存権規定が実質的にどのような意味を有している
かについて、何ら明らかにしていないように思われる。明らかにならな
いからプログラム規定なのだ、ということになるのかもしれないが、そ
れでは、生存権条項を解釈しているとはいいがたいだろう。

⑵　法的権利説
　これに対して、生存権に何らかの現実的な規範性をもたせる「法的権
利説」がある22。法的権利説は、文言を重視する立場から、生存権が法
的権利であることを認め、国家がそれに応じた義務を負うとしている。
すなわち、個人が国家に一定の給付請求権を有することが想定されてい
る。もっとも、このような給付請求権を認める段階に応じて、法的権利
説は、一般的に「抽象的権利説」と「具体的権利説」に分かれている。
　現在、通説的地位にあるのは、「抽象的権利説」である。この説によ
れば、個人の給付請求権は憲法25条の生存権から直接には認められず、
個人は法律による具体化を待ってはじめて裁判所に給付請求訴訟を提起
できることになる。つまり、具体化した法律がなければ裁判所に救済を
求めることができない。同説の代表的論者である芦部信喜は、憲法「25
条の生存権が生活保護法のような施行立法によって具体化されている場
合には、憲法と生活保護法とを一体として捉え、生存権の具体的権利性
を論ずることも許される」23と述べている。これによれば生存権の主観
的権利性は完全に否定されるわけではないが、「憲法25条が機能する場
面とは、法律による具体化がなされた後に限定される」24ことになる。
このように、憲法上の権利が法律によって創設されるというのでは、憲

22 芦部編・前掲注（2）336頁［中村睦男執筆］。
23 芦部・前掲注（3）260頁。
24 葛西まゆこ「司法による生存権保障と憲法訴訟」ジュリスト1400号（2010年
５月）111頁。
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法が保障する権利の意義がかなり相対化されてしまうだろう。
　もっとも、憲法が保障する権利は、私法上の権利と必ずしも同じ意味
ではなく、裁判的救済を伴わない場合もあり25、憲法上の権利が「一時
的に弱い」とみなされても、その後の政治プロセスにおける努力に期待
し、立法によって「権利性」を高めることも考えられる、と示唆されて
いる26。ここでは、何らかのかたちで利益がえられる結果が生じれば「権
利」が実現された状態だと観念されているが27、権利と利益の区別を曖
昧にさせた日本独自の「権利」観が表出したものといえよう28。法的権
利説には、「ひとたび『憲法上の権利』としての核心が定まった以上、
法律で創設された権利とは異なり、法律によってその内容を自由に改廃
しうると解するわけにはいかない」29と説いて、生存権が憲法に明記さ
れた意義を確立しようと試みているものもあるが、法律が制定されてい
ない場合は、憲法「25条を直接の根拠にして、生活扶助を請求する権利
を導き出すことは難しい」30ということから、法律が制定されない限り、
生存権は、抽象的かつ客観的な権利にとどまらざるをえない。つまり、
立法の不作為や不十分な立法に対して、司法の関与する余地がないとい

25 宮沢俊義『憲法Ⅱ〔新版〕』（有斐閣・1971年）97頁。
26 樋口陽一によれば、実定憲法の ｢権利｣ を裁判による実現を伴わないとい
う意味で「権利ではない」とするならば、逆に、政治の場面で権利性を高めよ
うとする努力の足をひっぱるものになりうる。樋口陽一『国法学──人権原論

［補訂］』（有斐閣・2007年）24頁。
27 権利の要素として「選択の意思」（義務を履行させるか否か）を重視するプ
ログラム規定説に対して、法的権利説は「利益」を重視することによって、防
御権構成の狭隘さを免れるメリットがあると思われるが、生存権が「意思」に
裏打ちされない分だけ権利としての強さを欠き、結局は立法・行政の裁量統制
のあり方に問題が還元される傾向がある。宍戸常寿『憲法の解釈論の応用と展
開』（日本評論社・2011年）164頁。生存権と権利の本質論について、岩本一郎「生
存権と国の社会保障義務」高見勝利＝常本照樹＝岡田信弘編『日本国憲法解釈
の再検討』（有斐閣・2004年）212-213頁。
28 藤井樹也『｢権利｣ の発想転換』（成文堂・1998年）405頁。
29 只野雅人『憲法の基本原理から考える』（日本評論社・2006年）176頁。ただし、
そもそも権利の核心が何なのかは、難しい問題である。
30 芦部・前掲注（3）260頁。
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うことになる。
　このような抽象的権利説は、生存権の発展可能性（保護領域の拡大）
につながる有意義な概念を提供し、柔軟な解釈の余地を与えるもののよ
うにも思われるが、反面で政治的妥協を認める側面もあり31、生存権の
権利性を弱めてしまうおそれがある。実際に、同説は、裁判所が頻繁に
行政裁量または立法裁量論をもちだす一因ともなっているように思われ
る。また、同説は、司法の権利救済機能を実質的に否定するものであり、

「権利のあるところに救済あり」という普遍的原則に反するだけでなく、
憲法に備わっている「司法審査制」や重要な権利のひとつである「裁判
を受ける権利」とも齟齬を来たすことになる32。憲法が司法審査制を備
えているのは、多数者の意思が体現される立法府の限界を認識し、違憲
審査を政治部門から独立した裁判所に委ねることで、実質的な人権保障
を確立するためである33。この観点に立つならば、憲法明文規定がある
以上、実質的な救済手段を確保すべきであると思われる。
　そこで、生存権を実質的に保障するために、それが憲法に明記された
段階（法律が制定される前段階）ですでに裁判規範性を有する具体的権
利である、と主張されるようになった。これが「具体的権利説」である。
具体的権利説は、立法不作為の問題を克服するために、いくつかの救済
方法を提示している。たとえば、大須賀明は、「立法不作為の違憲確認
訴訟」を提唱し、違憲確認判決を通して世論を喚起し立法を促そうと試
みているし34、高田敏は、憲法訴訟法といった手続法が必要だとしつつ、
それがない場合、立法不作為の違憲確認訴訟は、「無名抗告訴訟」とし
て認められるべきだと説く35。中村睦男は、立法不作為の違憲性を争う

31 藤井・前掲注（28）391頁。
32 藤井樹也によれば、裁判所で救済をうけられない「権利」という観念は、
素朴な権利イメージに反するのみならず、司法審査制と裁判を受ける権利が憲
法に定められていることと両立しない。藤井・前掲注（28）408頁。
33 阪口正二郎「司法支配性と日本の特殊な違憲審査制」浦田一郎ほか編『立
憲主義の展望──山内敏弘先生古稀記念論文集』（法律文化社・2010年）202頁。
34 大須賀明『生存権論』（有斐閣・1987年）126-130頁。
35 高田敏『社会的法治国の構成──人権の変容と行政の現代化』（信山社・
1993年）168頁。
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訴訟として「国家賠償請求訴訟」をあげている36。
　このように、同説は、権利侵害と司法救済とを結びつけ、立法不作為
について司法をとおして是正する方法を模索しているが、一般的に具体
的給付請求権については、憲法から直接認められるわけではない、とし
ている。そのため、違憲確認訴訟を認めるにとどまる具体的権利説の司
法による救済効果について、抽象的権利と径庭はない、ともいいうる37。
そこで近年では、たとえば、棟居快行が憲法25条に基づく「金銭給付訴
訟」の可能性を説き38、藤井樹也は、憲法に基づく「損害賠償請求に対
する金銭給付判決（過去の補償請求）」を肯定するだけでなく、立法府
が給付方法を選択する裁量を前提とした「義務づけ判決（将来の給付請
求）」も認められるべきだと主張している39。

⑶　柔軟な権利観
　以上のことから、抽象的権利説と具体的権利説のいずれも、生存権を
主観的権利とするよう試みていることがわかった。両説は、立法不作為

36 中村睦男・永井憲一『生存権・教育権』（法律文化社・1989年）129頁。中村
睦男「生存と憲法」樋口陽一編『講座憲法学４──権利の保障⑵』（日本評論社・
1994年）61-63頁。
37 また、立法不作為の違憲確認訴訟において、訴えの利益や当事者適格など
の訴訟制度上の「技術的」な問題もある。
38 いわゆる「文字通りの具体的権利説」によれば、生存権を「どのように実
現するか（How）」について、国側に広範な裁量が認められているが、生存権
を「実現するかしないかのか（If）」について裁量は認められない。すなわち、
国側の具体的な実現方法の選択権を不当に奪わないことを前提に、生存権を具
体的に保障する立法が存在しなくても、裁判所が憲法25条１項にいう「健康で
文化的な最低限度」以下と明らかにいえる部分に限って生存権を裁判規範とし
て金銭給付判決を行う可能性がある。棟居快行 ｢生存権の具体的権利性｣『憲
法学再論』（信山社・2001年）348頁以下。
39 藤井樹也は、「背景的権利／抽象的権利／具体的権利」という ｢権利の三重
構造｣ を批判し、「拡散」する権利を「収束」させるため、憲法に明記された
権利が侵害された場合（立法不作為による侵害を含む）、裁判所に救済を求め
ることができるとし、生存権の性質を積極的に解釈する。藤井・前掲注（28）
414-416頁、419-420頁。
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に対して司法府がとるべき態度について異なるものの、生存権が一定の
裁判規範性を有していることについては、必ずしも対立しているわけで
はない。したがって、結局のところ、生存権の裁判規範性は、憲法下に
おける立法府と司法府の機能及び役割の考え方に左右されているといえ
よう。両説とも、生存権の権利としての意義を確立し、憲法が国家に生
存権の保障範囲の拡大を要請していることを認めている。その意味で、
両説とも権利の発展を図る「柔軟な権利観」に立脚しているといえるだ
ろう。すなわち、基本権の保護領域や規範内容が固定化されているわけ
ではない。むしろ、実際の社会状況に応じて充実・発展していく機能を
認めているといいうる。これについては、憲法25条２項の「国はすべて
の生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない」という文言から手がかりを得られるかもし
れない。今後は、かような権利観のもとで、実効的な救済を実現するた
めに、生存権の保障ないし立法を促しうる積極的な機能や規範効力を発
揮・確立しうる理論的構成が課題となるだろう40。とくに、さまざまな
社会保障制度が設けられたこともあって、生存権をめぐる議論は、生存
権が法的権利であることを前提として、司法審査のあり方、すなわち、
違憲審査基準論や立法裁量論の是非の問題に移行しつつある現在におい

40 生存権の主観的権利性を強調するために、従来の生存権論や裁判において
憲法25条１項のいう「最低限度」の保護を中心に普遍的・客観的な保護水準を
求めることが論じられた。すなわち、「下限統制」という視点から生存権の解
釈を通して裁量統制が行われる。葛西まゆこは、これを「防戦アプローチの生
存権論」と呼ぶ。
　しかし、葛西の指摘の通り、「抽象的権利説によれば法律による初動を憲法
上要請できないことから、立法を促すような理論的枠組みはなかなか提示でき
ていない」から、下限統制の手法は生存権を消極的に理解していると思われる。
そして、現在既存の社会保障制度に対する司法による統制は、結局のところ広
汎な立法裁量または行政裁量に吸収されているということからすると、消極的・
下限的な裁量統制だけでなく、積極的・促進的な立法または行政裁量を引き出
すのが、現在の生存権論に求められるものではないだろうか。葛西まゆこ「憲
法25条と生活保護制度」月報司法書士483号（2012年５月）３頁。同「生存権
論の軌跡と課題」ロースクール研究18号（2011年12月）119頁。
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て41、生存権に関する訴訟による救済ルートや方法の可能性を探るだけ
でなく、生存権条項は「政策の方向性を示し、既存の社会のあり方を問
う批判措置」として42、社会保障制度に対して法的な指針としての機能
を持たせ、規範的・促進的な法的効力を有するものと解すべきと思われ
る。したがって、次章では現行の社会保障制度による社会給付が生存権
ないし憲法といかなる関係にあるのかについて、検討を行っていきたい。

２．権利主体性の回復
⑴　参加志向の「下からの社会権論」
　生存権は、立法府による創設と行政府による執行があってはじめて実
現するため、民主的政治プロセスを通して福祉国家を実現させることが
何よりも重要である。実際に、生存権訴訟をはじめとする市民運動が国
家の福祉施策にしばしば影響を及ぼしている。このように、生存権の保
障には、国民が立法府や行政府からの作為を待つだけでなく、あるいは、
国家からの給付を受動的にもらうだけでなく、積極的・能動的に「権利
実現過程の参加者」となることが民主主義にとって重要な意味をもって
いる。
　日本でも1970年代から、すでに社会権保障における国民参加の重要性
を指摘した論者がいた43。代表的論者である中村睦男は、従来の社会権

41 中村睦男が指摘するように、諸法律の制定により議論の実益は乏しくなっ
たので、現在の学説は、生存権の裁判規範性を認めたうえで、「いかなる訴訟
類型において、いかなる違憲審査基準によって生存権に規範的効力を認める」
かを検討している。中村睦男「社会権再考」季刊企業と法創造６巻４号（2010
年２月）68頁、中村「生存と憲法」・前掲注（36）61-63頁。
42 遠藤・前掲注（1）17頁。
43 たとえば、小林直樹は、「福祉過程への人民の可及的参加、とくに社会的弱
者の参加保障」は福祉国家のプログラム項目のひとつであると指摘した。小林
直樹「福祉社会への視座──国家論的視角からみた福祉問題」ジュリスト537
号（1973年６月）21頁。また、小川正亮は、「社会事業給付をうける権利が基
本的に労働者の階層に属するもののそれである以上、労働者の代表、社会事業
労働者の代表、その他民主的な患者団体、障害者などの代表が参加しうること
が必要」であると述べている。小川政亮「社会保障関係審議会」法と民主主義
77号（1973年）22頁以下。さらに、中村睦男は、「参加を意義あるようにする



論　　　説

［57］ 北法63（3・252）912

論は、「自由権と社会権の異質性を強調」し、「国家の役割の強調による
個人の自由と生存の保障をはかる点において『上からの社会権』である」
と指摘し、労働者を中心とする利害関係者の権利・自由を軸とする「下
からの社会権論」を提唱し、社会権の自由権的側面や民主的要素を強調
した44。
　「下からの社会権論」によれば、国家の介入はあくまでも補充的なも
のであるべきだが、国家は積極的な給付義務を負っている。つまり、社
会扶助のような国家からの給付を前提とする一方的な社会保障を否定し
ないが、より重要なのは自発的な個人の自由を中心とする諸権利にある
というわけである。具体的には、労働基本権について、労働条件の集団
的決定に参加する権利として、労働協約締結権や企業管理への参加権、
異議申立のようなストライキ権の行使を認める45。こうしたことは、一
般的に社会的経済的領域の利害調整については、利害関係者の方が立法
者よりも優れていると考えられることから、社会福祉への国民参加は、
社会的経済的領域では議会制民主主義を直接民主主義によって補完する
という意味を含んでいる46。
　このように、下からの社会権論は、国家による個人の自由と生存の保
障を強調するのとは異なり、当事者参加の原則と継続しうる制度を重視
して、社会給付については一方的な社会扶助より、相互的な社会保険制
度を強調するものである47。そして、権利の主観性を前提に裁判所のコ

ためには、形式的に制度をつくるだけでは不十分で、参加に実効性をもたらす
社会的基盤の形成が必要である」と説く。すなわち、中村は、各市民団体や市
民・住民運動の存在、ないし団体の交渉権の承認が重要であることを示した。
中村睦男『社会権の解釈』（有斐閣・1983年）44-47頁。
44 中村睦男『社会権再考』・前掲注（41）69頁。
45 中村睦男『社会権再考』・前掲注（41）69頁。
46 中村睦男・前掲注（43）45頁。
47 民主的要素のほかに権利論を主張する際には、費用負担の問題を考える必
要もあるため、社会保険中心型の社会保障制度を維持したほうが良いように思
われる。中村「社会権再考」・前掲注（41）69頁。西原博史ほか発言「中村睦
男報告をめぐる質疑応答」季刊企業と法創造６巻４号（2010年２月）162-163頁。

［中村睦男発言］。
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ントロール機能を認めることは、個人が主観的権利の享有主体であると
して、権利主体の客体化から脱却するのに重要な意義を有している。し
かしながら、生存権を含む社会権の参加主体として個人だけでなく集団
も想定されていることや、労働者を中心とする当事者を「能力のある当
事者」と捉えていることから48、下からの社会権論は、実際には生存権
の主体として「強い人間」を想定し、現実社会における多様で具体的な
個人像でなく、一般的抽象的個人像を前提としているとの指摘もあり、
同説のとおりに社会権を実現しようとすれば、個別の社会的弱者が国家
の恣意的な行政行為や社会的多数者に支配されてしまう危険性もあるよ
うに思われる。

⑵　自己決定に基づいた「人格的自律論」
ａ．自由の前提条件
　日本では、生存権が社会保障制度の基本理念を提示し、同制度を法的
に基礎づける規定であることについてはほぼ異論がないといえるが、
1990年代になって社会保障法を研究する菊池馨実が、社会給付において
個人を受動的な受給者＝保護されるべき客体から、積極的能動的な権利
義務主体に転換させるために、「個人の自由」、「自己決定権」の理念に
立脚し、個人を「人格的に自立した存在として、主体的に自らの生を追
求できる」ものと位置づけ、憲法13条を主軸とした社会保障の規範的理
論を構築するよう主張しはじめた49。憲法13条を主軸とした社会保障の
基礎づけ論は、社会保障法関係における個人の主体的位置づけを意識し、
より動態的ないしプロセス的な視点から社会保障法理論を再構築し50、
社会保障についての「人格的自律権論」といえる。すなわち、社会保障
の根本目的は「個人的自由」を確保することにあり、憲法13条を基軸と
して「個人」基底性（個人の尊重）と「自律」指向性（幸福追求権）を
保障しなければならない、というわけである。そこでは、社会保障制度

48 西原博史「自治と自律と社会権──生存権の権利主体の立ち位置をめぐっ
て」企業法制と法創造６巻４号（2010年２月）85頁。
49 菊池馨実『社会保障の法理念』（有斐閣・2000年）139-140頁。
50 菊池馨実『社会保障法制の将来構想』（有斐閣・2010年）8-9頁。
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において尊重されるべき個人の意思による「選択」、個人の主体的「参加」、
個人の「負担（貢献）」という規範的な諸原則が提示されている51。菊池は、
社会保障は「個人の自由」＝「個人の自律」を支援するためのものであ
り、「自律した個人の主体的な生の追求による人格的利益の実現のため
の条件整備」である、との見地から、最終的な責任主体としての国家は、

「生き方の選択の幅」ないし「実質的な機会の平等」の理念を実現すべ
きであり、自由の前提条件としての社会保障制度を創設するよう求めら
れている、と説いている52。
　このように、憲法25条の生存権保障を憲法13条の幸福追求の理念、あ
るいは、自己決定権と結びつけ、国家が過度に介入することにより、「保
護」と引換えに「自由」を抑圧すること53を警戒している人格的自律権
論は、自由の前提条件として必要な範囲内で社会給付の受給者の自己決
定を尊重し、自らの幸福を追求するにあたって公権力の干渉を排除す
る54、あるいは、給付水準の切り下げや給付停止を防ぐ概念を提供しう
るものといえよう。
ｂ．制度後退禁止原則

51 すなわち、個人単位での権利・義務に着眼し、まず、「選択」の原則から、
受給者や利用者の意思による選択権を尊重し、措置制度における契約的要素を
重視する。また、「参加」の原則から、不利益処分を課す際の告知聴聞手続の
保障のみならず、政策立案過程や制度運営への積極的な参加を可能にする社会
保障の仕組みを求める。そのために、前提条件としての「情報へのアクセス」
も必要である。さらに、「負担（貢献）」の原則から基本的に能力に応じた負担

（応能負担）が求められるが、個別具体的な場面において負担能力がなくても、
抽象的な負担可能性がある以上、自立に向けた取り組みが求められる。菊池・
前掲注（49）144-145頁、菊池馨実「社会保障の規範的基礎づけと憲法」季刊・
社会保障研究41巻４号（2006年）310-311頁。
52 菊池・前掲注（49）139頁以下。
53 武井寛「自己決定と生存保障」法律時報増刊『改憲・改革と法』（2008年４月）
339頁。
54 たとえば、サービス利用者のプライバシー権（資産調査）や給付金の自由
処分権（学資保険・自動車の購入）などの問題。しかし、これらの問題はそも
そも自由権に依拠すべきではなかろうか。遠藤美奈「生活保護と自由の制約」
摂南法学23号（2000年）47頁。
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　給付水準の切り下げに関する憲法論として、いわゆる生存権の「制度
後退禁止原則」をめぐる議論がある。「制度後退禁止原則」によれば、
立法による憲法理論の実現において、当該措置や制度は憲法上の抽象的
義務とされても、一旦措置や制度が成立したら、合理的理由がない限り、
その措置や制度を後退ないし廃止させることができない。その規範的効
果について、山下健次は、地方自治制度を例にして憲法理論を具体化す
る法律の「改廃、制度への移行にあたっては、理念の合理的実現という
観点からの厳格な根拠づけが要求され、それが充分に示されないかぎり
違憲の評価を免れない」と述べている55。そして、社会権は、自由権と
の権利構造が異なり、法的効果の問題以前の歴史的・社会的な客観的意
味を有するから、国家からの干渉を要求する社会権の法的効果を「自由
権的」効果と呼ぶ場合も、けっして「自由権として」の効果を直ちに意
味するわけではない56。サラリーマン税金訴訟のように財産権や平等原
則にかかわる事案では、「自由権に対する制約排除を自由権として主張
することを媒介にして」、生存権の保障が求められる。つまり、具体的
事案に応じて、25条の視点からほかの自由権との関連で判断すべきであ
る57。そうすると、社会保障立法において、制限条項によってその給付
水準を縮減する場合に25条によって違法性阻却や憲法適合を争う可能性
がある58。このように、25条の生存権条項は、ほかの自由権と連動し、
不作為請求たる法的効果によって制限条項の不当な適用を排除する機能
を有するから「制度後退禁止原則」の一種といえよう。
　その後、棟居快行は、「制度後退禁止原則」をさらに発展させた。棟
居によれば、抽象的権利説においても客観的憲法原則としての憲法25条
１項に指示された健康で文化的な最低限度の生活に関しては、「現行の

55 横田耕一ほか編『現代憲法講座（上）』（日本評論社・1991年）300頁［山下
健次執筆］。
56 山下健次「生存権規定の「自由権的効果」」『人権規定の法的性格』（三省堂・
2002年）151頁。
57 山下・前掲注（56）152-153頁。
58 例えば、堀木訴訟のような事案において少なくとも関係者の経済生活実態
を検討したうえで、健康で文化的な最低限度の生活という視点から制限条項（併
給禁止条項）の審査を行わなければならない。山下・前掲注（56）155-156頁。
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給付水準の一切の不利益変更を許されないというほどには厳格ではない
が、憲法上の一定の幅からも逸脱してしまうような大幅な不利益変更に
対してそれを拒否しうる」。そして、その「制度の切り下げにあたっては、
そのような切り下げが「社会通念」に合致するものであることが、国側
により裁判上論証されなければならない」59。
　このように、制度後退の範囲を特定し、そして国に立証責任を課する
主張は、社会給付の「切り下げ」の水準（結果）ないし手続（過程）に
対する国の裁量をより厳格に統制する可能性を示すものといえる。実際
に「理由づけの不十分な切り下げは、立法手続上の不備が問われ」60、ま
た、「切り下げ」は「切り上げ」よりも厳格な審査基準（厳格な合理性
基準など）によって審査されるべきであると主張されている61。近時、
葛西まゆこは、主観的権利としての生存権の意味を重視し、「制度後退
としての法政策の合理性の問題と、それがもたらす具体的帰結が、（処
分行政庁がありとあらゆる手段を尽くしたとしても）ある人にとっての

「健康で文化的な最低限度の生活」を失わせるものになっていないかと
いう点は分けて考えるべき」としたうえで、個々人に対して、その生活
保障の「『最低限度』の憲法上の規範ラインとして死守しなければなら
ない」と述べている62。この意味で同説は、しばしば覊束裁量論や具体
的権利説によって強調された生活水準の客観的検証可能性を認めるとい
う立場に近いと思われる。もっとも葛西は、25条に関する裁量問題の事
案において法令違憲だけでなく、適用違憲（処分違憲）の判断を下す余
地があると考えており、広汎な裁量による規範的弱化に一定の歯止めを
かけようと試みている。
ｃ．人格的自律論の問題
　以上からみれば、制度後退禁止原則には、憲法規範の法的拘束力を拡

59 棟居快行「生存権と「制度後退禁止原則」をめぐって」『憲法学の可能性』（信
山社・2012年）403-405頁。
60 遠藤美奈「憲法に25条がおかれたことの意味」季刊社会保障研究41巻４号

（2008年）338-339頁。
61 棟居・前掲注（59）406頁。
62 葛西まゆこ「生存権と制度後退禁止原則─生存権の「自由権的効果」再考」
季刊企業と法創造７巻５号（2011年３月）34-34頁。
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張させ、不十分な社会保障立法を是正させる機能があるようである。し
かしながら、かような抽象的権利説を前提とする制度後退禁止論のもと
で、法律レベルとしての個々人の給付受給権をどのように憲法レベルの
生存権にコミットさせるかについては、確かに内野正幸が指摘する「下
剋上」や「無から有に」という問題が残っている63。また、小山剛は、
生存権には財産権と同じく法律依存性があるが、「財産権の法律依存性
の実質は、憲法が設定した抽象的目標に具体的手段を提供するものでは
なく、法的生活における各人の自己決定の法的インフラを創設すること
である」と説く64。つまり、生存権と自由権との構造上の相違が示された。
財産権の具体的な形態は法律によって与えられ何人かに帰属するのに対
して、憲法25条１項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的
内容、実現手段及び何人に帰属させるべきかについては未確定であるか
ら、生存権の憲法次元での制度後退禁止原則ないし自由権的効果は成り
立たない。ただし、生活保護法に限っては、保護基準の設定と改定の間
に差異を認めうると思われる65。制度後退禁止論に関する機能と批判や
客観的憲法原則等の問題については後に検討するが、以上の学説からす
ると、給付水準の切り下げについては特に憲法13条を引用する必要はな
さそうである。逆に憲法13条を過度に取り入れた人格的自律論は生存権
保障の実現を阻害するおそれがあるかもしれない。
　すなわち、社会保障制度が自由を享受するための前提条件であること
を強調しすぎると、自律した個人の「自己決定」が「自助原則」や「自
己責任」と同義に捉えられ、国家の義務であることが薄れてしまい、生
存権本来の積極的な意義と機能が失われてしまうかもしれない。また、

63 制度後退禁止原則の批判について、内野は「下剋上」の問題を指摘した。
すなわち、「下位規範に先行して確定しているはずの憲法上の法規範の内容が、
下位の制度の有無（ないし内容）によって逆に規定されてしまう（換言すれば、
制度成立の前か後かでそれにかかる憲法的規範の内容が無から有に変わってし
まい、また、制度を成立すればするほど憲法上の法規範となる領域が広がる）
という難点」がある。内野正幸『憲法理論解釈の論理と体系』（日本評論社・
1991年）155頁。
64 小山剛「生存権の「制度後退禁止」？」慶應法学19号（2011年３月）110頁。
65 小山・前掲注（64）110頁。
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自由の前提条件が最低限度の生存にとどまるならば、生存権の射程を限
定することとなり、生存権保障の発展にとって足枷となるかもしれない。
したがって、戸波江二は、かような自己決定権に基づいた社会保障理論
を「生存権における自己決定として狭すぎ」、「強い個人を措定すること
は、事態を正確に把握していない観念論と表さざるをえない」と批判し
ている66。また、法律論と憲法論の次元の違いにも留意すべきであろう。
社会保障法学は、独立の法学体系として、基本的に憲法上の原理よりも
政治プロセスにおける立法政策の実現を意図しながら、憲法25条２項か
ら「一定の立法に対する後追い的解釈基準──とそれを踏まえた立法構
想──」を導出するに過ぎない傾向にあるという西原博史の指摘もあ
り67、憲法25条２項の「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」
という憲法理念上の規範があるとしても、最低限度の生活を超える保障
については、やはり立法裁量に委ねられてしまうことになりかねない68。
ｄ．実質的自由の拡充─憲法13条の生存権保障機能
　そもそも生存権には本質的に人格的自律による自由の確保といった要
素があるわけで、社会給付を量的に確保するだけでなく、質的に各個人
の現実社会における生き方の「多様性」を確保するために、自己決定な

66 戸波江二「憲法学における社会権の権利性」芹田健太郎ほか編『国際人権
規範の形成と展開』（信山社・2006年）384頁。
67 西原博史「生存権論の理論的課題と自己決定・社会的包・潜在能力」『自律
と保護──憲法上の人権保障が意味するものをめぐって』（成文堂・2009年）75頁。
68 社会保障法学者の菊池馨実によれば、憲法25条２項にいう給付水準の「向
上増進義務」に独自の規範的意味があることを認めるとしても、以下のネック
がある。すなわち、社会福祉立法の後退ないし削除は憲法25条２項に反するか
どうかについて、①給付水準の財政的な制約があること。②個別制度ではなく、
社会保障全体の水準を論ずべきこと。③最終的な所得保障のための生活保護法
が存在すること。④社会給付の既得権または財産権的性格が認められても国会
の民主的正統性が担保されているから、後退立法には「合理的な理由」がある
以上、特段の事情がない限り、憲法25条２項違反をいうのは難しいこと。これ
らのネックからすれば憲法25条２項に基づいた向上増進義務や制度後退禁止な
どの規範的意味が認められても、結局立法の裁量に吸収され、規範的機能をあ
まり見いだせないではないだろうか。菊池・前掲注（50）97-98頁。
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いし選択の自由の要素が不可欠である69。このような量と質に配慮した
社会保障という複合的な概念は、各個人の「善き生」の多様な選択を実
現させるために重要である。したがって、憲法25条による立法裁量及び
行政裁量の制限についても、それに応じて個別具体的な検討が求められ
る。したがって、尾形健は「自律的・主体的生のための生活保障にかか
る条件整備とは、人生の各過程・各側面における必要・需要に応じて、
多様に検討すべき」問題であり、生存権保障は「基礎的生活保障にとど
まらない様々な段階・射程を持つ」とし、生存権は重層的な規律構造を
有しているから、裁判所は「事案における当事者の事態状況にも配慮し
ながら、個別具体的に慎重な審査をなす」べきである、と説く70。
　そうだとするならば、自由を享受する前提としての「自律への条件整
備」をそもそも重視している憲法学は、社会給付の受給者が「善き生」
を追求できるような生存権保障を論じるにあたって、憲法25条の他に憲
法13条までもちだす必要があるだろうか。これについて、佐藤幸治は、
個人の自律性（自由と参加）を基礎に社会権を捉えたうえで、生存権（社
会権）を憲法「13条の幸福追求権（基幹的な人格的自律権）から流出派
生する権利であり、就中、25条は生存権（社会権）の土台というべき総
則的規定の位置にある」と解し、自律的な存在としての個人の生を全う
するためには、様々な局面において社会連帯に基礎をおく、その状況に
応じた適正な支えを必要とする71。すなわち、憲法25条の生存権を基盤
とする憲法13条の内実は、社会政治状況と関係しつつ発展的に形成され
ていくものであり72、25条と13条とが有機的に連結されれば、このよう
な自律への条件整備が広く保障されることになるという意義があるとい
えよう。

69 小林武「今日の生活保護裁判と「生存権の自由権的効果」再考」『人権保障
の憲法論』（晃洋書房・2002年）263-237頁。
70 尾形健「「福祉」問題の憲法学──「自由で公正な社会」における社会保障
制度の意義」ジュリスト1244号（2003年）109-111頁。尾形健「生存権論の可
能性──憲法25条をめぐる司法審査のあり方についての一視点」法学教室326
号（2007年）18頁。
71 佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂・2011年）361-362頁。
72 佐藤・前掲注（71）177-178頁。
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　竹中勲は、社会権規定が盛り込まれた以上、日本国憲法における人間
像は、近代立憲主義の念頭に置く抽象的人間像ではなく、憲法25条に示
されるように、「少なくとも経済的自律（自立）性が十分でない状態に
ある個人・貧困者などの存在を念頭に置いている」具体的人間像と解す
べきである、と述べる73。そして、憲法13条前段にいう「個人の尊重原理」
における個人を、「他者（国家・公権力や私人）とのかかわり、交わり
の可能性を否定されない存在としての個人」とし、そして、憲法13条後
段により「判断能力・自己決定能力が十分な個人だけでなく、それが十
分でない（不十分・欠如した）個人も、かけがえのない独自的存在とし
て自分なりのまとまりのある人生をつくりあげることを模索し希求する
権利をもつ」、として、いわゆる「自己人生創造希求権」を導きだせる
と主張した74。つまり権利主体としてより個別的・具体的な個人を想定
したうえで、自律能力がない、あるいは、不十分な個人も生存権保障の
射程におくべきだと解しているように思われる。
　このように、日本国憲法の「核心」とされる憲法13条（人間の尊厳・
個人の尊重原理）は、制限的・絶対的な自由観ではなく、憲法25条の生
存権等の社会権に影響を与え、そしてまた調和され、憲法13条には、「一
定の幅のある」多面的・複合的な意味があると思われる。つまり、社会
権が憲法に規定されているからこそ、自由を享受する前提条件を欠くこ
とのないようにしなければならないのであり、社会権は、自由の実質的
な享受と「拡充」のために、私的自治の原則ないし多数者による差別・
暴力等に対抗しうる憲法上の権利として、自由権と協働しながら個人の
尊厳を確立させるものである。憲法13条は憲法の核心としてすべての憲
法条文を整合・指示しており、その尊厳理念には社会権的要素も含まれ
ていると解することができる。そこで、憲法13条の尊厳理念を多層化さ
せ、生存権に基づく社会保障を質・量ともに向上させることが重要な課
題となる。最近になって尾形健は、憲法13条後段の「立法その他の国政
の上で、最大の尊重を必要とする」という文言に照らして、社会権等の

73 竹中勲「基幹的な自己人生創造希求権と憲法13条論」『憲法上の自己決定権』
（成文堂・2010年）34-35頁。

74 竹中勲「高齢者と人権保障・憲法学」法律時報77巻５号（2005年）22頁。
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国務請求権的性格を有する権利にあっては、「最大限充実の原理」を掲
げていると解すべきである、という有意義な見解を提示している75。
　社会的実情に応じて社会保障制度による財の再分配を行うということ
は、国民に何らかの義務を負わせることを意味する。社会保障は、実質
的には国家からの給付を受給する個人という一方的な依存関係ではな
く、諸個人の相互依存関係の上に成り立っている。したがって、「個人
の自律」のみによって社会保障を十分に基礎づけることはできない。と
りわけ社会保障の強制加入といった問題には、「社会的連帯」のような
より強力な根拠が必要であろう76。自己決定に基づいた人格的自律論は、
生存権の権利主体の回復に資する理論だが、福祉国家理念のもとで、国
家が一方的に保護を施すような社会扶助や、社会保険給付の切り下げを
回避するために、社会連帯理念だけでなく、国家の保護義務、信頼保護
原則、平等原則についても検討を必要とするものである。これらの原理
原則は、立法裁量や行政裁量を制約し77、生存権訴訟における裁判所の
判断をより適切なものとするのに資すると思われる。

⑶　社会的排除に抗する「弱者のエンパワーメント」
　「下からの社会権論」または「人格的自律論」における権利主体は、
自律能力を有していることが前提とされているから、自己の生存を維持
するために他者の援助を必要とする人々も、単に保護を受けるだけでな

75 尾形健 ｢｢生活への権利｣ はいかなる意味で権利か｣ 長谷部恭男編『講座人
権論の再定位３　人権の射程』（法律文化社・2010年）256頁。
76 岩本一郎「生存権理論の現況と課題」北海道自治研究490号（2009年11月）31頁。
岩本は、自由、平等、民主主義、社会連帯の４つの理念を生存権理論の柱とする。
77 たとえば、社会給付水準の切り下げの問題について、宍戸常寿は、行政裁
量の統制における「判断過程統制」の手法を用いて、厚生労働大臣の判断（他
事考慮ないし過大考慮に当たるかどうか）を憲法25条の理念に照らして検討す
るという形で、さらなる審査密度の深化を図ることができる、と説く。また、
被保護者の個別具体性を重視したうえで、給付水準の減額に対しては、平均的
世帯同士の比較ではなく、個別世帯の生活実態に着目すれば適用違憲の判断が
下される可能性があると指摘している。宍戸・前掲注（27）169-170頁。
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く主体としての責任が求められる78。そのために、「個人の自律」によっ
て基礎づけられた生存権論は、個人が「保護すべき客体」から脱却する
ために、自己の生を追求する「自律の努力」がまず求められる79。具体
的に、生活保護法４条の「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ
る」という、いわゆる「保護の補足性」については、経済的自立、すな
わち就労することだけでなく、社会的自立を含む努力が要求されると解
釈されてきた。自律＝自立論における「人格的に自律」している強い個
人像は、主に「国家からの自由」に着眼し、身分制社会から解放された
諸個人が国家や団体等の権力に対抗するために提起された理論だと思わ
れるが、リアルな格差社会で自律＝自立できない人々を排除する機能を
果たしているという批判がある80。
　強い個人論の代表的論者である樋口陽一は、「人権というコンセプト
は実在する弱者が、にもかかわらず強者たろうとする意思を持つという
ことを前提」とするフィクション性が必要であると説く。なぜかという
と、「社会契約による公共社会の成立への説明のフィクションをあばく
ことと同様に…人権という思想そのものが「実在」への依存によってで
はなく、「虚妄」との緊張に耐えることを要求している」からである81。
そして、人権の歴史からみれば、「身分制のしがらみから解放されたひ
とりひとりの個人が、「自分のことは自分で決める」という生き方を目

78 笹沼弘志「社会権保障における憲法学の成果──社会的排除の現実から問
う」憲法問題19号（2008年）31-32頁、笹沼弘志「格差社会と社会的排除──
立憲主義の危機と社会権の可能性」法律時報79巻８号（2007年７月）85頁。
79 たとえば、尾形健は、「有責な主体であるということはたとえ無拠出の給付
を受ける主体であっても、自己の生を追求するための努力を怠ってはならない」
と説く。尾形「生存権論の可能性」・前掲注（70）11頁。
80 たとえば、笹沼弘志は、「人格的自律による社会権の基礎付け理論が、切り
札としての人権論と共鳴しつつ、保護・国家的責任を縮小させ個人の責任や負
担を要求し、社会通念としての「自立」観念及び「勤労の義務による生存権制
約説」に一層強力な基礎づけを与え、社会的排除を促進する傾向にある」とい
う。笹沼弘志「社会権保障における憲法学の成果・前掲注（78）32頁。
81 樋口陽一『憲法　近代知の復権へ』（東京大学出版会・2002年）169-170頁。
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ざすところにあったはず」であると考えられるから、法・社会制度にお
ける人間像として、まず「強い個人」が想定される82。なお、奥平康弘は、

「ヒューマン・ライツ」と「憲法の保障する権利」とを区別し、「ヒュー
マン・ライツ」の主体を「一人前、すなわち最小限の程度において理性
的な判断能力を具えている者、もっといえば、関連情報が与えられるこ
とにより、自分の行為の目的を自主的に選択し、目的適合的であるため
にはなにが必要かということを自主的に判断して、自己の責任において
行為する主体」という「平均的」な一人前の人間と想定する83。このよ
うに、人権論においては強い個人が市民の公共性ないし人間の理性の根
拠として唱えられている。
　しかし、権利主体を「強者であろうとする弱者」または「平均的な人
間」とするこのような人権理論は、自立・自律能力によって基礎づけら
れ、「国家からの自由」と人権の普遍性にこだわるあまり、人間の主観
的な「感性的自由」、「欲望の開放」、「自分の幸福への期待」ないし「社
会事実の脈絡」をあまりに軽視しているという問題がある。また、社会
保障に依存せざるをえない人々は弱い個人であるとされ、再び自立した
生活を回復できないと見做されれば社会的に排除され、社会保障を得る
ためにその自由を制限することまでもが正当化されうることになる。こ
のことにより、たとえ社会的・経済的弱者（子供、老齢者、貧困者等）
を保護する権利が憲法上の権利として認められても、配慮された「特別
な権利」だとされ、その価値は自然権や自由権より劣ると説かれるため、
実質的には暴力的84、恩恵的85な側面が残存し、その保護機能も限られる

82 樋口陽一・前掲注（11）54-55頁。
83 奥平康弘『憲法Ⅲ　憲法が保障する権利』（有斐閣・1993年）24頁。
84 石埼学は、事実としての人間に「規範的人間像」という仮面をかぶせた「人
権理論の基礎にある「あるべき人間像」が、現実の人間に、永遠ノルム化を強
いるがゆえに暴力的であるという側面」がある、という。石埼学『人権の変遷』

（日本評論社・2007年）27-29頁。
85 笹沼弘志は、「人権以上の特別な権利が保障されるべきだと配慮の必要を強
調するが、その根拠は温情以外にはないことになろう。……ある種の人々を排
除し、平均的な人間に限定するというのは、一部の人の権利の正当化にとどま
り、普遍的人権とはいいがたい」と説く。笹沼弘志「人権批判の系譜」愛敬浩



論　　　説

［69］ 北法63（3・240）900

ことになろう。
　石埼学は、こうした普遍的な強い個人像を「理性的＝規範的人間像」
とし、差別と排除の基盤になってしまうと批判した。すなわち、石埼は、

「それぞれの具体的人間は、規範的人間像から、多かれ少なかれ偏見を
持っている。その偏見にしたがって、人間は、階層構造のうちに序列化
される。規範的人間像を中心に、その中心からの距離によって、人々は
序列化される。基本的人間像を基礎にした近体的人権概念自体が、差別
的な階層秩序を再生産する」と説き、理性的人間像を基底におく近代的
人権概念の問題点を指摘した86。また、笹沼弘志は、「人格的自律能力に
よる人権基礎づけ論には、自律能力なき者を権利保障から排除せざるを
えない根本的問題がある」と指摘し87、そして、強い個人のような考えは、

「団体対個人という枠組みの中で構想され、あくまでも個人の自己決定
＝自己責任、自立を倫理的に説くにとどまり、現実の個人がおかれてい
る支配服従構造を等閑視しているため、結果として、個人の自立を強調
し過重な個人責任を負わせ国家責任・企業責任の後退を正当化」88し、
保護を必要する社会的経済的弱者を自立させる、あるいは、幸福にする
という名目のもとに社会的経済的弱者を主体化させて保護することが国
家の恣意的な支配に服従させることに転化されてしまう構造的問題を指
摘した。
　このような問題は、生存権理論において、生活保護法４条１項の「稼
働能力活用要件」や憲法27条１項の「勤労の義務」が強調されるところ
に現れており89、「自助努力の強制を内実とする社会通念上の「自立」観

二編『講座人権論の再定位２　人権の主体』（法律文化社・2010年）26頁。
86 石崎・前掲注（84）35-36頁。
87 笹沼弘志「生存と自由──健康で文化的な最低限度の生活を営む権利｣ 法
学セミナー 642号（2008年６月）59頁。
88 笹沼弘志『ホームレスと自立／排除──路上に「幸福を夢見る権利」はあ
るか』（大月書店・2008年）49頁。
89 笹沼によれば、1993年以後「勤労の義務による制約説」として「国民は、憲
法第27条第１項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として
国民の生存権を保障したものであるから、稼働の能力があり、その機会がある
にもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて
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念と結合し、失業などの要因によって勤労の意欲さえ喪失させられた
人々を保護から排除するとともに、保護に依存する人々を自助努力を怠
る者とみなし、社会的排除を正当化、促進する機能を果たしてきた」と
いう90。
　以上の問題を克服するために、笹沼弘志は、「社会的排除に抗する社
会権論」を提起した。笹沼は、中村睦男の「資本による支配と搾取に対
する労働者階級の異議申立」に注目し、土地私有制度のような資本主義
秩序において多くの人々の自然権的権利が剥奪されたため、持たざる者
への補償は社会、国民全体の責任である、というトマス・ペイン（Thomas 
Paine）の考えに基づき、自然権としての「プロパティー侵害への異議
申立と補償措置」を基礎に社会権の正当性を説く。こうした見地からは、
社会権の基礎づけに人格的自立能力や主体の負担責任や貢献という義務
は不要であるように思われる。そして、笹沼は、生存権に基づいて、自
律・自立能力のない人々（怠け者として社会から排除された人々）を含
む「すべての人」に対して多様な保護を提供し、自由な幸福追求の条件
を確保しなければならない、と主張する91。
　このように、強い人間像を前提とする人権理論は、現実社会の諸個人
を自立している保護者（強者）と自立できない被保護者（弱者）に区分
し、普遍的規範的人間像によって現状（実質的な強者の地位）を維持す
る結果となっている。結局、既存の社会的権力による横暴が正当化され、
被保護者である弱者は永遠に保護者によって支配されるようになる。こ
のような現況を打破するために、生身の人間は、超社会的な存在ではな
く、日常的に他者と相互関係をもちつつ行動することによって形成され
ている社会に所属し、実在しているのだから、社会的・構造的権力によ

忌避する者については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても
憲法上の問題ではない」という解釈が示され、生活保護法４条１項の稼働能力
活用要件が厳格に解釈されるようになり、生活保護申請の違法な拒否も横行し
ているという。笹沼弘志「社会権・国家賠償請求権」辻村みよ子『基本憲法』

（悠々社・2009年）217-218頁。
90 笹沼・前掲注（80）32頁。
91 笹沼・前掲注（80）44-45頁、笹沼・前掲注（87）59頁。
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る支配や圧迫という事実に留意しなければならない92。したがって、現
実社会を生きているすべての人々を共同体の一員として平等にあつか
い、何人も社会から排除されることのないように、憲法の包摂する機能
と所属させる機能を重視すべきである。生身の人間には、「社会からの
自由」だけでなく「社会による包摂」や「社会への所属」も必要である。
すべての権利主体には、市民としての資格と人間の尊厳が認められ、政
治プロセスだけでなく、社会共同生活に参加する実質的条件が整えられ
るように要請できると理解すべきである。このような「弱者のエンパワー
メント」という見地から、社会的格差や社会的排除に苦しむ社会的弱者
の異議申立に適切に対処しうる制度・基盤を整え、その是正や回復に資
する理論を構築すべきである。

３．無干渉の違憲審査基準
　プログラム規定説によれば、生存権を法的権利ではないとする立場で
あるから、生存権の問題はそもそも司法審査の対象とはならない。した
がって、生存権の裁判規範性が認められなければ、その違憲審査基準を
論じる実益がないことになる。しかし、生存権が法的権利であるとして
も、抽象的権利説における生存権の裁判規範性はかなり制限的なもので
あり、生存権は具体的請求権ではない、と説かれている。実際に日本の
最高裁判所も、憲法25条の生存権に基づく救済をこれまで認めていな
い93。最高裁は、食糧管理法違反事件判決以降、朝日訴訟、堀木訴訟、

92 人権に内包された権力関係は、単に国家権力のみを指す概念ではない。現
代の高度に組織化された社会では、権力は人々の日常的な行為形式を通じて作
用し、様々な儀式や制度を媒介として国家的支配という全体的合成性を形成す
る現象がある。したがって、「国家からの自由」のみならず、「社会からの自由」
の「権力関係」も重視されるべきだろう。石崎・前掲注（84）29-30頁。
93 もっとも、山下健次によれば、生存権の保障については２段階の裁判的保
障があるから、弱い裁判規範力のもとでも一定の救済機能がある。第１段階と
して、裁判所において、諸法令を可能な限り憲法の趣旨に従って積極的に解釈
することにより、生存権保障の裁判的保障のレベルアップをはかり（憲法によっ
て形骸だけを与えられた生存権は、それを実施する法律によって空間が埋めら
れ、権利が実質化していき、実質化が進めば進むほど、直接「処分の違憲性」
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そして近年の学生無年金訴訟においても消極的な姿勢を崩していない。
　生存権訴訟における具体的な違憲審査基準について、最高裁は、堀木
訴訟において「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立
法措置を講じるかの選択決定は、立法府の裁量に委ねられており、それ
が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないよう
な場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわな
ければならない」と述べ、生存権の裁判規範性を認めたものの、広範な
立法裁量論を前提とし、いわゆる「明白性の原則」という極めて緩やか
な審査基準を採用した。生存権の具体的な内実に関する判断を回避して
いるため、実質的に審査していないに等しい。それに対して、学説では
芦部信喜が「すくなくとも、平等原則違反というかたちで問題が争われ
るときは、形式的な目的と手段との合理的関連性の有無を問うだけの、
立法府に広汎な裁量を認める考え方ではなく、もう少し具体的な事実、
実態に基づいて判断をする方法で審理」94すべきであるから、「アメリカ
の『厳格な合理性』のアプローチと同じ厳しさの実質的審査を認めるも
のでなければならない」95と述べ、「生活事態を考慮した上での中間的審
査基準」を提示した。
　また、「最低限度の生活保障」と「より快適な生活保障」とを区分し、
生存権を二層的構造と把握して、最低限度の生活保障の程度については
客観的に把握しうることから、「厳格な審査基準」を適用すべきである、
という主張もある。たとえば中村睦男は、最低限度の生活保障に関して
は「厳格な審査基準」を適用し、より快適な生活保障に関しては「より
緩やかな審査基準」を適用すべきだと主張する96。横田耕一や浦部法穂
は、最低限度の生活保障には「厳格な審査基準」を適用すべきであると
しつつ、より快適な生活保障について、横田は「厳格な合理性の基準」

を争うことができるようになる）、第２段階では、憲法の生存権規定が直接適
用される。山下健次「生存権の裁判的保障」大須賀明『生存権』（三省堂・1977年）
115頁。
94 芦部信喜『憲法判例を読む』（岩波書店・2000年）163頁。
95 芦部信喜『憲法訴訟の現代的展開』（有斐閣・1981年）113頁。
96 芦部編・前掲注（22）357-358頁［中村睦男執筆］。
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を、浦部は「合理的の基準」を適用すべきである、と主張している97。
　このように、学説が提示している「生活実態に基づいた違憲審査」、
あるいは、「生存権の二層構造の把握」によって、生存権の違憲審査基
準をより厳密にできるはずだが、裁判実務には反映されていない。藤澤
宏樹によれば、二重の基準論を前提とした生存権の違憲審査においては、
広汎な立法裁量論を前提として無審査ともいえる合理性の基準が適用さ
れるのは必然の帰結である。すなわち、精神的自由を享受する前提であ
る経済的基盤を保障するものとして生存権を捉え、自由権的に構成し直
すという構造をとる限り、たとえぎりぎりの生活に関する事柄（最低限
度の生活保障）が憲法上の権利であるとされたとしても、結局、二重の
基準論のもとでは、自由権であっても経済的事象に関する自由について
は合理性があれば規制されてもよいことになっているため、より純粋に
経済的事象に分類される生存権の問題では98、合理性の基準の適用も容
易に認められてしまう99。そこで、生存権訴訟における違憲審査基準を
より厳格なものとするために、藤澤は、生存権に経済的権利と異なる性
質が含まれていることを明らかにする必要性に加えて、「生存権の自由
権的基礎づけばかりでなく、自由権を生存権的視点から再構成する」必
要性も指摘している100。したがって、いわゆる権利の価値序列に基づい

97 横田耕一「合理性の基準」芦部信喜編『講座憲法訴訟第２巻』（有斐閣・1987年）
161頁以下、浦部法穂『違憲審査の基準』（勁草書房・1994年）33-45頁。
98 たとえば、君塚正臣は、二重の基準論のもとで「日本国憲法が、社会国家・
福祉国家原理を取り入れ、特に社会権的基本権規定を挿入した点を強調しても、
そのことが厳格度の高い司法審査基準を妥当する根拠とはならない。……生存
にかかわる、つまりは経済的事象の社会国家政策的規制問題に、特に厳格度の
高い審査基準を当てはめることは、一貫性を欠こう。…社会権の問題は経済的
自由の修正として純化することができるように思われ、合理性の基準が妥当す
ると言いやすいと思える」と述べ、合理性の基準から分化した中間審査（三重
の基準論）の恣意性を指摘し、明快な憲法訴訟論を展開するために従来の「二
重の基準論」を復活・確立すべきと主張した。君塚正臣「二重の基準論の応用
と展望」横浜国際経済法学17巻２号（2008年12月）10頁。
99 藤澤宏樹「生存権の違憲審査基準論の再検討」法律時報75巻10号（2003年９月）
84-86頁。
100 藤澤・前掲注（99）86頁。
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た「二重の基準論」が反映している生存権訴訟の審査基準は、見直され
るべきである。
　多様な生活実態に応じた生存権保障や、より快適な生活保護といった
観点からは、生存権の実現にかかる立法府や行政府の裁量を認めないわ
けにはいかない。しかし、司法審査を行う以上、審査しないに等しいよ
うな過度あるいは一律に広汎な立法裁量に委ねるべきではない。生存権
が実質的に保障されない原因として、生存権の内容が抽象的であること
の他に、受給資格、受給要件等の行政手続上の問題にも注目すべきであ
るとの指摘もある。たとえば葛西まゆこは、立法裁量においても生存権
保障の手続に関しては裁判所の積極的な審査が可能である、と指摘して
いる101。生活保護以外の福祉政策については、立法による解決を促すた
めに裁判所が可能な限り精緻な検討を行うことが求められるため、一律
に緩やかな審査基準を適用するのではなく、当事者それぞれの利益を考
慮しつつ、厳密に比較衡量を行うべきであり、中間審査基準といった「よ
り厳格な審査基準」によって審査すべきである、と主張している102。葛
西は、最近の論文において、法律による具体化がなされてはじめて憲法

101 葛西まゆこ「生存権と立法裁量」法学政治学論究67号（2005年12月）220頁。
102 葛西まゆこは、主にアメリカのモンタナ州のブッテ（Butte）判決から、福
祉政策に関する立法裁量を合理的な範囲内に制限した中間審査基準の手法とい
う示唆を得ている。すなわち、モンタナ州憲法には、権利宣言としての２条「生
活に必要なものを追求する権利」という福祉保障条項、及び、社会福祉立法の
権限を定める12条の統治機構の規律がある。
　モンタナ州最高裁は、Butte I 判決（Butte Community Union v. Lewis, 712 
P.2d 1309 (Mont. 1986)）において、12条について「憲法が給付を命じる以上、
公的扶助の制度については、政策目標とのより合理的な関係が必要である」と
判示した。したがって、福祉給付に関する立法裁量は完全に無制限ではない。
そして、Butte II 判決（Butte Community Union v. Harris, 745 P.2d 1128 (Mont. 
1987)）において、「福祉給付については、それが、基本的な必要を充たすため
の憲法に根拠を置く社会扶助への権利であるがゆえに、立法部は、十分な保護
がなされるよう配慮しなければならない」と判示した。したがって、立法裁量
は決して司法審査を遮断するものではない。葛西・前掲注（101）201頁以下、
藤田忠尚「生存権の発見──アメリカ州憲法における積極的権利の軌跡（２・
完）」福岡大学大学院論集（2009年11月）237頁。
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25条の機能を果たすことになるという抽象的権利説の下でも、生存権訴
訟における行政裁量を逸脱した違法な処分に対して、裁判所は、憲法的
価値を読み込んだ「違法」判断によって権利保障をはかり、行政裁量の
根拠となる法律の解釈に憲法規範を読み込めば、「違法」レベルを「違憲」
レベルに引き上げる余地があるとして、いわゆる「小さな司法」による
救済方法を提示している103。
　しかしながら、葛西は、「生存権が憲法に存在する限り、少なくとも
最後のセーフティ・ネットを取り去ることができない」という明確な最
低限度の規範内容がある、とも述べている104。そうであるならば、最低
限度の生活保障については具体的権利性があることを認めざるをえない
のではないか、と指摘している。その意味で、抽象的権利と具体的権利
説という学説の区別によって生存権の規範的効力を判断する必要はない
ように思われる。しかも、生活保護法のような生存権を具体化した法律
が既に存在しているのだから、その実施の態様について、生存権の要請
に合致しているかを判断すべきであろう。笹沼によれば、健康で文化的
な「最低限度の生活保障」という概念は、「国民の生活実態、特に生活
困窮者の実態を考慮し、公正な給付の実施手続基準等を設けることを要
請している」。そして、憲法「25条規範の要請とその具体化・実施過程
の構造とその統制方法が明らかになった以上、広範な立法裁量、行政裁
量を認め、司法判断を抑制することは許されない」105。
　他方、生存権の個別具体的な性質に基づいて「より快適な生活保障」
を図り、福祉政策の策定を迅速かつ的確に行なうために、一定の立法裁

103 葛西・前掲注（24）110頁以下。
104 葛西・前掲注（24）118頁。
105 笹沼弘志「生活保護基準設定における大臣の裁量権と立憲主義的統制」賃
金と社会保障1529・1530号（2011年１月合併号）34頁。近時、老齢加算廃止訴
訟福岡控訴審（福岡高判平成22年６月14日判時2085号76頁）は、裁判所は老齢
者の生活実態に基づき、老齢加算の減額廃止は社会通念に照らし著しく妥当性
を欠いており、正当な理由はないことを指摘し、その減額廃止が生活保護法56
条に違反し「違法」であると判示した。つまり、行政裁量を認めたが、最低生
活水準を維持するための諸措置を国側が十分に考慮していなかったのは、裁量
権の逸脱または濫用と見なされた。
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量や行政裁量を認めることは、やはり必要だと思われる。しかし、それ
らすべてに緩やかな違憲審査基準を適用すべきではない。尾形が説くよ
うに、生存権を発展的に実現させるため、生存権の司法審査は、「政治
部門の判断に一定の途を開きながら、しかしその進むべき方向について、
憲法や各法令の指示するものを踏まえつつ漸進的に領導していくことが
重要」である106。このように、司法府と立法府との対話を進めていく過
程に、立法裁量論や司法審査の積極的な意味を見出すことができるわけ
である。
　このように、従来の生存権学説の分類によれば、生存権を二層的ない
し多層的に把握する傾向があるようである。そうだとすると、対応する
審査基準の二分化ないし多分化も必要だと思われ、このような生存権の
多層的権利概念に基づき、多様な社会保障権利・利益に応じて異なる違
憲審査基準を適用し、より積極的な司法審査が期待されるといえよう。
そこで、現在の社会事実の脈絡のもとで、生存権の多段階的・多層的類
型化に応じて、各実践過程におけるそれぞれの内実と規範的意義や救済
機能の最大化、及び人間の尊厳や平等原則などの憲法条項との関係がさ
らに明らかにされなければならないことになる。

〔付記〕本稿は、北海道大学博士（法学）学位論文「社会給付と生存権
保障の憲法理論──日本・アメリカ・台湾の司法審査を中心として──」

（2011年６月30日授与）を加筆・修正したものである。なお、本稿は、
執筆にあたり、日本交流協会奨学金（H19002・2007－2010年度）の支
援を得た。また、加筆・修正にあたり、日本学術振興会科学研究費補助
金（研究活動スタート支援・課題番号：23830002）（2011－2012年度）
の助成を受けている。さらに、加筆・修正の際には、落合研一氏（北海
道大学アイヌ・先住民研究センター助教）、児玉弘氏（北海道大学法学
研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員）、橋場典子氏（北海道大
学法学研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員）のご協力をいただ
いた。記して謝意を表したい。

106 尾形健「生存権論の可能性」・前掲注（70）21頁。
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序論

　第１節　本稿の課題

　　第１款　「違法根拠の自由意思」と「責任根拠の自由意思」
　本稿の対象は、民法96条１項の詐欺である。被欺罔者は、相手方の詐
欺を理由として、自身の意思表示を取り消すことができる1。「民法は、
詐欺・強迫を受けた者のためにその正当な利益の保護をはかる」のであ
るから2、96条は表意者を保護する制度であることが理解できる3。ただ
し、96条が認める法律効果は取消権であり、その対象は意思表示である
から、財産的損害は96条の要件ではなく、ゆえに財産的利益は96条にお
いて保護されるべき利益ではないはずである。ならば、民法が96条にお
いて保護している被欺罔者の利益とは何か。
　例えば、710条の自由権は精神的自由を含み、精神的自由の内容とし
て意思決定の自由が含まれるから4、その自由が詐欺によって侵害されれ
ば、不法行為の成立が認められる5。そして、96条における詐欺も、自由

1 民法96条１項：詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 我妻栄『新訂 民法總則』（1965年）307頁。また、ある論者によれば、「民法
は相手方の不当な干渉のため自由な意思決定によらずして意思表示をした者
に、その意思表示を取り消す権利を与えることによって、その不利益を免れさ
せることとした」（下森定『新版 注釈民法（３）』川島武宜・平井宜雄（編）（2003
年）467頁）。この不利益が何か、も問題である。
3 「錯誤も詐欺も、ともに、表意者保護の制度に他ならない」（我妻・前掲注２・
311頁）。
4 「生命・身体が社会の存立および不法行為法制度の根幹をなす最も重要な利
益であることは、前述のとおり（三

頁）であるから、最も重大さの程度が高い。
身体を動かす自由も同様である（七一〇条は、「自由」を挙げる。なお同条に「生命」が挙げられていないのは、生命

侵害そのものに慰藉料請求権を認めない趣旨であった－七一一条および一七七頁参照）。
重要さにおいてそれと劣らない意思決定の自由も含まれることに異論はない」
（平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』（1992年）41-42頁）。
5 大審院1933年（昭和８）６月８日判決（大審院刑事判例集12巻771頁）は次
のように説示する。「第七百十條ニ所謂自由トハ身體的活動ノ自由ノミナラス
精神活動ノ自由ヲモ包含スルモノト解スルヲ正當ナリトスルカ故ニ不法行爲者
カ本件ニ於ケルカ如ク欺罔手段ニヨリ被害者ノ意思決定ノ自由ヲ害シテ錯誤ニ
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な意思決定を妨害する行為として理解されている6。それゆえ、96条の詐
欺によって侵害される自由意思と710条によって認められている自由意
思を別意に解する理由が存在しない限り、96条における表意者の利益を
自由権として捉えることが可能である7。ここで仮に権利侵害ないし法
益8侵害を違法として理解するなら9、この意味における自由意思は「違

陥レ財物ヲ騙取シタル案件ニ付テハ被害者ニ於テ之カ爲メ財産上ノ損害ヲ被リ
タル外特ニ精神上ノ苦痛ヲ被リタル事實ノ存スル限リ不法行爲者ニ對シ財産上
ノ損害賠償ノ外慰藉料ヲ請求スルコトヲ得ルモノト解スルヲ妥當ナリトス」。
6 「表意者の自由な意思決定を妨げる不当干渉として民法の認める手段には、
詐欺と強迫とがあり、詐欺または強迫によつてなされた意思表示を『瑕疵ある
意思表示』と一般にいう」（下森・前掲注２・222頁）。
7 確かに、決定論と非決定論の対立が示すように、そもそも自由意思の存在を
否定する理解も成り立ち得る（この点について、例えば来栖三郎『法とフィク
ション』（1999年）313頁以下を参照）。しかし、民法が自由権の内容として自
由意思を認めるなら、少なくとも民法を語る範囲において、自由意思の存在は
肯定され得るし、肯定されなければならない。それゆえ、本稿は、自由意思の
存在を前提として、議論を進める。
　なお、本稿において、「意思」という表現と「意志」という表現を区別しない。
さらに、自由それ自体が自分の意思を自ら決定する意味を含み得るから（宗宮
信次『不法行為論』（1968年）272頁）、本稿において「自由意思」という表現と「決
定自由（あるいは意思決定自由）」という表現も、その意味内容について区別
しない。
8 本稿は、違法評価の対象として、「権利」と「法益（法的に保護された利益）」
を特に区別しない。このことは、例えば旧709条に追加された「法律上保護さ
れた利益」という文言が実質的な変更を企図された要件ではなかったことから
も理解される（つまり、権利侵害が違法であるなら、法益侵害も違法でなけれ
ばならない）。709条における「法律上保護された利益」について、道垣内弘人
「民法709条の現代語化と要件論」法学教室291号（2004年）57頁以下も参照。
　刑法学においては、違法評価の対象は「権利」に限定されず、「法益」とし
て捉えられている。これは、「刑法によって保護されるのを権利だけに限定す
るのはせますぎる。権利といえない利益で刑法の保護の対象となるものは、い
くらもある。そこで法益の侵害という考え方が権利の侵害という考え方にとっ
て代った」からである（団藤重光『刑法綱要総論（第３版）』（1990年）185頁）。
それゆえ、民法が刑法よりも権利ないし法益について保護の機能ないし範囲を
狭めなければならない理由が存しない限り、民法709条における「法律上保護
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法根拠の自由意思」として把握することができるであろう10。違法根拠
の自由意思は、その特徴として権利性を帯び、その反面として被侵害性
も備える。これは、外在的な侵害を受けることによって初めて法律効果
と結び付く性質の自由意思を意味する。96条における被欺罔者は、この
違法根拠の自由意思に対する侵害を理由として、意思表示の取消権が与
えられるのである。
　このような違法根拠の自由意思に対して、行為者あるいは表意者の責
任11と結び付く自由意思も存在する。例えば、刑事責任の前提として要

される利益」も違法評価の対象として理解されるであろう。なお、刑法学にお
ける「権利」から「法益」へ展開する過程は19世紀のドイツ刑法学において見
られ、これはドイツ民法典における自由意思の要保護性あるいは違法評価の理
解にも関わる点であり、後述する。
9 違法性概念の根拠について付言する。その根拠を「不法」行為という文言に
求める見解が存在する（前田達明『不法行為帰責論』（1978年）203頁の注（３））。
しかし、そのように理解しなくても、違法性という概念を肯定することは十分
に可能である。法の存在それ自体が違法性を予定しているからである（我々が
生活する社会において、およそ違法状態が起き得ないならば、そもそも法は必
要ない）。それゆえ、たとえ民法典における不法行為の文言が、例えば「私犯」
あるいは「侵権行為」であったとしても、民法典において当然に違法性を語る
ことができる。
　なお、本稿は、不法（Unrecht）と違法性を原則として区別しない（この
点について、Hans Albrecht Fischer, Die Rechtswidrigkeit mit besonderer 
Berücksichtigung des Privatrechts, 1911 (Neudruck 1966), S. 92も参照）。さら
に本稿は、Rechtswidrigkeit とWiderrechtlichkeit も原則として区別せず（こ
の点について、Ernst Zitelmann, Ausschluß der Widerrechtlichkeit, AcP 99 
(1906), S. 6も参照）、両者について同じく「違法性」という訳語を与える。
10 民法710条の自由権に自由意思が含まれること（前掲注４および５を参照）、
権利あるいは法益も違法評価の対象たり得ることから（前掲注８を参照）、自
由意思の権利性を語ることができ、少なくとも自由意思の侵害を違法として捉
えることは可能である。
11 責任の最広義の意味は、法律的な制裁または不利益として理解されている
（國井和郎「Ⅱ 責任－近代法から現代法への展開」芦部伸喜・星野英一・竹内
昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏（編）『岩波講座 基本法学５－責任』（1984
年）44頁）。刑罰は制裁として理解することができるし、損害賠償は不利益と
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求される自由意思が、それである12。これに対応する民事責任として、
まず不法行為責任13が挙げられ、より広義の民事責任として契約責任も
含まれる。とりわけ契約責任と自由意思の関係は、「契約当事者は自己
の自由な意思に基づいて契約を締結し、その結果として当該契約に拘束
される」という契約の拘束力の根拠として重要である14。このように、
刑事責任であれ、不法行為責任であれ、契約責任であれ、自己の自由な
意思が責任を基礎づけるのであるから、この意味における自由意思を「責
任根拠の自由意思」として把握することができるであろう。
　当然ながら、違法根拠の自由意思を有する被欺罔者は、その自由意思
に基づいて契約を締結した主体である限り、責任根拠の自由意思に基づ
いて契約責任を負う。このことから責任根拠の自由意思と違法根拠の自

して理解することができる。契約の拘束性は自由の剥奪という意味において不
利益として理解することができるであろうから、契約の拘束性も法的な責任と
して理解することができるであろう（この点について、例えば森村進『権利と
人格－超個人主義の規範理論－』（1989年）147頁を参照）。厳密に言えば、制
裁と不利益も区別され得るであろうが、しかし現時点における言及は控える。
12 この意味における自由意思について、平野竜一「意思の自由と刑事責任」
尾高朝雄教授追悼論文編集委員会（編）『自由の法理』（1963年）231頁以下を
参照。
13 「作為および不作為という人間の自由な意思に基づく行為のみが帰責の前提
となり、かかる意思によって導かれた行為のみが違法および有責な行為と評価
される」（中井美雄「不作為による不法行為」山田卓生（編）『新・現代損害賠
償法講座 第１巻 総論』（1997年）108頁）。
14 契約の拘束力の根拠について、大別すれば、信頼と意思が挙げられるであろ
う（例えば、星野英一「Ⅵ 現代における契約」加藤一郎（編）『岩波講座 現
代法８』（1966年）265頁および高橋三知雄「私的自治・法律行為論序説（一）」
法学論集24巻３号（1974年）142頁を参照）。しかし、「信頼責任に基づく法律
行為的効果を認めることが妥当かは、検討すべき重要な問題であるが、かりに
これを承認するとしても、本人の意思をまったく排除することが不当である、
との認識はひろく支持をうけるものと思われる」（石田喜久夫「現代法律行為
論の課題－意思主義の復権とその限界－」Law School13号（1979年）９頁の注
４）。すなわち、契約の拘束力の根拠から意思の要素を完全に排除しない限り、
いずれの見解に与しても、意思が契約の拘束力の根拠として重要な意味を持つ
点について変わりはない。
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由意思は表裏一体であること、そして両者の区別が一定の法的観点に基
づく相違に過ぎないことが理解できる15。いずれも一人間が備え持つ自
由意思である点においては何ら異らないのであり、あらゆる局面におい
て両者の区別が可能かつ意義を持つわけでもない。
　しかし、本稿は96条の詐欺取消制度を、違法根拠の自由意思と責任根
拠の自由意思という区別が可能であり、かつ当該区別が意義を持ち得る
一場面として想定している。なぜなら、96条の枠組においては、違法根
拠の自由意思と責任根拠の自由意思は、相互に真逆の法律効果と結び付
いているから、つまり違法根拠の自由意思を重視すれば取消権の行使に
基づく拘束力の解消へ、逆に責任根拠の自由意思を重視すれば契約に基
づく拘束力の維持へ向かうからである。
　自由意思が異なる側面を有すること自体は問題ではない。問題は、従
来の詐欺取消制度の解釈論においては、責任根拠の自由意思のみに重点
が置かれ、違法根拠の自由意思は十分に考慮されてこなかった、という
点である。例えば、ある者は次のように述べる。「たとえ他人の欺罔行
為によって錯誤におちいったとしても、表意者はなお意思表示の決定の
自由を保持し、自己の自由な判断によって意思表示をしたわけであり、
時としては相手方の欺罔行為を見破ることのできる場合もあるかも知れ
ない」16。
　ここで語られている自由意思は、責任根拠の自由意思である。責任根
拠の自由意思を強調すれば、当然に契約を維持する作用が働き、その反
面として違法根拠の自由意思は軽視され、被欺罔者が救済を受ける余地

15 「確かに、民法123条の構成要件における意思自由の干渉は外部的な他人の影
響によって引き起こされているのであり、これに対して行為能力の場合におけ
る干渉は本人の事情に由来している。かかる差異は、侵害の原因に関連してい
るに過ぎない」（Manfred Wolf, Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und 
vertraglicher Interessenausgleich, 1970, S. 115）。引用文における民法123条は、
後述する如く、日本民法96条に相当するドイツ民法の規定である。なお、同書
の紹介として高橋三知雄「ヴォルフ『法律行為における決定の自由と契約によ
る利益調整』（１）・（２・完）」法学論集21巻３号155頁以下・同巻４号（1972年）
104頁以下）。
16 石本雅男『民法総則』（1962年）243頁。
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は低減する17。既に指摘したように、責任根拠の自由意思と違法根拠の
自由意思は、詐欺を語る局面において、相反する作用を営む。問題は、
この局面において、なぜ責任根拠の自由意思のみが強調されるのか、で
ある。
　その原因として、被欺罔者の落ち度に注目する傾向（風潮？）が考え
られる。例えば、ある者は次のように述べる。「詐欺にかかった者には
うかつな点もあるのが通常だから、その者が不利益を被ってもやむをえ
ない」18。この理解によれば、違法根拠の自由意思が害された原因は被欺
罔者に求められ、したがって違法根拠の自由意思に対する侵害は考慮さ
れず、その結果として考慮される自由意思は責任根拠の意味しか残らず、
ゆえに責任根拠の自由意思が妥当し、やはり契約の解消は制限され、最
終的に詐欺取消制度は適用されない、という結論が正当化される19。こ
うした見解によれば、もはや96条の詐欺取消制度は、被欺罔者の所為を
戒める制度と化してしまう。しかし、民法は被欺罔者に対する制裁法な
のか20。96条の規範目的は表意者の保護ではなかったのか。

17 「詐欺については、故意による違法な欺罔行為があったことが厳格に要求さ
れ、単に誤った事実が告げられたり、意思決定に必要な情報が告げられなかっ
たりしただけでは、詐欺による取消しは認められない。・・・（中略）・・・これは、
みずから意思をもって契約した以上、保護が受けられるのは、詐欺や強迫とい
う悪質な行為がおこなわれた場合にかぎられると考えられてきたことによる」
（山本敬三「契約規制の法理と民法の現代化（一）」民商法雑誌141巻１号（2009
年）11-12頁）。
18 四宮和夫『民法総則』（1972年）195頁、同『民法総則（第四版補正版）』（1996
年）185頁。その他に、「詐欺されたこと自体には多少の軽率さを伴うことがあ
る」（須永醇『民法総則要論』（1988年）204頁）。さらに同206頁によれば、「『そ
こつ者』－被欺罔者」。それ以外に、中井美雄『通説 民法総則』（1991年）182頁、
石田喜久夫『口述 民法総則（第二版）』（1998年）244頁も参照。
19 「詐欺の典型的場合においては－不当勧誘事例にかぎっていえば常に－、錯
誤に陥ったことについて表意者にも過失があ」り、「不当勧誘事例は、顧客に
過失がある－そのため契約の拘束力からの完全な解放が不適切である－がゆえ
に、詐欺取消制度の射程外に置かれていたのである」（橋本佳幸「取引的不法
行為における過失相殺」ジュリスト1094号（1996年）150頁および153頁）。
20 「欲張った人は損をするといい薬になる、高い授業料を支払ったと思えばよ



民事詐欺の違法性と責任（１）

［84］北法63（3・225）885

　　第２款　故意要件の意義と問題
　表意者の保護という96条の規範目的を重視しない解釈が押し進められ
るならば、その当然の前提として詐欺の成否を決する解釈の重点は被欺
罔者の観点から欺罔者の観点へ移り、それに連動して、96条という枠組
においては欺罔者に対する評価を反映できる要件が重視される。そして、
それは96条の故意要件に他ならない21。
　96条の故意は、いわゆる二段の故意を要する。すなわち、「（a）相手
方を欺罔して錯誤におとし入れようとする故意と、（b）さらに、この
錯誤によって意思表示をさせようとする故意とである」22。この定義から
読み取ることができる重要な要素は、以下の三点である。第一に、一段
目の故意における欺罔が既に相手方の意思決定自由を侵害している点で
ある23。第二に、およそ契約当事者ならば、相手方をして意思表示させ
る故意を有しているはずであるから（売主ならば、買主に「買う」と言
わせたいはずである）、これを敢えて要求する二段目の故意は（一段目

いなどと安易にいうことで、欲を張らせるのに首尾よく成功した悪者が得を
することになりはしまいか。民法は欲張った人に対する制裁法なのか」（米倉
明「どういう論文が『よい』のか－民法解釈学の論文を念頭に－」法学雑誌
tâtonnement タートンヌマン１号（1997年）23頁）。
21 「詐欺の典型的場合においては－不当勧誘事例にかぎっていえば常に－、錯
誤に陥ったことについて表意者にも過失がある（情報収集不足）。そのため、
詐欺取消による意思形成過程の保護は、相手方が欺罔の故意を有する場合にし
か正当化できない」（橋本・前掲注19・150頁、同「不法行為法における総体財
産の保護」法学論叢164巻１-６号（2009年）415頁の注71も参照）。
22 我妻・前掲注２・308頁。
23 「相手方の行為によって表意者が錯誤に陥る場合には、虚偽の言明という典
型的な行為態様を例にとっても、相手方の主観的態様に応じ、（i）相手方に過
失はないがその虚偽の言明による場合、（ii）相手方に過失がある場合、（iii）
相手方が故意に虚偽の言明をした場合、そして（iv）それによって意思表示を
させる目的で故意に虚偽の言明をした場合がある。表意者が相手方の言明に惑
わされるという点では、（i）～（iv）に変わりはない」（沖野眞已「契約締結過
程の規律と意思表示理論」別冊NBL54号（1999年）28頁。さらに、同頁によ
れば、「にもかかわらず、民法が詐欺取消を認めるのは、（iv）の場合のみであ
る」という）。



論　　　説

［85］ 北法63（3・224）884

の故意における欺罔に基づく被欺罔者の意思表示に関する）欺罔者の特
別な主観的意図として理解されている点である24。そして、第三に、第
一および第二から、「二段の故意」という要件それ自体が、96条という
枠組において、被欺罔者の被侵害権利よりも、欺罔者の行為態様の重視
を示している点である。
　このように通説によれば、詐欺概念と故意概念は密接な関係を有する。
そもそも両者の関係は古い。後述するように、詐欺取消制度の起源たる
ローマ法の dolus それ自体が既に詐欺と故意の両義を備える概念であっ
たのであり25、さらに dolus はキリスト教の影響を受けたことによって道
徳的観念と結び付けられ、そして非難に値する主観的要素を不可欠の要
件として求める傾向が生まれた26。こうして、近代法制度の誕生より古
い歴史を有する詐欺の概念は、法典において詐欺として規定される時点
において既に、欺罔者の主観的態度を推し量る要素である故意要件なく
して語り得ない概念として確立されていたのである27。
　しかし、このことが近代市民法の理念から逸脱していることは、過失
責任の原則を想起すれば、明らかである。過失責任の原則は、その字の
如く、行為者の過失が認められない限り、その行為者は責を負わない旨
を説く原則である。換言するなら、行為者の過失が認められる限り、そ
の行為者は責を負わなければならない。ところが、96条の詐欺は成立要

24 いわば、「意思表示獲得目的」である（沖野・前掲注23・28頁）。
25 「法の全領域について、かかる犯罪意思は、法律用語において『策略（List）』、
つまりdolusとして呼称され、大抵は強調して『悪意ある策略（böse List）』、つ
まりdolus malus として呼称されているのであり、不法の意識、つまり sciensを
伴って行われる」（Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht, 1961, S. 86）。
26 この点に関して、詐欺の意味のdolusについてUlrich von Lübtow, Untersuchungen 
zur lex Aquilia, 1971, S. 193、故意の意味の dolus についてMax Kaser, Das 
Römische Privatrech II, 1959, S. 253 f. を参照。
27 詐欺に植え付けられた負の印象は、現在も払拭されてはいない。詐欺は、「社
会通念上悪い、違法視されることが必要」であり（石田・前掲注18・241頁）、「そ
の響きには強烈な印象があり、道徳的な非難のはなはだしい行為といった印象
をぬぐえない」（平野裕之「投資取引における被害者救済法理の相互関係につ
いて－投資取引における事業者の情報提供義務－（１）」法律論叢71巻１号（1998
年）42頁）。
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件として故意を要し、欺罔者の過失は詐欺を構成しない。すなわち、民
法96条は、過失責任主義の重大なる例外を成すのである。では、なぜ民
法96条は過失責任主義の例外たり得るのか。
　「詐欺は本来的に故意行為であるから」。詐欺の解釈伝統を支持する者
は、このように答えるのであろうか。しかし、これは、詐欺の解釈とし
て考えられ得る複数の選択肢から採用された一つの立場に過ぎない。少
なくとも民法は、96条において故意の要求を明記していない28。詐欺を
故意行為として解釈しなければならない理由を明示しない限り、過失責
任主義に対する民法96条の例外性は説明されないし、正当化されないは
ずである29。
　ならば、96条の故意要件は如何なる意味を有するのか。例えば、ある
者は次のように答える。「意思表示の効力に影響あらしむるは効果意思
決定の不自由ということのみを以て説明するを得ず」30、「意思表示の効
力を問題とするに當りては須らく表意者を以て起點となさざる可らず、
他人に於て意思決定の不自由を惹起こしたりという客觀的因果關係あ
り、之を惹起こさしめんと欲したりという主觀的連絡あらば乃ち他人を
措いて表意者を保護するに十分なる理由存す。民法は之を以て當事者の

28 これに対して、日本民法96条１項に相当するドイツ民法123条１項は、欺罔
者の故意を意味する悪意の要件を明文化している。にもかかわらず、本論にお
いて確認するように、ドイツ民法123条１項の詐欺取消制度の故意要件は相当
程度に緩和され、ほとんど過失に近い。
29 例えば、橋本・前掲注19によれば、表意者の過失が故意要件を正当化する
要素であるようにも見える。しかし、これは不当である。なぜなら、例えば、
「商品取引員側の違法行為は、まさに顧客側の過失の誘発を目的としたものと
評価すべきだからである」（今西康人「公設商品先物取引における商品取引員
の不法行為責任」法律時報59巻９号（1987年）95頁）。一方当事者の情報収集
不足のみが強調され、他方当事者の説明不足という過失は看過され易い。もし
両者に過失が認められるなら、共通錯誤によって無効が認められるべきであろ
う（事業者側は、当初から十分な説明を与える意図を有していなかった、とい
う抗弁によって自身の錯誤を否定することはできない。これは、詐欺の故意の
自白に等しいからである）。このような場合に共通錯誤が認められないならば、
やはり民法96条の故意の要件は不平等を招き、不当である。
30 鳩山秀夫『民法研究 第一巻（總則）』（1925年。初出は1910年）523頁。
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雙方を最も公平に保護し、取引の安全を確保する所以としたるものな
り」31。
　ここで語られる「取引の安全」の確保は、要するに欺罔者側の行為自
由の保障を意味する。確かに、伝統的な法解釈によれば、故意または過
失は責任形式である32。そして同時に、過失責任の原則は、帰責原理と
いう側面に加えて、行為自由の保障という目的をも併せ持つ33。それゆ
え、欺罔者の法益の保障という目的を、不法行為法のみならず、96条の
枠組においても妥当せしめること自体は可能であり、かつ正当である。
つまり、96条における詐欺取消制度においても、一方当事者の意思決定
自由のみならず、他方当事者の行為自由も考慮されるべきであろう。
　しかし問題は、なぜ他方当事者の行為自由を確保する要件が96条の詐
欺取消制度という枠組においては「故意」に限定されるのか、である。
96条の主観的要件が故意に固定される限り、当事者間の利益調整は均衡
を維持し得ず、公平性を欠く。なぜなら、故意要件を堅持すれば、過失
の欺罔に起因するリスクは、専ら誤導された契約相手方に割り振られる
からである。すなわち、解釈伝統に従い96条１項の故意要件を維持する
ならば（換言するなら、過失の詐欺を認めないならば34）、過失行為者
の行為自由は保障されるものの、被欺罔者は欺罔者の過失責任を甘受す
る他なく、その反面として被欺罔者の被侵害権利、つまり違法根拠の自
由意思の要保護性は低下するのである。
　以上の如く、96条の枠組においては、違法根拠たる被欺罔者の意思決
定自由と、責任要素を通じて確保される欺罔者の行為自由が、相互の法
益として対立する。本稿が表題として掲げる「民事詐欺の違法性と責任」

31 鳩山・前掲注30・528頁。同論文は強迫における意思を論じているものの、
この点は詐欺にも同じく妥当する旨を説いている（523頁）。
32 例えば、金子宏・新堂幸司・平井宜雄（編）『法律学小辞典（第３版）』（1999
年）304頁を参照。
33 藤岡康宏「五 私法上の責任－不法行為責任を中心として－」芦部伸喜・星
野英一・竹内昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏（編）『岩波講座 基本法学５
－責任』（1984年）212-213頁。
34 「過失による詐欺の承認は解釈伝統と断絶する」（磯村保「契約成立の瑕疵
と内容の瑕疵（２）」ジュリスト1084号（1996年）80頁を参照）。
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は、まさに違法性35（被欺罔者の意思決定自由の要保護性）と責任（欺
罔者の行為自由を確保する要件）の相互関係の問題を指しているのであ
る。既に確認したように、被欺罔者が有する違法根拠の自由意思は責任
根拠の自由意思と表裏であるが、しかし同時に責任根拠の自由意思は欺
罔者の責任を肯定する前提でもあるから、欺罔者と被欺罔者は責任根拠
の自由意思を通じて共通の側面を持ち合わせているのであって、それゆ
え民事詐欺の違法性と責任における相互関係は共通の過失（責任主義に
立脚した）要件でなければならないはずである。被欺罔者の意思決定自
由が欺罔者の行為自由に劣後する性質の自由ではない限り、96条におけ
る故意要件は一方で行為自由を優先し、他方で意思決定自由を劣後せし
める結果を導き、不当である。
　ところが、伝統的通説は、一方で96条の故意要件を堅持し、他方で被

35 違法性概念の根拠については、既に述べた（前掲注９）。もっとも、違法性
概念を認め得るとしても、これを積極的に肯定するか否か、は別の問題である。
実際に、違法性概念の不要を説く見解が存在する。例えば、「『権利侵害から違
法性へ』の命題が、通説を支配するや否や、『違法性』概念はその機能を果し終っ
た」（平井宜雄『損害賠償法の理論』（1971年）383頁）。これに対して、むろん、
違法性概念の存置を説く見解も存在する（近時では、例えば吉村良一「不法行
為法における権利侵害要件の『再生』」立命館法学321・322号（2008年）602頁）。
本稿も、違法性概念の有用性を前提として、議論する（違法性概念の意義は本
稿の本論においても触れる。さらに、違法性「概念によって、正当防衛や被害
者の同意といった、不法行為責任を阻却する事由を整合的に組み入れることが
できる」という吉村・前掲の指摘に対して、本稿も同意見である）。ただし、
違法性概念の存置を説く見解は、これを行為の違法性から説く立場（行為無価
値）と結果の違法性から説く立場（結果無価値）に分かれる（吉村・前掲は、
あえて仕分けるなら、前者であろう）。もちろん、両者を統合した見解も存在
しないわけではないが、しかし行為無価値論は結果無価値論を先取る理論とし
て理解されており、原則として両者は異質である（「結果不法は、行為不法の
発生根拠にすぎず、内容そのものではないから、不法行為における違法な行為
（不法）の本質は結果不法か行為不法かと問われれば、行為不法と答える外は
ない」（四宮和夫『現代法律学全集10-ii 不法行為』（1985年）280頁）。それゆえ、
本稿は行為無価値論と結果無価値論を折衷した立場も行為無価値論として扱う
（結果無価値を支持する本稿にとって、行為無価値は批判の対象であり、この
点は本論において触れられる）。
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欺罔者の法益を軽視する。例えば、ある者は次のように述べる。「自由
權は自由といふ點に本體があるのではなく、寧ろ不法に干渉せられない
といふ所に本體がある。換言すれば、詐欺強迫等による加害行爲が違法
なのは自由權といふ利益を侵す點に在るのではなく、その行爲が詐欺強
迫といふ禁止規定又は公序良俗に反するものなる點に存すると謂はねば
ならぬ」36。
　この見解によれば、そもそも自由権の要保護性が低く捉えられ、それ
に連動して違法性の判断基準が被欺罔者の自由意思から欺罔者の加害行
為（あるいは故意）へ移転し、その結果として自由意思は責任根拠の意
味しか残らず、したがって契約の解消は制約される傾向が強まる。のみ
ならず、この見解によれば、被欺罔者の自由意思は違法性の判断基準た
る地位を失うから37、法によって予定される詐欺取消制度の目的は被欺
罔者の自由意思の保護ではなく、むしろ欺罔者の制裁へ転じる38。しか
し、民法は欺罔者に対する制裁法なのか。96条の規範目的は表意者の保

36 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為（復刻版）』（2005年。初版は1937年）
136頁。
37 それは行為の違法性が重視されるからであり、つまり「故意があったかど
うかは主観の問題であり間接的に認定するほかないが、そうなると、行為の違
法性の評価が大きな影響を持ってくる」（大村敦志『消費者法（第４版）』（2011
年）81頁）。詐欺の問題に限らず、とりわけ不法行為の領域において行為の違
法性を重視する傾向が裁判例においても見られる点について、徳本伸一「判例
の違法論」金沢法学45巻２号（2003年）39頁以下を参照。なお、徳本によれば、
こうした行為の違法性を重視する違法論が、違法性と有責性の峻別論を否定さ
せる一要因として指摘されている（同・40頁）。結果無価値の立場を維持する
本稿は、後述するように、違法性と有責性を区別する。
38 「詐欺や強迫も、その結果表意者の健全な意思形成が妨げられた故にその効
力を否定しうるものとする制度とみることのほか、詐欺者、強迫者の不誠実さ
を咎める制度とみること、さらには、それにより損害をこうむった者を保護す
る制度とみること、のどれもまったく可能である」（星野英一「契約の成否と
同意の範囲についての序論的考察（１）連載にあたって」NBL469号（1991年）
11頁）。その他に、「詐欺、強迫については、このような行為によって相手方の
意思決定を歪める者の悪性に着目することも可能である」（大村敦志「契約内
容の司法的規制（１）」NBL473号（1991年）37頁）。



民事詐欺の違法性と責任（１）

［90］北法63（3・219）879

護ではなかったのか。
　仮に96条の規範目的を欺罔者の制裁として理解するならば、96条の適
用可能性が縮減せられることは当然の帰結である。なぜなら、その成立
要件の充足は非難に値する程度に達していなければならず、その認定は
慎重を要し、その反面として96条の適用範囲は限定されるからである。
少なくとも伝統的通説は、故意の要件を固持し、さらに二段の故意とい
う制約を設け、そして欺罔者の行為態度を重視してきたのである39。
　以上の問題関係は、詐欺のみならず、ある程度において強迫にも妥当
する。確かに、民法96条が詐欺の他に強迫を規定している理由は、詐欺
と強迫の共通性に由来するのであろう40。しかし、両者は根本的に異な
る点も有する。すなわち、被強迫者は自身の意思決定自由に対する侵害
を認識しているものの（被強迫者に当該行為が強迫であることを認識さ
せなければ、強迫として意味を成さないから）、これに対して被欺罔者・・・・

は自身の意思決定自由に対する侵害を認識していない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（被欺罔者に当該
行為が詐欺であることを悟られると、詐欺の意味を成さないから）41。つ
まり、被欺罔者が自身の意思決定自由を回復する契機は被強迫者より少
ないのであるから、被欺罔者の要保護性を被強迫者の要保護性より高く
評価することも可能であろう。
　加えて、「自身の意思決定自由に対する侵害を認識していない」とい
う状況は、相手方の過失に基づく言動によっても作出され得る。とりわ
け、現代における社会制度の複雑化は詐欺を覆い隠す契機を与えるのみ

39 とりわけ二段目の故意について、「此要件ハ甚重要ナルモノニシテ若此意思
ニ出テス他ノ目的ヲ以テ事實ヲ虚示スルモ詐欺ヲ構成スルコトナシ」（富井政
章『民法原論 第一巻』（1904年）375頁）。
40 「民法は詐欺による意思表示と強迫による意思表示とにつき共通の規定
（九六
条 ）を設けた。蓋し両者ともに他人の違法な行為に基因する表示であり、従
つてまた表意者の保護を必要とする点に於いても同様だからである」（吾妻光
俊『民法総則』（1967年）163-164頁）。
41 「詐欺は、表意者は、自己のなした意思表示が本来ならなされなかったもの
であることを表意者が自覚していなかった点では、錯誤と共通であり、強迫は、
表意者にこの点の自覚がある点では、心裡留保ないし虚偽表示に近い」（鈴木
禄弥『民法総則講義（改訂版）』（1990年）147頁）。
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ならず、自由な意思形成を困難ならしめているのであり、すなわち社会
制度の複雑化それ自体が意思決定自由の侵害を誘発している。それゆえ、
現代社会において被欺罔者を救済すべき要請は、確かに存在しているは
ずであるが、しかし伝統的通説は96条において厳格な諸要件を維持し続
け、このことが現代的取引状況における96条の然るべき運用の可能性を
奪い続けたのである。

　　第３款　学説の対応
　学説は、このような状況において、96条の再検討という選択肢を避け、
解決の糸口を他の法規範へ求めた。例えば、95条の錯誤無効であり、
709条の損害賠償である。ところが、これは、さらなる問題と弊害を生
み出した。まず、95条に基づく解決が問題である。96条に代わる救済方
法として95条が優れていることを示すためには、96条に基づく詐欺と95
条に基づく錯誤の双方が主張され、かつ後者のみが肯定される事案を挙
げる必要があろう。しかし実際は、96条に基づく詐欺と95条に基づく錯
誤の両方が主張され、かつ後者のみが肯定される事例は少なく42、大抵
は両方とも否定される43。それゆえ、95条は、96条に代わる救済手段と

42 例えば、東京地判1994年（平６）５月30日金法1390号39頁、東京地判1997年（平
９）６月９日判タ972号236頁、東京地判1996年（平８）７月30日判時1576号61
頁⑤、横浜地判1996年（平８）９月４日判時1587号82頁②、東京高判2008年（平
20）５月22日判時2015号47頁が挙げられる（ただし、上記の裁判例は一方で錯
誤を肯定し、他方で詐欺に言及していないに過ぎず、詐欺が明確に否定されて
いるわけはない点に留意されるべきである）。
43 例えば、大阪高判1963年（昭38）７月15日判時350号19頁、大阪地判1972年（昭
47）9月12日判時689号104頁、東京地判1975年（昭50）１月30日金融法務事情
754号35頁、東京地判1975年（昭50）10月６日判時802号92頁、浦和地判1982年（昭
57）５月19日判時1062号122頁、大阪地判1986年（昭61）５月30日判タ616号91
頁、大阪地判1989年（平１）２月13日判タ701号216頁、東京高判1989年（平１）
３月29日金法1243号29頁、東京地判1992年（平４）９月29日判タ823号241頁、
東京地判1993年（平５）２月10日判タ816号214頁、広島地判尾道支部1993年（平
５）10月22日判タ839号233頁、大阪地判1993年（平５）11月10日判タ843号188
頁、東京地判1993年（平５）11月29日判時1498号98頁、東京地判1994年（平６）
３月15日判タ854号74頁②、東京地判1994年（平６）12月14日判時1536号69頁、
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して必ずしも適切ではない。
　たとえ96条に基づく詐欺と95条に基づく錯誤の双方が主張され、後者
のみが肯定される事案が多数を占めたとしても、これ自体が問題である。
96条に代わる救済方法として95条を強調する解釈は、いわゆる評価矛盾
という理論的問題を生み出すからである。すなわち、96条より緩やかな
要件によって成立する95条44が、96条より強力な効果を発動することは
矛盾ではないか45、という問題である。これに対して、95条の無効とい

東京地判1995年（平７）１月27日金法1420号37頁、東京地判1995年（平７）８
月29日判タ926号200頁、東京地判1995年（平７）９月６日判タ915号167頁、東
京地判1995年（平７）10月４日金法1467号41頁、東京地判1995年（平７）12月
22日判タ926号220頁、東京地判1996年（平８）１月22日判タ915号264頁、東京
地判1996年（平８）２月21日判時1587号82頁①、東京地判1996年（平８）３月
26日判時1576号61頁②、東京地判1996年（平８）8月29日判時1606号53頁、横
浜地判1996年（平８）９月４日判時1587号82頁②、東京高判1996年（平８）12
月24日判時1596号63頁、松山地判1997年（平９）４月16日判タ983号239頁、大
阪地判1997年（平９）５月29日判タ960号166頁、東京地判1997年（平９）７月
７日判タ946号282頁、東京地判1997年（平９）７月28日判時1646号76頁、東京
地判1999年（平11）２月23日判タ1029号206頁、名古屋地判2001年（平13）６
月28日判時1791号101頁、東京地判2001年（平13）12月20日判タ1133号161頁、
東京地判2004年（平16）７月13日判時1873号137頁、東京地判2006年（平18）
１月27日判タ1236号251頁、大阪地判2006年（平18）４月18日判時1959号121頁、
大阪地判2008年（平20）４月18日判時2007号104頁、大阪高判2008年（平20）
６月26日判時2022号14頁が挙げられる。
44 「詐欺に当たるとされる場合の方が、ほとんどの場合、錯誤よりも厳格な要
件である」（磯村保「契約成立の瑕疵と内容の瑕疵（１）」ジュリスト1083号（1996
年）84頁）。
45 例えば、武川幸嗣「契約の有効・無効と損害賠償の関係－不法行為法的救
済の補充的機能を中心に」円谷峻・松尾弘（編）『損害賠償法の軌跡と展望（山
田卓生先生古希記念論文集）』（2008年）516頁は、法律行為法的救済と不法行
為法的救済の評価矛盾の可能性を指摘しつつ、「相手方の態様（意思決定への
関与の度合いや、錯誤の対象事項が表意者の契約目的にとって重要な意味を有
する旨に関する認識の有無など）あるいは、表意者の錯誤によって得た契約上
の利益を適法に保持することの不当性・不公平など、相手方の態様も考慮要素
として織り込むとすれば、詐欺要件の厳格性を補完しうる余地が認められよう。
具体的には、契約の重要内容ないし前提に関する錯誤とまでいえなくても、表
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う効果を、取消権へ近づけることによって、こうした矛盾の緩和を図る
解釈も考えられた46。しかし、民法が明記する95条の無効を取消的無効
へ修正する解釈が許されるならば、民法が明記しない96条の故意要件を
否定する解釈こそ民法に与えるダメージが少なく、許されるべきであろ
う47。
　そもそも95条と96条の法律効果の均一化それ自体が問題である。なぜ
なら、この均一化は結果として錯誤者と被欺罔者の要保護性の均一化を
意味するが、しかし両者の要保護性は決して同一ではないからである。
錯誤者と被欺罔者は、他人の干渉を受けたか否か、という点において決
定的に異なる。すなわち、「單純ノ錯誤ハ多クハ當事者ノ過失ニ出ツル
モノニシテ之ニ因リテ法律行爲ヲ取消サシムルトキハ往往ニシテ過失者
ヲ保護シ却テ過失ナキ者ニ損害ヲ加フルノ結果ニ至ルヘシト雖モ他人カ
詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ表意者ハ或ハ毫モ過失ナク又假令過失アル
モ他人ノ非行ニ因リテ錯誤ニ陥リタル者ナリ」48。自ら勝手に錯覚に陥る

意者にとって契約への拘束を決定づける重要な錯誤であり、それが相手方の不
誠実な態様に起因する場合が挙げられようか」という。しかし、武川の理解に
よれば、「相手方の不誠実な態様」の証明は可能でありながら、なお詐欺の成
立が困難な事例の存在が前提であるものの、そうした事例として如何なる事例
が想定されているのか、故意を欠く「相手方の不誠実な態様」が考えられ得る
のか、そもそも伝統的な通説は「相手方の不誠実な態様」から詐欺の違法性を
捉えていたのではないのか、という疑問が残る。
46 例えば、椿寿夫「Ⅱ 錯誤無効と詐欺取消の関係」同（編）『法律行為無効の
研究』（2001年）19頁以下のような、錯誤無効の取消化である。
47 椿・前掲注46・27頁によれば、「明文の規定がないかぎり認められない、と突っ
ぱねる以外には考えられないのか。そうすることは、私の感想によれば保守度
が強すぎる」。そして、椿は、「錯誤と詐欺をからめた無効と取消の対比問題」
として無効の取消化を論じる。ところが、椿は96条の詐欺が抱える問題性には
触れていない。つまり、一方で詐欺の解釈伝統を盲目的に支持し、他方で従来
の錯誤論の枠組からしか効果論を展開しないなら、これこそ保守的である。む
しろ、「明文の規定がないかぎり認められない」という姿勢は民法の条文に忠
実なだけであって、健全かつ正当な立場であろう。
48 梅謙次郎『民法要義 卷之一（訂正増補四版）』（1897年）202頁。
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者49が、なぜ錯誤へ陥らされた者と同等あるいは同等以上の保護を受け
得るのか。むしろ、被欺罔者は単なる錯誤者よりも強く保護されて然る
べきである50。それゆえ、95条によって96条を補完せしめる解釈は妥当
ではない。
　こうした95条の他に、96条の補完を図る解釈の問題性は不法行為法に
おいても見られる。95条と96条は法律行為における意思表示の問題を扱
う規定であるから、両者が同時的に（つまり、意思表示という次元で）
競合することは理解できる。しかし、詐欺取消規定と不法行為規定は、
事情が異なる。96条の詐欺は、欺罔者が相手方の意思決定自由へ干渉す
ることによって相手方をして錯誤に陥らせ、そして当該錯誤に基づいて
相手方をして意思表示せしめることによって完成する。少なくとも、意
思決定自由という被侵害利益の保護を目的とする詐欺取消制度は、財産
的損害の発生を要しない51。これに対して、詐欺不法行為は、この被欺
罔者の意思表示と欺罔者の意思表示が合致することによって法律行為が
完成し、かかる法律行為の効果に基づいて両当事者の財産関係に変動が
生じ、このことによって相手方が損害を受けて初めて成立する。つまり、
詐欺不法行為は成立要件として損害の発生を要するから、96条の詐欺よ
りも成立が遅れるのである52。換言するなら、詐欺取消制度は、不法行
為制度よりも先んじて、その適用の可否が問われる。

49 「錯誤の場合は自分で勝手に錯誤に陥る場合が一般的」（石田・前掲18・232頁）。
50 錯誤と詐欺は、「無効と取消との區別をする程本質的な差があるわけではな
い。他人の違法行爲によるか否かの違である。むしろ、この點からすれば、後
者の場合の方がより強く表意者を保護しなければならないはずである」（於保
不二雄『民法總則講義』（1956年）188頁）。
51 「詐欺ニ因ル意思表示ヲ取消シ得ベキモノトスルハ意思決定ニ不當ナル干渉
アルガ爲ニシテ財産上ノ損害ヲ要件トスルモノニアラザレバナリ。此點ニ於テ
不法行爲タル詐欺ト其要件ヲ異ニス」（鳩山秀夫『日本民法總論（下卷）』（1924
年）373頁）。
52 契約の締結それ自体を損害として把握するならば、確かに96条と不法行為
法の適用関係における時間差は解消されるのかもしれない。このような意味に
おける不法行為の成立を肯定する意義は、一方で96条の詐欺を否定し、他方で
過失相殺を適用する点に（のみ）存する。しかし、過失相殺それ自体が問題で
ある。この点は後述する。
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　このことが、まさに96条における詐欺取消制度の存在意義でもある。
すなわち、詐欺取消制度の存在意義は、たとえ金銭的補償は得られなく
ても、契約関係の継続それ自体を拒絶したい者に、当該契約関係から離
脱することを認める点に存する53。欺罔に基づく不必要な契約の如く、
経済的価値として損害が発生していない類型（例えば経済的に10万円の
価値を備える布団を、その必要性について欺罔することによって被欺罔
者をして10万円で購入させる場合）も考えられ得るであろう54。「ここで
はその契約当事者にとっては損害賠償を請求するよりも契約上の履行義
務から解放されることが第一義的な関心事となる」55。それゆえ、96条に
おける詐欺の要件は詐欺不法行為の要件よりも軽く設定されなければ、
96条は独自の意義を失うのである。
　これに対して、96条の問題を不法行為法において処理するなら、例え
ば売買契約は締結されたが、しかし未だ売買代金が支払われていない段
階において詐欺に気づいた被欺罔者たる買主は、詐欺の存在を認識しな
がら、あえて売買代金を支払うことによって財産的損害を発生せしめな
い限り、保護されない56。さらに、96条の問題を不法行為法において処
理する方法は、たとえ損害賠償請求権が肯定されても、法律行為の効力
は依然として存続するのであるから、被害者は不法行為者の履行請求を

53 「詐欺的商法の被害者の願いは恐らく、交付した金員の返還または求められ
た金員交付の拒絶であろう。そのためには、公序良俗違反、錯誤等による無効
または詐欺等による取消を理由とする当該契約の私法的効力の否定が想起され
る」（國井和郎「民事責任 詐欺的商法の不法行為処理と理論構成」判例タイム
ズ667号（1988年）64頁）。
54 「必要のない契約を結んでしまった場合のように、金銭に評価しうる損害は
発生していないともいえるような被害（契約締結被害）も考えられる」（松本
恒雄「消費者取引における不当表示と情報提供者責任（上）」NBL229号（1981
年）７頁）。
55 本田純一「『契約締結上の過失』理論について」遠藤浩・林良平・水本浩（監）
『現代契約法大系 第１巻 現代契約の法理（１）』（1983年）207頁。
56 「瑕疵ある意思表示を為さしめても、未だ財物を詐取するに至らないときは、
刑法上未遂罪（刑二四六、二五〇）に該当し、その意志表示は取消せるが（民
九六）、被害者に未だ損害のないときは、不法行為にならない」（宗宮信次『不
法行為論』（1968年）318頁）。
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拒絶できない、という不都合を残す57。
　96条と不法行為の関係は、こうした制度的問題に加えて、いわゆる評
価矛盾の問題も無視できない。一方で96条における詐欺の成立を否定す
ることによって違法性の存在を否定しつつ、他方で不法行為を肯定する
ことによって違法性を肯定することは矛盾ではないか58、という問題で
ある。もちろん、詐欺を理由とする取消権を求めるか、詐欺を理由とす
る損害賠償請求権を求めるか、それは被欺罔者の自由である59。しかし、
それは被害者保護の観点から請求権者の自由な選択に委ねられているの
であって、この選択権を裁判所に与える理由は無い60。すなわち、96条
と不法行為法の適用関係における評価矛盾の本質は、法の解釈および適
用を司る裁判所が民法の体系を無視した解釈に基づいて判決を下してい
る点に存する（敗訴者が評価矛盾の問題を援用した場合、裁判所は何と
答えるのか。答えられないならば、裁判所の恣意的な法の適用という批
判は免れないであろう。これは法の下の平等にも反する事態である）。
　確かに、不法行為法に基づく処理は、損害賠償請求権と過失相殺の併
用によって、取消権に基づく「全か無か」という硬直的な解決よりも、
柔軟な解決を可能にする。しかし、このような「柔軟な解決」は、違法
根拠の自由意思、すなわち被欺罔者の被侵害権利を犠牲にして成り立つ
解釈である点に注意しなければならない61。例えば、ある者は、過失相

57 この点について、潮見佳男「規範競合の視点から見た損害論の現状と課題
（２・完）」ジュリスト1080号（1995年）86頁を参照。
58 例えば、松岡和生「商品取引委託契約が有効に成立している場合に外務員
の勧誘行為の違法性を理由として民法第七一五号第一項を適用することの可否
（判旨積極）」判例評論174号（1973年）24-25頁。道垣内弘人「取引的不法行為
－評価矛盾との批判のある一つの局面に限定して」ジュリスト1090号（1996年）
137頁も参照。
59 この点について、長尾治助「不法な勧誘にもとづき一般人主宰の株式投資
グループに参加した出資者より勧誘者（主宰者）に対する損害賠償請求が認め
られた事例」判例評論336号（1987年）32頁の注14を参照。
60 「不法行爲と法律行爲との兩立し得る場合に於ては損害賠償請求權を行使す
ると取消權を行使するとは一に被詐欺者（被害者）の任意撰擇に屬する」（東
京控訴院1912年（大１）９月17日法律新聞838号21頁）。
61 行為無価値論の利点は法解釈における柔軟性を確保し得る点に存し（例え
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殺の機能を次のように理解する。「いわば、意思表示の効力を割合的に
しか廃棄しない詐欺取消であ」り、「被害者の意思形成の自由につき割
合的保護を付与するものといえよう（割合的な詐欺取消）」62。この理解
によれば、如何に説明されようとも、法律行為の効力は維持される。す
なわち、責任根拠の自由意思は完全に維持されつつも、違法根拠の自由
意思は割合的な保護しか与えられないのである。
　こうした違法根拠の自由意思を軽視する発想は、情報提供義務論にお
いても見出される。例えば、ある者は、情報提供義務論を次のように理
解する。情報提供義務の根拠は当事者間の情報格差であって63、すなわ
ち同義務論は原則として弱者たる消費者と強者たる事業者という枠組に
おいて語られ64、そして情報提供義務は意思の自律を制限し65、そのこと
によって契約自由を実質的に保障する66、と。
　しかし、情報提供義務論は、意思の自律の制限、すなわち責任根拠の
自由意思を制限しているのであって、それに対して違法根拠の自由意思
を重視する発想が存在しているわけではない。そもそも、意思決定自由
の侵害という観点によれば、加害者の属性（事業者であるか否か）は問
われないはずである（意思決定自由は、何人によっても害され得るから）。
すなわち、情報提供義務の適用範囲を当事者の属性に応じて区別する限
り、同義務論は被欺罔者の被侵害権利の救済と結び付き難い。実際に、

ば、行為無価値論と密接に関連する社会的相当性の理論が示すように、その解
釈の基軸は無内容と言える程に広く、その支持者から見れば柔軟性として映り、
この立場に依拠することによって、例えば過失の注意義務も相当な伸縮性を獲
得できる）、これは日本の民法学において行為無価値論が通説的地位を占めて
いる一理由であろうが、しかし行為無価値論と詐欺取消制度の結合は自由意思
の要保護性の低下を招く。この点は、後述する。
62 橋本・前掲注19・149頁。
63 後藤巻則「フランス契約法における詐欺・錯誤と情報提供義務（一）」民商
法雑誌102巻２号（1990年）198頁（同『消費者契約の法理論』（2002年）へ収録）。
64 後藤・前掲注63・183頁。
65 後藤・前掲注63・200頁。
66 「情報提供義務は、一般的には契約締結過程における信義則に基づき、契約
自由の実質的保障のために、情報力において優位に立つ当事者に課される義務
である」（下森・前掲注２・476頁）。
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フランスの情報提供義務論は、契約締結過程に信義則の観点を持ち込む
ことによって、相手方の行為態様を重視する意思表示理論を導く議論と
して理解されているのである67。この理解は欺罔の違法性を重視する96
条の伝統的解釈と大差なく68、やはり意思決定自由の保護という観点か
らは情報提供義務論も問題を残している69。

67 後藤巻則「フランス契約法における詐欺・錯誤と情報提供義務（三・完）」
民商法雑誌102巻４号（1990年）460-461頁（同『消費者契約の法理論』（2002年）
へ収録）。
68 信義則を持ち出す点も問題である。すなわち、「違法性あるもの・即ち信義
の原則に反する程度のものでなければ詐欺ではない」（我妻栄『民法總則』（1930
年）437頁）。
　我妻の違法論が行為の違法性を重視し、詐欺取消制度において欺罔者に対す
る制裁として機能し得る点は既に指摘した。信義則が制裁の機能を持ち得る点
は現在においても積極的に肯定される傾向が見られる。この点について、例え
ば廣峰正子「信義則による不法の抑止と制裁－金銭消費貸借契約をめぐる最近
の裁判所の動向を契機として－」立命館法学302号（2005年）147頁以下を参照。
確かに信義則は常に詐欺取消制度と関係しているわけではないが、しかし信義
則が適用される事例から共通して抽出される中身が「行為者の主観や先行行為
を含む行為態様を考慮した実質的正義・衡平の実現であり」、このことが「当
該当事者の非難性を問題とするから、ひいては、ときとして制裁や抑止を志向
することにもつながりうる」のであるならば（廣峰正子「信義則再考－わが国
の最高裁判例にみる信義則の役割－」立命館法学305号（2006年）127頁）、そ
の基本的な発想は我妻が考える詐欺取消制度における信義則の意味と同一であ
ろう。このことから従来の民法学の根底に制裁という発想が潜んでいることが
窺われ、その一端が通説を介して96条における故意要件の問題性として現出し
ている。
69 もっとも、情報提供義務論の他の側面、すなわち故意の推定を導き出す点
は注目される（後藤巻則「フランス契約法における詐欺・錯誤と情報提供義務
（二）」民商法雑誌102巻３号（1990年）33-338頁（同『消費者契約の法理論』（2002
年）へ収録）。例えば、ある者は次のように述べる。「情報提供義務を負う者が、
その情報が表意者の決断を左右することを認識した上で虚偽の事実を述べ、あ
るいはその情報を秘匿したことが明らかになった場合など、情報提供義務違反
が当該情報を相手方が保有しないことおよびその情報の相手方にとっての重要
性を認識して行われたときには、詐欺の故意を推定できるのではないだろうか」
（横山美夏「契約過程における情報提供義務」ジュリスト1094号（1996年）135頁）。
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　むろん、保護が要請される自由意思の主体は基本的に経済的弱者（あ
るいは社会的弱者）であるが、ただし経済的弱者を保護することが必ず
しも自由意思を保護することへ結び付くわけではない。例えば、約款規
制あるいは公序良俗に基づいて契約自由の制限を正当化する議論は、経
済的弱者の保護を図る議論として重要である。しかし、契約自由の制限
を説く立場は責任根拠の自由意思を制約・・・・・・・し70、あるいは契約正義を説く
立場は意思の問題から離れてしまう71。こうした立場と異なり72、本稿は、

　しかし、「情報提供義務を負う者が、その情報が表意者の決断を左右するこ
とを認識した上で虚偽の事実を述べ、あるいはその情報を秘匿したこと」は、
誰が立証するのか。この立証の難易度は、96条における故意の立証の難易度と
如何なる程度において異なるのか。あるいは、故意が推定

・・
されることによって、

96条において問題視された厳格性が如何なる程度に緩和されるのか。仮に緩和
されるとして、明文の根拠なき情報提供義務を導入する代償として、被欺罔者
の意思決定自由たる被侵害権利性を無視することが、果たして民法の解釈とし
て妥当であるのか。疑問が残る。
70 この点について、白羽祐三「契約の自由－現代社会における契約の自由の
意義（はたして自由があるか）、その機能」『契約法大系 Ⅰ 契約総論』（1962年）
１頁以下を参照。
71 この点について、星野英一「契約思想・契約法の歴史と比較法」『岩波講座 
基本法学４－契約』（1983年）30頁および49頁を参照。
72 例えば、星野・前掲注71・32-33頁によれば、「フランスでは、契約正義に並
んで、契約における信義則の強調が著し」く、「詐欺や強迫の場合は、詐欺者・
強迫者の反倫理的・反社会的行為に対する制裁の要素があるがゆえにその契約
の効力の否定が認められると考えられるようになる」。この理解が日本民法96
条においても妥当するなら、少なくとも違法根拠の自由意思の保護という観点
は消滅もしくは著しく減退する（詐欺と信義則について、前掲注68も参照）。
　もちろん、想定されている事例の相違は無視できない。例えば、約款が付さ
れた保険契約あるいは暴利的な利率を含む消費貸借契約や不公平な約定が規定
された借地借家契約は問題を抱える契約内容ではあるが、しかし被保険者ある
いは借主にとって決して不要な契約ではなく、契約の締結それ自体は必要であ
り、かつ望まれている。ゆえに、締結された契約の全部を否定するのではなく、
契約自由の原則を制限することによって一部の効力を否定する必要が生じるの
である。これに対して、本稿が96条の枠組において想定する事例群は、必ずし
も生活上必要不可欠ではない契約も少なくなく（その典型は金融商品の事例）、
しかも主として「詐欺なかりせば契約を締結していなかった」類型であって、
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より積極的な自由意思の保護の在り方を模索したいのである73。

　　第４款　本稿の課題
　自由意思の尊重は、決して我儘の奨励ではない。自由意思の保護は、
決して我欲の擁護ではない74。「意志の自由は人間の特権である。自由の

それゆえ意思自由保護の帰結として正当化される取消権によって契約の全部的
解消が望まれるのである。
73 本稿の立場は、いわゆる意思主義の復権論あるいは意思を重視する立場と
親和的であり、こうした立場から少なからず示唆を得ている（ただし、人間性
無視に由来する民主主義の未定着に対する反省という出発点をも共有し得るか
否か、は留保する。この出発点について、安井宏「最近のいわゆる『意思主義
復権論』について」修道法学８巻１号（1985年）188頁）。しかし、例えば約款
を念頭に置く原島重義は、やはり法律行為責任の在り方を問うのであり（原島
重義「契約の拘束力・とくに約款と手がかりに」法学セミナー 345号（1983年）
35頁）、その意味において責任根拠の自由意思が重要な意味を持ち、それゆえ
自由意思の侵害から導かれる法律効果（無効あるいは取消権）の問題ではなく、
むしろ法律行為の解釈の問題へ転じるのである（原島重義「約款と『市民法』論」
法の科学12号（1984年）23頁）。あるいは石田喜久夫は、確かに詐欺の問題を含め、
詐欺が広く認められて然るべき旨も説くのであるが、しかし立証の困難を指摘
するのみで（石田・前掲注14・９頁）、詐欺取消制度の再構成を図るわけでも
なく、むしろ保護の方法を意思無能力制度に求める（石田喜久夫「契約の拘束
力」遠藤浩・林良平・水本浩（監）『現代契約法大系 第１巻 現代契約の法理（１）』
（1983年）101頁）。これは、意思を重視する結果として意思の否定という矛盾
を孕む結論へ到達しているのであって、ここにも責任根拠の自由意思と違法根
拠の自由意思を区別しない問題点が見出される。
　なお、自由意思の価値を擁護する高橋三知雄（例えば「私的自治・法律行為
論序説（３）完」法学論集24巻（1974年）６号）も、意思の瑕疵の問題に言及
しているが（同・84頁）、しかし詐欺取消制度における自由意思の問題につい
て必ずしも明言していない。
74 自由意思の偏重であってはならず、このことを問題視する指摘も見られる。
例えば、浅野有紀「法のグローバル化における意思決定・自由・秩序」法科大
学院論集（近畿大学）５号（2009年）99頁によれば、自由意思の偏重には、規
範意識の衰退、協働関係の規範的意義の喪失、既存の秩序の崩壊等の弊害があ
る、という。さらに、山本顯治「契約交渉と市場秩序－シュミット－リンプ
ラー再読－」神戸法学雑誌58巻４号（2009年）31頁が紹介する「『意思』を根
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體系の中では、それは法的自由の保障となつてあらわれ」75、そして「法
的自由の存立の基礎を成すものは個人の尊厳である」76。自由意思の尊重
は、個人の尊厳と離れ難く結び付いている。自己の意思を自ら決定し得
る権利は憲法において保障される自由権の発露でもあり77、憲法13条の
幸福追求権から導かれる自己決定権も意思決定の自由を含む78。違法根
拠と責任根拠という相異なる側面を併せ持つ自由意思は、いずれの側面
も一人間の尊厳を為す自由の重要な一部を構成しているのである79。

元的価値とする見解においては社会における『人々の共同生活（menschliches 
Zusammnenleben）』が契約によりどのように『正しく秩序づけられるか』と
いう問いの重要性が看過されている」というシュミット－リンプラーの批判は、
意思の偏重に対する問題点をも示唆している。しかし、既に本稿において明ら
かにされたように、従来の詐欺取消制度の解釈においては欺罔者の行為自由が
偏重されていたのであり、これに対して本稿は行為自由に対する自由意思の対
等化を求めるに過ぎず、決して自由意思の偏重を説いているわけではない。こ
のことは、本稿の結論として、96条１項の故意要件を過失へ引き下げる旨を説
く点からも理解されよう。
75 尾高朝雄『自由の體系』（1950年）５頁。
76 恒藤恭「個人の尊厳－自由の法理との連関から見た個人の尊厳について－」
尾高朝雄教授追悼論文編集委員会（編）『自由の法理』（1963年）30頁。
77 「諸個人が（他者の自由を害さない限り）、他からの干渉や拘束を受けずに、
自らの事柄を自らの意志で自由に決定できるということは、近代初期の民主憲
法に合意された自由権の原則に外ならない」（小林直樹『法の人間学的考察』
（2003年）287-288頁）。
78 この点について、山本敬三「現代社会におけるリベラリズムと私的自治－
私法関係における憲法原理の衝突－（二）・完」法学論叢133巻５号（1993年）
５頁および同「契約関係における基本権の侵害と民事救済の可能性」田中成明
（編）『現代法の展望 自己決定の諸相』（2004年）16-17頁を参照。小林・前掲
注77・287頁も参照。
79 自由意思を行使する主体は自然人一般であって、消費者に限られない。そ
れゆえ、本稿において語られる被欺罔者の主体は消費者に限定されない。した
がって、本稿は、本稿が取り扱う詐欺取消制度の問題を消費者問題に限定して
いるわけではなく、あくまでも法律行為一般の問題として認識している。この
ことは、本稿の対象が消費者契約法ではなく、民法96条であることからも自明
である（当事者の属性を問わず、取消権は発動される）。本稿の射程に関わる
事柄でもあるから、念のために付言した次第である。
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　もちろん、欺罔者の行為自由も、経済的自由あるいは営業活動の自
由80として、憲法22条１項において保障されている81。それゆえ、被欺罔
者の法益と同様に、欺罔者の法益も、等しく尊重されなければならない。
ところが、民法96条における詐欺の故意要件は、既に指摘したように、
被欺罔者の要保護性を欺罔者の要保護性に劣後させる。つまり、同条の
故意要件が一方当事者（欺罔者）の経済活動の自由を、他方当事者（被
欺罔者）の意思決定自由より優先させる結果を導いているのである82。

80 本稿は、欺罔者の法益たる行為自由を、いわゆる経済的自由の意味として
理解する。これに対して、被欺罔者の法益たる意思決定自由は、いわゆる精神
的自由の意味として理解される。後者は、既に指摘したように、自己決定権と
して憲法13条によって保障される。
　確かに、この意味における経済的自由も、これが自己決定を前提とする限り、
自己決定権に包摂される、という見解も存在する（山田卓生『私事と自己決定』
（1987年）343頁）。しかし、これに反対する見解も存在する（佐藤幸治『日本
国憲法と「自己決定権」－その根拠と性質をめぐって』法学教室98号（1988年）
15-16頁）。自己決定権の根拠規定たる憲法13条を「社会の必要に応じて生成さ
れる新しい人権の法的根拠」として理解するなら（伊藤正己『憲法（第3版）』（1995
年）194頁）、既に根拠規定が存在する経済的自由あるいは営業活動の自由は憲
法13条から区別されることが妥当である（佐藤・前掲・16頁も参照）。
81 「憲法22条１項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障
しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、い
わゆる営業の自由を保障する趣旨を包合しているものと解すべきであり、ひい
ては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定してい
るものということができる」（最判大1972年（昭47）11月22日刑集26巻590頁）。
伊藤・前掲注80・358頁以下も参照。
82 96条１項の故意要件は不当であるが、しかし一方当事者の意思決定自由と
同様に他方当事者の行為自由も無視されてはならないのであるならば、たとえ
96条１項における故意要件が不当であったとしても、少なくとも過失要件は維
持されなければならない。これは、過失要件を通じて両当事者の法益保護の均
衡化を図る趣旨であり、本稿の結論の一部でもある。ただし、詐欺を巡る今日
の諸議論が少なからず事業者と消費者という局面において語られる限り、他方
当事者の行動自由は自然人に属する権利という観点と必ずしも結び付かず、し
かも事業者の活動は社会的有用性の観点から語られることが少なくない。この
ことが一方で行為自由を優越させ、他方で意思決定自由を劣後せしめる一因で
もある。こうした観点からは、少なくとも「ハンドの定式」に依拠した過失論
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　民法は、そして憲法も、経済活動の自由と意思決定の自由に関して、
その優劣関係を認めていない。欺罔者の法益も被欺罔者の法益も等しく
尊重されるべきであるならば、従来の不当な解釈を是正する第一歩とし
て、違法根拠の自由意思を尊重する積極的な保護の在り方が模索される
べきである。こうした自由意思の保護が他の規定ないし法理によって代
替し得ないならば、自由意思の保護は96条を通じて図られるべきである。
そして、96条における詐欺の故意要件を堅持することが現在の法体系の
解釈として相容れないならば、96条における要件論は再考されるべきで
ある。
　確かに、「『詐欺』とは、もともと『わざとだます』という意味である。
にもかかわらず、そこから『故意』の要件をはずしてしまうと、詐欺を
語りえないところで『詐欺』があると言うことになりかねない」83。しか
し、「詐欺の概念の拡張は許されないというが、そもそも詐欺の概念は
法律には明示されていない。概念の内容を左右しているのは、判例学説
の背後にある理論であると言うべきだろう。もちろん、理論が果たして
いる役割を軽視すべきではないが、理論を修正変更することは不可能で
はない」84。

は疑問である。この点について、山本顕治「現代不法行為法学における『厚生』
対『権利』－不法行為法の目的論のために－」民商法雑誌133巻６号（2006年）
881頁以下を参照。
83 山本敬三「取引関係における違法行為をめぐる制度間競合論－総括」ジュ
リスト1097号（1996年）128頁。
84 大村・前掲注37・400頁。リベラリズムに立脚した権利論を展開する山本が
詐欺取消制度の拡張を許さず、これを大村が許容する点に、筆者は興味を覚え、
同時に疑問を感じる。欺罔者の側から見た解釈に偏した従来の詐欺取消制度の
理解へ権利論の視点が導入されるならば、むしろ山本説においても詐欺取消制
度の拡張が支持されるのではないか、という感想を筆者は抱いていたからであ
る。なぜ山本は詐欺取消制度の拡張を許さないのか。
　山本・前掲注83の本文引用における「『詐欺』とは、もともと『わざとだます』
という意味である」という理解は、欺罔者の側から見た詐欺であって、これを
被欺罔者の側から見れば、詐欺を意思決定自由の侵害として定義し得るのであ
り、この後者の定義において故意は詐欺の必然の要件ではないはずである（「被
欺罔者の救濟の立場からは欺罔者に故意ありしや否やは本質的な問題ではあり
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　以上の問題意識から、本稿は、理論的分析を踏まえ、96条の詐欺取消

得ない」（内田力蔵「英法に於ける善意不實表示に就いて（一）」法学協会雑誌
53巻５号（1935年）836頁））。少なくとも、詐欺を欺罔者の側から解釈しなけ
ればならない旨の論証は未だ示されていないし、詐欺を被欺罔者の側から解釈
してはならない旨の論証も未だ示されてはいない。ならば、なぜ山本は後者の
意味における詐欺の解釈の可能性を否定するのか。この疑問は、あるいは次の
ように考えるならば、解消されのかもしれない。周知の如く、山本は権利論と
密接に関連する基本権保護義務論を展開する。これは国家をして基本権保護義
務を負わしめ、かかる保護義務の履行を求める方法を正当化する議論である。
そして、その履行方法として、例えば裁判所の判決あるいは国会の立法が考え
られている（山本・前掲注78「契約関係における基本権の侵害と民事救済の可
能性」・13頁）。しかし、少なくとも96条の問題に関して、裁判所の役割に期待
することはできない。なぜなら、96条における詐欺取消制度に関連する諸問題
は、本来的に裁判所の硬直的（例えば、厳格な要件の維持）かつ場当り的（例
えば、評価矛盾の放置）な態度に由来しているからである。それゆえ、次いで
国会の立法に基づく基本権の保護が考えられる。立法を通じて96条の問題を解
決する方途は、十分に考えられ得るであろう。しかし、この意味における基本
権保護義務論は一種の（あるいは、まさに）立法論であって、つまり換言する
なら、96条における詐欺取消制度の問題点が理論あるいは解釈によって解決さ
れるならば、この局面における基本権保護義務論は（完全ではないにしても）
その意義を失う。したがって、山本の理解によれば、現在の96条の枠組を前提
とする限り、詐欺取消制度の拡張を図る方向へ向かないのである。
　以上の推測は邪推の域を出ないが、しかし既に山本は、例えば消費者契約法
の不十分性を説き、立法論として民法における不実表示の導入を示唆していた
し（山本・前掲注78「契約関係における基本権の侵害と民事救済の可能性」・
27頁）、近時の債権法改正に伴う法律行為法における改正提案において、不実
表示規定の導入が提案されているのである（山本・前掲注17・35頁。民法（債
権法）改正検討委員会（編）『債権法改正の基本方針』別冊NBL126号（2009年）
30-31頁も参照）。山本は、立法的解決が実現する間の当座の措置として、錯誤
法の拡充を唱える（山本・前掲注83「契約関係における基本権の侵害と民事救済
の可能性」・27頁）。しかし、前述したように、これは評価矛盾の拡大を意味する
のであって、やはり山本の主眼は立法に置かれていることが窺われるのである。
　仮に不実表示法の導入が実現すれば、本稿が想定する96条の詐欺取消制度に
関連する諸問題は（少なくとも理論的見地から）一挙に解決される可能性が開
かれるであろう。ゆえに、本稿は不実表示法の導入について反対ではない。し
かし、不実表示法の導入の検討それ自体が過失行為から意思決定自由が保護さ
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制度における法益たる自由意思と要件たる故意を違法性と責任という観
点から相互に検討し、その是非の判断を通じて、現代における詐欺取消
制度の在り方を再考する。

　第２節　本稿の構成
　前節において確認した課題を達成するために、本稿は以下の構成を採
用する。まず、全体を２部から構成し、第１部としてドイツ法を検討し、
第２部として日本法を検討する。ドイツ法という比較法的対象を取り入
れる理由は、そのことによって日本における解釈伝統から発想し得ない
解決可能性を探り得るからであり、しかも日本民法典における法律行為
制度の母法がドイツ民法典（の第一草案）であるからである85。

れるべき要請の存在を示唆しているはずであり、このような要請に対して現在
の民法に如何なる可能性が残されているのか、現在の96条が担う本当の役割は
何か、こうした問に答えない限り、改正後の民法でさえ被害者の救済に際して
不当な桎梏を課せられる可能性が残るであろう。ゆえに、本稿は、96条を検討
する（なお、大村も過失の詐欺を肯定するわけではなく、「事業者側に積極的
な悪意がないという場合までを詐欺でカバーすることは困難である」、という
（大村・前掲注37・97頁））。
85 ドイツ法の詐欺取消制度を扱う先行業績として、内田力蔵「英法に於ける
善意不實表示に就いて（一）」法学協会雑誌53巻５号（1935年）67頁以下、田
中教雄「十九世紀ドイツ普通法における詐欺・強迫理論とドイツ民法典の編纂
過程」石部雅亮（編）『ドイツ民法典の編纂と法学』（1999年）249頁以下、同「詐
欺取消しにおける『故意』と『違法性』の要件に関する一考察－消費者契約法
第四条とドイツ民法第一二三条－」法政研究70巻４号（2004年）397頁以下、
内山敏和「情報格差と詐欺の実相－ドイツにおける沈黙による詐欺の検討を通
じて－（１）・（２）・（３）・（４）・（５）・（６）・（７・完）」早稲田大学大学院
法研論集111号（2004年）１頁以下・113号（2005年）１頁以下・114号１頁以下・
115号１頁以下・116号27頁以下・117号（2006年）19頁以下・119号１頁以下、
右近潤一「ドイツにおける詐欺取消しの違法性要件」京都学園法学１号（2006
年）53頁以下が存在する。
　これら先行業績が残した共通の問題は、ドイツ法の検討を踏まえた日本法の
研究・分析の不十分であり、もちろん全く為されていないわけではないが、し
かし十分ではない。さらに個別の問題点を挙げるなら、まず内田研究は詐欺取
消制度を被欺罔者の救済ないし保護として捉えつつも、その被侵害権利を意味



民事詐欺の違法性と責任（１）

［106］北法63（3・203）863

　　第１款　ドイツ法
　第１部のドイツ法は、２章から構成される。第１部の第１章において

する意思決定自由の由来あるいは要保護性について触れられておらず、詐欺取
消制度の規範目的を十分に正当化できていないのであって、この点に問題点を
残している（なお、「被欺罔者の救濟の立場からは欺罔者に故意ありしや否や
は本質的な問題ではあり得ない」という内田の指摘（28頁）に対しては本稿も
賛成であり、そのことを正当化することが本稿の主たる目標でもある）。続く
田中研究は特に2004年の論文において詐欺と違法性の関係に注目し、故意を違
法性の根拠として見る主観的違法要素が詐欺取消制度の原則的要件である旨を
説くのであるが、しかし主観的違法要素を認めることが行為無価値へ傾かせ、
そのことが意思決定自由に対する侵害を違法として理解する結果無価値と相容
れないにもかかわらず、つまり主観的違法要素の根拠が詐欺取消制度の理解に
とって重要であるにもかかわらず、この根拠に関する論証は全く為されておら
ず、このことから詐欺取消制度の規範目的に関する理解の不明確性も免れず、
この点に問題を残している（なお、「『二重の故意』のうち、特に前者の『人を
欺いて錯誤に陥れようとする故意』の有無が、欺罔行為の違法性に影響するこ
とは否定できないであろう」という田中の指摘（411頁）は、この意味の故意
を主観的違法要素として捉えるか否かは別としても、詐欺取消制度を意思決定
自由の保護といて理解する観点からは重要であり、本稿も同様の理解であって、
この点は後述する）。次の内山研究は不作為の詐欺に限定した議論を展開して
いるが、しかし詐欺に限らず、行為の基本形は作為であり、しかもドイツ法の
詐欺取消制度における主たる議論（例えば契約締結上の過失法理による詐欺取
消制度の補完）は基本的に作為の詐欺について争われた裁判例が対象であって、
そもそも不作為という行為概念それ自体が特殊な問題を含んでいるのであり、
この点に問題を残している（なお、「故意として未必の故意で足りることは、
よく考えれば、当然のことのようにも思える。しかし、従来わが国では、あま
り意識されることのなかった点ではなかろうか」という内山の指摘（（２）・７頁）
は先駆的な問題提起であり、本稿も意識した点であって、この点は後述する）。
最後に、右近研究は労働契約の裁判例（のみ）を取り上げているが、しかし労
働契約において争われる詐欺取消制度を巡る議論は、後述するように、他の類
型に比べて特殊性を有するのであり、ここからドイツ法の詐欺取消制度の一般
的な性格を語ることはできず、この点に問題点を残している（なお、「『社会的
妥当性』として説明される『違法性』という概念によって、十分な説明のない
まま取消権を排除するのは考えものである」という右近の指摘（66頁）に対し
ては本稿も賛成であり、この点は後述する）。
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は、詐欺の前史として、ローマ法から現行民法典に至る詐欺論の歴史的
経緯を確認する。まず詐欺取消制度の起源たるローマ法から遡り、中世
の神学や啓蒙期自然法学説を経て、さらに19世紀の詐欺論を通じて現行
民法典へ至る過程を確認する。この間において、ローマ法の dolus が既
に詐欺と故意の意味を有していたこと、dolus の法律効果が主として私
的刑罰であったこと、いわゆるローマ法の再発見に寄与した教会によっ
て詐欺と原状回復の関係が確立されたこと、神学として展開された自由
意思論がプロイセンにおいて栄えた啓蒙期自然法学説によって詐欺と結
び付けられたこと、19世紀の初頭から登場した歴史法学派が詐欺の解釈
をローマ法へ振り戻したこと、しかし19世紀後半以降の経済自由主義が
現行民法典の成立過程においてプロイセンの自然法学説の影響を及ぼし
たこと、そして理由書において詐欺と自由意思が再び結び付けられたこ
とが確認されるであろう。歴史的経緯を検討する理由は、以上の如く、
詐欺の歴史は古く、沿革的考察なくして詐欺を語ることはできないであ
ろうからである。
　続く第１部の第２章においては、理論的側面をも重視した分析方法に
基づいて、詐欺論の展開過程を追う。まず現行民法典の成立から戦前の
議論を経て、そして戦後から債務法改正へ至る議論を確認する。この間
において、自由主義に対する批判から自由の概念が次第に制限されたこ
と、戦前のナチズムおよび社会的相当性理論の登場によって個人的法益
も制限されたこと、一方で戦前の議論が詐欺取消制度の解釈にも影響を
及ぼしたこと、しかし他方で戦後の、とりわけ1960年代以降から労働問
題や消費者問題を通じて意思決定自由を含めた個人的法益が重視され始
めたこと、判例および学説が詐欺取消制度における故意要件の厳格性を
契約締結上の過失法理によって補完したこと、これが債務法改正へ結実
したこと、さらに同法理による補完のみならず、判例は故意の概念を拡
大することによって実質的に過失へ近づけていることが確認される。周
知のように、違法性および責任あるいは故意に関連する議論は私法学よ
りも刑法学において顕著であり、これを無視することはできず、むしろ
参照することが有益であって、ゆえに本稿においては必要な限度におい
て刑法学の知見をも援用する。
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　　第２款　日本法
　以上のドイツ法の検討に基づいて、次いで第２部の日本法を検討す
る86。日本法の構成と分析視点は、原則としてドイツ法と同様である。
ただし、第２部の第１章において第１部の第１章と第２章に相当する内
容を扱い、第２部の第２章はドイツ・日本の裁判例の比較検討に当てら
れる。まず、第１章においては、詐欺の前史として、律令から現行民法
典に至る詐欺論の歴史的経緯を確認し、さらに通説の形成期として戦前
の議論をも含めて確認する。西洋法思想の流入前において自由あるいは
権利の観念を知らなかった日本法思想が意思決定自由の保護という発想
と無縁であったこと、西洋法思想の流入によって一応は権利本位の法律
観に立脚した現行民法典が成立したこと、しかし個人主義に対する批判
に基づいて権利本位の法律観が社会本位の法律観へ転回せられたこと、
社会本位の法律観が個人的法益を軽視していたこと、そして詐欺と自由

86 従来の民法96条の研究は、その沿革的研究が中心であり、柳澤秀吉「登記の
公信力と民法九四条二項、九六条三項の意味」法学志林70巻１号（1972年）71
頁以下、松尾弘「権利移転原因の失効と第三者の対抗要件－虚偽表示、詐欺取
消および解除を中心として－」一橋論叢102巻１号（1989年）78頁以下、中舎
寛樹「民法九六条三項の意義－起草過程からみた取消の効果への疑問－」南山
法学15巻３・４号（1992年）15頁以下、田中教雄「日本民法九六条（詐欺・強
迫）の立法過程－不当な勧誘に対処する手がかりとして－」香川法学13巻４号
（1994年）515頁以下、武川幸嗣「法律行為の取消における第三者保護の法律構
成序説－民法九六条三項の意義と法理を中心に－」法学研究69巻１号（1996年）
513頁以下が存在する。もちろん、本稿においても立法過程の検討は重要な意
味を持ち、その部分は上記先行業績に依拠している。
　それ以外の詐欺取消制度を中心に扱う先行業績として、高嶌英弘「民事上の
詐欺の違法性に関する一考察－セールストークの許容性を中心に－」磯村保［ほ
か］（編）『民法学の課題と展望：石田喜久夫先生古希記念』（2000年）163頁以
下が存在する。高嶌研究は、その結論として「積極的欺罔行為について、従来
の総合的・相関関係的違法性評価を排し、これを原則違法とする枠組みを提唱
する点」を説き、その論証を今後の課題として残している。行為の違法性を重
視するのか、意思決定自由侵害の違法性を重視するのか、という点について高
嶌研究は若干の疑問を残しているが、しかし後者であるならば、本稿の理解と
基本的に同一であり、高嶌研究が残した課題は本稿の課題でもある。
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意思の関係も希薄化したことが確認される。さらに、戦後から近時に至
る詐欺論の展開過程において、まず戦前の社会本位の法律観が目的的行
為論によって理論的に裏付けられたこと、1960年代から詐欺の事例とし
て増加した先物取引等の投機性の高い取引においては被害者の落ち度が
強調されたこと、完全なる契約解消よりも損害賠償による解決が好まれ
たこと、過失相殺の適用によって被欺罔者の保護が割合的に低減せられ
たこと、これに対して確かに1990年代前後から自己決定権論に基づいて
人間の尊厳あるいは意思決定自由の要保護性が強調され始めたが、しか
し96条の詐欺取消制度においては依然として厳格な要件が固持されてい
ることが確認される。
　続く第２章においては、ドイツおよび日本の裁判例を比較検討する。
事案類型は総じて類似しているものの、前者に比べて後者の裁判例は詐
欺の故意を厳密に捉え、詐欺を容易に肯定しない傾向が指摘される。もっ
とも、近時の立法動向、例えば消費者契約法や金融商品販売法あるいは
（債権法改正の一環として検討されている）不実表示の制度から、過失
の詐欺に基づく被害の救済の必要性が窺われ、96条の要件としても過失
が妥当であること、その帰結として違法根拠の自由意思の重要性および
要保護性が確認される。
� （未完）

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「民事詐欺の違
法性と責任」（2011年３月24日学位授与）に加筆・修正したものである。
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要件の視角から見た中国法
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　　第３款　株主の義務不履行に関する事例
　　第４款　会社法の強行規定違反事例
　　第５款　財産混同・法人格混同の事例
　　第６款　契約の解釈による解決事例
　　第７款　その他の事例
　第２節　判例から見た中国における法人格否認法理の要件
　第３節　小括
第４章　法人格否認の法理（会社法第20条第３項）に関する学説の紹介
　第１節　会社法第20条第３項の要件をめぐる代表的学説の紹介
　第２節　会社法第20条第３項の要件に関する学説の検討
　第３節　学説のまとめ及び問題点の整理� （以上、63巻１号）
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第５章　日本法の考察
　第１節　日本法上における法人格否認法理の要件についての考察
　第２節　形骸化に関する判例・学説の更なる検討
　第３節　法人格否認の法理の再構成
　第４節　日本法からの示唆� （以上、63巻２号）
第６章　会社法第20条第３項に代替する法規範の試み
　第１節　契約・法規範自体の解釈
　　第１款　契約自体の解釈・事実認定
　　第２款　法規範自体の解釈
　第２節　詐害行為取消権（中国契約法第74条）についての考察
　　第１款　判例の現状
　　第２款　詐害行為取消権に関する判例の検討
　第３節　債権者代位権（中国契約法第73条）に関する考察
　　第１款　判例に関する考察
　　第２款　中国契約法第73条の立法背景及び最高人民法院の立場
　　第３款　小括
　第４節　中国法考察の結論
　　第１款　一般私法の法理による対応可能性
　　第２款　会社法第20条第３項の適用範囲
第７章　結章
　第１節　本稿の結論
　第２節　残された課題� （以上、本号）

第６章　会社法第20条第３項に代替する法規範の試み

　本稿第５章では日本法の考察を行った。その中で法人格否認の法理を
理論上再構成することを試みる森本・江頭両教授の主張は、示唆に富む。
すなわち、会社法の基本原則である会社財産の維持充実義務の維持とい
う立場に立脚した上で、法人格否認の法理の適用は財産混同（但し、江
頭は批判）、会社搾取、過少資本という三つの場合に限定すべきである
という。これ以外の場合は、一般私法の法理に委ねる（但し江頭教授は、
この場合の事例に法人格否認の適用余地を認める）。
　私は、森本教授の主張即ち、会社法の基本秩序と関係する三つの場合
以外の事例について、一般私法の法理に委ねるということを賛成する。
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すなわち、日本の判例考察から分かるように、法人格否認の適用に属す
る事例には、その要件が明確とはいえない。特に法人格の濫用に当たる
事実について、濫用基準の判断が難しい。そこで、株主（新会社）に責
任を課する際に、明確な要件を求めなければならない。森本教授は、一
般私法の法理に対して目的解釈、拡張解釈などの法的テクニックを通し
て、法人格否認の事例に妥当な解決が得られると主張した。森本教授の
この主張は、理論的に筋が通っており、問題解決にストレートであるた
め、支持すべきであろう1。
　一方、中国会社法第20条第３項を適用するには、株主による法人格の
「濫用」を適切に把握することが一番肝心なことである。「法人格の濫用」
の明確化を探求することはもっとも大事である。では、中国の場合、会
社法第20条第３項の適用について、森本の主張のように、今まで法人格
否認の事例（専ら取引法の範疇に属する）を一般私法の法理に委ね、同
法理の適用を不要とすることができるであろうか。中国法上の一般私法
の法理に対する独自の考察が必要である。
　まず、第３章の判例の中に、契約・法規範自体の解釈によって事案に
妥当な解決ができると思われる判例もある。契約相手方の認定に属する
事例は、【判例34】～【判例36】である。法規範自体の解釈事例について、
以下のようなものがある。①合法な清算を経ずに会社登録を抹消する事
例（【判例１】【判例４】【判例６】【判例７】【判例８】）。この事例に対
応する規定は、会社法第184条、第190条第３項等である。②株主による
清算義務の不履行事例（【判例３】【判例24】）。この事例に対応する規定
は、会社法第109条第３項と会社法司法解釈（2）第18条である。③株主
による会社法強行法規違反事例（【判例25】【判例26】）。この事例に対応
する規定は、会社法第36条、会社法第172条である。

1 江頭は個別的利益調整型の事例について、その多くは一般私法の法理による
解決可能であると主張するが、一般私法の法理による解決に限界があるため、
この類型の事例の中に法人格否認の存在する余地を認めた。しかし、江頭は日
本法においてこの限界がどこにあるかを明確に示していないようである。法人
格否認の要件の明確化という立場に限ってみれば、江頭のこの主張を支持し難
いであろう。



要件の視角から見た中国法人格否認の法理（４・完）

［114］北法63（3・195）855

　次に、会社債権者詐害又は株主による会社財産流用・占用事例につい
て、会社債権者の利益を保護するために、詐害行為取消権（中国契約法
第74条）規定を援用して債権者救済を図ることが考えられる（このグルー
プに該当する事案は【判例５】【判例９】【判例10】【判例11】【判例12】
【判例13】【判例14】【判例27】【判例28】【判例29】【判例31】【判例32】【判
例33】である）。
　最後に、株主による仮装払込事案について、債権者代位権（中国契約
法第73条）を活用して、事案の妥当な解決ができないかと考えられる（こ
のグループに該当する事案は【判例15】【判例16】【判例17】【判例18】【判
例19】【判例20】【判例21】【判例22】【判例23】である）。
　以下、この問題意識に沿って、中国における一般私法の法理を考察す
る。考察の目的は、次のとおりである。すなわち、人民法院の下した会
社法第20条第３項を適用した事案に対しては、既存の法規範・契約自体
の解釈ないし一般私法の法理による解決が可能であるか否かを中心に考
察する。そして、理論上、中国法人格否認の法理の枠内に入るべきもの
は何かについて検討する。以上の考察を通して、中国法人格否認の法理
の要件の明確化を見出す上で、同法理を理論上構築することを試みる。

第１節　契約・法規範自体の解釈

第１款　契約自体の解釈・事実認定

　第３章【判例34】は、その事実関係が以下のとおりである。つまり、
Y2は個人の債務を債権者であるXとの間に、当該債務をY1会社に移転
することを約した。その後Xは訴えを提起してY1にも右債務を請求し
た。人民法院は、X・Y2間の買掛金債務をY1社に移転し、債権者であ
るXにも当該債務移転合意を承諾したから、本件契約が性質上第三者
Y1による履行ではなく、当該契約の当事者がXとY1であると認定した。
　【判例35】は、その事実関係が以下のとおりである。つまり、X・Y1
の間に技術移転合意書が締結され、製品の売上についての利益配分も約
した。Y1は製造工場がないため、姉妹会社であるY2の工場で製造を始
めた。その後、Xは、Y2が勝手にXの技術で生産した製品を海外に輸
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出したことを発見したので、Y1が右合意書を違反したことによって、
Y2の商品売上高に対して利益配分することを請求した。人民法院は、
契約の合目的的解釈の立場に立って、Y2の製造行為をY1のそれと認定
した。
　【判例36】は、その事実関係が以下のとおりである。すなわち、Xは、
Yとの間に加工物請負契約が締結された。Xは契約通りに完成した加工
物をYに交付したが、Yは一部の代金しか支払わなかった。Xは、上
述加工物をYに交付した後、その代金の一部をA会社から支払ったこ
とを理由に、Aに残りの代金を請求した。人民法院は、AがXと本件
請負契約以外に契約関係を存しないこと、両会社（Y、A）が関連会社
であることに照らして、AがXに対して行った支払行為は、Yのため
にする弁済であると認定した。
　【判例34】は契約相手方の認定の事例である。【判例35】は契約の目的
解釈によって妥当な解決ができた事例である。【判例36】は事実認定に
よって、一方の支払行為が第三者のためにする弁済という事例である。
要するに、契約自体の解釈、事案の事実認定などを通して妥当な解決が
得られる限り、法人格否認という不明確な法律構成を必要としないであ
ろう。

第２款　法規範自体の解釈

一　合法な清算を経ずに会社登録を抹消する事例
　この類型の事例に属する判例は、第３章の【判例１】【判例４】【判例
６】【判例７】【判例８】である。この類型の事例の共通点としては、会
社債権者は、清算委員会の構成員である株主が合法な清算を経ずに会社
登録を抹消することによって、その債権が害されたことである。この類
型の事例に対応する中国会社法の規定は、会社法第190条第３項である。
　会社法第190条第３項は、以下のとおり規定している。すなわち、「清
算委員会の構成員2は、故意又は重大な過失により会社又は債権者に損

2 清算委員会の構成員について、中国会社法第184条は以下のとおり規定して
いる。すなわち、「…有限会社の清算委員会は株主により構成され、株主会社
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害を与えた場合、賠償の責任を負わなければならない」。
　【判例４】においては、人民法院は会社法第190条第３項及び会社法司
法解釈（2）第20条第１項3を援用して会社の株主に賠償の責任を認めた
が、株主の責任につき会社法第20条第３項を援用して株主に連帯責任を
課した。しかし、株主の責任について、会社法の規定があった以上、株
主の行為の性質によってその規定自体を解釈すれば妥当な結論ができる
であろう。すなわち、株主の責任については、会社法規定自体の解釈の
範囲内の問題であり、法人格否認の問題ではないであろう。
　【判例８】も【判例４】とよく似ている。すなわち、株主の責任につ
いて人民法院は会社法第184条、会社法司法解釈（2）第11条、第19条を
援用して株主に賠償の責任を認めたが、さらに会社法第20条第３項を援
用して株主に連帯責任を課した。しかし、清算委員会の構成員である株
主に責任を認めた以上、責任の範囲などは会社法規定自体の解釈問題で
あろう。
　【判例１】【判例６】【判例７】には、その問題の実質は、会社の株主
に責任を認める際に、その株主が会社を清算し登録を抹消する行為自体
が法定の手続きに従って行ったかどうかであろう。【判例１】では会社
の債権者は会社の株主らが法に従わないで会社を清算し登録を抹消する
ことについて、証拠を挙げられなかったため請求が棄却された。【判例６】

の清算委員会の構成員が取締役又は株主総会で確定した人員により構成され
る。…」。すなわち、有限会社が清算する場合、その株主全員が清算委員会の
構成員である。
3 会社法司法解釈（2）第20条１項は、以下のとおりに規定する。すなわち、
会社の解散は、法に従って清算を終了した後に抹消登録を申請しなければなら
ない。会社は、清算を経ずに抹消登録を行い、会社が清算することができなく
なるに至った場合、債権者は、有限会社の株主、株式会社の取締役又は支配株
主、及び会社の実質的支配者に会社の債務に対して弁済責任を負わせることを
請求する場合、人民法院は法に従って支持しなければならない」。
4 会社法司法解釈（2）第18条は、以下のとおりに規定する。すなわち、（１項）「有
限会社の株主、株式会社の取締役及び支配株主が法定期間内に清算委員会を組
織せず、会社財産に値下がり、流失、毀損又は滅失に至った場合、債権者が前
述の者にその行為によってもたらした損失の範囲内で会社債務に対して賠償責
任を主張する場合、人民法院は法に従って支持しなければならない」。
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【判例７】は、株主に責任を課する根拠として、当該株主が合法な清算
手続きを行ったかどうかにあると考える。

二　株主による清算義務の不履行事例
　この類型の事例に属する判例は、【判例３】【判例24】である。この類
型の事例の共通点としては、株主の清算義務の不履行によって会社債権
者の利益が害されたことである。
　【判例３】は、法人格否認の適用を否定した事例である。すなわち、
保証金債権を有するXは、その債務者であるY1に債務履行を請求した。
しかし、Y1は、その営業許可書が取り消され、会社の清算が行われて
いない。XはY1の株主であるY2が法定の清算手続きを行わないため、
債権者としての自己の利益を損なったことを理由に、Y2に Y1の本件債
務に対する連帯責任を追求した。
　人民法院は、会社法第190条第３項及び会社法司法解釈（2）第18条４
を援用してY2の責任の成否を判断した。すなわち、①有限会社の株主は、
法定期限内に清算委員会を成立させ清算を開始しないこと、②清算義務
者は、即時清算義務を履行せずに、会社財産が値下がり、流失、毀損及
び滅失に至った。これについてXは①につき証拠を挙げたが、②につ
いては証拠を挙げていなかったため、請求が棄却された。
　【判例３】は、清算義務を履行しない株主の責任について、人民法院は、
会社法の規定である会社法第190条第３項及び会社法司法解釈（2）第18
条を援用して判断した。法人格否認の適用を否定した。
　【判例24】では、人民法院は、契約上の債務を負う会社の株主が会社
の営業許可書が取り消された後に、会社を清算しないことによって会社
債権者の利益を害したことを理由に、会社法第20条第３項を適用して当
該株主に責任を課した。しかし、会社の株主が会社の営業許可書が取り
消された後に会社を清算しないことからは、直ちに当該株主が法人格を
濫用して債務を逃れることに導かないではないか。
　【判例24】は、【判例３】のように、会社の株主に責任を課するには、
清算義務者が即時清算義務を履行しないで、会社財産が値下がり、流失、
毀損及び滅失に至ったことを証明することが必要であろう。さもないと、
明確な基準なしで会社の株主に責任を課するのは法の安定性を害するで
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あろう。
　要するに、【判例３】【判例24】は、会社の株主に責任を課する際に、
株主の清算義務不履行による責任の規定である、会社法第190条第３項
及び会社法司法解釈（2）第18条の規定に従って解釈すれば足り、法人
格否認の適用を必要としないであろう。

三　株主による会社法強行法規違反事例
　【判例25】は、出資の払戻禁止規定（会社法第36条）違反事例である。
つまり、会社法36条は、「株主は、会社成立後、出資の払戻を受けては
ならない」と規定している。しかし、同条は、出資払戻禁止規定に違反
した株主にいかなる責任を課すかにつき、規定していない。会社法条文
の中にも当該株主の責任を規定したものが見当たらない（但し、会社法
第201条は、会社法第36条に違反した株主に行政責任を規定した）。
　しかし、会社法第36条に違反して出資の払戻を受けた株主は、その負
う責任がいかなるものかについて、会社法第28条（出資払込義務）及び
第31条（現物出資の差額補填）という資本充実原則規定を類推して、当
該株主に責任を課するべきであろう。
　【判例26】は、個人名義口座開設禁止規定（会社法第172条5第２項）
違反の事例である。すなわち、売買契約上の債権を有するXは、その
債務者であるY1の株主たるY2に対して、Y1が Y2の名義で銀行口座を開
設したことを理由に、当該行為が法人格の濫用であると主張してY2の
責任を求めた。人民法院はXの主張を認めた。しかし、Y1が Y2の名義
で銀行口座を開設したこと自体、Y2が株主としての有限責任を濫用し
たかを、到底理解しがたい。なぜなら、Y1が Y2の名義で銀行口座を開
設したこと自体は、会社の債務を逃れて会社債権者の利益を害すること
を直ちに導けないであろう。
　【判例26】は、事案の状況を併せて、また会社法第172条第２項規定の

5 会社法第172条は以下のとおり規定している。すなわち、（１項）「会社は、
法定の会計帳簿以外に、別に会計帳簿を設けてはならない」。
（２項）「会社の資産について、いかなる個人名義によっても口座を開設して
預金してはならない」。



論　　　説

［119］ 北法63（3・190）850

趣旨に照らして、会社の株主に責任を課するかどうかを決めるべきであ
ろう。だから、【判例26】の本質は、会社法第172条第２項自体の解釈の
問題であると思う。

第２節　詐害行為取消権（中国契約法第74条6）についての考察

第１款　判例の現状

　詐害行為取消権（中国契約法第74条）に関する中国の判例は、現在９
件ある。９件の裁判例の中で、事実認定を主に行った裁判例が３件あっ
た。その他、債権者取消権の行使期間7に関する認定を主に行った裁判
例が１件あり、取消権訴訟における事実認定の依拠する判決が再審によ
り変更されたため、取消権行使の請求が棄却された裁判例が１件あった。
結局、ここで分析に供する裁判例は、以下の４件のみである。
　詐害行為取消権に関する中国の判例を調べる際に、主に念頭に置いた
のは次のことである。つまり、中国契約法第74条に関する判例の中に、
会社法第20条第３項の判例が提示したように、会社の株主（主に小規模
の会社で、その支配株主が会社の法定代表者を勤めるのが通例）が自己
の会社への支配力を利用して、会社の財産を自己のところに移転させ、

6 中華人民共和国契約法第74条は、以下のとおり規定している。すなわち、「債
務者が、期限の到来した自己の債権を放棄し又は財産を無償譲渡したことによ
り、債権者に損害を与えたときは、債権者は、人民法院に対して、債務者の行
為の取消を訴求することができる。債務者が明らかに不合理な低価格をもって
財産を譲渡し、債権者に損害を与え、かつ譲受人が当該事情を知っていたとき
もまた、債権者は、人民法院に対して、債務者の行為の取消を請求することが
できる」。
　「取消権の行使の範囲は、債権者の債権を限度とする。債権者が取消権を行
使するのに必要な費用は、債務者の負担とする」。
7 中華人民共和国契約法第75条は、以下のとおり規定している。すなわち、「取
消権は債権者が取消の事由を知る又は知るべきときより一年以内に行使する。
債務者の行為が発生された日より五年以内に債権者が取消権を行使しなかった
場合、当該取消権が消滅する」。
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会社の債務弁済能力を失わせることによって、会社債権者の利益が害さ
れるに至った事例はあるか。本稿第３章で紹介したように、会社債権者
の利益を守るために、会社法第20条第３項を適用して判決を下した例が
一部の人民法院の判決から見られる。第３章の【判例５】【判例９】【判
例10】【判例11】【判例12】【判例13】【判例14】【判例27】【判例28】【判
例29】【判例31】【判例32】【判例33】がその例である。
　債務者は、期限の到来した自己の債権を放棄しもしくは財産を無償譲
渡したこと、または明らかに不合理な低価格をもって財産を譲渡したこ
とによって、債権者の利益を害した場合、債権者は中国契約法第74条を
もって自己の利益を守ることができる。中国では、債権者の利益を保護
する重要な手段として、契約法第74条が重要な役割を果たしている。
　本節では、中国において詐害行為取消権という理論構成を援用して、
第３章の債権者詐害諸事例に対応するケースがあるかどうか、もし詐害
行為取消権で対応可能とすれば、効果上法人格否認のそれと異なるかを、
この部分の考察の目的とする。
　判例の考察は、①取消権者は誰に何を請求できるか、②債権者取消権
の行使の効果について、重点に置いて行う。

第２款　詐害行為取消権に関する判例の検討

１　最高人民法院の判決
【判例１】最高人民法院2008年９月５日判決（2008）民二終字第23号

【事実の概要】
　1998年８月21日に、X銀行は、Y1会社（被告、被上告人）との間に
金銭消費貸借契約（以下、「貸借契約」とする）を締結した。この契約
により、Y1が Xから金15,300万元を借り入れ、契約期間は1998年７月１
日～ 2007年７月１日であった。その後、Y1は2001年満期の500万元と
2002年満期の800万元を返済したが、残りの債務を履行しなかった。
　2004年４月７日に、Y1は Y2会社（被告、被上告人、Y1の株主）との
間に株式引換合意書を締結した。合意書により、Y1はその有するA会
社の株式持分の74.4％（時価13,000万元と評価される）をもって、Y2の
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有する B会社の株式持分の98.5％と引き換える旨を約した。Xは、Y2の
引換に供するB会社の株式持分が著しい低価格であることを理由に、
Y1・Y2間の株式引換合意を取り消すよう訴えを提起した。
　第一審人民法院は、次のような理由でXの請求を棄却した。つまり、
Y1は本件の株式を引き換えた後、所持するBの株式持分を13,000万元の
値段で訴外C会社に譲り渡した。したがって、本件株式引換時、Y2が
Y1に相当な対価を払ったと認定できる。
　Xは上告。
　上告審での事実認定
①Y2の有する B会社の株式持分の98.5％の評価値に対し、上告審には、
その評価値が2,787.88万元であると認定した。
②Y1が Y2から引き換えたBの持分を訴外Cに譲り渡した事実につい
て。上告審で取り調べた証拠によると、C会社がY1から Bの株式持分
を購入する資金（13,000万元）は、Y1の子会社Dから拠出されたもので
あり、しかも、その資金の80％が当日、Dに戻された。また、Y1・C間
に取引がなかった。
【判旨】上告認容
　「Y1は、13,000万元の資産をもってY2の2,787.88万元の資産と引き換え、
Y2も引換に供する資産が2,787.88万元の価値しかないことを知っている。
（Y1・Y2の）当該行為は著しくY1の債権者Xの利益を損なった。『契約法』
第74条により、Xの請求即ちY1・Y2間の株式引換契約の取消を支持す
べきである。…取消後、Y1・Y2が、相互に株式を返還すべく、相互返
還が困難な場合、Y2が両者の株式評価額の差額の範囲内において、そ
の差額を金銭に換算して、Y1に返還すべきである。」
【分析】
①取消権者は、誰に何を請求できるかについて。本件では、取消権者は、
債務者と受益者に対して、株式譲渡契約の取消を請求した。
②詐害行為取消権行使の効果について。本件では、受益者は無償で譲り
受けた財産の差額部分を債務者に返還した。

２　下級審人民法院の判決
【判例２】北京市第二中級人民法院2004年３月19日判決（2004）二中民
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終字第01440号

【事実の概要】
　1998年３月31日に、Y会社（被告、被控訴人）はA銀行から300万ド
ルの金員を借り入れた。B会社が当該金銭消費契約の連帯保証人を務め
た。弁済期の到来後、Yが弁済をしなかったため、Aは本件債権を主
張して提訴した。2001年３月22日に、終局判決により、YはAに元金
及び利息を支払い、Bは連帯責任を負うことを命じられた。2001年６月
27日に、Y、B、C、DとX（原告、控訴人、Bの第一株主）の五者の
間に、強制執行についての合意がなされた。この合意によると、Xが
300万ドルの元金及び利息を支払うことにより、YのAに対する債務を
消滅させる。Xが Bに対して求償しない代わりに、Y及び本件消費貸
借契約の実際上の資金使用者C、Dに求償する旨約した。その後、Xは
約定通りに金員の支払を終え、Y、C、Dに求償したが、三者のいずれ
も応じなかった。そこで、Xは求償権を行使するために、訴えを提起し
て確定判決を得た。
　前述確定判決の強制執行中に、Xは以下の事実を察知した。1998年８
月６日に、Yは E会社に自己の所有する訴外N会社の株式の50％を無
償で譲り渡した。Xはこの無償譲渡行為が自己の債権実現を害したこと
を理由に、Y・E間の株式譲渡合意を取り消すよう訴えを提起した。
　第一審人民法院は、Xの債権取得の時期について判断をしてXの請
求を棄却した。つまり、Y・E間の株式譲渡合意の締結時期は1998年８
月６日であるのに対し、Xの本件求償権の取得時期は2001年６月29日で
あった。したがって、Y・E間の株式譲渡合意がYの責任財産を減少さ
せたけれど、（発生時期から見れば）Yの行為がXの債権を害する意図
が見えないから、Xの請求を支持し得ないと判示した。Xは控訴。
【判旨】控訴棄却
　「…『中華人民共和国担保法』第31条8によると、保証契約中、保証人
と主たる債務者との間に当然の債権・債務関係が存するわけではなく、

8 「中華人民共和国担保法」第31条：保証人は保証責任を負担した場合、債務
者に求償する権利を有する。
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保証人が債権者に保証責任を負担して始めて、債務者との間に債権・債
務関係が生じる。したがって、Xの控訴理由は支持できない。」
【分析】
　取消権者は、誰に何を請求できるかについて。本件では、取消権者は、
債務者と受益者間の無償譲渡行為の取消を求めた。
　
【判例３】江蘇省宝応県人民法院2004年11月26日判決（2004）宝民二初
字第281号

【事実の概要】
　1999年７月～９月に、Y1が Xからセメント・レンガ等の材料を購入し、
その買掛金額は43,748元であった。Xは本件代金債権を主張して訴えを
提起した。人民法院が（2001）宝経初字第374号判決をもって、Xの請
求を認容した。強制執行を経て、Xは7,400元を得たが、残りの39,058元
が Yの無資力のため、強制執行中止となった。
　1999年12月３日に、Y1がその妻Y2と離婚し、二人の間で、夫婦共同
財産9即ち８部屋の二階建ての家屋一軒と家具・家電製品等をY1・Y2の
息子A（第三者）の名義の下に移転し、夫婦関係存続期間の生じた債
務がすべてY1が負担する旨約した。Xはこれを理由に、Y1・Y2の本件
贈与行為の取消を主張して提訴した。
【判旨】請求認容
　「…X・Y1間の債務発生時期がY1・Y2離婚の前段階だと認定できる。
Y1・Y2は債務を負っているにもかかわらず、離婚時、共同財産をすべ
てAに贈与したことにより、自己に債務弁済能力を失わせるに至った。

9 離婚時、夫婦共同財産の処分に関して、「中華人民共和国婚姻法」第39条第
１項は次のとおり規定している。すなわち、離婚時、夫婦の共同財産が双方の
協議で処分する。協議を達成できないとき、人民法院が財産の具体的状況を照
らし、子供及び妻側の利益優先の原則で判決を下す。
　また、第41条は次のとおり規定している。すなわち、離婚時、夫婦共同生活
上で負っている債務が、共同で弁済すべきである。共同財産が弁済に足りない
とき、又は財産が各自所有に帰するとき、双方が協議で弁済する。協議を達成
できないとき、人民法院に判決を下す。
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その行為は、債権者Xの債権実現を害した。したがって、Xの請求即
ち本件贈与中の39,058元相当の財産贈与行為の取消を支持する。」
【分析】
　取消権者は、誰に何を請求できるかについて。本件では、取消権者は、
債務者と受益者に対して、贈与行為の取消を請求した。

【判例４】上海市崇明県人民法院2009年１月22日判決（2008）崇民二（商）
初字第427号

【事実の概要】
　XとYとの間に金銭消費貸借契約が結ばれた。2006年11月16日に、
上海市崇明県人民法院の調停により、Yが2006年11月20日まで、Xに金
192万元を返還する合意は達成した。履行期日満了後にYが債務を履行
しなかったため、Xは強制執行を申し立てた。
　YはA会社に641万元の利益配当分の債権（判決の確定による）があっ
て、2008年８月４日に、Y・A間に「和解合意書」を締結した。「和解
合意書」により、YはAに対して債権641万元を放棄した。XはYの
債権放棄行為が自分の債権実現に損害をもたらしたことを理由に、当該
「和解合意書」の取消を主張して訴えを提起した。
【判旨】請求認容
　「Yの巨額債権放棄の行為の結果から見れば、事実上、責任財産の減
少を招来し、自己（Y自身）に資力不足の境地に陥らせ、その行為が直
接（Yの）債権者の利益を損なった。また、「和解合意書」を締結する前、
XのYに対する債権が既に存し、強制執行手続中に入った。これにつ
いて、Y・Aが当該事実について知るはずである。…Yの債権放棄行為
が、その債権者全員の利益に損害をもたらした。債権者全員の合法的利
益を保護するために、Xの主張（Yの巨額債権放棄の行為の取消）を支
持すべきである。」
【分析】
　取消権者は、誰に何を請求できるかについて。本件では、取消権者は、
債務者と受益者に対して、債権放棄の行為の取消を請求した。
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第３款　まとめ

　以上、中国法上の詐害行為取消権（中国契約法第74条）に関する判例
を考察した。次のことが分かった。

①取消権者は誰に何を請求できるかについて

　【判例１】では、取消権者は債務者・受益者間における著しい低価格
で株式を譲渡す行為、【判例２】では、取消権者は債務者・受益者間の
債権の無償譲渡行為、【判例３】では、取消権者は債務者・受益者間の
贈与行為、【判例４】では、取消権者は債務者・受益者間の債権の放棄
行為を取り消すことを請求した。

②詐害行為取消権行使の効果について

　【判例１】～【判例４】の中に、詐害行為取消権の行使効果を明示し
たのは、【判例１】のみであった。すなわち、受益者は、無償で譲り受
けた財産の差額部分を債務者に返還した。ただ、第１款冒頭の部分で言
及した状況即ち、会社の支配株主が自己の会社への支配力を利用して、
会社の財産を自己のところに移転させ、会社の債務弁済能力を失わせる
ことによって、会社債権者の利益が害されるに至った状況は、現在の判
例考察の結果から見当たらなかった。
　しかし、詐害行為取消権の要件は、会社債権者詐害又は会社財産の流
用・占用の事例について対応することが可能である。つまり、債務者が
第三者（受益者・会社の株主）と通謀して、会社の財産を第三者のとこ
ろに移転させ、当該行為によって債権者の利益に損害を与えた場合（第
３章【判例５】【判例９】【判例10】【判例11】【判例12】【判例13】【判例
14】【判例27】【判例28】【判例29】【判例31】【判例32】【判例33】）、会社
債権者は契約法第74条を援用して、債務者・受益者間の財産移転等の行
為を取り消すことを請求することが可能である。そして、受益者はその
受けた財産を債務者の責任財産に返還する。
　したがって、詐害行為取消権は、債務者・受益者間の財産移転等の行
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為の取消を通して、債務者の責任財産の回復に帰する。結果として、詐
害行為取消権の行使によっては、取消権者を含む債権者全体の債務弁済
に役立つと考える。

第３節　債権者代位権（中国契約法第73条10）に関する考察

第１款　判例に関する考察

一　判例の現状
　債権者代位権（中華人民共和国契約法第73条）に関する中国の公表さ
れた裁判例を調べ、2009年までの債権者代位権に関する裁判例13件を対
象として扱った。その中に、主に原告の証明責任について判断を下した
裁判例２件、保険法上の代位権事例２件を除いて、分析する裁判例は９
件である。
　中国法上の債権者代位権に関する裁判例を調べる目的は、会社の株主
が不実出資11した場合、会社の債権者は自らの利益を守るために、当該

10 中国契約法第73条は、次のとおり規定している。すなわち、（１項）債務者が、
期限の到来した自己の債権の行使を怠ったことにより、債権者に損害を与えた
ときは、債権者は、人民法院に対して、自己の名義をもって債務者の債権を代
位行使することを請求することができる。但し、当該債権が債務者の一身に専
属する場合を除く。
（２項）代位権の行使の範囲は、債権者の債権を限度とする。
11 中国法上の「不実出資」という用語は、日本法上の「出資の仮装払込」とい
う用語と似ているが、「出資の仮装払込」が主に預け合いと見せ金を指すのに
対し、「不実出資」はより範囲が広い。中国の公表された裁判例の中に、会社
の株主が、瑕疵の出資により会社の債権者に責任を負担した事案の中から、「不
実出資」の例としては、次の①～⑤の場合がある。即ち、①会社成立の当日（前
日）に、出資金の全額又は一部は会社の株主に引き出される。（2008）港商初
字第305号、（2009）二中民終字第00489号。②会社設立・増資の際、銀行が虚
偽の預金残高証明書を発行した。（2007）琼民二終字第３号、（2007）琼民一終
字第23号、（2007）民二終字第26号。③会社の従業員に偽りの会社資金証明書
類の作成を指示し、その資金証明書を使って、資金検査機構の証明書の発行を
騙して、会社増資手続きを終えた。（2007）滬高民四（商）終字第４号。④現
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会社の株主に債権者代位権に基づいて、不実出資をした株主にその不実
出資分の自己への弁済を直接請求できるか否かということである。具体
的に言えば、まず、中国法上の債権者代位権に関する裁判例の中で、会
社の株主が不実出資の場面が含まれるかどうか、そして、会社の株主が
不実出資した場合に、会社の債権者が株主に対して責任を追求するため
には、債権者代位権による法律構成が可能か否かを検討する。

二　判例の検討
【判例１】最高人民法院2006年９月29日判決（2006）民二終字第90号

【事実の概要】
　2004年４月21日に、X銀行（原告、被上告人）とA会社との間に貸
付契約が締結された。この契約により、XはAに金8,000万元を貸付け、
期間は2004年４月21日～ 2004年10月21日であった。貸付契約の期間満
了後、Aが契約期間内の利息のみを支払ったが、元金8,000万元及びそ
の利息が未払いであった。
　2004年４月20日に、Aは委託者として、Y証券会社（被告、上告人）
と投資依頼契約を締結した。契約により、Aは１億元をY交付して投
資を依頼した。契約期間は12 ヶ月であった。同日、A・Yは「補充協
議書」を結んだ。該協議書によると、受託者YがAの年間投資収益率
を7.8％以上に達することを保証する旨約した。投資依頼契約の期間満
了後、YはAの投資元金2,000万元の返済及び投資収益として780万元の
支払いのみを行い、残りの元金8,000万元を返済しなかった。
　Xは、AがYに対して有する期限の到来した債権を主張しない行為
が、自己の債権の実現に損害をもたらしたことを理由に、Yに対して代
位権訴訟を提起した。

物出資としての不動産（倉庫）の所有権移転登記手続きが欠いた。（2008）民
二終字第79条。⑤合弁会社の株主が出資期限内に、引き受けた出資額を全額払
込できなかった。（2005）武民商外初字第26号、（2006）穂中法民四初字第358号。
また、不実出資した株主は、引き受けた出資額と実際払込みをした金額の差額
の範囲内において、会社債権者に対して責任を負う。
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　原審法院は、Xの代位権の請求を認めた。ただ、A・Y間の投資収益
についての約定が無効の約定であると認定した上で、Yが既に支払った
投資収益としての780万元を不当利得として、残りの元金8,000万元及び
それについての銀行貸付金利息と相殺して、その差額をXに弁済する
よう命じた。Yは元金8,000万元についての銀行貸付金利息の支払いが
不当だと主張して上告した。
上告審の認定について
　A・Y間の投資収益確保についての約定が証券法の規定に違反した12

ため、無効になる。当該無効の約定が存するため、A・Y間の投資依頼
契約全体が無効に至らせた。したがって、Yは委託された資金元金を
Aに返還すべく、中国人民銀行の同期定期預金利率で利息を支払うべ
きである。
【判旨】原審判決を一部変更
　「Xは、Aに対して債権を有し、また、AはYに対して債権を有する。
上述債権は既に期限が到来した。AはXに期限の到来した債務を履行
しないし、Yに自己の債権の行使を怠った。（Aの当該行為が）Xに損
害をもたらした。…したがって、Xは自己の名義をもって、Aの債権
を代位行使すること自体、不当はない。」

【判例２】広州市中級人民法院2004年10月15日判決（2004）粤高法民二
終字第376号

【事実の概要】
　1998年12月３日に、B銀行・A会社間に貸付に関する契約が締結され
た。この契約により、BがAに対して、金880万元を貸付け、期間が
10 ヶ月であった。契約期間が到来した後、Aは元金50万元と1999年12
月31日までの利息を支払ったのみで、残りの元金及び利息を払わなかっ

12 中華人民共和国証券法（2005年）第144条（1998年証券法第143条）は、次の
とおり規定している。すなわち、証券会社が如何なる方式をもって、顧客の証
券取引の収益又は証券取引の損失の填補について、保証の約束をしてはならな
い。
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た。1999年12月30日に、Bは、本件貸付契約に基づく権利をX会社（原
告、被控訴人）に譲渡した。
　A・Y（被告、控訴人）ともは、不動産開発・経営の資格を有する会
社である。1998年９月８日に、A・Y間に、Aがその請け負っているビ
ルの開発権をYに譲渡する旨が約定された。約定により、YがAに開
発権譲渡金1,790万元及び開発管理費25万元を支払うことになる。その
後、Yが開発権譲渡金として440万元のみをAに支払い、残りの代金が
未払いであった。Xはこれを基づいてYに対して債権者代位権を主張
して訴えを提起した。
　一審人民法院は、次のように判断した。即ち、Aは現在、債務を履
行する能力がないにもかかわらず、訴訟又は仲裁の方式をもってYに
有する期限の到来した債権を主張しない。Aは、債権行使を怠ったこ
とによって、Xの本件債権の実現を害した。そこで、一審は、債権者代
位権に基づいてXの請求を支持した。Yは、原審判決の認定した事実
と適用した法律が誤ったことを理由に、控訴した。
【判旨】控訴棄却
　「A・Y間の契約により、YはAに対して開発権譲渡金1,790万元及び
開発管理費25万元を支払うべきである。Yは開発権譲渡金として440万
元のみをAに支払い、残りの代金1,375万元を支払うべきである。Xが
Aに対して707万元の期限の到来した貸付金債権を有し、また、AがY
に対して1,375万元の債権を有する。AはYに対して有する債権の行使
を怠ったことにより、債権者であるXの債権を害した。…したがって、
YはXに対して、AのXに負っている債務707万元及びその利息を支
払うべきである。」

【判例３】上海市第一中級人民法院2005年11月25日判決（2005）滬一中
民四（商）終字第942号

【事実の概要】
　X会社（原告、控訴人）・A会社（第三者）間に、2000年７月に、貨
物の陸上運送契約が締結された。2002年７月25日に、X・A間に発生し
た運賃を確認したところ、AがXに415,000元の運賃を未払っていない
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ことが明らかであった。その後、Aは、5,000元の運賃を払ったのみで、
残りの41万元を払わなかった。
　2000年７月１日に、A・Y1会社（被告、被控訴人）間に貨物の陸上運
送契約が締結された。この契約により、AはY1のために陸上の貨物運
送サービスを提供する。運送代金の支払として、Aが毎月の10日前に、
先月の運送データをY1に送付し、Y1は前述データを確認する後、60日
以内に前月の運賃を支払う旨約した。2001年11月に、Y2会社（被告、
被控訴人、Y1の関連会社）の車両配当担当者Bが運送データの確認欄
にサインを押した。Xはこのことに基づいて、Aの2001年11月分の運
賃債権25万元をY1・Y2に対して主張して訴えを提起した。
　一審法院では、第三債務者はY1又は Y2かが未だ確定されていないこ
と、Aに債務弁済に十分の財産があることを理由に、Xの請求を棄却
した。Xは、本件の第三債務者がY2であることを主張して控訴した。
【判旨】控訴棄却
　「…Xが代位権訴訟を提起する主な根拠は、AがY1・Y2のいずれかに
債権を有することである。ところが、Xの提供した証拠を見る限り、いっ
たい、Y1・Y2のいずれかがAに債務を負っているかが明確ではない。
わが国の債権者代位権の規定によると、債務者が第三債務者に有する債
権が明確であることが必要とする。したがって、AがY1・Y2のいずれ
かに対して債権を有するかを証明することができないため、債権者代位
権の構成要件を満足しえない。」

【判例４】江西省贛州市中級人民法院2007年３月26日判決（2007）贛中
民一終字第125号

【事実の概要】
　2004年６月16日に、Aは、Y郷人民政府（被告、被控訴人）との間
にY郷区内所属の道路施工に関する請負契約を締結した。契約により、
工事竣工後、初回の検査を受けた後に、工事代金の50％～90％を支払い、
工事終回の検査を受けた12 ヶ月後、残りの工事代金を支払う旨約した。
A・Y間の契約締結後、AはX（原告、控訴人）から金７万元を借り入
れ、2005年６月まで借入金を返済する旨約した。返済期間満了後、A
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は Xに10,500元のみを返済し、残りの分は返さなかった。Xは代位権訴
訟を提起して、Yに対して支払を請求した。
　一審法院は、A・Y間に工事の代金につき、最終的な決算が行われな
かったことを理由に、Xの請求を棄却した。Xは、一審判決の認定事実
に誤りがあることを理由に控訴した。
【判旨】控訴棄却
　「…Aが請け負った道路工事が最終的に竣工しておらず、A・Y間に
当該道路工事につき最終的な決算を行わなかった。したがって、A・Y
間に期限の到来した債権が存しない。…したがって、Xの請求を支持で
きない。」

【判例５】広西自治区高級人民法院2007年５月20日判決（2007）桂民四
終字第16号

【事実の概要】
　A（第三者、被控訴人）は、鉄鋼などの貨物の輸入・輸出を従事する
個人である。港作業につきX（原告、被控訴人）を代理人に選任した。
Aは資金難のため、XはAのために貨物搬入費等合わせて220万元を立
て替えた。1995年１月10日に、A・X間においては上述立替金債権を確
認した。
　2003年９月１日に、Y会社（被告、控訴人）とAは、訴外C会社を
設立し、Aは200万元の出資をして、持分の40％を占めている。2004年
11月11日に、YはAの了承13を得ないうちに、Aの持分を訴外Bに譲
り渡し、株主名簿の変更登記も行った。AはYが勝手に自己の持分を
他人に譲り渡すことによって、自己の権利を侵害したことを理由に訴訟
を提起したが、後に訴訟を撤回した。
　XはA・Y間の債権・債務関係に基づいて、自己のAに有する債権
をYに請求した。一審法院は、Xの請求を認容した。Yは、本件代位

13 C 会社の定款によると、株主が株主以外の者にその持分を譲り渡す際に、株
主全員の同意を得なければならない。持分の譲渡を同意しない者は当該持分を
購入すべきである。
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権行使の第三債務者が自己ではなく、C会社であることを主張して控訴
した。
【判旨】控訴棄却
　「Yの行為（Aの持分を第三者に譲り渡すこと）がAの C会社にあ
る持分を侵害した。当該持分侵害行為により、A・Y間において不法行
為の債権が成立した。当該侵害行為がなされたときより、Aが不法行
為による損害賠償請求権を有する。…したがって、Aの有する債権は、
期限の到来した債権といえる。」
　「…当該行為の侵害した対象はAの会社の持分であるため、債務者自
身に専属した権利ではない。したがって、代位行使できる。」
　「Aは、Yに不法行為の訴えを提起したが、2006年８月に訴えを撤回
した。その後、Xに負っている債務を履行しないし、訴訟又は仲裁の方
式をもってYに対して権利を主張していなかった。しかも、Aが本件
のYに対して有する債権以外にXの債務を弁済する財産がないことを
明確に申し出た。したがって、Aがその期限の到来した債権の行使を
怠ったことにより、債権者としてのXの債権を実現不能に陥らせ、X
の債権に損害をもたらした。…したがって、Xは代位権を主張すること
について、支持すべきである。」

【判例６】上海市閔行区人民法院2008年12月15日判決（2008）閔民二（商）
初字第1164号

【事実の概要】
　XとAとの間には、1998年９月28日にポケベルの売買に関する契約
が締結された。Xは契約通りに品物を提供したが、Aは1999年６月30
日までに、合わせてXに対する40万元の代金が未払いであった。B会
社（第三者）がAの未払代金のために連帯保証人となった。
　なお、Y3会社（被告）はBに40万元の未払代金債務を負っている。
Y3は1999年６月21日に、自己の全ての資産及び負債をY1と Y2に譲渡し
た。Xは、Y1・Y2に対して40万元の代金の代位行使を主張して提訴した。
【判旨】請求認容
　「…本件に鑑みると、BのY1・Y2に対して有する債権が既に期限が到
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来したにもかかわらず、Bは訴訟又は仲裁の方式でY1・Y2に対してそ
の債権を主張しなかった。一方、Bが保証人として、自己のXに負っ
ている期限到来した保証債務を履行しなかった。Bの行為によって、自
己がXに対しての保証債務を履行することができないに至った。Bの
行為が債権者としてのXの合法的利益を損なった。したがって、Xの
提起した代位訴訟が代位権行使の要件が揃ったといえる。…Y1・Y2は、
共同でXに対して40万元の未払代金を交付すべき」である。

【判例７】河南省開封市中級人民法院2009年11月９日判決（2009）汴民
終字第299号

【事実の概要】
　2000年３月～ 2001年３月に、X（原告、被控訴人）は、６回に分けて
A工場に金38.4万元を貸し付けた。Aは借入金の一部を返済したが、残
りの27.8万元及び利息と合わせて45万元を返さなかった。
　AはY会社（被告、控訴人）に36万元の期限の到来した債権を有す
るが、その債権を主張しなかった。Xはこれを理由として、Yに対して
債権者代位権を主張して訴えを提起した。
　一審判決は、XのAに有する債権、AのYに有する債権がともに期
限の到来した債権であると認定した。また、AがX対して負っている
債務を履行しないと同時に、訴訟又は仲裁の形によってYに対して自
己の債権を主張しないことも認定した。したがって、Aの当該行為が
期限の到来した債権の行使を怠ったことを認定することができると判断
し、Yに直接、Xに対して36万元を支払えと命じた。YはXが債権者
代位権を行使するには、その代位権行使の事実・法的根拠がないと主張
して控訴した。
【判旨】控訴棄却
　「一審判決の認定した証拠から見る限り、XはAに対して期限の到来
した債権を有することが認定でき、また、AがYに対して期限の到来
した債権を有し、しかも、その債権の行使を怠ったことも認定できる。
したがって、Xが債権者代位権を行使する際に、その事実・法的根拠が
ある。」
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三　まとめ
　以上、中国法上の債権者代位権に関する裁判例をその中の７つを扱っ
て検討した。その検討から以下のことが分かった。
　すなわち、債権者代位権を適用するには、以下の要件が必要である。
①債権者・債務者の有する債権がともに期限が到来した14。②債務者が
その有する債権の行使が怠った。判例では債権行使を怠った基準として
は、訴訟又は仲裁の方式をもって自己の債権を主張していないことであ
る15。③債務者が債権行使を怠ったことにより、その債権者の利益を損
なった16。
　したがって、会社の株主が仮装払込をした場合（例えば第３章【判例
15】【判例16】【判例17】【判例18】【判例19】【判例20】【判例21】【判例
22】【判例23】）、債権者代位権の行使要件に照らし、会社の債権者（代
位債権者）は、直接に会社の株主（第三債務者）に対して、株主の会社
に負っている出資払込債務の範囲内で、会社の当該出資払込債権を代位
行使することが理論上可能であろう。

第２款　中国契約法第73条の立法背景及び最高人民法院の立場

14 広州市中級人民法院2004年10月15日判決（2004）粤高法民二終字第376号、
最高人民法院2006年９月29日判決（2006）民二終字第90号、江西省贛州市中級
人民法院2007年３月26日判決（2007）贛中民一終字第125号、広西自治区高級
人民法院2007年５月20日判決（2007）桂民四終字第16号、上海市閔行区人民法
院2008年12月15日判決（2008）閔民二（商）初字第1164号、河南省開封市中級
人民法院2009年11月９日判決（2009）汴民終字第299号。
15 広州市中級人民法院2004年10月15日判決（2004）粤高法民二終字第376号、
最高人民法院2006年９月29日判決（2006）民二終字第90号、広西自治区高級人
民法院2007年５月20日判決（2007）桂民四終字第16号、上海市閔行区人民法院
2008年12月15日判決（2008）閔民二（商）初字第1164号、河南省開封市中級人
民法院2009年11月９日判決（2009）汴民終字第299号。
16 広州市中級人民法院2004年10月15日判決（2004）粤高法民二終字第376号、
最高人民法院2006年９月29日判決（2006）民二終字第90号、広西自治区高級人
民法院2007年５月20日判決（2007）桂民四終字第16号、上海市閔行区人民法院
2008年12月15日判決（2008）閔民二（商）初字第1164号。
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一　中国における債権者代位権（中国契約法第73条）の立法背景
　債権者代位権制度を立法（「中華人民共和国契約法」）で創設する直接
のきっかけが、中国の企業を困らせた三者間の債権・債務問題（原文は、
“三角債”“討債難”）である17。具体的に言えば、「中華人民共和国契約法」
（1999年３月15日第９回全人代可決、1999年10月１日より施行）が頒布
する以前、中国において責任財産の保全制度が欠いているため、債権回
収困難（原文は、“三角債”“討債難”）の現象が普遍であった。例えば、
債権者代位権の規定がない場合、甲は乙に債権を有し、乙は丙に債権を
有する。もし、乙は丙に対してその有する債権を主張しないと、甲は直
接、丙に対して、自己の乙に有する債権を根拠に請求することができな
い。甲は、自己の債権を行使するために、まず、乙に対して自己の債権
を主張し、乙はさらに丙に対して行使する迂遠な方法をとらざるを得な
い。もし、責任財産保全の制度が確立したら、債権者は、直接、第三債
務者に請求できるから、債権者の利益が十分保護できると、社会各界か
らの立法の声が強まった18という。

二　「中華人民共和国契約法」頒布後における最高人民法院の立場
　「中華人民共和国契約法」が頒布された後に、最高人民法院がそれに
ついての司法解釈「『中華人民共和国契約法』を適用する際の若干問題
への解釈（一）」（法釈〔1999〕19号、以下、「契約法司法解釈（一）と
する」）をも公布した19。契約法司法解釈（一）の制定者の一人である曹
守皣教授が以下のように最高人民法院の立場を説明した。

（1�）債権者が債権者代位権の行使を通して、直接に第三債務者からの
弁済を受けることができる。その理由は次の通りである。

17 張馳「代位権法律制度比較研究」法学、2002年第10期46頁。
18 王利明=崔建遠『合同法新論・総則』（中国政法大学出版社、1996年）382
～ 383頁（王利明執筆）。
19 契約法司法解釈（一）において、第11条～第22条の12箇所をもって、債権者
代位権につき規定された。
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①代位債権者が第三債務者との間に直接の権利・義務関係を有しないが、
法律（契約法及び契約法司法解釈）が債権者に直接の受領権限を与えた
ため、代位債権者と第三債務者との間に新たな直接の法律関係が創設さ
れたと看做される。したがって、一旦、代位訴訟が提起されたら、債権
者が直接に第三債務者を自己の債務者として債権を主張することができ
る。
②立法の精神に当てはまる。つまり、まず、代位権を行使した後の財産
が債務者の責任財産に帰属する主張は、理論上の根拠があるものの、（中
国の）現実の事情と合わない。その結果、代位権制度としての効果を発
揮できず、当該制度がただ形になってしまうおそれがある。次に、代位
権訴訟は清算手続きや破産手続きのような債権者の公平に弁済を受ける
制度ではない。また、代位権を行使する債権者の努力をも保護する必要
がある。
③訴訟効率の原則に当てはまる。つまり、もし、債権者が代位権行使を
通じて直接に第三債務者から弁済が受けられず、自己の債権を実現する
ためにさらに債務者を被告としてその債権を主張するなら、債権者に
とっては、訴訟のコストが高い。
④不告不理の原則に合う。代位権訴訟は、個別の普通訴訟に属するため、
代位債権者以外の債権者にとっては不公平が存しない。他の債権者が自
己の債権を主張しない限り、人民法院は彼らの利益を自ら保護する必要
がない。
⑤公平の原則に合う。代位権行使の法定の条件を具備すれば、債権者何
人も代位訴訟を提起することができる。訴訟の併合も認められる。代位
債権者が自己の債権額を限度とする等の理由で、不公平はない20 21。

20 曹守皣「代位権的解釈与適用」法律適用、2000年第３期16頁以下。
21 この最高人民法院の立場について、賛否が分かれる。賛成論者は、代位債権
者が直接に第三債務者から弁済を受けることによって、積極的に債権者の利益
を保護することができること、債権者の真の平等が図れること等主張して、最
高人民法院のこの立場を賛成する。賈玉平「論債権人代位権」法学評論、2001
年第４期26頁。これに対して、批判する学者もいる。つまり、中国契約法第73
条及び契約法司法解釈第11条以下が、代位債権者に優先弁済権を与える反面、
債権者代位権制度の本来の立法趣旨・体系性を失わせ、訴訟コストを増やし、
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（2）当事者に対する効果

①債務者に対する効果。債権者が代位訴訟を提起した場合、債務者の第
三債務者に対する訴訟が制限される。代位権が成立した場合、第三債務
者が代位債権者に弁済をした後、債務者・第三債務者間、債権者・債務
者間の債権・債務関係が即時消滅する。
②第三債務者に対する効果。第三債務者が債務者に対して有する抗弁は、
債権者に対抗できる。
③債権者に対する効果。債権者が直接に第三債務者からの弁済を受ける
ことができる。代位権訴訟を提起しなかった債権者が代位訴訟によって
債務者に対して債務名義を取得することができない22。

第３款　小括

　債権者代位権は、元々、責任財産の保全に位置づけられ、債務者が一
般財産の維持保全を怠ったとき、債権者が債務者に属する権利を行使す
るための制度である23。日本では、通説は、一般財産の保全という代位
権の趣旨から、代位権行使の効果を直接に債務者に帰属すると説かれる
が、判例は、代位権が債務者の権利を単に代わって行使するだけではな
く、行使によって代位権者が優先的に満足を受ける権利だという帰結を
承認している24。
　一方、中国においては、債権者代位権制度が社会事情に合わせて独特
の発展を進んでいった。すなわち、立法者が念頭に置いたのは、中国の
企業を困らせた「三角債」の問題であった25。すると、一種の金銭債権

訴訟効率を低減させ、ひいては平等・公平の精神に反する等主張している。上
述批判を踏まえたうえで、現段階の中国契約法第73条が便宜的にすぎず、将来、
立法上の修正を通じて、債の保全制度としての本来の姿を戻すべきだと主張し
ている。張馳「代位権法律制度比較研究」法学、2002年第10期49頁。
22 曹守皣・前掲書17頁。
23 平井宜雄『債権総論』（弘文堂、1985年）193頁。
24 平井・前掲書206頁以下。
25 王利明=崔建遠・前掲書382 ～ 383頁（王利明執筆）。
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の簡易回収手段として、中国契約法第73条が立法者に期待されていた26。
契約法司法解釈を作った最高人民法院も同じ見解を示している27。した
がって、中国契約法第73条は、一種の金銭債権の簡易回収手段として位
置づけられ、しかも、債権者の優先弁済権が事実上認められる。
　中国契約法第73条の行使要件に照らして、会社の株主が仮装払込をし
た場合、会社の債権者（代位債権者）は、直接に会社の株主（第三債務
者）に対して、当該株主の会社に負っている出資払込債務の範囲内で、
会社の当該出資払込債権を代位行使できるであろう。すなわち、株主に
よる出資の仮装払込の場合、中国では契約法第73条を援用して会社債権
者の利益を守ることが十分可能である。

第四節　中国法考察の結論

第１款　一般私法の法理による対応可能性

　本稿第３章において、中国における法人格否認の法理に関する人民法
院の判決を、その解決・裁判官の法律論及び具体的な事案の具体的な問
題状況にまで立ち入って、分析検討を行った。この検討から分かるよう
に、中国の法人格否認の法理に関する判例は、実は、債権者詐害、株主
による会社資金の流用・占用、株主義務不履行、会社法強行規定違反な
どの事例がある。そこで、本稿では中国における法人格否認の法理に関
する判例には、多種多様な法律関係が含まれているという理解を導き出
した。
　一方、中国会社法第20条第３項を適用するには、株主による法人格の
「濫用」を適切に把握することが一番肝心なことである。「法人格の濫用」

26 韓世遠『合同法総論』（法律出版社、2004年）第387頁以下。
27 中国法上の債権者代位権は、伝統の債権者代位権理論を基礎に、特に、近
年中国で問題となった「三角債」及び債務者が悪意で債務を逃れることを対応
して制定された新たな責任財産の保全制度である。この認識の上に、効果とし
て、第三債務者が直接、債権者に対して債務を弁済する。曹守皣「代位権的解
釈与適用」法律適用、2000年第３期、第16頁。
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の明確化を探求することはもっとも大事である。しかし、第３章の考察
から分かるように、法人格否認の事例を債権者詐害、株主による会社資
金の流用・占用、株主義務不履行、会社法強行規定違反などの事例に分
類・整理できていても、「法人格の濫用」特に濫用の目的とは何かを明
確な基準が見出せない。したがって、中国の場合、今まで会社法第20条
第３項の適用事例は、取引法の範疇に属するから、これらの事例を一般
私法の法理によって解決できないかと考える。そこで、第６章では、中
国法上の一般私法の法理に対する独自の考察を行った。
　考察の結果は、以下のとおりである。
　まず、事案の事実認定などを通して妥当な解決ができる場合、事実認
定の段階にとどまり、法人格否認の法理の適用を必要としない。また、
契約自体の解釈即ち、契約相手方の確定や、契約目的の解釈などを通し
て、事案を妥当に解決できれば、法人格否認の適用を必要としない。
　次に、法規範自体の解釈を通して妥当な解決ができる場合、当該法規
範解釈の範疇に委ねて、法人格否認の法理の適用を必要としない。具体
的にいえば、株主が合法な清算を経ずに会社登録を抹消する場合、問題
の実質は会社法第184条、第190条第３項及び会社法司法解釈（2）第11条、
第19条、第20条第１項の解釈問題である。株主による清算義務の不履行
の場合、問題の実質は会社法第190条第３項及び会社法司法解釈（2）第
18条の解釈である。株主による会社法強行法規違反の場合、会社法第36
条、第28条と第31条を解釈すれば足りる。個人名義口座開設禁止違反の
場合、会社法第172条第２項の趣旨に従って解釈すれば妥当な結論が得
られるであろう。
　最後に、法人格否認の相当の部分を占める債権者詐害、株主による会
社資金の流用・占用事例について、会社債権者の利益を保護するために、
中国契約法第74条はこれらの事案を解決することができる。株主による
出資の仮装払込事例について、中国契約法第73条をもって会社債権者の
利益を保護することが可能である。
　結論を言えば、今まで中国で法人格否認の法理を適用した事例は、一
般私法の法理よる解決が可能であるといえよう。

第２款　会社法第20条第３項の適用範囲
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　中国において今まで法人格否認の法理を適用した事例は、一般私法の
法理よって解決可能である。では、理論上会社法第20条第３項の適用に
属する事例はいかなるものであろうか。森本・江頭説によれば、理論上
財産混同、会社搾取と過少資本こそ法人格否認の適用事例であるという。
中国の場合はこの説をこのまま受け入れてよいのか。以下、少し検討を
加える。

一　財産混同
　財産混同とは、株主・会社間の財産が外観上区別しにくい状況を指す
ものであると考える。だから、財産混同自体は、当然に株主による有限
責任濫用の目的が含まれていない。第３章の考察から分かるように、中
国会社法第20条第３項は、その適用には株主による濫用の目的が必要で
ある。したがって、濫用の目的が入っていない財産混同要件は、理論上
会社法第20条第３項の枠内に入ってはならない。
　財産混同に関する判例をみれば、財産混同は、その実質が以下のよう
な事実に還元することができよう。すなわち、①会社財産の流用（第３
章【判例28】、【判例29】、【判例31】）、②契約相手方の確認（【判例
30】）、③契約相手方からの不当利得返還請求（【判例33】）である。この
三つの類型は、本章の考察に照らして、すべて一般私法の法理の範疇に
属するから、一般私法の法理に委ねれば足りる。したがって、中国にお
いて財産混同は、法人格否認の一つの単独要件としてではなく、一般私
法の法理の枠内に入ることがより適切であろう。

二　会社搾取
　会社搾取には、その事実状況がさまざまある。例えば、株主が支配力
を利用して会社の財産を流用・占用することや、会社倒産直前に株主が
会社の財産に担保を設定したり、自己のところに移転したりすること等
が挙げられる。しかし、その場合は詐害譲渡法理（契約法第74条）とか、
倒産法上の否認権（倒産法第31条、第33条、第36条）で対応することは
まず考えるべきであろう。
　ここでいう「会社搾取」とは、社員（親会社）は会社に対する支配力
を利用して、不平等な条件で会社と取引することによって、会社から多
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額の利益を取得し、会社財産を減少させる場合を指す28。だから、第３
章における株主による会社財産の流用・占用事例は、ここでいう「会社
搾取」とは意味が異なる。
　会社債権者は、その債権を会社から満足を得ないとき、会社の株主が
会社を搾取するような行為がある場合、会社法第20条第３項を援用して
当該株主に責任を追及することができるであろう。日本法の検討から分
かるように、会社の搾取による株主の責任という命題について、株主に
責任を課するには、株主による詐害的行為の有無、会社法における資本
拘束規定による解決の可否などといったアプローチを踏まえた上で、法
人格否認の援用を検討すべきである。
　すなわち、会社搾取問題には、その実質は、株主が不平等な条件で会
社から利益を剥奪することであるから、問題の本質は株主による会社資
本の剥奪である。したがって、株主に責任を課するには、会社資本拘束
規制で対応することがまず考えるべきであろう。しかし、中国の場合、
会社資本拘束規制に関する規定は、会社法第36条29のみであるから、さ
まざまな会社搾取の状況に対応できないといわざるを得ない。したがっ
て、解釈上、会社搾取に該当する事実があれば、会社法第20条第３項を
適用して株主の責任を追及することが否定できないであろう。
　ただ、今までの判例から会社搾取という事件が出ていないため、ここ
で問題点を指摘するにとどまる。

三　過少資本
　森本・江頭両教授は、いずれも過少資本を企業の自己資本の水準の問
題であると認めた。その上で両教授は、過少資本が適切な自己資本の具
備という会社法の根本原則に反するから、法人格否認の適用の一ファク

28 森本・前掲書５号７頁を参照。
29 会社法第36条は以下のとおり規定している。すなわち、「株主は、会社成立
以後、出資の払戻をうけてはならない」。ドイツ法上の包括的資本維持規定（ド
イツ株式法第57条、第62条など）と比べて、中国会社法第36条は、株主による
出資の払戻の禁止を宣言しただけで、その効果は規定していない。したがって、
会社債権者の利益を保護するには、体系的な資本維持規定が必要であるため、
会社法第36条のみでは期待できないであろう。
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ターとなると指摘した。これに対して近年、後藤元准教授は、従来の過
少資本による株主の責任という議論に期待された機能というアプローチ
から分析を展開し、いわゆる過少資本による株主の責任問題の実質が、
実は自己資本の水準ではなく、株主によるギャンブル的な事業を選択す
る（資産代替）インセンティブと不法行為のコストを外部化するインセ
ンティブであると指摘した30。
　そして、後藤は、日本法上の法律構成を試みた。すなわち、最高裁の
提示した主観的濫用論の要件（支配要件と目的要件）に照らして、いわ
ゆる過少資本による株主の責任という問題を、主観的濫用論の枠内に入
れることは適切であると指摘した。濫用の要件事実として、契約後に債
権者に再交渉の機会を与えることなしに行われた債権者に不利な積極的
なリスクプロファイルの変更、株主の不法行為発生への関与、発生が予
想される不法行為責任からの株主による軽視（judgment proofing）な
どが挙げられた31。言い換えればこのような事実が立証されれば、株主
に責任を課することができる。
　後藤の説に従って第３章の【判例１】を再度見よう。A会社は、B会
社と「建築物外壁洗浄契約」を締結した。この契約により、Aは、あ
るビルの建築物外壁の洗浄工事をBに請け負わせた。その後、Bは本
件工事をY2（個人）に下請けさせ、Y2はさらにそれをY1（個人）に下
請けさせた。
　Y1は Xを雇用して洗浄作業を行う途中、Xは五階の建物から転落し、
重大な人身事故となった。Xは、Y1が安全配慮義務を怠ったこと、Y2
が Y1に作業に必要な資格・設備が備わっていないことを知りながら工
事をY1に下請けさせたこと、BがY1に相応の資格と設備が備わってい
ないことを知りながら工事をY2に下請けさせたことを理由に、Y1、Y2
及び Bの株主Y3、Y4、Y5に対し、連帯して治療費・慰謝料など併せて
621,077元の賠償を支払うように請求した。
　原審は、Y1、Y2に対し連帯賠償責任を命じたが、Y3、Y4、Y5の連帯

30 後藤元『株主有限責任制度の弊害と過少資本による株主の責任』（商事法務、
2007年）107頁～ 108頁。
31 後藤・前掲書563頁。
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賠償責任について、社員の有限責任を理由に、Y3、Y4、Y5に清算によ
り配分された金額の範囲内において、Y1、Y2と連帯責任を負うと判断
した。
　Xは控訴。理由は、Y3、Y4、Y5が事故発生後、賠償責任を免れるた
めに、会社経営に異常がないにもかかわらず、会社の抹消登記を行った。
これは会社法人の独立地位と株主の有限責任を濫用して債務を逃れる行
為であるということである。これに対し、二審人民法院は、株主の有限
責任を強調した上で、Y3らの法人格濫用行為に対して、Xが何ら証拠
を提供できなかったことを理由に、控訴を棄却した。
　【判例１】は、Bの登録資本金が10万元であるのに対し、その従事す
る業種は高度的危険作業（建築物外壁洗浄）である。Bが安全配慮義務
違反により被害者Aに対して80万元以上の連帯債務を負っている。A
は、一審の中でBが僅少の資本で高度的危険作業を従事すること自体
が法人格の濫用に当たると主張したが、人民法院は、Aのこの主張に
対し応じなかった。Xは、Y3らが賠償責任を免れるために会社を解散
したと控訴した。ところで、控訴理由には、争点の絞り方に問題がある
のではないか。
　すなわち、Bには、10万元の登録資本金で会社を設立こと自体は問題
がない32。むしろ、少額であるが、社会的に需要がある業種の会社を設
立することは、有限責任制度の積極的な役割であろう。Y3らが Bを解
散すること自体にも、株主が会社を解散する自由があるから、その点か
らY3らを非難することは困難であろう。
　本件の実質的問題は、Y3らが僅少の資本で高度的危険作業を従事す
ることに対し、発生が予想される人身傷害などに対する賠償責任を回避
しようとしたことの存否であろう。すなわち、Y3らは、建築物外壁洗
浄という高度的危険な事業を選択することについて、その事業実施の際
に必要な損害防止措置（例えば、下請相手方の必要な資格・設備の有無

32 中国においては、有限会社の最低資本金が３万元である。中国会社法第26
条第２項は以下のとおり規定している。すなわち、「有限会社の登録資本の最
低限度額は、３万元人民元とする。法律、行政法規に有限会社の登録資本の最
低限度額についてより高い規定がある場合は、その規定に従う」。
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の確認、自ら下請事業実施への監督など）や付保などをしなかったため、
Xに対して責任を負うべきであろう。言い換えればY3らの当該行為は、
不法行為コストの外部化という株主のインセンティブのゆがみにあるで
あろう。
　解釈論として、会社法第20条第３項の文言に照らして、Y3らの上述
行為がXに立証されれば、有限責任の濫用に該当することになり、X
に対して賠償責任を負うことが可能であろう。ただし、本件ではXか
ら主張しなかったため、ここで問題を提起するにとどまる。
　中国会社法（2006年施行）改正の一つの目的は、起業の促進である。
この目的の条文上の表現の一つとして、会社登録資本金額の緩和の規定
である。すなわち、有限会社は最低資本金が３万元（会社法第26条第２
項）であり、一人会社のそれは10万元（会社法第59条第１項）である。
僅少な資本金で会社を設立し、リスクの高い事業を選択する場合は、いっ
たん事業が失敗したら会社債権者に損害をもたらす。逆に不幸に事業が
失敗して株主個人に会社債権者に対して賠償責任を課させるなら、有限
責任制度の基礎を揺らすことになる。
　そこで、有限責任が一般的に認められている今日には、株主の有限責
任を認めることを前提にしながら、例外に株主の責任を認めることが適
切であろう。この意味で厳格な要件をもって株主に責任を課さなければ
ならない。いわゆる過少資本による株主の責任という命題は、現在の中
国の判例のなかに未だ現れていない。しかし、経済状況の発展に従って、
今後、過少資本会社の設立による債権者保護の問題は一層重要になるで
あろう。

第７章　結章

第１節　本稿の結論

　中国会社法第20条第３項は、法人格否認の法理を規定した条文である
と言われている。ところで、同条は独特の性格を有する。すなわち、会
社法第20条第３項の文言からみれば、同条は濫用型の法人格否認の法理
であるといえる。さらに、条文に照らして株主による法人格濫用の目的
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が必要ではないかに見える。実際の裁判例もその大部分が株主による濫
用の目的が必要であることを示している。

一　形骸化の位置づけ
　私は、中国会社法第20条第３項が法人格否認の法理を条文上規定した
以上、同法理を認めた上でできるだけその要件の明確化を求めることが
適切であると考える。この立場に立つ限り、本稿の主たる目的としては、
中国における法人格否認法理の要件の明確化を試みることである。とこ
ろで、中国の同法理の要件に関する判例・学説とも、形骸化の会社法第
20条第３項の枠内における位置づけにつき認識が未熟であるかに見え
る。そこで、法人格否認法理の要件を明確化するために、その作業の一
つとして、「形骸化」という言葉を適切に理解することであろう。
　形骸化とは、会社とその社員との間に財産、業務など外観上区別しに
くい状況を指すであると理解する。だから、形骸化の場合、会社の背後
にある社員が取引上の債務を免れる等の目的の存在は不要である。中国
の判例考察によれば、中国会社法第20条第３項を適用するには、株主に
よる有限責任の濫用目的が必要である。したがって、濫用の目的を含ま
ない形骸化は、理論上濫用目的を必要とする中国会社法第20条第３項の
枠内に入れてはならない。そこで、会社法第20条第３項の適用を無制限
に拡大することを防ぐために、「形骸化」という概念自体を同条の適用
から排除することは、解釈論上の帰結であろう。
　形骸化（主に財産混同）事例を見れば、その事案の実質は次のとおり
である。すなわち、①株主による会社財産の流用、②契約相手方の確認、
③契約相手方からの不当利得返還請求であるといえよう。第６章考察の
とおり、これらの①～③の事例は、一般私法の法理によって解決が可能
である。したがって、形骸化事例は、その事案の実質に照らして一般私
法の法理に委ねられるため、会社法第20条第３項の適用にないであろう。

二　濫用要件の解明
　第３章で考察したとおり、法人格濫用の目的は、主に①債権者詐害、
②株主による会社資金の流用・子会社又は姉妹会社への移転、③株主に
よる法の義務不履行、④会社法の強行規定違反がある。
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　しかし、第３章第２節以下で考察したとおり、②株主による会社資金
の流用・子会社又は姉妹会社への移転事例、③株主による法の義務不履
行事例、④会社法の強行規定違反事例については、株主の当該行為から
は、必ずしも債務を逃れる目的を含まれていないといえる。人民法院は、
株主による有限責任濫用の目的を要求したとしても、その濫用目的の内
容は容易に把握することができない。
　したがって、株主による有限責任濫用の目的は多種多様なので、その
濫用目的を列挙することは不可能である。他方、人民法院は濫用の目的
を認定しようとしても、株主の当該行為は必ずしも債務逃れの目的の存
在を導くことができない。結局、濫用の目的自体は容易に把握するもの
ではないので、濫用の目的から会社法第20条第３項の内容を解明するこ
とは無理である。そこで、いかなる事実があれば濫用の目的が認定でき
るかについて、法人格否認の法理に対して更なる考察が必要であろう。

三　中国における法人格否認の法理の構築の試み
　中国の場合、今まで会社法第20条第３項の適用事例は、取引法の範疇
に属するから、これらの事例を一般私法の法理によって解決できないか
と考える。
　まず、事案の事実認定などを通して妥当な解決ができる場合、事実認
定の段階にとどまり、法人格否認の法理の適用を必要としない。また、
契約自体の解釈即ち、契約相手方の確定とか、契約目的の解釈などを通
して、事案を妥当に解決できれば、法人格否認の適用を必要としない。
　次に、法規範自体の解釈を通して妥当な解決ができる場合、当該法規
範解釈の範疇に委ねて、法人格否認の法理の適用を必要としない。具体
的にいえば、株主が合法な清算を経ずに会社登録を抹消する場合、問題
の実質は、会社法第184条、第190条第３項及び会社法司法解釈（2）第
11条、第19条、第20条第１項の解釈問題である。株主による清算義務の
不履行の場合、問題の実質は、会社法第190条第３項及び会社法司法解
釈（2）第18条の解釈である。株主による会社法強行法規違反の場合、
会社法第36条、第28条と第31条を解釈すれば足りる。個人名義口座開設
禁止違反の場合、会社法第172条第２項の趣旨に従って解釈すれば妥当
な結論が得られるであろう。
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　最後に、法人格否認の相当の部分を占める債権者詐害、株主による会
社資金の流用・占用事例について、会社債権者の利益を保護するために、
中国契約法第74条は、これらの事案を解決することが可能である。株主
による出資の仮装払込事例については、中国契約法第73条をもって会社
債権者の利益を保護することが可能である。
　結論を言えば、今まで中国で法人格否認の法理を適用した事例は、一
般私法の法理による解決が可能であるといえよう。
　結局、会社法の基本秩序原則と関係する領域で、法人格否認の法理の
適用範囲に残されるものは、財産混同、会社搾取と過少資本である。財
産混同はすでに論及したので、ここで会社搾取と過少資本について一言
を付する。すなわち、ここでいう「会社搾取」とは、社員（親会社）は
会社に対する支配力を利用して、不平等な条件で会社と取引することに
よって、会社から多額の利益を取得し、会社財産を減少させる場合を指
すものである。会社債権者はその債権を会社から満足を得ないとき、会
社の株主が会社を搾取するような行為がある場合、会社法第20条第３項
を援用して当該株主に責任を追及することができるであろう。
　アメリカの判例では、過少資本による内部債権の劣後・株主に対する
直接請求という形をもって過少資本の問題を対応している33。日本では、
近時、過少資本を自己資本の水準ではなく、株主のインセンティブの歪
みというアプローチから過少資本を理解した説がある34。では、中国法
において過少資本会社の株主に責任を課するには、会社法第20条第３項
の枠内で、どのような形をとるかが、今後、法人格否認の法理を研究す
る際の重要な課題であろう。
　結論として、中国における会社法第20条第３項の適用には、会社搾取
と過少資本に限定すべきであろう。

第２節　残された課題

33 江頭・前掲書294頁以下。
34 後藤元『株主有限責任制度の弊害と過少資本による株主の責任』（商事法務、
2007年）107頁～ 108頁。
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　本稿は、主に現在における中国法人格否認の法理につき、その裁判実
務上の運用という観点から同法理を考察した。考察した範囲は、現在ま
で中国法上に現れてきた法人格否認の法理の要件、当法理の理論上の構
築という二つの問題に限定する。この意味で、本稿は、法人格否認の法
理の一部のみを考察したと認めざるを得ない。
　日本法上で議論されている会社搾取・過少資本による株主の責任、執
行力の拡張の可否などといった問題は、現在の中国法には未だ現れてい
ないため、考察の対象としなかった。これから、上述問題を含めて中国
における法人格否認の法理の理論的構築を目指して研究を続けたい。
　会社が債務超過に陥って解散あるいは解散に臨むとき、株主は債務を
逃れるために、会社の財産を自己又は他の子会社に移転することによっ
て、会社債権者を害する場合は、中国における公表した裁判例の中に現
れていないが、実際に多く発生するであろうと考えられる。この場合、
第６章に述べた民法上の詐害譲渡規整（中国契約法第74条）の他、倒産
法上の否認権35も視野に入れる必要がある。倒産法上の否認権に関する
考察は、後日に譲る。

35 中国倒産法第31条は以下のとおり規定する。すなわち、「人民法院が破産申
立てを受理する一年前に債務者の財産に関わる以下の行為について、管理人は
人民法院に取り消すことを申し立てることができる。（一）無償で財産を譲渡
す場合、（二）著しく不合理な価格で取引をする場合、（三）担保に附していな
い財産に担保を付ける場合、（四）期限未到来の債務を前もって弁済する場合、
（五）債権を放棄する場合」。
倒産法第33条は以下のとおり規定する。すなわち、「債務者の財産に関わる以
下の行為は無効とする。（一）債務を逃れるために財産を隠匿・移転する場合、
（二）債務を偽造する又は不実の債務を認める場合」。
倒産法第36条は以下のとおり規定する。すなわち、「債務者の取締役、監査役
及び高級管理職が職権を利用して企業から得た非正常収入と占有した企業財産
に対し、管理人は取り戻さなければならない」。
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無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の

所有者の追認の効果

　最高裁判決平成23年10月18日（民集65巻７号2899頁、裁時1542号１頁、判タ

1360号93頁、判時2134号58頁、金法1944号120頁）

【事実】

　訴外 A（山岸製作所）は、茸の生産・販売を業とする有限会社だったが、

平成８年頃から経営が悪化していた。そこで、A の代表取締役 B（山岸敏夫）

の妻（山岸みゆき）の実弟である C（星野寛三）が、その妻や息子に依頼して

B 等 A の関係者に資金を貸し付けるなどしていた。さらに、平成12年頃から

平成９年に設立された有限会社セレクト（代表取締役 B）が A の経営を引き

継ぐこととし、C がその経営に関与するようになった。

　X（原告）は平成13年６月１日に設立され、C の妻の実妹 D が代表取締役で

あり、茸の生産および加工販売を業とする特例有限会社であるが、B の所有す

る A の茸栽培工場を B から賃借して、茸の栽培・販売を始め、平成14年以降は、

同工場で生産される茸を X が出荷し、B および B の妻などは、同工場で稼働

して X から労務費の支払いを受けるようになっていた。

　ところが、平成15年８月12日、A 所有の動産の売買契約および同工場の賃

貸借契約の解除等をめぐる紛争から、B および B の妻等は、実力で C や X の

従業員等の同工場への立ち入りを排除し、X の申立てによる仮処分の決定で同

工場の明け渡しの執行がされた同年９月17日までの間、同工場を占有していた。

　Y（被告）は、農業協同組合であるが、生産者から委託を受け、生産者から

民　事　判　例　研　究

藤　原　正　則

判 例 研 究
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生産物を預かって市場等に出荷し、手数料等の販売経費を取得していた。A

は B 等が工場を占有していた平成15年８月12日から同年９月17日までの間、Y

に対し、販売代金205万9199円で X 所有のブナシメジ（以下、本件茸）を出荷し、

Y に本件茸を引き渡した。本件茸の販売代金は、遅くとも平成15年10月末日ま

でには支払期限が到来していた。

　他方で、X は Y に対し平成15年８月15日到達の書面で、本件茸は X の所有

だから、A に対して代金の支払いをしないよう通知した。

　その後、X と A および B 等の間の B 所有の工場の賃貸借契約の解除をめぐ

る紛争に関する訴訟は、概ね X が勝訴し、控訴審判決（東京高等裁判所平成

18年（ネ）第3423号事件）が確定した。

　X は、平成19年８月27日到達の書面で、Y に対して、A による本件茸の売

買を追認する旨の通知を行った。Y は、これに対する平成19年９月10日付けの

回答書で、本件茸の売買代金の支払いを拒絶し、現在まで支払っていない。

　そこで、X は Y に対して本件茸の販売代金205万9199円、および、平成15年

11月１日から支払い済みまで年６部の割合による金員の支払いを請求した。

　これに対して、Y は、第１審（東京地方裁判所）の第１回弁論準備期日（平

成20年２月19日）に、本件茸の販売代金支払債務と A に対する平成13年９月

末日から平成14年５月末日を支払期限とする茸生産資材等の代金211万2670円

の請求権を対等額で相殺する旨の意思表示をした。

　そこで、X は、主位的には、XAY の三者間で本件茸の販売委託を目的とす

る XY 間の販売委託契約が成立したとして、受託者 Y に販売代金の支払い（主

位的請求）を、予備的には、本件茸の所有権につき XA 間で争いがあり、し

かも、A が倒産状態で債権回収が困難であることを知りながら、A との間で

販売委託契約を締結して、A に対する債権と本件茸の販売代金を相殺すると

いう Y の不法行為によって本件茸の販売代金相当額の損害を被ったとして不

法行為による損害賠償を請求した（第１次予備的請求）。

　その結果、第１審での主な争点は、（１）AYX の三者間に、Y が本件茸の

販売委託を受託し、本件茸の所有者 X を委託者として、本件茸の販売代金を

支払うという合意が成立したか、および、（２）A に対する債権と本件茸の販

売代金を相殺したことによる Y の不法行為責任の有無だった。

　第１審判決（長野地判平成21・３・27民集65巻７号2906頁）は、（１）につき、

本件の経緯から XY 間の販売委託に関する合意が成立したとはいえないと判
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断した。（２）についても、Y が A との間で販売委託契約を締結して販売代金

支払債務を受動債権として相殺して債権の回収を図ることは不法行為とはいえ

ないとして、X の請求を棄却した。そこで、X が控訴して、予備的請求を追加

し、X は Y に対して平成15年８月15日に本件茸は X の所有物だから代金を A

に支払わないよう通知する方法で、AY 間の販売委託契約を追認し、さらに、

平成19年８月27日にも追認したから、X は Y に対する販売代金債権を取得し

たと主張した（第２次予備的請求）。

　第２審（東京高判平成21・12・22民集65巻７号2914頁）は、X の主位的請求、

および、第１次予備的請求を棄却した。しかし、第２次予備的請求を容れて、

「他人の物を目的とする販売委託契約についての当該目的物の所有者による追

認は、権原のない者が無権限で他人の所有物を目的として締結した販売委託契

約について、民法116条の類推適用により、契約締結の時に遡って、権原を有

する者がその権原に基づいて販売委託契約を締結したのと同様の効果を生じさ

せるものと解すべきである（最高裁判所昭和34年（オ）第504号同37年８月10日

第二小法廷判決・民集16巻８号1700頁）。」と判示した。

　さらに、「このように解しても、Y は、A との間で本件茸の販売委託契約を

締結した当時、A を本件茸の所有者として上記販売委託契約を締結したもの

にすぎず、A でなければ上記販売委託契約を締結しなかったという事情も認

められないから・・・、必ずしも Y の意思に反することにはならない。」

　だから、「X 主張の平成19年８月27日の追認によって、A と Y との間の本件

茸の販売委託契約は、遡及的に、X と Y との間の本件茸の販売委託契約とし

て有効となるから、X は、Y に対し、本件茸の委託者として、本件茸の販売代

金債権を取得することとなる。」

　その結果、「平成20年２月19日にした A に対する Y の相殺は、受働債権で

ある A の Y に対する本件茸の販売代金債権が存在しないから、その効力を生

じるに由なきものといわざるを得ない。」として、X の請求を認容した。

　そこで、Y が上告受理申立した。上告理由は、他人物の売買の追認を許した

判例（最判昭和37・８・10民集16巻８号1700頁）は、追認の結果として所有権

の移転という物権的効果が発生することを認めたに止まる。権利者が契約の当

事者となるという債権的効果を認めたものではない。無権代理の追認とは異な

り、他人物売買の追認で債権的効果が発生すると、第三者は契約相手方が異な

ることになり、経済取引に混乱を招く。例えば、受任者が販売委託契約を締結
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したのに、委任者（権利者）が追認して売買契約の効果を帰属させては、経済

取引が成り立たない、などである。他方、X は主位的請求、第１次予備的請求

のいずれについても、敗訴部分に関して上告受理申立をしなかった。

【判旨】

　破棄自判。

　「無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に、当該物の

所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させ

る趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引

渡請求権を取得すると解することはできない。なぜならば、この場合において

も、販売委託契約は、無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり、

当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても､ 同契約に基づく契約当

事者の地位が所有者に移転し、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに

至ると解するならば、上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張す

ることができなくなるなど、受託者に不測の不利益を与えることになり、相当

ではない。」として、Y の上告を認めて、X の請求を棄却した。

【検討】

　１．本件では、無権利者 A が第三者 Y と X 所有の茸の販売委託契約を締結

し、その後に、X が AY 間の委託販売契約を追認して、Y に対して委託販売

代金の引渡を請求している。これに対して、本判決は、無権利者 A を委託者

とする AY 間の販売委託契約を、所有者 X が、自分と受託者 Y との間に販売

委託契約の効果を帰属させる目的で追認しても、所有者 X は同契約に基づく

A の Y に対する販売代金の引渡請求権を取得することはないと判示した。

　他方で、控訴審は、X の Y に対する委託販売代金の請求（第２次予備的請求）

を認容して、X が AY 間の販売委託契約を追認した時から A の Y に対する販

売代金債権は X に帰属し、追認は AY 間の契約締結時に遡及して効力を有す

るから（民116条）、その後に Y は A に対する反対債権で相殺できないと判示

して X を勝訴させていた。しかし、それ以外の X の主位的請求、第１次予備

的請求を棄却しているが、これに対しては X は上訴しなかった。その結果、

本判決は、無権利者が第三者と締結した販売委託契約を権利者が追認して、販

売委託契約の効果を自分に帰属させることが可能かについてだけ判示してい
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る。だから、無権利者が自己の名前で行為したときに、権利者は無権利者が第

三者と締結した契約を追認して、その契約を自己に効果帰属させることはでき

ないというのが、本判決の先例としての意味である。つまり、中間者 A の行

為が本人 X に効果帰属する前提は、A が本人（X）の名前で行為することで

あり、A が自分の名前で行為したときは、相手方 Y との A の法律行為の効果

は A に帰属するという法律行為の効果帰属に関する顕名原則、ないしは、代

理の顕名原則（民99条）を確認した判決だといえる。その意味では、本判決は、

いわば当然の事理を確認した判決だともいえる。

　２．ところが、よく見ると、本判決の趣旨は必ずしも判然としない。という

のは、本件では、所有者 X が、無権利者 A と Y の間に締結された「販売委託

契約」を追認している。これに対して、原審は、「他人の物を目的とする販売

委託契約について当該目的物の所有者による追認は、権原のない者が無権限で

他人の所有物を目的として締結した販売委託契約について、民法116条の類推

適用により、契約締結の時に遡って、権原を有する者がその権原に基づいて販

売委託契約を締結したのと同様の効果を生じさせる」と判示し、無権利者の処

分の追認を認めた最高裁判例（最判昭和37・８・10民集16巻８号1700頁）を引

用している。そうすると、原審が、権利者 X が無権利者 A の茸の処分を追認

すれば、処分の相手方 Y との間の契約関係も X に帰属すると判示していると

いうのは、十分に考えうる理解であろう。そこで、Y が上告受理申立して、昭

和37年判決は、権利者 X による無権利者 A の他人物売買（処分）の追認により、

権利者 X から相手方 Y への所有権移転という物権的効果を帰結させるに止ま

り、無権利者 A の「他人物売買」の契約相手方 Y との間の契約関係が、権利

者 X に帰属するという債権的効果は発生させないと主張している。さらに、

その際に、他人物売買を追認しても、売買は被追認者 A の名前で締結されて

いるから、追認者 X は被追認者 A の契約上の地位を取得しないとも主張して

いる。そして、これに答えたのが、本判決である。ところが、本判決は、権利

者 X が無権利者 A の処分を追認したとはいっておらず、昭和37年最判にも言

及していない。本判決は、無権利者 A を委託者とする販売委託契約を権利者

X が追認しても、X が販売委託契約による受託者 Y に対する販売代金の引渡

請求権を取得することはないとだけ判示している。そうすると、X が追認した

のは、原審ないしは上告受理申立の考え方では、A の処分行為（他人物売買）
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だが、最高裁では、AY 間の「販売委託契約」であり、A の処分行為ではない。

だから、最高裁は、権利者の無権利者の処分の追認が遡及効を発生させるか否

かにも言及していない。

　他方で、本判決は、判例評釈などにも見られるように、X が AY 間の販売

委託契約を追認したことで、X に Y に対する販売代金債権が帰属するのか、

ないしは、無権利者の「処分行為」を権利者が追認したときに、物権的効果の

みならず債権的効果も発生するのかという観点から論じられている（1）。その理

由は、先述したように、原審が、権利者による無権利者の処分の追認を認めた

昭和37年最判を引用し、その効果が上告受理申立で争われたこと、および、学

説では、授権（Ermächtigung）という法形式が承認されており、無権利者の

処分の権利者による追認（Genehmigung）で、無権利者の処分に欠缺してい

た処分授権（Verfügungsermächtigung）が追完（Heilung）されて無権利者の

処分は有効となる（2）と説かれているからであろう。しかし、本件では、茸の処

分をしたのは、同じく無権利者だが A の契約相手方 Y であって、中間者 A で

はない。中間者 A は、契約相手方 Y に茸を処分したのではなく、処分行為は

委託（委任）しているが、A が茸の処分をしたわけではない。仮に、A が茸

を Y に売却していれば、A は Y と他人物の売買契約を締結し、茸の所有権も

処分している。その場合には、X が A の処分行為を追認することは可能で、

X が A の Y に対する売買代金を請求できるのかを問題にする余地はある。し

かし、A が Y と締結した委託販売契約は、A が Y に処分を委託（委任）する

契約であっても、A は茸を処分していない（3）。茸の所有権が移転するのは、AY

（1） 松尾宏「判批」法セミ688号132頁、中村肇「判批」金商1388号８頁以下、宗
宮英俊他「判批」NBL975号93頁以下、岩藤美智子「判批」『平成23年度重判（ジュ
リ1440号）』78頁以下、河津博史「判批」銀行法務743号58頁。

（2） 例えば、田島順「非権利者の処分と其追完」法学論叢32巻２号431頁以下、
於保不二雄「追完（Konvalenszenz）について」）『財産管理論序説』（有信堂・
1995年〔復刻版〕）243頁以下（初出・法学論叢33巻１号）、四宮一夫『民法総則（第
３版）』（弘文堂・1982年）236頁以下、伊藤進『代理法理の探求』（日本評論社・
2012年）54頁以下など。民法（債権法）改正委員会編『債権法改正の基本方針Ⅰ』

（商事法務・2009年）324頁以下も参照。
（3） 委託販売契約に関しては、大塚龍児「委託販売契約」遠藤浩・林良平・水元
浩編『現代契約法体系（第４巻）』（有斐閣・1985年）１頁以下を参照。
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間の販売委託契約ではなく、Y の売買契約の相手方 D への Y の茸の処分によ

るからである。X が処分行為を追認するなら、それは A の行為ではなく、Y

の処分行為であろう。処分行為（Verfügungsgeschäft）とは直接に権利変動を

もたらす行為であり、義務を負担する債務負担行為（Verpflichtungsgeschäft）

ではないからである（4）。

　確かに、A は Y に対して茸の処分を委任しているから、A は Y に処分権も

授与しており、X が AY 間の販売委託を追認すれば、Y の処分も追認してい

ると考えることもできる。X が Y の処分を追認すれば、X から D に茸の所有

権は移転するが、AY 間の契約関係が X に移転することにはならない。これは、

例えば、X が茸を寄託していた A が Y に茸の販売を委託し、Y が D に処分し

て、D が善意取得（民192条）したケースと変わらない。この場合でも、茸の

所有権は、Y の処分行為により X から D に移転しているが、X の A、Y に対

する不法行為による損害賠償、又は、不当利得の返還請求が問題になるだけで

ある。X が Y に販売代金の請求権を取得するには、AY 間の契約関係（原因

関係）が X に効果帰属する必要がある。しかし、所有権の移転と、原因関係

の効果帰属は全く別の問題である。仮に、本件とは違って、X が A に茸の処

分を委託していたとしても、A は自分の名前で行為しているから、AY 間の販

売委託契約は AY 間に効果帰属している。AY 間の契約関係が XY 間に効果帰

属する前提は、A による Y との契約の締結が、X に他人効を及ぼすものでな

ければならない。その前提は、A が本人 Y の名前を顕名して行為するか（民

99条１項）、又は、非顕名代理を認める必要がある。だから、本件で、X が

AY 間の販売委託契約を追認したというのは、無権限の処分行為の追認ではな

く、比喩的な表現だが A の非顕名の無権代理の追認であろう。

　さらに、X の Y に対する茸の販売代金の請求は、本来は自己に帰属する茸

の所有権の価値の追及が目的であろう。だから、本件は、X の所有権の保護の

あり方という視角からも検討される必要があると考える。そこで、本稿では、

判例研究の範囲を逸脱しているが、本件の内包する問題を以下の順序で取り上

（4） 例えば、我妻栄『民法総則（新訂版）』（岩波書店・1965年）246頁、前掲注
（２）四宮156頁、幾代通『民法総則（第２版）』（青林書院・1984年）198頁など。
ディーター・ライポルト（円谷峻訳）『ドイツ民法総論』（成文堂・2008年）346頁、
Deiter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 8.Aufl., Müller, 2002, S.89f. も参照。
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げる。第１に、X は Y の処分の相手方 D に対して返還請求により茸を追及す

る余地があった。その際の、X の返還請求の実現の困難さを、まず確認する

（３．）。第２に、上述したように、本件での X の AY 間の販売委託契約の追認

は、いわば非顕名の無権代理の追認に類する行為である。そこで、仮に、A

による X の非顕名代理が成立した場合でも、X の A の契約相手方 Y に対する

請求が認められるか、ないしは、Y の相殺の抗弁が可能かを見る。ただし、そ

の際に、非顕名代理を一般的に承認する英米法に関するドイツでの研究、及び、

その評価を参照する。直接に英米法を参照しないのは、筆者が英米法を検討す

る能力に欠けること、および、わが国と同じく代理の顕名を原則とするドイツ

法の視角から非顕名代理を検討することが、わが国での問題の考察には好都合

だと考えるからである（４．）。第３に、わが国で無権利者の処分の追認に関す

る判例・学説を確認する（５．）。第４に、無権利者の処分の追認に関するドイ

ツ法の状況を概観する。その理由は、無権利者の処分の追認が可能だというわ

が国の学説はドイツ法に由来するが、そこでの問題状況を見ておくことは、わ

が国での問題を考える上で参考になると考えるからである（６．）。結論を先取

するなら、ドイツ法では、本件で、X は中間処分者 Y の処分行為を追認した

上で、Y に対して不当利得の返還を請求することができると解されており、そ

のような形式での所有権の保護も可能だと考えられている。そこで、最後に、

わが国でも同様の請求が可能かを検討し、本判決との関係を考えることとした

い（７．）。

　３．本件で、Y は A から茸（ブナシメジ）の販売委託をされ、茸を売却し

て D（D1、D2、D3・・・Dn）から代金を取得している。本件では茸は占有

離脱物だから、民192条ではなく民193条が適用される。だから、占有離脱から

２年間は、X は D から茸の回復が可能だったはずである。ところが、本件の

茸は代替物であり、しかも、恐らく Y は A 以外からも同種の茸（ブナシメジ）

の販売委託を受けている可能性もある。さらに、Y の茸の販売先 D は複数だ

ろうから、X が自己所有の茸の販売先を特定し、D（D1、D2、D3・・・Dn）

を発見するのは容易ではない、又は、不可能であろう。したがって、X が「回

復請求権」（民193条）を行使すること自体が、極めて困難である。さらに、Y

は農業協同組合だから商人ではないが、生産者から生産物を預かって市場など

に出荷するという委託販売を行っており、「公の市場」に当たる可能性もある
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から、民194条が適用されれば、D を発見できたときも、（通常は、善意・無過

失の）D から代価弁償の請求を受けることになる。その際に、Y が占有離脱物

と知って買い受けたときは、安価に売り急ぐ可能性もあるが、代替物で劣化し

やすいブナシメジで、しかも、A から販売委託を受けたと考えている Y は、

ブナシメジを即座に時価で売却しているだろう。だから、X が D を発見でき

たとしても、代価弁償とブナシメジの時価はほとんど等しいから、茸の回復は

意味を持たない。しかも、茸は消費物だから、恐らく、D、又は、D からの転

得者 E によって消費されているであろう。その場合には、民194条の回復請求

は物の現存を前提とするとして、回復請求だけでなく、物の客観的価格と代価

弁償の差額を請求した被害者の不当利得返還請求権を退けた最高裁判例（最判

昭和26年11月27日民集５巻13号775頁）が存在する。だから、本件の事案では、

Y からの転得者 D に対する回復請求（原物返還）、又は、それに代わる不当利

得返還請求による X の所有権の保護はほとんど実質的な意味を持たない。

　さらに、X は、A に対しては、茸の所有権侵害を根拠とする不法行為によ

る損害賠償、又は、不当利得返還請求が考えられるが、A は無資力であり、

無意味である。だから、まずは考えられるのが、Y の所有権侵害を根拠とする、

X の Y に対する不法行為による損害賠償請求、又は、不当利得返還請求であ

ろう。ところが、X は前者を主張していない。A から販売委託を受けて茸を

売却したときは、Y は善意・無過失だったからであろう。恐らく、その結果が、

A の無資力を知りながら、販売委託契約を締結して、A の Y に対する販売代

金請求権と Y の A に対する債権を相殺するのは不法行為に当たるという、１

審、原審でも退けられた X の主張（第１次予備的請求）である。

　だから、現実には、X は主張していないが、Y に対する不当利得返還請求が

残されているだけである。そうすると、X の所有物（茸）の直接の侵害者 A

ではない中間処分者 Y、しかも、善意・無過失の Y に対する不当利得返還請

求の成否が問題になる。確かに、Y が茸を原物で占有していれば、X は Y に

対して回復請求権を行使することが可能である（民193条）。だから、X の茸の

所有権の代償である不当利得返還請求は、民193条の回復請求権と変わらない

と考えるなら、X の請求は可能であろう。しかし、そこで問題になるのが、上

記の昭和26年最判である。というのは、同判決は民193条ではなく民194条に関

するものだが、学説では、この判例の結論を支持して、民194条のみならず、

民193条の回復請求の前提は物の現存であり、原物返還が不能の場合は、回復
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請求権を行使できないとし、回復請求後に物が滅失・損傷したときは、損害賠

償が問題になるが、請求以前の滅失・損傷では回復請求に代わる損害賠償も問

題にならないと説くものがある（5）。つまり、このような学説によれば、原物返

還が不能なら、Y が転売したときも、X は Y に対して不当利得返還請求もで

きない可能性がある。したがって、この X の Y に対する不当利得返還請求の

是非は、後に X が Y の処分行為を追認して、Y に対して不当利得返還請求で

きるかという問題と併せて検討することとしたい。いずれにせよ、本件の事情

では、所有権侵害を理由とする、X の Y に対する損害賠償請求は相当に困難

であろう。

　４．だから、その結果が、X の AY 間の販売委託契約を追認して、Y に販

売代金の引渡を請求するという X の主張であろう。そうすると、まずは、A

が自分の名前で締結した AY 間の販売委託契約の X への効果帰属の可能性が

問題になる。しかし、A の法律行為を他人 X に効果帰属させる前提は、A が

他人 X の名前で行為することであり（民99条１項）、顕名がなければ行為者 A

に効果帰属するはずである（民100条本文）。ただし、英米法では、顕名代理

（disclosed agency）とともに非顕名代理（undisclosed agency）が承認されて

おり、顕名と非顕名の代理の間に決定的な差異は存在しないとされている（6）。

英米法の非顕名代理を大陸法の立場から検討したミュラー・フライエンフェル

ス（Müller-Freienfels）は、以下のように非顕名代理を紹介している。英米法

でも、特に、そこでの「契約の相対性（privity of contarct）」が厳格に適用さ

れていることなどに鑑みれば、非顕名代理は「異常（Anomalie）」であり、法

政策的に妥当だとは評価されていない。しかし、過去の判例は、非顕名代理を

（5） 舟橋諄一『物権法』（有斐閣・1960年）257頁、川島武宜・川井健編『新版注
釈民法（７）』［好美清光］（有斐閣・2007年）207頁。

（6） 英米法の代理法、非顕名代理の全体像に関しては、樋口範雄『アメリカ代理法』
（弘文堂・2002年）を参照。特に、本人のための代理制度という視点については、
13頁以下を参照。さらに、特に、本件との関係で、英米法上の非顕名代理に関
しては、大塚龍児「問屋の委託実行行為により生ずる法律関係の観点から見た
agency の法理」竹内昭夫『現代商法学の課題（下）』（有斐閣・1975年）1219頁
以下を参照。
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承認しており、現在ではその妥当性を論じても手遅れだと考えられている（7）。

さらに、その根拠は、法定の債権譲渡（cessio legis）、代位（subrogation）だ

などという説明もあるが、代理権の授与には約因は要求されないが、約因理論

と同じく、結局のところ終局的には対価的取引の帰属するのは、第三者と隠れ

た本人（undisclosed principal）の間だということに求められている（8）。もっと

も、非顕名の無権代理を本人が追認することはできない（9）から、本件では、英

米法のルールでも X による A の代理の追認は不可能であろう。しかし、本件

との関係で重要なのは、最初は背後に隠れていた本人が履行請求してきたとき

の、第三者（相手方）の保護のあり方である。これに関して、ミュラー・フラ

イエンフェルスは、非顕名代理を法定債権譲渡と構成するか、代理と構成する

かにかかわらず、中間者の名前で契約した第三者の保護は変わらないと説明し

ている。いずれにせよ、第三者は代理人に対して主張できることは、本人に対

しても主張できる、本人が明らかになる以前の代理人に対する弁済を本人に主

張でき、代理人に対して取得した債権で、本人からの請求に対して相殺できる

からである（10）。ツヴァイゲルト／ケッツ（Zweigert / Kötz）は、判例の具体例

を紹介している。原告は、隠れた代理によって取得した売買代金債権を請求し

て第三者を訴えた。ところが、第三者が隠れた代理人と売買契約を締結したの

は、もっぱら代理人に対する旧い債権と売買代金債権を相殺するためだった。

第三者の相殺の主張は認められて、本人の第三者に対する履行請求は退けられ

（7） Wolfram Müller-Freienfels, Die "Anomalie" der verdeckten Stellvertretung 
(undisclosed agency) des englischen Rechts, in Wolfram Müller-Freienfels, 
Stellvertretungsregelung in Einheit und Vielheit, Klostermann, 1982, S.131ff., 
131ff. ミュラー・フライエンフェルスは、間接代理での例外、例えば、本人か
らの相手方への直接請求、すなわち、顕名原則の例外を認めつつあるドイツ法、
大陸法と、英米法の非顕名代理の接近と相対化を説いている。

（8） 前掲注（７）Müller-Freienfels, aaO., S.138ff., S.169ff. 特に、S.196ff.
（9） 前掲注（７）Müller-Freienfels, aaO., 140. その他で、非顕名代理が認められ
ない例外が、捺印契約（gesiegelte Veträge）と有価証券である。前掲注（６）
樋口85頁が無権代理の追認の要件は、代理人による本人の名前の顕名であると
指摘していることも参照。

（10） 前掲注（７）Müller-Freienfels, aaO., 149ff., S.151. 前掲注（６）樋口182頁、
三林宏「アメリカ代理法」椿寿夫・伊藤進編『代理の研究』（日本評論社・2011年）
560頁以下、575頁も参照。
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たというケース（Greer v.Downs Supply Co. [1927] 2 K.B. 28）である。今ひと

つの判例（Said v. Butt [1920] 3 K.B. 497）の事案では、原告は演劇の初演に行

くつもりだったが、劇場の支配人は原告を快く思っておらず、原告にチケット

を売るつもりはなかった。そこで、原告は友人を通じてチケットを入手したが、

支配人は原告の入場を認めなかった。原告は、隠れた代理人を通じてチケット

を入手したと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。だから、第三者が自

分の知っている契約相手方にだけ給付義務を負うことに正当な利益を有すると

契約の解釈から明らかになるときは、隠れた本人の訴権は認められないという

ことになる（11）。

　このような英米法の非顕名代理を、ツヴァイゲルト／ケッツは、以下のよう

に評価している。すなわち、隠れた本人の訴権を英米法が承認しても、取引の

安全と矛盾しない。大陸法では、直接代理と間接代理の区別、つまり、顕名主

義を取引の安全によって正当化している。しかし、その利益状況は、ドイツ法

での債権譲渡に類似しているともいえる。ドイツ法では、債務者の協力なしに

債権者の交替を認めるが、この場合の債務者の保護の方法は、英米法で隠れた

本人の訴権に曝された第三者の保護と同じである。例えば、代理人と第三者の

契約関係の特別な性格から匿名の本人の訴権が排除される場合には、ドイツ法

でも原債権者以外への給付では債権の内容が変わってしまう場合、あるいは、

譲渡禁止の特約がある場合は、債権譲渡できないと規定するドイツ民法（BGB）

399条の規定によって、債権譲渡は妨げられる。英米法では、第三者が隠れた

代理人との契約関係から主張できる相殺又は抗弁によって本人の地位を制限す

るなら、ドイツ法では、債権譲渡で新債権者に対して譲渡前の旧債権者に対す

る相殺を抗弁でき（BGB406条）、旧債権者への給付、旧債権者との法律行為

の効力を、債務者は新債権者に主張可能であり（BGB407条１項）、旧債権者

と債務者の訴訟で債権譲渡に関する確定判決があったときは、新債権者にもそ

の効力を主張できる（BBG407条２項）という規定で、類似した結論に至って

いる。だから、直接代理と間接代理の区別は決して当然で必然的だというわけ

ではなく、英米法での隠れた本人が自分の計算で締結された契約に基づいて訴

えたいという利益と、第三者の契約相手方の同一性に対する信頼を保護する利

（11） Konrad Zweigert, Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3.Aufl., 
1996, S.435.
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益の衡量は、ドイツ法での債権譲渡と同様であるとしている（12）。

　そうすると、顕名原則は契約相手方の保護のための原則だと考えられ

る。しかし、カルステン・シュミット（Karsten Schmidt）は、顕名原則

（Offenkundigungsprinzip）の意義はそれに止まるものではなく、取引全体の

安定のためでもあると指摘している。つまり、例えば、法律行為により取得し

た物や債権を、債権者が差し押さえたいと考えたとき、それが誰に帰属してい

るのかが明らかでなければならない。その帰属が客観的に不明確であるときに、

それをはっきりさせるのは第一義的には法律行為の当事者の役割であり、事後

的に裁判所が解明するというのは、病的であり、顕名原則が法政策的にも理性

的であるとしている（13）。つまり、例えば、本件で、A の債権者 G が A の委託

販売契約による代金引渡請求権を差し押さえる際に、債権が帰属するのが、X

か A かは明確である必要があるということである。

　本件では、X は、A は X の名前で行為していないが、「相手方が、代理人が

本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは」（民100条ただし

書）「本人に対して直接に効力を生ずる」（99条１項）と主張したいところであ

ろう。しかし、X が Y に茸が自己の所有に帰属すると通知したのは、X が Y

に販売代金を支払わないよう警告していることからも、Y の処分の後だった。

（12） 前掲注（11）Zweigert, Kötz, aaO., S.435ff. ツヴァイゲルト・ケッツも、フ
ランス法での復委任者に対する委任者の直接訴権などを検討し、大陸法と英米
法の違いを相対化している。

（13） Karsten Schmidt, Offen Stellvertretung, JuS1987, S.725ff., 426. 以上のよう
顕名原則の妥当性を基礎づけた後に、カルステン・シュミットは、顕名原則
の例外、「関係人のためにする法律行為（Geschäft, für den, den es angeht）」、

「日常家事処理権（Schlusselgewalt）（BGB1357条）」、「物権的代位（Dingliche 
Surrogation）」を検討して、各々に位置づけを与えている。すなわち、関係人
のためにする法律行為－例えば、主婦ではなく家事補助者が商店から食料品を
現金で購入するケース－は、相手方が契約相手方に無関心なだけでなく、相手
方は誰かということを窺わせる手掛かりは存在するから、具体的な本人のアイ
デンティティーは明らかではないが、本人の存在は明らかにされている。日常
家事処理権は、代理の顕名原則の例外ではなく、法定の責任を認めた規定であ
る。物権的代位は、関係人のためにする法律行為の一種だというのである。以
上のカルステン・シュミットの狙いは、相手方のみならず、相手方の債権者も
含めた取引の安全と公示を重視することである。
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そこで、X は第１審から主位的請求として、XAY 間で XY 間の委託販売契約

が合意されたと主張したが、１審でも原審でも認められていない。その結果が、

AY 間の販売委託契約の追認という X の第２次予備的請求である。しかし、

上述のとおり、X による AY 間の販売宅契約の追認は非顕名の無権代理の追

認で不可能であり、仮に、可能だとしても、第三者 Y は A に対する反対債権が、

本人 X が明らかになる以前に取得したものであれば、本人 X からの履行請求

に対して相殺を主張できるのが妥当だということになる。だから、その意味で、

本判決の妥当性は、比較法的な視角からも裏書きされていることになる。

　とはいっても、Y が X の所有物を処分したのでなければ、X による AY 間

の販売委託契約の追認の可能性などは、そもそも考えられない。だから、本件

では、無権利の中間処分者 Y に対する所有者 A の所有権に基づく追及の可能

性が問われていることになる。そこで、原審は、Y にとっては、茸の販売委託

契約を締結するのが、X でも A でも無関係だから、AY 間の契約を XY 間に

効果帰属させても問題はないとし、Y の相殺の利益を顧慮しなかった。その理

由は、本件での X の Y に対する請求の目的は、本来は AY 間の契約の X への

効果帰属ではなく、X の所有権の保護だったからであろう。

　５．次に、わが国での無権利者の処分の権利者による追認に関する判例・学

説を、本件での問題との関係で確認することとしよう。ただし、これまでわが

国で権利者による追認の可否が主に論じられたのは、直接の侵害者、本件なら

A が権利者 X の物を処分したケースであり（14）、中間処分者、本件の Y の処分

ではない。中間処分者の処分の追認の可否に関しては、後（７．）に検討する

こととしたい。

　直接の侵害者が物を処分した場合に関しても、初期の学説は、無効な行為は

追認する余地はないと否定的に解していた（15）。しかし、現在の通説は、無権限

（14） 無権利者の処分の権利者による追認に関しては、服部篤美「非権利者の処
分行為と権利者による追認－判例理論の検討を中心にして」判タ551号142頁以
下。同論文には、事後の同意（追認）だけでなく、事前の同意、さらに、処分
行為だけでなく、債務負担行為（他人の不動産の賃貸借）も含めた非常に丁寧
な整理と分析がある。本稿も服部論文を参照し、同論文の検討に負うところが
多い。

（15） 例えば、近藤英吉『注釈 日本民法（総則編）』（巌松堂・1932年）448頁、
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処分を無権代理と同様に、効果帰属要件が欠缺している行為と位置づけ、権利

者の追認があれば有効になると考えている（16）。判例も、大審院が、無権代理行

為の追認も他人物の無権限処分の追認も利益状況に変わりはないとして、無権

限処分の追認を承認し（（ⅰ）大判昭和10年９月10日民集14巻19号1717頁）、こ

の大審院の判例を最高裁も確認し（本件の原審が引用する、（ⅱ）最判昭和

37・８・10民集16巻８号1700頁）、さらに、同趣旨の裁判例が幾つか存在する。

ただし、大審院の判例（ⅰ）は、権利者 X が、自己所有の山林の立木を無権

限で伐採した Y（Y1、Y2）に対して損害賠償を請求したが、X は山林の毛上

を無権利者 A が B に処分したのを承認（追認）していたから所有権を失って

おり、Y に対して損害賠償請求できないと判示したものである。さらに、最高

裁の判例（ⅱ）も、無権利者 A による抵当権の設定を権利者 X が追認したと

して、抵当権者 Y に対する抵当権の抹消請求を認めなかったケースである。

だから、これらの判例での権利者の追認は、無権利者の処分の相手方、又は、

第三者との関係で、権利放棄の効果を発生させる以上の意味は持っていないこ

とになる。

　裁判例でも、（ⅲ）大阪高判昭和37年４月23日判時302号17頁では、A が Y

のために土地を購入し Y の名前で登記したが、A は自己の土地として X に売

却した。その後、Y は A の処分を承認したが、後に態度を変えて所有権を争っ

た。判決は、（ⅰ）を引用して、X の Y に対する移転登記に必要な書類の交付

を求める請求を認容している。（ⅳ）大阪高判昭和40年10月28日判時437号38頁

では、動産を XY が外部的には X の単独所有、内部的には XY の共有としたが、

X が単独所有として A に売却した。そこで、Y が動産に仮処分を行い、A が

売買代金の半額を Y に支払った。そこで、X が、Y に対して、売買代金債権

の半額を失ったとして、不法行為による損害賠償、および、不当利得の返還を

鳩山秀夫『法律行為乃至時効』（厳松堂・1916年）386頁。さらに、岩田新「判批」
（（ⅰ）の大審院判決の判例評釈）志林38巻２号270頁以下（1936年）は、権利
者の追認を認めない場合の法律構成の検討として、極めて示唆に富むと考える。

（16） 例えば、前掲注（２）田島456頁以下、於保271頁以下、前掲注（２）四宮165頁。
於保不二雄編『注釈民法（４）』［奥田昌道］252頁以下も参照。さらに、島保「判
批」（（ⅰ）の大審院判例の評釈で、前掲注（15）の岩田新の評釈に対する反論）
志林38巻４号520頁以下は、無権限処分の追認を認める学説の骨子が良く整理
されていると考える。
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請求した事例である。判決は、Y が A から売買代金の半額を受領したことで、

Y の追認により処分は有効となったとして、（ⅰ）（ⅱ）を引用している。その

上で、持分の半分は Y に帰属しており、Y が代金の半額を受領しても不当利

得にはならないと判示している。（ⅴ）東京地判昭和44年４月24日判時567号40

頁では、A が X（X1、X2）所有の土地建物に第三者 Y のために抵当権を設定

したが、X が抵当権の設定を追認したとして、（ⅱ）を引用し、X の Y に対す

る抵当権の抹消請求が棄却されている。（ⅵ）札幌地判昭和47年11月29日判時

700号113頁では、X は Y の委託を受け、小豆の売買を行い、Y に対して差損

金と委託手数料を請求したが、その際に、X の社員 A が Y の名前を盗用して

小豆の売買を行ったとしても、Y は A の行為を追認したから、Y は A の行為

に荷担したと主張して、X が Y に対して損害賠償を請求した事例である。判

決は、Y による無権利者 A の売買の追認の余地を認めたが、Y の追認を認定

せず、X の請求を棄却している（（ⅰ）（ⅱ）の判例に言及せず、無効な行為の

追認には、116条、119条ただし書を類推すると判示している）。そうすると、

裁判例でも、無権限処分の相手方に対する請求が問題になったのは、（ⅲ）（ⅴ）

だが、そのいずれも権利者の請求を退けており、（ⅰ）（ⅱ）の判決と同じであ

る。（ⅳ）（ⅵ）では、無権限の処分者の相手方に対する請求は問題になってお

らず、しかも、（ⅵ）は、追認を認定しなかった事例である。

　他方で、（ⅶ）東京高判昭和41年４月６日判タ194号142頁では、無権利者 A

が家屋を Y に賃貸したが、A が死亡した後、B が家屋は X に相続されたと信

じて、X の代理人として Y から賃料を受領していた。これを発見した X は賃

貸借に関して異議を述べず、しかも、XB は Y に対して賃料を X に支払うよ

う告げた。その後、契約違反を理由に、X が賃貸借契約の解除を Y に通知し

ている。判決は、X が AY 間の賃貸借の締結を追認したとして、民法116条を

類推して、契約締結時から遡って X に対して効力を生じたと判示している。

（ⅷ）広島地判昭和52年５月30日判時883号74頁は、Y が X 所有の土地を Y 所

有の土地として A に賃貸した。そこで、X が Y の賃貸借契約の締結を追認し

て、Y に A に対する賃料債権が自己に帰属することの確認を求めた。判決は、

民法116条の類推で賃貸借締結時から X に対して効力を生じるとして、請求を

認容している。以上の裁判例も、（ⅶ）は、権利者 X の無権利者 A と取引し

た相手方 Y への建物の明渡請求に対して、X の AY 間の賃貸借の追認を認定

したものである。もちろん、その前提として、Y は X に賃料を支払っていた
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のだろうが、これは XY 間で新たに賃貸借契約が締結されたと考えても問題の

ないケースである。（ⅷ）は、権利者 X と無権利者 Y との間で、賃借人 A に

対する賃料債権の帰属を争ったケースで、Y との契約相手方 A に対する履行

請求ではない。ただし、特に、（ⅷ）では、判決は、「X は、Y による本件土地

の賃貸借行為を本件口頭弁論において Y に対して追認した。ところで、或る

物権につきなんらの権利を有しない者がこれを自己の権利に属するものとして

処分した場合において真実の権利者が後日これを追認したときは、無権代理行

為の追認に関する民法116条の類推適用により、処分の時に遡って真実の権利

者につき効力を生ずるものと解するのを相当とするから、本件の場合、X と Y

の間においては、Y が A に本件土地を賃貸した日に遡って X と右 A との間に

本件土地の賃貸借関係を生じ、X は右 A に対して右賃貸借関係から生じる賃

料債権を有するものというべきである」と判示している。もっとも、賃貸借契

約の締結は、直接の権利変動をもたらす行為ではないから、処分ではなく債務

負担行為である。だから、本件の原審も含めて（裁）判例は、処分行為と債務

負担行為を区別していないと考えられる（17）。しかし、処分行為の追認では、無

権利者の取引相手方に権利者の権利が移転するだけだが、債務負担行為の場合

は、契約の際に表示された契約相手方が交替することになり、顕名原則に反す

る。ただし、この問題は、後に（６．）ドイツ法での無権利者の処分行為の追

認を見る際に、検討することとしたい。

　無権利者の処分の追認が可能なことは、学説は一致して承認しているが、そ

の結果、無権利者と相手方の契約関係が権利者に移転するのかを論じるものは

多くはない。さらに、そのような学説も、これに対して否定的である。例えば、

米倉説は、非権利者の処分では、「その売買契約の当事者は終始（追認の有無

を問わず）、非権利者（売主）とその相手方（買主）なのであり、たとえば売

買代金債権を有するのは非権利者なのであって、追認をした権利者ではな

（17） 前掲注（14）服部155頁以下も、他人物賃貸借の所有者による追認を認めた
裁判例（（ⅶ）（ⅷ））も抵当権設定などの事例と同列に紹介しているから、処
分行為と債務負担行為を区別していないようである。他方で、前掲注（１）中
村12頁は、（ⅶ）（ⅷ）を債務負担行為を追認を肯定した例として紹介し、13頁で、
処分行為の追認が問題となった例ではないから、本判決の射程は及ばないと解
すべきだと、問題を区別している。
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い・・・。非権利者の処分の追認においては、物権レベルにおいてのみ権利者

は影響を受けるにとどまる」としている（18）（19）。清水説も、「義務設定行為も含

め全部の効果が発生すると解すると、相手方は予期しない者との行為を強制さ

れることになるから、この点はさらに義務負担授権との関係が検討されるべき

であろう」と指摘する（20）。ただし、義務設定（債務負担）授権との関係では、

権利者が無権利者と併存的に義務を負担する限りでは相手方との関係では問題

は少ないから、権利者からの権利行使による相手方の不利益、つまり、顕名原

則との抵触を清水説は指摘していると考えてよいと思われる。

　他方で、無権利者と相手方の契約関係が権利者に移転する余地に言及する学

説では、幾代説は、追認によって、処分の相手方と本人の間に直接にあらゆる

義務が発生する可能性と、権利者による単なる権利放棄の可能性があり、曖昧

な場合は、後者だとして、無権利者と相手方の契約関係が権利者に移転するの

を承認しているようにも思われる。しかし、前者の効果としてあげるのは、権

利者に売主としての担保責任を生じることであり、権利者から売買代金債権を

行使しうると具体的に言及しているわけではない（21）。同様に、川井説も、権利

者による追認の結果、相手方が権利者に対して履行請求できると指摘するに止

まっている（22）。そうすると、学説では、本件のようなケースを具体的に考えて、

権利者 X からの無権利者 A の取引相手方 Y に対する履行請求を肯定したもの

はないと考えるのが正確であろう。

　６．（１）BGB185条は、１項で「権利者の同意（Einwilligung）を得て行っ

たときは、無権利者の物又は権利の処分は有効である。」、２項で「権利者が処

分を追認した（genehmigen）とき、又は、処分者が物又は権利を取得したとき、

又は、権利者が処分者を相続し、かつ、遺産債務に対して無限責任を負ったと

きは、処分は有効となる。後二者の場合は、物又は権利に関して相互に矛盾す

る複数の処分が行われたときは、先の処分だけが有効となる」と規定している。

（18） 米倉彰「法律行為（八）」法教51号14頁以下、24頁。
（19） 北川善太郎『民法講要Ⅰ［民法総則］（第２版）』（有斐閣・2001年）195頁も同旨。
（20） 水本浩『民法１（総則２）（注解法律学全集10）』［清水千尋］132頁。
（21） 幾代通『民法総則（第２版）』（青林書院・1984年）362頁注（１）。
（22） 川井健『民法概論（第４版）』（有斐閣・2008年）258頁。
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さらに、BGB184条１項では、「別段の定めがないときは、事後の同意（追認）

の効力は、法律行為の時に遡る」と規定されている。つまり、BGB185条は、

無権利者の処分行為が、権利者の事前の同意で有効となるケース（同条１項）、

および、事後的に有効となるケース（同条２項）を規定し、さらに、BGB184

条１項は185条２項の第１の事例では、追認に遡及効があることを規定している。

　以上の権利者の事前の同意で無権利者の処分行為が有効となるという法制度

は、処分授権（Verfügungsermächtigung）とネーミングされている。その結果、

処分行為以外でも授権を一般化させて、法律行為が他人効を生じさせる制度と

して、代理以外に授権（Ermächtigung）が存在すると説かれている。だから、

授権とは、自己の名前で他人の権利を主張・行使するが、その効果を他人に帰

属させるための制度であり、それが有効なのは、他人の同意があるからだとい

うことになる（23）。ただし、授権によって、授権者は権利を失うことはなく、被

授権者には他人の名前で権利を行使・主張するという権限が、授権者によって

付与されているに止まる。授権と代理とは類似しているが、代理は人と関係し

（personenbezogen）、授権は対象と関係する（gegenstandbezogen）。代理人が

他人の名前で行った法律行為は、本人の行為であり、本人に効果帰属する。反

対に、被授権者が自分の名前で行った行為は、被授権者の行為である。代理人

が本人のために締結された行為とは無関係なように、授権者は被授権者の行為

に契約相手方としては関係しない。他方で、間接代理と授権の違いは、授権が

間接代理と異なり、第三者との関係で効力を有するが、間接代理ではそうでは

ないことである（24）。

　ただし、BGB に規定がおかれているのは、処分授権だけである。しかし、

学説では処分授権以外の授権の可能性が説かれている。すなわち、取立授権

（23）  ド イ ツ 法 の 授 権 に 関 し て は、 わ が 国 の 研 究 と し て、 伊 藤 進「 授 権
（Ermächtigung）概念の有用性－ドイツの学説を中心として－」伊藤進『授権・
追完・表見代理論』（成文堂・1989年）１頁以下、清水千尋「授権（Ermächtigung）
に関する基礎的考察－とくに処分授権を中心として（２）～（５）」立正法学
13巻１・２号55頁以下、17巻１・２号29頁以下、17巻４号51頁以下、21巻１・
２号59頁以下を参照。

（24） 例えば、Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2.Bd, Das 
Rechtsgeschäft, 4.Aufl., Springer, 1992, S.903; Staudinger-Schilken (2004), §§164ff., 
Rn.62ff.
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（Einziehungsermächtigung）、権利取得授権（Erwerbsermächtigung）、債務

負担授権（Verpflichtungsermächtigung）である。取立授権とは、被授権者が

自分の名前で債務者から債務の弁済を受けるが、授権者に対して効力を有する

という授権である。例えば、延長された所有権留保売主は、予め所有権留保買

主から自分に商品の転売代金債権の譲渡をさせるが、留保買主からの買主（債

務者）に対して留保買主に転売代金債権を主張し取り立てる権限を付与してい

る（取立授権）。権利取得授権とは、被授権者が自己の名前で、授権者のため

に権利取得する授権である。権利取得授権は、「関係者のためにする法律行為

（Geschäft, für den, den es angeht）」を説明するために提唱された授権の形式

だった。例えば、商店で現実売買で商品を購入するときには、顧客が第三者の

ためにその商品を購入している場合でも、商店は誰に商品を販売するのかは無

関心である。商品の瑕疵担保を第三者が追及しても、問題はない。つまり、契

約相手方が、誰と契約しているのかに無関心な場合には、関係者のためにする

法律行為は、顕名原則の例外として許容されている。しかし、これを権利取得

授権として一般化することは、顕名原則に抵触し、しかも、相手方と第三者の

ためにする契約を締結すれば十分だという理由で、有効ではないとされている。

債務負担授権とは、被授権者の法律行為によって、授権者だけを、又は、同時

に被授権者を義務づける授権である。債務負担授権の可否に関しては議論があ

る。それを拒否する理由は、顕名原則に反するからであり、かつ、債務引受を

認めれば十分だと考えられているからである（25）（26）。つまり、授権という制度を

一般化すれば、性質の異なった制度が一括され、しかも、顕名原則との抵触が

問題になる（27）。

　以上のように BGB185条１項（処分授権）が類推されて、処分授権以外の授

権が有効となるのか以外に、BGB185条２項の事後の同意（追認）の類推が可

能なのかも問題になる。具体的には、他人物の賃貸である。というのは、賃貸

借契約を締結すれば、賃貸人は債務負担するに止まらず、物の占有を引き渡す

と同時に、自己の物権的な支配権を制限し、その結果、契約期間中は賃借物を

所有物返還請求することはできなくなる。その結果、債権的な占有権を委ねる

（25） 前掲注（24）Schilken, Rn.62ff., Flume, aaO., S.905ff.
（26） 例えば、前掲注（23）伊藤25頁以下も参照。
（27） 例えば、Staudinger-Grunsky (2004), §164, Rn.111.
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ことは、それと関連した物権的な占有の譲渡と併せて、処分と同様の効力を持

つと解されている。だから、所有者の同意を得て無権利者が不動産を賃貸する

ことは可能なだけではなく（28）。さらに、通説は、他人物の賃貸の追認が許され

ると解している（29）。

　このようなドイツ法での議論を参照すると、本件との関係では、次のように

考えることができよう。仮に、本件で A が Y と茸の売買契約を締結してれば、

X による A の処分行為の追認が可能である。ただし、その結果は、X から茸

の所有権が Y に移転するに止まり、A の行為が X に効果帰属するわけではな

い。他方で、X が A の販売委託契約の締結を追認したとしても、A の Y に対

する売買代金債権を取得することはできない。ドイツ法でも、顕名原則に抵触

するから、権利取得授権は拒否されているからである。つまり、ドイツ法で処

分授権と取立授権が可能だと解されているのは、被授権者が自分の名前で行為

しても、その行為が直接に効果帰属するのは、授権者と相手方ではなく、被授

権者と相手方の間だからである。もちろん、以上の法律行為の内容は、授権者

の権利と関係している。しかし、授権者は、自分の権利領域に関係する他人の

法律関係が、自分に対して効力を有することを承認し、拘束されるにすぎない

から、相手方には不利益はないからである。反対に、顕名原則に反して、他人

の法律行為の効果を自己に帰属させることはできないから、権利取得授権は有

効ではないということになる（30）。例外が、債務負担授権だが、他人物の賃貸借

の授権であり、その追認である。ただし、ここでも授権の効果は、権利者は賃

借人に対して、賃貸借契約の継続中は、所有物返還請求権を行使できないこと

に止まる。

　以上を本件に即して見ると、以下のように考えられる。権利取得授権は顕名

原則に反し有効ではない。だから、X の A に対する権利取得授権を追認する

ことも不可能であり、X は Y に対する販売代金債権を取得することはない。X

（28） 例えば、前掲注（27）Grunsky, §185, Rn.102ff.; 前掲注（24）Flume, aaO., S.907f.
（29） 例えば、前掲注（27）Grunsky, §185, Rn.106f.; Münchenr-Schramm, §185, 
Rn.10.

（30） Philippos Doris, Die rechtsgeschäftliche Ermächtigung bei Vornahme von 
Verfügungs-, Verpflichtungs- und Erwerbsgeschäften, Beck, 1974, S.112の債務
負担授権と処分授権、取立授権との比較に関する記述を参照。
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が Y に対する債権を取得するためには、A から債権譲渡を受ける他ないが、

その際には、Y は譲渡通知以前の A に対する相殺の抗弁を対抗できる（民468

条２項）。本判決も、同様の理を判示していると考えられる。

　他方で、５．で見た（ⅶ）（ⅷ）の裁判例に関しても、ドイツ法で無権利者

による他人物賃貸借の追認が可能と解されていることと同様の考慮を見て取る

ことが可能であろう。しかも、わが国の判例・学説は、契約相手方の賃借人の

承諾を要せず、賃借物の所有権の移転による賃貸人の交替を認めるから、他人

物賃貸借を追認して、権利者（所有者）が賃貸人としての権利を行使するのを

認めるのは、むしろ当然と考えることもできよう（31）。さらに、わが国の裁判例

（ⅶ）が他人物賃貸借の追認を処分の追認としているのも、ドイツ法の議論が

占有の移転の要素も含めて賃貸借に処分行為との類似性を認め、BGB185条２

項を類推する思考図式と類似してると考えることもできよう。

　（２）そこで問題となるのが、X による Y の処分行為の追認と、直接の侵害

者 A ではなく、中間処分者の Y に対する不当利得返還請求の可否である。ド

イツ法では、これが可能だと解されている（32）。だから、ドイツ法で、権利者が

無権限処分を追認するのは、無権利者に対して売却代金を請求するためであ

る（33）。その際の根拠条文は、BGB185条２項の第１の事例（無権利者の処分の

権利者による追認）、および、BGB816条１項である。BGB816条１項は、無権

利者が目的物を処分し、これが権利者に対して有効なときは、処分によって取

得したもの（das durch die Verfügung Erlangte）を権利者に引き渡す義務を

負う。処分が無償で行われたときは、処分によって直接法律上の利益を受けた

者が、同一の義務を負う、と規定している。例えば、第三者が処分された動産

を善意取得した場合である。そこで、処分されたのが占有離脱物で、第三者が

善意取得できないときでも、権利者は無権利者の処分を追認して所有権を失っ

た状態を発生させ、その結果、BGB816条１項１文で処分者に対して売却代金

（31） （注（17）で紹介した）前掲注（１）中村13頁を参照。
（32） 以下のドイツ法の状況に関しては、藤原正則「無権限者による他人の物の
処分と他人の債権の取立による不当利得（１）～（４）」北法59巻２号565頁以下、
59巻３号1219頁以下、59巻４号59巻５号2309頁以下を参照。

（33） 例えば、前掲注（27）Grunsky, §185, Rn.54.
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（＝処分によって取得したもの）を不当利得返還請求することになる（34）。

　もっとも、ドイツ法でも、民法典の施行直後は、権利者が無権限処分者、特

に、善意・無過失の中間処分者の処分を追認して、不当利得返還請求できるの

かに関しては理論的な疑念もあった。しかし、それにもかかわらず、ドイツの

判例・通説が、権利者（所有者）による処分者に対する不当利得返還請求と、

占有者に対する所有物返還請求権という選択権を認めたのは、実益の観点が決

定的である。動産が占有離脱したときはもちろん、それ以外の場合でも、第三

者が善意取得しているか否かは、所有者には容易に判断できない。特に、占有

離脱物が所在不明の人間に処分されるか、複数の人間に処分されたときは、物

が発見できるか否かは不確かである。さらに、回復した物が損耗しており、売

却代金の返還が物の回復より経済的に意味のある場合もある。しかも、処分者、

占有者が善意の場合は、所有者は損耗に対して損売賠償請求できない（BGB993

条２項）。そうなると、善意取得が成立して不当利得返還請求できる場合と比

べて、善意取得の成立しない場合のほうが、所有者の地位は却って劣化してい

ると考えることもできる。さらに、所有者が占有者から物を回復すれば、処分

者は占有者から追奪担保責任の追及を受け、追奪担保責任は損害賠償を含むか

ら、売却代金以上の返還義務を負うことになる。ところが、所有者が追認して、

処分者が売却代金を返還すれば、処分者は追奪担保責任を確実に免れることに

なるからである。

　その結果、判例は、所有者の保護を徐々に拡大してきている。すなわち、現

在の判例・学説によれば、無権限の売買が連鎖したとき、所有者は任意の処分

者、つまり、最も高価に処分した者、最も資力のある処分者を選択して、その

処分を追認することが可能である（35）。所有者が物の一部を回復したときも、処

分を追認できる。つまり、所有者が物を回復したときでも追認権の放棄とはな

らず、追認は処分を適法とするのではなく、不当利得返還請求のための擬制に

（34） ドイツ法では、判例は BGB816条１項の文言に忠実に売却代金の返還を指
示するが、学説では物の客観的価値を指示するものが多い。これは、売却価格
が物の市場価格（客観的価値）を上回るときに問題となる。これに関しては、
例えば、Staudinger-Stephan Lorenz (2007), §816, Rn.23ff.、さらに、藤原正則『不
当利得法』（信山社・2002年）217頁以下を参照。

（35） 例えば、前掲注（34）Staudinger-Stephan Lorenz, §816, Rn.9を参照。
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すぎない（36）。処分を追認した後でも、盗人に売却代金を超える損害の賠償をす

ることも可能である。その結果、処分者と盗人は連帯債務者となる（37）。さらに、

物が第三者の下で加工されて所有権が失われた後も、つまり、追認時には所有

者ではないにもかかわらず、所有者は処分を追認できる（38）。結局、物の処分に

よって取得できる経済的価値の総てを所有者に与えることを、追認の遡及効に

よって達成しているのが、判例・通説の考え方である。さらに、判例は、所有

者の処分者に対する売却代金の請求を所有者の追認とみなし、所有者は確実に

所有権を失い、それ以外の解釈は信義則に反すると解しているが、学説はこれ

に反対している。追認後に処分者に執行しても、処分者が無資力の可能性があ

るから、二者択一を強いるのは不当だと学説は考えるからである。その結果、

売却代金の引渡と同時履行での追認（39）、および、物の回復を解除条件とする追

認という法律構成（40）も提案されている。だから、本件のケースでは、X は Y

の処分行為を追認して、Y が D から取得した販売代金を不当利得返還請求す

ることが可能だということになる。

　ただし、以上のドイツ法では、わが国とは善意取得に関する規定が異なって

いることには注意が必要である。すなわち、ドイツ法では、金銭・有価証券は、

占有離脱物でも善意取得が成立し、通常の動産でも公の競売で権利取得すれば、

同様に善意取得が成立するが（BGB935条２項）、占有離脱物の回復請求には

期間制限がなく、しかも、わが国の民194条のような代価弁償を認める規定は

ない。この点は、わが国での同様の問題を考える際に、重要な違いとして意識

しておく必要があると考える。

　７．（１）わが国で同様の請求が可能かを考える前に、不法行為に関する判

（36） BGH NJW1986, 1326.
（37） BGHZ52, 39.
（38） BGHZ54, 131.
（39） Heinz Bauernfeld, Herausgabe des Erlangten Zug um Zug gegen 
Genehmigung der Verfügung des Nichtberechtigten, NJW1961, S.109ff.

（40） Uwe Wilckens, Ist der Rückgriff des Bestohlenen auf den Veräußerungserlös 
notwendig endgültiger Verzicht auf das Eigentum, AcP157, S.399ff. Werner 
Merle, Risiko und Schutz des Eigentümers bei der Verfügung eines 
Nichtberechtigten, AcP183, S.81ff.
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例を見ておきたい。というのは、本件での X の所有権の保護を考える際には、

Y に対する不当利得返還請求とともに Y が有過失なら不法行為による損害賠

償の可能性も考えうるからである。

　直接の侵害者に対する不法行為による損害賠償請求に関してだが、初期の大

審院の判例（（ⅸ）大判明治43年６月９日刑録16週125頁）は、土地を詐取して

転売した詐欺者に対する不法行為による損害賠償請求を認容し、転得者（第三

者）が悪意で土地を取得できないときも（民96条３項）、被害者（所有者）に

は転得者に対する所有物返還請求と処分者（詐欺者）に対する損害賠償請求の

選択肢があると判示した。ところが、後に大審院は判例を変更し、所有者が所

有権を失わないときは、所有者には損害がなく、詐取者、窃取者に対して損害

賠償請求はできないとしている（（ⅹ）大判大正８年10月３日民録25輯1737頁〔立

木の伐採〕、（ⅺ）大判大正５年５月28日民集５巻587頁〔土地〕）。しかも、所

在不明、返還不能の考えられない不動産だけではなく、動産に関しても同様に

判示している（（ⅻ）大判昭和13年７月11日大審院判決全集第５週９号６頁〔動

産〕）。以上は直接の侵害者に関する判例であり、第三者から原物返還が可能な

ら直接の侵害者に対しても不法行為による損害賠償請求は成立しないというの

が（同様の事案を取り上げた最高裁判例は存在しないが）、現在までの判例の

立場だと考えられる。

　他方で、不当利得・事務管理に関する判例は、不法行為に関する判例とは異

なり、原所有者が所有権を失ったか否かで問題を区別していない。ちなみに、

所有者の追認の有無に言及する判例は、所有者が直接の侵害者の処分を追認し

たことによる事務管理の成立と処分した侵害者に対する売却代金の返還請求を

認めた判例（（ⅹⅲ）大判大正７年12月19日民録24輯2367頁〔船舶の共有持分

の処分〕）が１件だけ存在する。しかし、この判例も故意の直接の侵害者によ

る処分の事例であり、かつ、処分が有効となる可能性のあった事例である。さ

らに、無権利者の処分の有効・無効に言及しない判例の多くは、直接の侵害者

に対する不当利得返還請求を肯定した事例である（（ⅹⅳ）大判明治38年11月

30日民録11輯1730頁〔動産〕、（ⅹⅴ）大判大正４年３月13日民録11輯371頁〔土

地〕、（ⅹⅵ）大判昭和11年７月８日民集15巻1350頁〔山林〕）。直接の侵害者で

はない中間処分者に対する不当利得返還請求を認めたのは、原物が存在すれば

民193条が適用されるべきケースで、原物返還が不能で、中間処分者に過失が

あった事例である（（ⅹⅶ）大判昭和12年７月３日民集16巻1089頁〔動産〕）。
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他方で、原物返還が不能となった盗品の中間処分者に対する不当利得返還請求

で、善意・無過失の中間処分者が前主に支払った代価の控除を認めた裁判例

（（ⅹⅷ）高松高判昭和37年６月21日高民集15巻４号296頁）がある。具体的な

事案は、A 会社から従業員 B が材木を窃取し、善意・無過失の材木商 C に売

却し、C は材木を転売した。A の C に対する不当利得返還請求に対して、C

は B に支払った代価の控除を抗弁できるとしている。もっとも、この裁判例

に対しては、C が材木を転売せず占有していれば、民193条による A の返還請

求に対して代価弁償はできなかったから、対価抗弁を認めたのは不当だという

批判が有力である（41）。

　他方で、民194条の適用されるケースでは、X の不当利得返還請求を認めな

かった判例（（ⅹⅸ）最判昭和26年11月27日民集５巻13号775頁）がある。具体

的な事件は、A から窃取した電気銅を盗人 B が C に売却し、CDEF と転売さ

れた。F は金物販売商であり、G は F から電気銅を買い受け、工事に使用した。

A は G に対して、主位的に原物返還を、予備的に物の客観的価格と代価弁償

の差額を請求した。判例は、民194条の回復請求権は、動産の現存を前提とし、

しかも、回復請求に代わる不当利得返還請求も同様だと判示している。後に紹

介するように、学説にはこの判例を支持するものが多く、しかも、同様の理は、

民193条の回復請求権にも当てはまると解している。ただし、民194条は代価弁

償の限りで占有者に取引の安全を与えるものであり、占有離脱した動産の価値

の帰属自体を認めるものではないから、この判例を疑問視する余地はある。た

だし、判例が、民194条の解釈によって動産取引の安全を拡大したと考える余

地もある。さらに、今ひとつ、最近の判例で、A から窃取された土木機械を

盗人 B が中古機械の販売業者 C に売却し、C から土木機械を買い受けた占有

者 D に対して所有者 A から回復請求と使用利益の返還請求がされたケース

で、民194条の解釈として、原所有者の代価弁償までは訴訟係属以後も占有者

は使用利益の返還義務はないとしたもの（（ⅹⅹ）最判平成12年６月27日民集

54巻５号1737頁）がある。確かに、善意の占有者（D）は果実（・使用利益）

の返還義務を負わないが（民189条１項）、それは訴訟係属以前である（民189

（41） 川村泰啓「返還さるべき利得の範囲」判評65号27頁以下、34頁、四宮和夫『事
務管理・不当利得・不法行為（上）』（青林書院・1981年）189頁、190頁注（４）、
好美清光「不当利得法の新しい動向（下）」判タ387号22頁以下30頁以下など。
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条２項）。だから、この判例は、民189条２項の文言に抵触する。判決の理由は、

（a）被害者 A は盗品の回復を請求するか否かを選択できるが、回復を諦めれ

ば占有者 D は使用利益を享受でき、回復を請求すれば使用利益の返還義務を

負い、占有者 D の地位は不安定となり、被害者と占有者の保護の均衡を図っ

た民194条の趣旨に反する。（b）占有者の被害者に対する代価弁償には利息は

付されないが、被害者の回復請求に使用利益の返還も認めれば、両者の均衡を

欠くというのものである。しかし、（a）は、被害者に選択権がある以上は、当

然の結果である。（b）は、売買契約の当事者間の契約の解消（解除、無効・取

消）では妥当しようが（この場合に、民575条を類推する余地はある）、第三者

である被害者 A の回復請求権に対しては考慮すべき事情ではないであろう。

だから、判例は、民194条の範囲では、善意・無過失の占有者のために取引の

安全を拡大していると考えるべきであろう（42）。

　以上を要約すると、次のようになる。不法行為に関する判例は、直接の侵害

者に対する請求でも、原物返還が可能なら、「損害」がないとして損害賠償を

認めない（（ⅹ）（ⅺ）（ⅻ））。他方で、不当利得返還請求では、多くは故意、

少なくとも過失はある直接の侵害者に対する請求では、原物返還の可否にかか

わらず、つまり、処分の有効・無効とは無関係に不当利得返還請求を認めてい

る（（ⅹⅲ）（ⅹⅳ）（ⅹⅴ）（ⅹⅵ））。しかし、動産を占有していれば民193条が

適用されたはずの事例で、中間処分者に対する不当利得返還請求を認めたのは、

原物返還が不能で、しかも、中間処分者に過失があったケースである（（ⅹⅶ））。

他方で、批判は多く、しかも、裁判例だが、善意・無過失の中間処分者に対す

る不当利得返還請求で、前主に支払った対価の控除を認めたものがある

（（ⅹⅷ））。さらに、民194条の適用されるべき占有者に対する不当利得返還請

求では、占有者が動産を消費したケースでも、原物返還が不能なら民194条の

回復請求権は成立せず、動産の客観的価値と代価弁償の差額の支払いを求める

不当利得返還請求に関しても同様だと判示したものがある（（ⅹⅸ）。さらに、

民194条の解釈として、訴訟係属後も占有者は使用利益の返還義務を負わない

（42） だから、この判決が、民189条２項に抵触することを理由とする反対が、好
美清光「判批」民商124巻４・５号723頁以下、池田恒男「民法判例レビュー」
判タ1046号67頁以下。ただし、前掲注（５）好美226頁では、代価弁償に利息
を含まないことと関連させて理解すべきであろうと判例に対して親和的である。
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と判示して、取引の安全を拡大した判例（（ⅹⅹ））がある。

　このような判例を整合的に理解するのは、必ずしも容易ではない。しかし、

以下のように考える余地はあるのではないか。直接の侵害者に対しては、原物

返還が可能なら、判例は不法行為による損害賠償を認めない。しかし、他方で、

通常は故意、少なくとも過失はある直接の侵害者に対しては、原物返還の可否

とは別に不当利得返還請求を認めている。だから、その限りでは、不法行為の

被害者（所有者）の「損害」の要件を、不当利得では利得者（侵害者）の「利

得」に注目して補完していると考えることができる。直接の侵害者以外の占有

者、中間処分者に関しては、中間処分者に過失があれば、不当利得返還請求を

認めている。他方で、善意・無過失で動産を消費した、あるいは、添付により

所有権を取得した占有者、中間処分者に対する不当利得返還請求のあり方は問

題である。代価弁償の認められる占有者に関しては、動産を消費したときは、

民194条の回復請求権、不当利得返還請求のいずれも可能ではないとした判例

がある他に、民193条のケースで、善意・無過失の中間処分者に対価控除を認

めている裁判例もあるからである。さらに、民194条による回復請求を受けた

占有者に対しても訴訟係属後も使用利益の返還義務を負わないとした判例も考

慮すれば、民193条、194条、特に、民194条の範囲では、（裁）判例は、善意・

無過失の占有者、中間処分者に対して取引の安全を拡大しようとしていること

になる。だから、６．で紹介したドイツの判例・学説のように、少なくとも、

民194条の適用を受ける善意・無過失の中間処分者の処分を追認して不当利得

返還請求することを、判例が当然に肯定するとは考えにくい。ただし、この問

題に関しては、不当利得に関する学説を一瞥した後に考えることとしたい。

　（２）まず、不法行為に関する学説は、他人の所有物を処分しても、それが

不法行為を構成するのは、第三者の善意取得、添付などで所有権を失った場合

に限られ、法律上の権利が失われないときは、用益の阻害分や登記回復の費用

を損害賠償請求できるに止まると解している（43）。

　これに対して、不当利得に関する学説では、我妻説は、ドイツ法を参照して、

無権限処分を追認しての権利者による無権利者に対する不当利得返還請求を肯

（43） 加藤一郎『不法行為（増補版）』（有斐閣・1974年）107頁、四宮和夫『事務管理・
不当利得・不法行為（下）』（青林書院・1981年）576頁、幾代通・徳本伸一『不
法行為法』（有斐閣・1993年）67頁注（１）など。
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定している。しかし、我妻説の示す具体例は、直接の侵害者に対する不当利得

返還請求である（44）。しかも、先に見た動産取引の安全を拡大する判例が、占有

離脱物でも善意・無過失の第三者は動産を善意取得し、被害者は所有権を失う

が、被害者（原所有者）には民193条、194条の回復請求権が与えられるとする

我妻説（45）の影響下にあることを考えると、我妻が善意・無過失の中間処分者

の処分の権利者による追認と不当利得返還請求を認めているとは考えにくい。

松坂説も我妻説と同様に無権利者の処分の追認の余地を認めているが、具体例

は、直接の侵害者の処分の追認である（46）。四宮説も、権利者が無権限処分を追

認することは可能だとしている。具体的には、次のような記述である。すなわ

ち、B が A の動産を無権限で C に処分したが、C が所有権を取得しないときは、

A は B に対して物の客観的な価値を不当利得返還請求できないはずである。

しかし、A が所有物返還請求権を放棄して、B の処分を追認すれば、物の客観

的価値（不当利得）を、B が悪意・重過失なら物の売却代金の返還を請求でき

る（準事務管理）と、四宮説は解している（47）。さらに、三宅説は、以下のよう

に主張している。すなわち、ドイツ法は物権行為主義をとるから、処分の有効・

無効で問題を区別する。しかし、日本の判例は、処分の有効と無効とを区別し

ない。なぜなら、善意の第三者の取引の安全を保護する民94条２項、96条３項

をはじめ、民192条ですら、所有権取得の実体規定ではなく、善意の転得者に

対する所有物返還請求権の行使を制限する規定にすぎないからである。だから、

所有者の追認の意味は、無権限の処分者に対する所有物返還請求権を放棄して、

その代わりに無権利者に対する代金の返還請求を可能にすることにある、とい

うのである（48）。ただし、三宅説も、善意・無過失の中間処分者に対しても追認

して不当利得返還請求が可能かを具体的に論じてはいない（49）。

（44） 我妻栄『債権各論（下１）』（岩波書店・1972年）1010頁以下。
（45） 我妻栄『物権法』（岩波書店・1952年）139頁以下。
（46） 松坂佐一『事務管理・不当利得（新版）』（有斐閣・1973年）152頁以下。
（47） 前掲注（43）四宮193頁以下。四宮説の準事務管理の肯定に関しては、同43頁。
（48） 谷口知平・甲斐道太郎編『新版注釈民法（18）』（有斐閣・1991年）［三宅正男］
285頁以下。

（49） ただし、前掲注（34）藤原216頁は、民193条の適用されることを前提に、善意・
無過失の中間処分者の処分を追認して、中間処分者に対して不当利得返還請求
できると説いている。さらに、その際に、学説の多くも無権限処分者の処分の



民事判例研究

［178］北法63（3・131）791

　他方で、先に紹介した民194条の適用されるべき中間占有者が動産を消費し

たときは、占有者は不当利得返還義務を負わないという判例を、学説の多くは

支持している。回復請求の前提は、物の現存だと解するからである（50）。ただし、

鈴木（禄弥）説は、民193条の適用を極力狭く解すべきことから賛成できるが、

物が転売されて現存すれば、転買者が原所有者から返還請求を受けると、転売

者は転買者から追奪担保責任の追及を受けるのと比較すると疑問の余地がある

と指摘している（51）。

　（３）以上を前提にすると、本件で、Y が悪意・有過失の場合は、従来の判

例でも、Y の不当利得の返還義務は肯定されよう。さらに、Y が動産を占有し

ていれば、民193条の適用を受けたはずだから、Y には動産の価値が帰属する

理由はないと考えれば、Y が動産を転売した本件でも X は Y に対して不当利

得返還請求が可能であろう。これは、６．で紹介したドイツ法のように、債権

的請求（不当利得）による所有権保護の完全化である。ところが、わが国の判

例では、民193条の適用されるはずだった善意・無過失の中間処分者 Y に対す

る X の不当利得返還請求を否定したものはないが、肯定したものもない。そ

こで、以下では、思考実験として、一応は債権的請求で所有権の保護を補完す

ることはできないことを出発点に問題を考えることとする。その際には、A

を直接の侵害者、Y を民193条の適用される善意・無過失の中間処分者、D を

民194条の適用される占有者又は中間占有者、E を民193条又は194条が適用さ

れる現在の占有者とする。

　債権的請求で所有権保護を補完できないことを出発点とするなら、とりあえ

ずは、動産を処分した Y には、不当利得返還請求はできないと考えることに

なる。Y が動産を消費したとき、D が動産を消費・転売していたときも、同様

である。しかし、D が動産を占有していたときは、X が D に回復請求権を行

使すれば、D は代価弁償を主張できる。その際には、Y は X の所有物で D に

追認を認めていると指摘しているが、本文で示したとおり、学説が追認を認め
ているのは、中間処分者ではなく直接の侵害者だから、この部分の指摘は不正
確であろう。

（50） 前掲注（５）を参照。
（51） 鈴木録弥「即時取得」『総合判例研究叢書 民法（６）』（有斐閣・1957年）
59頁以下。
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対する債務（民560条）を弁済しているから、X は動産の客観的価値の不当利

得返還請求、又は、少なくとも代価弁償を Y に求償できると考えることも可

能である（a）。しかし、このような X の不当利得返還請求も、債権的請求に

よる所有権の補完だと考えるなら、X の請求は成立しないことになる。

　ところが、D が動産を転売した E に民193条が適用されるときは、X は E に

対して回復請求権を行使できる。そうすると、E は D に追奪担保責任を追及し、

D は Y に同様の請求をすることになる（b）。その結果は、Y ばかりか民194条

の適用されるはずだった D の取引の安全が損なわれる結果となる。ところが、

E が動産を消費していたときは、X は E に不当利得返還請求はできない。他

方で、E に民194条が適用されると、E は X に代価弁償が可能だが、X は民

194条の適用される D には不当利得返還請求はできないと考えるべきことにな

る。

　そうすると、（b）のように動産が現存して、現在の占有者 D、又は、E に民

193条が適用されると、X の所有権の保護は貫徹されることになる。他方で、（a）

のように動産が現存しても、D に民194条が適用されるときに、X は Y に対し

て不当利得返還請求ができないと解するなら、取引の安全は民193条が適用さ

れた場合より拡張されたことになる。

　もっとも、E が悪意・有過失の占有者のときは、E の占有・消費・転売のい

ずれの場合も、X は所有物返還請求、又は、不当利得で返還請求が可能であろ

う。その結果は、E から D へ、D から Y への追奪担保責任の追及が連鎖する

ことになる（c）。そうすると、D の取引の安全は完全に覆滅される。しかし、

民194条の適用を受ける D は通常は占有者（最終消費者）で転売を予定してい

ないだろうし、しかも、E が悪意という事態は考えにくいから、（c）は一応は

考慮する必要はないのであろう。

　以上を前提にわが国の判例と学説を考えると、学説の一部には、民194条の

適用されるべき占有者 D が登場した後は、民193条、194条は適用されず、X

は回復請求できないと解するものがある（52）。この学説に従うなら、（b）でも取

（52） 末川博・谷口知平『民法総則・物権（ポケット注釈全集６）』（有斐閣・1956年）
［宅間達彦］342頁、我妻栄編著『物権法（判例コメンタールⅡ）』（日本評論社・
1964年）［遠藤浩］200頁。他方で、前掲注（５）好美225頁は、この考え方は「多
分に善意取得者保護の政策的配慮に支えられており、その意図は一応理解でき
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引の安全は拡大されることになる。さらに、D が動産を消費していた場合に、

X の動産の客観的価格と代価弁償の差額を否定する判例（ⅹⅸ）も、以上の学

説と同様に、所有権を債権的請求で補完できないという考え方で、取引の安全

を拡大したのだと考えられる。学説が、民193条の適用される占有者に関しても、

同様の趣旨が当てはまると解するのも同様である。問題は、このような取引の

安全の拡大をどこまで認めるのかである。その限度は、現在の占有者に民193

条が適用され、占有者から前主に追奪担保責任の追及されるケースである。し

かし、原物が現存しないか、現在の占有者に民194条が適用される場合は、取

引の安全を拡張する余地がある。この方向を推し進めれば、占有者、中間占有

者に故意・過失があるときに不法行為による損害賠償、又は、それを補完する

場合に限って不当利得返還請求が成立する余地だけを認めることになる。

　ただし、以上の問題、つまり、動産を転売した中間処分者の取引の安全のあ

り方は、ドイツ法のように善意取得が成立し占有者が所有物返還請求を受けな

いケース以外は所有権の保護を優先する法制度とは異なり、わが国の民192条

以下の規定の由来するフランス法、フランス法を継受したスイス法などでは、

判例による法形成、ないしは、法創造の課題であり、複数の選択肢がありうる

と考える（53）。例えば、ドイツの比較法の文献で（54）、ドイツとは異なった考え方

る」が、疑問だとしている。
（53） ちなみに、善意取得の制度が認められていなかった19世紀のドイツの普通
法では、動産の原物返還が可能ではない場合、つまり、動産の転売・消費の場
合に取引の安全を与える方向性が追及されていた。これを、ケーニッヒ（Detlef 
König, Ungerechtfertigte Bereicherung, Tatbestände und Ordnungsprobleme in 
rechtsvergleichender Sicht, Carl Winter, 1985）は、以下のように説明している。
　普通法では、他人の所有権を悪意で侵害した者は、所有物返還請求権の枠内
で全利益の賠償義務を負った。さらに、悪意の占有者が果実を消費し、物を消
費し、加工・混和・付合させたり、処分したときは、所有者には「不法な原由
ゆえの不当利得返還訴権（condictio ex iniusta causa）」、および、「盗の不当利
得返還訴権（codictio furtiva）」が帰属した。しかし、民法典の立法者は、所有
者は所有物返還請求権と不法行為（場合によっては、契約法）で十分に保護さ
れるという理由で、このような不当利得訴権を継承しなかった。
　他方で、善意の占有者が動産を消費、加工。又は、処分したときは、原所
有者は所有物返還請求権を失った後に、無原因の不当利得訴権（condictio sine 
causa）で補償を請求できるかが問題となる。普通法では、善意・有過失の占
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をとる例示として、しばしば引証されるスイスの判例は、善意・無過失の中間

処分者で、わが国の民193条と同様の規定が適用されるはずだった商人 Y に対

する、所有者 X からの売却代金の不当利得返還請求を退けているが、Y が動産

を消費したケースについては、判断を留保するとしている（55）。しかし、少なく

有者は責任を免れた。サビニー（Saviny）は、物を無償で取得した占有者にだ
け責任を制限しようと考えた。イェーリング（Jhering）は、取得の権限を欠く
占有者に対してだけ返還請求を制限しようとした。だから、契約に基づいて物
を取得した者は、善意取得の制度がないから所有物返還請求を受けるが、取引
の安全ゆえ動産を消費、売却、加工したときは、責任を免れることになる。こ
れに対して、ヴィントシャイト（Windscheid）は、占有者は取得原因を欠くか
否かにかかわらず、不当利得の返還義務を負うと主張した。ただし、イェーリ
ングとヴィントシャイトの論争中は、善意取得を欠く時代の取引の安全に合致
するがゆえに、イェーリングが優勢だったが、BGB が善意取得制度を認めたこ
とで、ヴィントシャイトの考え方に収束することとなった（S.157ff.）（以上に
関しては、前掲注（32）藤原（１）574頁以下を参照）。
　さらに、ケーニッヒは、中間処分者に対して不法行為責任の成否を問題にし、
不当利得による保護を与えず、善意取得が広く認められるから占有者が添付に
よって所有権を取得したときの原所有者からの償金請求の適用局面がほとんど
認められないというフランス法を概観した後に、フランス法は所有物返還請求
を不当利得によって拡張することを拒絶しており、イェーリングの目指した取
引の安全と同様であると評している。反対に、ドイツ法の立法者は、ヴィント
シャイトが目指した所有権保護の首尾一貫した追及に与したというのである

（S.173f.）。
（54） 前掲注（11）Zweigert, Kötz, aaO., S.546; Peter Schlechtriem, Restitution und 
Bereicherungsausgleich in Europa Ⅱ, Mohr, 2001, S.117.

（55） スイス連邦裁判所1945年３月１日（BGE71Ⅱ90）は、X から AB（C）が窃
取した動産を買い受けた Y が、動産を D に転売したケースで、X の Y に対す
る不当利得返還請求を拒絶している（代価弁償の義務が発生するのは、D に対
してであって、Y ではないケース）。この場合に、Y が不当利得の返還義務を
負うのかはスイス法でも学説の対立があるとしながらも、判例は、①占有離脱
物の回復請求権に関するスイス民法（ZGB）934条は、占有離脱物が転売され
た場合の物権的代償を規定していない。５年以内の回復請求が認められるなら、
現在の占有者にだけ請求すべきである。②スイス民法は一般的な代償原則を規
定していない。③ Y の利得は存在するが、不当ではない。善意の占有者は、使
用、賃貸、その他の収益、全部又は一部の費消の場合でも、物から利益を受け
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とも、本来は民193条が適用されるはずだった Y が、転売・消費したときまで、

X の不当利得返還請求が排除されることはないと解したい。その理由は、例え

ば、本件での YD に民193条が適用されたときは、Y は D から追奪担保責任の

追及を受ける。ところが、D に民194条が適用され、しかも、X の Y に対する

動産の客観的価値の不当利得返還請求どころか、代価弁償の求償も認められな

いなら、本来は自分の前主 A の権利帰属について、通常人より高度の注意義

務を要請しても不当ではない商人の Y が、結果的に非商人の Y より大きな取

引の安全を与えられることになる。しかも、Y が民194条の適用される D に処

分したことで、結果的に、Y に D 以上の取引の安全が与えられるのは、妥当

とは考えられない。なぜなら、D は Y に支払った代価の弁償を受けるに止ま

るが、X が Y に不当利得返還請求できないなら、Y は A からの取得額と D へ

の売却額の差額を利得できることになるからである。だから、Y の取引の安全

を拡大するにしても、可能なのは、民194条の認める代価弁償と同様の意味を

持つ、X の不当利得返還請求に対する A に支払った対価の控除を Y に認める

（ⅹⅷの裁判例の考え方）のが限度だと考えるべきであろう。しかし、これも、

本件とは異なり、Y が A から善意・無過失で動産を買い受けたときに限って、

考えうる民194条の趣旨による取引の安全の拡大である。他方で、本件では、

Y は動産を取得するために A に対価を支払ったわけではなく、単に A の動産

の販売を委託されたにすぎない。民194条は、対価を支払った善意の占有者に、

自己の取引の相手方に対する抗弁（解除と代金返還請求〔追奪担保責任〕）を

第三者である所有者に主張することを認めたものであり、善意取得（民192条）

には至らない部分的な取引の安全の実現である。だから、一般債権者者が無権

利者のもとにある動産を差し押さえても善意取得できないのと同様に、X の所

有権による追及に対して、Y が相殺を対抗できるのは、民194条の趣旨に反し

ていると考えることもできる。

ることを保障されている（ZGB938条）。④ Y が D からの追奪担保責任を免れ
ることは、回復請求権とは無関係である。⑤ Y を X の事務管理者とみなして
受領物の引渡を請求することもできない。⑥回復請求権に関するスイス法の母
法であるフランスの判例も同旨である、という理由で、中間占有者 Y に対する
不当利得返還請求を退けている。ただし、この判例も、Y が転売したのではなく、
動産を他の物と付合・混和させて返還不能としたときの結論は留保するとして
いる。以上に関しては、前掲注（32）藤原（３）1755頁以下を参照。
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　さらに、Y が消費したケースで考えると、民193条が適用されるべきケース

で動産の返還義務を負った Y が不当利得の返還義務を負わないなら、民191条

の趣旨に抵触する可能性がある。なぜなら、善意の占有者は、物の滅失・損傷

に関して損害賠償義務を負わないが、現存利得は返還する義務があると、同条

は規定している。つまり、民189条以下の規定によれば、善意の占有者は使用

利益・果実の収取は可能だが、それ以上に物の本体（元物）の価値の帰属が認

められているわけではない。民194条の適用される占有者に、訴訟係属後も代

価弁償を受けるまで使用利益の帰属を認めた判例（ⅹⅹ）も、民194条のケー

スで、かつ、果実・使用利益について、訴訟係属後は悪意の占有が擬制される

と規定する民189条２項の文言に反して取引の安全を拡大したものだが、民193

条に関してではない（しかも、この判例は、占有者の代価弁償には利息を含ま

ないことと、被害者が使用利益の返還ができないことの間の均衡を指摘するが、

民193条が適用されれば、占有者は被害者に対して代価弁償はできないから、

その射程は民193条により回復請求を受ける占有者には及ばないと考えるべき

であろう）。しかも、民194条の適用されるケースですら、占有者に代価弁償は

認めても、所有者は回復請求で、動産の客観的価値と代価弁償の差額分は、動

産の価値を回復することが可能である。だから、Y が消費したときにまで、X

の不当利得返還請求を認めないのは、善意取得（民192条）を制限した民193条

の趣旨にも反することになると考える。結論として、民194条の適用されるは

ずだった D はともかく、民193条の適用を受ける Y に関しては、善意・無過失

でも取引の安全を拡大する必要はないということになる。

　それでは、X は Y に対して不当利得返還請求する前提として、Y の処分を

追認する必要があるのか、ないしは、追認は可能なのかが問題になる。まず、

Y が動産を消費したときは、追認の必要はない。動産の価値は Y に帰属して

おり、民248条は Y が添付により所有権を取得したときにも、不当利得返還請

求を認めているからである。他方で、処分の場合は、確かに、X は Y の処分

によって所有権を失ってはいない。しかし、所有権の喪失の効果を導き、不当

利得返還請求を行使するために X が Y の処分を追認することは可能だと解し

たい。判例（最判平成16年10月26日判時1881号64頁）（56）は、共同相続人の１人

（56） この判例についても、ドイツ法と対比した評価に関しては、前掲注（32）
藤原を参照。
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Y が、被相続人に帰属した預金の全額の弁済を受けたときに、債務者（金融機

関）には民478条の適用されないときでも、今１人の共同相続人 X は、自己の

相続分に相当する金員を Y に対して不当利得返還請求することを認めている。

つまり、ここでは、X は債務者に対して預金債権の払戻し請求が可能であり、

「損失」も「損害」もなかった。それでも、判例は、無権限で弁済受領した共

同相続人 Y の X には「損失」がないという抗弁を、信義則に反するという理

由で退けている。このケースも、損失の要件を厳格に解するなら、X は Y の

弁済受領を追認する必要があるだろうが、判例は、（ⅰ）Y は自分に債権が帰

属することを前提に、預金の払い戻しを受けたが、X から訴えを提起されると、

一転して、自分への払戻しが無効と主張していること、および、（ⅱ）債務者

の弁済に民478条が適用される否か、弁済の有効性で、X の請求の相手方が変

わるなら、X は自分の関与しない問題について判断して訴訟の相手方を決定す

る必要があるが、これは X にとって不必要な訴訟上の負担だから、Y の抗弁

は信義則に反すると判示している。以上の考慮は、本件の X にも当てはまり、

動産の所在を追及し、しかも、占有者からの代価弁償があるのかを調査する負

担に関しても同様であると評価できないわけではない。しかも、無権限の弁済

受領では、弁済は債権者 X ではなく、債務者の財産に由来する。だから、Y

への弁済は X に帰属していなかったと考える余地もある。ところが、本件では、

処分された動産は、間違いなく所有者 X に帰属している。だから、本件で、

動産の X への帰属を前提に、Y に動産の価値賠償を請求することは可能と考

えたい。その際に、Y の X に「損失」はないという抗弁は、自己の物として

動産を処分した Y には許されないと考えることも可能ではなかろうか。ただ

し、本件と債権の弁済受領で異なるのは、本件での Y は善意・無過失だが、

無権限の弁済受領では、直接の侵害者 Y には故意又は少なくとも過失がある

ことである。仮に、この点を重視するなら、あくまでも不法行為の「損害」の

要件を補完するのが、不当利得での「利得」であり、本件では、X は不当利得

返還請求できないことになる。しかし、そうだとすれば、本件のケースでは、

債権的請求での所有権の補完を拒否し、故意・過失という行為者の行為態様を

問題にできる場合に限って、所有権の保護が可能だという考え方を採用したこ

とに他ならない。しかし、ここまで取引の安全を拡大するのは、上述したとお

り疑問であろう。だから、結論として、X が Y の処分を追認することも可能

と解したい。
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　最後に、本件、ないし、本判決をどう評価すべきか。本件の原審は、Y は

A に対する反対債権で X の Y に対する販売代金の引渡請求権と相殺できない

と判示していた。本件でも、X の Y に対する不当利得返還請求が可能なら、

相手方が異なるから、Y は A に対する債権で X に対しては相殺できないこと

になる。だから、X の所有権の保護を不当利得返還請求権で補完することが、

この限度では可能だと解するなら、結論としては、原審は妥当だったというこ

とになる。つまり、本件では、民193条の適用されるべき中間占有者（中間処

分者）、しかも、対価を支払って動産を取得したのではない Y に対する不当利

得返還請求の可否、あるいは、動産の代位物の引渡請求が本当の争点のはずだっ

た。ところが、AY 間の販売委託契約の追認という法律構成の是非だけが争わ

れた結果、他人の物を販売委託契約したときに、他人の追認によって他人に販

売委託契約が他人に効果帰属するのかという法律行為、ないしは、契約のルー

ルの解釈に争点が集中したというのが、本件だったのではないか。もっとも、

本判決の判示は、以上のような不当利得を排除することまでも含むものではな

いだろうから、民193条が適用されるはずだった善意の中間処分者 Y に対する

不当利得返還請求の可否は将来の課題というべきであろう。
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